
平成２３年 第２回定例会 

 

 

 

 

摂津市議会会議録 
 

 

 
平成２３年６月１４日  開会 

平成２３年６月２９日  閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摂 津 市 議 会 



目次－1 

目   次 

 

平成２３年第２回定例会  

○６月１４日（第１日） 

出席議員、地方自治法第１２１条による出席者（説明員）、出席した 

議会事務局職員 --------------------------------------------------- 1－ 1 

議事日程、本日の会議に付した事件 ----------------------------------- 1－ 2 

開会の宣告 --------------------------------------------------------- 1－ 3 

市長あいさつ 

開議の宣告 --------------------------------------------------------- 1－ 3 

会議録署名議員の指名 ----------------------------------------------- 1－ 3 

日程１ 会期の決定 ------------------------------------------------- 1－ 3 

日程２ 請願第１号 生活道路の変更と安全対策に関する請願取り下げ 

の件 ------------------------------------------------------------- 1－ 3 

採決 

日程３ 議案第３０号～議案第３２号、議案第３６号、議案第３７号 ----- 1－ 3 

提案理由の説明（総務部長、水道部長、保健福祉部長、教育総務部長） 

質疑（山本靖一議員） 

委員会付託 

日程４ 報告第１号 、報告第３号、報告第５号、報告第６号 ------------ 1－10 

報告（総務部長、保健福祉部長、土木下水道部長） 

質疑（山崎雅数議員） 

採決 

日程５ 報告第２号、報告第４号、報告第７号～報告第９号 ------------- 1－14 

報告（土木下水道部長、総務部長） 

質疑（山本靖一議員、三好義治議員、渡辺慎吾議員、三宅秀明議員、 

柴田繁勝議員） 

日程６ 議案第３３号 ----------------------------------------------- 1－26 

提案理由の説明（総務部長） 

質疑（木村勝彦議員、三好義治議員、渡辺慎吾議員、安藤薫議員、 

大澤千恵子議員、嶋野浩一朗議員、山本靖一議員） 

採決 

日程７ 議案第３４号 ----------------------------------------------- 1－38 

提案理由の説明（総務部長） 

採決 

日程８ 議案第３５号 ----------------------------------------------- 1－39 

提案理由の説明（総務部長） 

採決 



目次－2 

休会の決定  -------------------------------------------------------- 1－40 

散会の宣告  -------------------------------------------------------- 1－40 

 

○６月２８日（第２日） 

出席議員、地方自治法第１２１条による出席者（説明員）、出席した 

議会事務局職員 --------------------------------------------------- 2－ 1 

議事日程、本日の会議に付した事件 ----------------------------------- 2－ 2 

開議の宣告 --------------------------------------------------------- 2－ 3 

会議録署名議員の指名 ----------------------------------------------- 2－ 3 

日程１ 一般質問 

川端福江議員 ----------------------------------------------------- 2－ 3 

上村高義議員 ----------------------------------------------------- 2－12 

村上英明議員 ----------------------------------------------------- 2－19 

木村勝彦議員 ----------------------------------------------------- 2－30 

山崎雅数議員 ----------------------------------------------------- 2－37 

大澤千恵子議員 --------------------------------------------------- 2－47 

柴田繁勝議員 ----------------------------------------------------- 2－57 

延会の宣告 --------------------------------------------------------- 2－64 

 

○６月２９日（第３日） 

出席議員、地方自治法第１２１条による出席者（説明員）、出席した 

議会事務局職員 --------------------------------------------------- 3－ 1 

議事日程、本日の会議に付した事件 ----------------------------------- 3－ 2 

開議の宣告 --------------------------------------------------------- 3－ 3 

会議録署名議員の指名 ----------------------------------------------- 3－ 3 

日程１ 一般質問 

三宅秀明議員 ----------------------------------------------------- 3－ 3 

安藤薫議員 ------------------------------------------------------- 3－10 

嶋野浩一朗議員 --------------------------------------------------- 3－26 

弘豊議員 --------------------------------------------------------- 3－33 

原田平議員 ------------------------------------------------------- 3－40 

日程２ 議案第３０号～議案第３２号、議案第３６号、議案第３７号 ----- 3－47 

委員長報告（総務常任委員長・建設常任委員長・文教常任委員長 

民生常任委員長） 

討論（安藤薫議員） 

採決 

日程３ 農業委員会委員推薦の件 ------------------------------------- 3－48 

採決 



目次－3 

日程４ 議会議案第９号～議会議案第１３号 --------------------------- 3－49 

採決 

閉会の宣告 --------------------------------------------------------- 3－49 

 

 

☆添付資料 

審議日程 -------------------------------------------------------- 資料－ 1 

議案付託表 ------------------------------------------------------ 資料－ 2 

一般質問要旨 ---------------------------------------------------- 資料－ 3 

推薦者名簿 ------------------------------------------------------ 資料－ 6 

議決結果一覧 ---------------------------------------------------- 資料－ 7 



摂 津 市 議 会 会 議 録 

 

 

 

 

 

平成２３年６月１４日 

 

 

 

 

 

（第１日） 



平成２３年第２回摂津市議会定例会会議録

平成２３年６月１４日（火曜日）
午前 １０時　　　　開 会

摂   津   市   議   会   議   場

１ 出席議員 （２２名）

　　１ 番　　村　上　英　明 　　２ 番　　本　保　加津枝

　　３ 番　　大　澤　千恵子 　　４ 番　　野　原　　　修

　　５ 番　　川　端　福　江 　　６ 番　　藤　浦　雅　彦

　　７ 番　　南　野　直　司 　　８ 番　　渡　辺　慎　吾

　　９ 番　　三　宅　秀　明 　１０ 番　　上　村　高　義

　１１ 番　　森　内　一　蔵 　１２ 番　　山　本　靖　一

　１３ 番　　弘　　　　　豊 　１４ 番　　山　崎　雅　数

　１５ 番　　木　村　勝　彦 　１６ 番　　森　西　　　正

　１７ 番　　嶋　野　浩一朗 　１８ 番　　柴　田　繁　勝

　１９ 番　　三　好　義　治 　２０ 番　　原　田　　　平

　２１ 番　　安　藤　　　薫 　２２ 番　　野　口　　　博

１ 欠席議員 （０名）

市 長 森 山 一 正 副 市 長 小 野 吉 孝

教 育 長 和 島 剛
市 長 公 室 長 兼
会 計 管 理 者

乾 富 治

総 務 部 長 有 山 泉 生 活 環 境 部 長 杉 本 正 彦

保 健 福 祉 部 長 福 永 冨 美 子 都 市 整 備 部 長 小 山 和 重

土木下水道部長 藤 井 義 己
教 育 委 員 会
教 育 次 長 兼
次 世 代 育 成 部 長

馬 場 博

教 育 委 員 会
教 育 総 務 部 長

登 阪 弘
教 育 委 員 会
生 涯 学 習 部 長

宮 部 善 隆

水 道 部 長 宮 川 茂 行 消 防 長 北 居 一

事 務 局 長 寺 本 敏 彦 事 務 局 次 長 藤 井 智 哉

事務局総括参与 野 杁 雄 三

１ 地方自治法第１２１条による出席者

１ 出席した議会事務局職員

１−１



１ 議　事　日　程

1， 会期決定の件

2， 請願第１号　生活道路の変更と安全対策に関する請願取り下げの
件

3， 議 案 第　３０号 平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第１号）

議 案 第　３１号 平成２３年度摂津市水道事業会計補正予算（第１号）

議 案 第　３２号 平成２３年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

議 案 第　３６号 摂津市暴力団排除条例制定の件

議 案 第　３７号 摂津市奨学資金条例を廃止する条例制定の件

4， 報 告 第　　１号 平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第６号）専決処分報告の
件

報 告 第　　３号 摂津市税条例の一部を改正する条例専決処分報告の件

報 告 第　　５号 平成２３年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）専
決処分報告の件

報 告 第　　６号 平成２３年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）
専決処分報告の件

5， 報 告 第　　２号 損害賠償の額を定める専決処分報告の件

報 告 第　　４号 損害賠償の額を定める専決処分報告の件

報 告 第　　７号 平成２２年度摂津市一般会計継続費繰越報告の件

報 告 第　　８号 平成２２年度摂津市一般会計繰越明許費繰越報告の件

報 告 第　　９号 平成２２年度摂津市一般会計事故繰越し繰越報告の件

6， 議 案 第　３３号 工事請負契約締結の件

7， 議 案 第　３４号 工事請負契約締結の件

8， 議 案 第　３５号 工事請負契約締結の件

１ 本日の会議に付した事件

　　日程１から日程８まで

１−２
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（午前１０時 開会） 

○藤浦雅彦議長 ただいまから平成２３年第

２回摂津市議会定例会を開会します。 

 会議を開く前に、市長のあいさつを受け

ます。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 おはようございます。 

 本日、平成２３年第２回摂津市定例会を

開催いたしましたところ、皆様方には何か

とお忙しい中、ご参集を賜りまして、厚く

御礼申し上げます。 

 今回上程いたします案件は、報告案件と

いたしまして、平成２２年度摂津市一般会

計補正予算（第６号）専決処分報告の件ほ

か８件、予算案件といたしまして、平成２

３年度摂津市一般会計補正予算（第１号）

ほか２件、条例案件といたしまして、摂津

市暴力団排除条例制定の件ほか１件、その

他案件といたしまして、工事請負契約締結

の件３件、合計１７件のご審議をお願いい

たすものでございます。 

 何とぞ慎重審議の上、ご承認、ご可決賜

りますよう、よろしくお願いを申し上げま

す。 

 簡単でございますが、開会に当たりまし

てのごあいさつといたします。 

○藤浦雅彦議長 あいさつが終わり、本日の

会議を開きます。 

 本日の会議録署名議員は、山崎議員及び

木村議員を指名します。 

 日程１、会期決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 この定例会の会期は、本日から６月２９

日までの１６日間とすることに異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 日程２、請願第１号、生活道路の変更と

安全対策に関する請願取り下げの件を議題

とします。 

 お諮りします。 

 本件について許可することに賛成の方の

起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者全員です。よって本

件は許可することに決定しました。 

 日程３、議案第３０号など５件を議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 議案第３０号、平成２３年

度摂津市一般会計補正予算（第１号）につ

きまして、提案内容をご説明申し上げます。 

 今回、補正をお願いいたします予算の内

訳としましては、歳入につきましては、市

道正雀南千里丘線の土地購入費に係る市債

などとなっております。 

 歳出につきましては、東日本大震災の被

災者支援に係る義援金や職員派遣費用など、

一部緊急を要する事業についての追加補正

となっております。 

 まず、補正予算の第１条といたしまして、

既定による歳入歳出予算の総額に歳入歳出

それぞれ１０億６，８６８万６，０００円

を追加し、その総額を３３５億５，９６０

万２，０００円といたすものでございます。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

２ページからの第１表歳入歳出予算補正に

記載のとおりでございます。 

 歳入につきましては、款１８、繰入金、

項２、基金繰入金１０億２，９９８万６，

０００円の増額は、今回の補正財源を調整

するため、財政調整基金繰入金の増額を計

上いたしております。 
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 款２０、市債、項１、市債３，８７０万

円の増額は、正雀南千里丘線道路改良事業

債を計上いたしております。 

 続きまして、歳出でございますが、款２、

総務費、項１、総務管理費では、東日本大

震災の被災者支援に係る義援金のほか、公

有地有効活用検討業務委託料など１，３８

０万円を計上いたしております。 

 項２、徴税費では、平成２２年度市たば

こ税収納分のうち、地方税法の規定に基づ

く大阪府に対する交付金９億６，６９０万

５，０００円を計上いたしております。 

 款３、民生費、項４、生活文化費では、

文化ホールの外壁塗装などに係る修繕料及

び設計委託料２，６２０万５，０００円を

計上いたしております。 

 款７、土木費、項２、道路橋りょう費で、

市道正雀南千里丘線の土地購入費４，３０

０万円を計上いたしております。 

 款８、消防費、項１、消防費では、東日

本大震災の被災者支援に係る職員派遣や支

援物資費用のほか、避難勧告マニュアル作

成委託料１，８７７万６，０００円を計上

いたしております。 

 次に、第２条、地方債の補正につきまし

ては、３ページの第２表地方債の補正に記

載いたしております。追加分につきまして

は、市道正雀南千里丘線の土地購入費に係

る新たな起債同意が見込まれるものでござ

います。 

 なお、給与費全体の比較につきましては、

１４ページからの給与費明細書に記載いた

しておりますので、ご参照をお願い申し上

げます。 

 以上、平成２３年度摂津市一般会計補正

予算（第１号）の内容説明とさせていただ

きます。 

 次に、議案第３６号、摂津市暴力団排除

条例制定の件につきまして、提案内容をご

説明申し上げます。 

 本件は、既に制定されております摂津市

公の施設における暴力団の排除に関する条

例を全部改正させていただくものでござい

ます。 

 それでは、議案書の条文に従いまして改

正内容をご説明いたします。 

 まず最初に、第１条で、本条例の目的を、

第２条で、この条例の用語の定義を規定し

ております。 

 第３条では、暴力団の排除は「暴力団を

おそれないこと、暴力団に対して資金を提

供しないこと及び暴力団を利用しないこ

と」を基本とするとともに、「暴力団事務

所の存在を許さないこととして、市、市民

及び事業者が相互に連携を図りながら協力

して、社会全体として推進されなければな

らないこと」を基本理念として規定するも

のでございます。 

 第４条では、市の責務を、第５条では、

市民及び事業者の責務を第３条の理念にの

っとり規定しております。 

 第６条では、暴力団事務所が運営されな

いための活動その他暴力団排除のための活

動への市民及び事業者に対する支援を規定

しております。 

 第７条では、公共工事等からの暴力団の

排除について、第８条では、公共工事等か

らの暴力団の排除に関する措置について、

第９条では、公共工事等に関する不当介入

に係る報告等について規定しております。 

 第１０条では、公の施設における暴力団

の利用について、利用不許可、利用許可取

り消し及び利用中止命令を規定しておりま

す。 

 第１１条では、第７条から第１０条まで

の制限等以外に次の２点の項目を新たに規
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定し、暴力団を排除するための市の施策の

充実を図るため整備いたしました。１点目

としまして、公共工事等から暴力団を排除

するための措置を講ずること、２点目とし

まして、その暴力団の排除するための措置

等を講ずることにより、市の事務及び事業

から暴力団の排除を図ることでございます。 

 第１２条では、青尐年に対して暴力団の

排除に関する指導または啓発が行われるよ

う、情報の提供その他の支援を行うことを

規定しております。 

 次に、第１３条及び第１４条は、意見の

聴取の規定以外に、公共工事において暴力

団員または暴力団密接関係者から不当介入

を受けた者が、その不当介入を受けた旨の

報告義務を怠った場合に、指導、勧告、ま

たは公表を行うための規定を新たに設け、

雑則規定を整備いたしております。 

 次に、第１５条は、改正前の条例と同様

に意見の聴取の規定を設け、第１６条では、

施行に関し必要な事項は規則に委任をいた

すことを規定いたしております。 

 最後に、附則でございますが、施行期日

につきましては、この条例は、平成２３年

８月１日から施行するものでございます。 

○藤浦雅彦議長 水道部長。 

  （宮川水道部長 登壇） 

○宮川水道部長 議案第３１号、平成２３年

度摂津市水道事業会計補正予算（第１号）

につきまして、提案内容のご説明を申し上

げます。 

 今回お願いいたします補正予算の内容と

いたしましては、去る平成２３年３月１１

日に起こりました東日本大震災の被災地で

あります岩手県への忚援給水活動のための

職員派遣に伴います人件費関係並びに摂津

市に転入されました被災者の方々の水道料

金免除に伴う措置などのため、一般会計か

ら災害対策費の繰り出しが行われることに

より、水道事業会計予算の補正を行うもの

でございます。 

 補正予算の内容につきましては、予算書

１ページに記載のとおりでございます。 

 第１条は、本補正予算の総則を定めたも

のでございます。 

 第２条は、収益的収入及び支出の予定額

の補正を定めるもので、まず、収入につき

ましては、款１、水道事業収益の既決額２

２億１，６８１万５，０００円から３３８

万４，０００円を増額し、補正後の額を２

２億２，０１９万９，０００円といたすも

のでございます。これは、項１、営業収益

で、既決額２１億１，５７５万３，０００

円から１６１万６，０００円を減額し、２

１億１，４１３万７，０００円といたすも

ので、その内容といたしましては、被災者

の方々の水道料金免除に伴う給水収益の減

額によるものでございます。 

 項２、営業外収益では、既決額１億１０

６万２，０００円に５００万円を増額し、

１億６０６万２，０００円といたすもので、

その主な内容といたしましては、水道部職

員の災害派遣に伴う費用等について、一般

会計から水道事業会計への繰出金で、東日

本大震災給水支援負担金でございます。 

 次に、支出でございます。 

 款１、水道事業費用で、既決額１９億３，

９１６万２，０００円に３３８万４，００

０円を増額し、補正後の額を１９億４，２

５４万６，０００円といたすものでござい

ます。これは、項１、営業費用において、

既決額１７億８，５５８万６，０００円に

３３８万４，０００円を増額し、補正後の

額を１７億８，８９７万円といたすもので

ございます。この内容につきましては、補

正予算書の６ページ、補正予算実施計画説
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明書に記載いたしておりますとおり、災害

派遣に伴う費用及び被災地での忚援給水活

動のための費用でございます。 

 第３条は、議会の議決を経なければ流用

することのできない経費について定めたも

ので、職員給与費の既決額３億３，４３３

万円に２１５万１，０００円を増額し、補

正後の額を３億３，６４８万１，０００円

といたすものでございます。 

 なお、２ページからは、補正予算実施計

画、補正予算資金計画、給与費明細書及び

補正予算実施計画説明書を記載いたしてお

りますので、ご参照賜りますようお願い申

し上げます。 

 以上、平成２３年度摂津市水道事業会計

補正予算（第１号）の提案説明とさせてい

ただきます。 

○藤浦雅彦議長 保健福祉部長。 

  （福永保健福祉部長 登壇） 

○福永保健福祉部長 議案第３２号、平成２

３年度摂津市国民健康保険特別会計補正予

算（第２号）につきまして、提案内容をご

説明申し上げます。 

 今回、補正をお願いいたします予算の内

容につきましては、平成２２年度療養給付

費交付金の精算返還及び特定健康診査受診

勧奨に伴う補正でございます。 

 それでは、補正予算書の１ページをご覧

いただきたいと存じます。 

 第１条では、既定による歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ１，８５６万８，

０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

１０５億８，３８４万６，０００円といた

すものでございます。 

 なお、補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、２ページの第１表歳入歳出予算補正

に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款３、国庫

支出金、項２、国庫補助金２３０万円の追

加は、特定健康診査受診勧奨委託料に係る

国庫補助金でございます。 

 款９、諸収入、項１、雑入１，６２６万

８，０００円の追加は、療養給付費交付金

等の返還に伴うものでございます。 

 次に、歳出でございますが、款８、保健

施設費、項１、保健施設費２３０万円の追

加は、平成２２年度に実施いたしました特

定健康診査受診勧奨事業に係るフォロー事

業の実施に伴うものでございます。 

 款９、諸支出金、項１、償還金及び還付

加算金１，６２６万８，０００円は、平成

２２年度の事業実績の確定に伴う療養給付

費交付金等の返還見込額でございます。 

 以上、補正予算（第２号）の内容説明と

させていただきます。 

○藤浦雅彦議長 教育総務部長。 

  （登阪教育総務部長 登壇） 

○登阪教育総務部長 議案第３７号、摂津市

奨学資金条例を廃止する条例制定の件につ

きまして、提案内容をご説明申し上げます。 

 奨学資金制度は、向学心に富みながら、

経済的理由のため高等学校の就学が困難な

者に対し、奨学資金を貸与するものでござ

います。本制度は、昭和４５年度から実施

しており、現在の貸与額は公立高等学校の

授業料相当額の月額１万２，０００円、年

額１４万４，０００円で、所得制限につき

ましては、大阪府育英会の奨学金制度に準

じており、総収入８００万円程度となって

おります。 

 平成２２年度の実績は、１０４人の方に

貸与しており、貸与額は１，４９７万６，

０００円となっております。また、本制度

につきましては、昭和４５年度の実施以来、

７００名を超える方に貸与させていただい
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ております。 

 本制度を廃止する理由でございますが、

このたび、国及び大阪府の施策により、私

立高等学校におきましても、総収入６１０

万円以下の方は授業料が実質的に無償とな

り、８００万円未満の世帯の方も大阪府育

英会奨学金の１０万円の貸付けを合わせま

すと、同様に実質的に授業料が無償となり

ました。このような状況から、公立高等学

校の授業料相当額を貸与します本制度につ

きましては、その役割を終えましたことか

ら、本条例の廃止を提案させていただくも

のでございます。 

 本廃止条例につきましては、平成２４年

４月１日から施行するものとし、附則にお

きまして、現在、奨学金の貸与を受けてお

られる１年生、２年生の皆さんにつきまし

ては、引き続き卒業まで貸与を受けられる

旨を、既に卒業等をしておられる方は、引

き続き奨学資金の返還をしていただく旨を

規定しております。 

 また、本条例の廃止に伴いまして、特別

職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の奨学生選考委員会委員の

項を削る旨を規定いたしております。 

 議案参考資料（条例関係）の３ページに

新旧対照表を添付しておりますので、ご参

照ください。 

 今後は、低所得世帯の私立高等学校在学

生を対象に、授業料以外の負担の一部につ

いて、これまでの貸与ではなく給付により

助成を行う新たな制度を平成２４年度から

実施すべく、現在検討を進めております。 

 以上、条例制定の内容とさせていただき

ます。 

○藤浦雅彦議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。山本議員。 

○山本靖一議員 議案第３０号、一般会計補

正予算（第１号）について、２点ほど確認

の意味を込めてお聞きをしたいと思います。 

 第１点は、１２ページですね、公有財産

購入費、正雀の駅前の道路用地を購入する

ということだというふうに思うんですけれ

ども、先日もこの駅前で自転車とバイクの

事故がありました。安全対策ということで、

市道拡幅の計画を今、進められているわけ

ですが、その代替地として、この土地を前

の地主さんのところに交渉にかかっておら

れたというふうに思っているんですが、そ

の地主さんからまたマンションを計画され

ている方に売却された、その方との関係で

この用地取得の契約と、流れとしてはそう

いうふうにお聞きをしているわけですけれ

ども、１点は、全体を市道拡幅のための代

替地というふうなことで確保に入られたと

お聞きしているんですが、このときの市が

考えていた買収価格、それから、転売され

た後の、どちらも鑑定評価ということにな

ると思うんですが、その中に差はないのか

というのを１点お聞きしたいと。時系列の

関係で、尐し高い価格で購入されたという

ふうに推測できるわけですけれども、当時、

最初の地主さんとの関係で金額的に折り合

わなかったというふうなことだと思うんで

すけれども、この点でどれだけの金額の開

きがあったのか、１点お聞きをしたいと思

います。 

 それから、同時に、代替地が今のあの状

況では確保できないというふうなことも想

像できるわけですけれども、このことによ

って市道拡幅の今の計画が尐し困難になっ

てくるかなというふうな思いがするわけで

すけれども、当面の安全対策をどういうふ

うに考えておられるかというふうなことを

１点お聞きしたいと思います。 

 それから、１０ページ、文化ホールの修
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繕料を２，５００万円上げられています。

大体予算編成するときに、これは１０月に

予算編成方針ということで出されまして、

原則補正は認めないと、緊急の場合を除い

て補正を認めないというふうな方針を出さ

れていますが、この４月を出発して、６月

の時点で直ちにこの文化ホールを修繕しな

ければならない状況が起こったのかという

ふうなことですね。状況の変化はどういう

ふうに起こってきたのか説明していただき

たいと思います。しかも、一般財源ですべ

て賄っていくという、非常に厳しい財政状

況の中で、考えるとすれば当初の中できち

っと手当をしていくというのが筋ではない

かというふうに思うわけですけれども、こ

れがなぜこういう時期に予算執行というふ

うなことで出てきたのか、その具体的な経

過、それからその考え方、政策決定のあり

方ということについてお聞きしたいと思い

ます。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁を求めます。

総務部長。 

○有山総務部長 では、２点目の文化ホール

の修繕料ということでの答弁をさせていた

だきます。 

 ６月の現在の時点での修繕料、補修をし

たということでございますが、南千里丘の

開発に伴い、前のいきいきプラザでありま

すとか周辺整備をしていくに当たり、今ま

で奥まった位置にありました文化ホールが

表から見える状態になっております。この

外壁についての修繕をしようとするもので

ございまして、すべて一般財源であるとい

うことでございますが、財政方といたしま

しても、できるだけ費用を取ろうというこ

とで、大阪府が１０分の１０の補助でする

ものについて手を上げ、その事業計画を提

出したところでございますが、対象経費に

対しまして全体の事業が、採択された事業

が３件、提出された事業が１３件というこ

とで、この事業につきましては補助の対象

とはならなかったものでございます。しか

し、今、南千里丘の開発に伴い、景観上、

かなり文化ホールの汚れが目立ってきてお

りますので、原課が当初予算の要求の中で

出てきました内部の部分につきましては今

回つけておりませんが、外部の補正という

ことで修繕を行うものを６月の補正として

予算化したものでございます。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦議長 土木下水道部長。 

○藤井土木下水道部長 正雀駅前の駐車場用

地の買収につきまして、議員がお問いの全

体をまず買収にかかったと、そのとおりで

ございまして、当時の所有者に対しまして、

買収はおおむね坪当たり単価８０万円弱で

交渉しておりましたが、決裂いたしまして、

今回買おうとしております価格につきまし

ても同様の価格でございまして、８０万円

弱の価格で買えるであろうということで、

おおむね話が決着しておるような状態でご

ざいます。 

 全体を買収するに当たりましては、正雀

南千里丘線の拡幅に伴います代替地等とし

まして考えておりまして、買収に臨んだわ

けでございますが、決裂したと。それから、

その後において、その進捗がどうなるのか

ということでございますが、いずれにしま

しても、現況道路が今現在５．７メートル

程度ございまして、計画では車道７メート

ル、歩道３メートル５０、総幅員１０．５

メートルで計画いたしておりまして、この

部分につきましては、精力的に今回も引き

続き買収にかかっていこうというふうには

予定はしておりますが、当面の安全対策と

いたしましては、現況、先ほど言いました
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ように約５メートル７０程度ございますの

で、そのうちの側溝等を整備することによ

りまして、当面の安全対策に努めてまいり

たいと思っております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 山本議員。 

○山本靖一議員 用地買収の件は了解いたし

ます。 

 それで、文化ホールの外壁塗装ですね。

これは当初予算に入れなかった、で、府の

ほうの１０分の１０の補助金を当てにして

いたというふうなお話ですけれども、見ば

えが悪いというふうなことをおっしゃった

んですけれども、不要不急の事業をやると

いうときでいえば、これはもう外壁が非常

に大変な状況になっていると、危険な状況

になっているということであれば、これは

そういうこととして理解できるわけですけ

れども、物差しが見ばえが悪いからという

ふうなことでやられたんでしょうか。言葉

じりをとらえるような質問で非常に恐縮で

すけれども、財政規律からいったときに、

やっぱり府の補助金があろうとなかろうと、

必要な事業であれば当初の中で見込んでい

くというのが筋ではないかというふうな思

いがするわけです。今の部長の答弁では納

得できません。もう一度きちっと答えてい

ただきたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 生活環境部長。 

○杉本生活環境部長 文化ホールを所管して

おりますほうの私どもの立場からご答弁を

させていただきたいと思います。 

 文化ホールにつきましては、経年が相当

たっておりますので、順次改修を実施して

まいっておりますが、大規模な改修という

のは一度もしたことはございませんでして、

毎年予算要求の時期につきましては、こう

いった必要な部分についての予算要求を上

げさせていただいております。ただし、財

政状況等もありますので、その点について

なかなか実施に至らなかったということで

ございまして、現在、私どもが必要と考え

ております補修、長期にわたりますけど、

一度にということではございませんけども、

内部の補修等も含めますと１億５，０００

万円程度の金額が必要なのではないかと試

算しております。 

 この中で、昨年度も予算編成の時期には

外壁補修、それからシーリングの予算につ

いては上げさせていただきましたが、これ

が、先ほど総務部長の答弁がありましたよ

うに、大阪府の補助金１０分の１０、これ

がつくことを、できるだけつけたいという

思いで様子を見たということでございます。

ただ、その中で、相当努力をし、府に対し

ても要望してまいりましたけども、残念な

がら他市のほうがその補助金にかなうと、

目的に沿うということでございまして、本

市の分は不採択ということになりましたが、

先ほどありましたように、外壁は相当傷ん

でおりますし、そういったことも含めて、

やはり今年、この時期に実施をしていきた

いというふうに考えましたので、総務部に

私どものほうからもお願いをし、あえてこ

の補正をしていただいたということでござ

います。 

○藤浦雅彦議長 山本議員。 

○山本靖一議員 よくわかりません。府の補

助金がついたからこの時期に補正でやりた

いというなら理屈としてあるかもしれませ

んけれども、これまでずっと必要だという

ことで予算要求をしてきた、しかし、３月

の段階で、これは先に送ろうということを

決定したわけでしょう。逆の考え方で私は

非常に納得できないんですけれども、本当

に必要なものであれば、府の補助金がつこ
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うとつこうまいと、これは当初からきちっ

と位置付けをしていくというのが本来のあ

り方ではないかというふうに思うわけです。

したがって、この時期に２か月の間に緊急

を要するような事態が起こったのかどうか

というふうなことについても説明がありま

せんでした。経年劣化というふうなお話で

すけれども、そうであれば、やっぱり当初

の中にきちっと入れていく、位置付けをす

ると、そういうのが筋ではないかというふ

うに思うんですけれども、もうこれで答弁

は結構です。そのことを申し上げておきた

いと思います。 

○藤浦雅彦議長 ほかに質疑はありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 以上で質疑を終わります。 

 本５件については、議案付託表のとおり、

常任委員会に付託をします。 

 日程４、報告第１号など４件を議題とし

ます。 

 報告を求めます。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 報告第１号、平成２２年度

摂津市一般会計補正予算（第６号）専決処

分報告の件につきまして、その内容につい

てご報告申し上げます。 

 今回の補正予算（第６号）の専決処分は、

緊急総合経済対策事業に係る国庫補助金の

増額を補正するものでございます。本件に

つきましては、地方自治法第１７９条第１

項の規定により、平成２３年３月３１日に

専決処分をいたしたもので、同条第３項の

規定により、ご報告申し上げるものでござ

います。 

 歳入予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金

額は、２ページの第１表歳入予算補正に記

載のとおりでございます。 

 その内容につきましては、款１４、国庫

支出金、項２、国庫補助金１，６６３万６，

０００円の増額は、緊急総合経済対策事業

に係る国庫補助金の増額を計上いたしたも

のでございます。 

 款１８、繰入金、項２、基金繰入金１，

６６３万６，０００円の減額は、今回の補

正財源を調整するため、財政調整基金繰入

金の減額を計上いたしております。 

 以上、平成２２年度摂津市一般会計補正

予算（第６号）の専決内容の報告といたし

ます。 

 報告第３号、摂津市税条例の一部を改正

する条例専決処分報告の件につきまして、

その内容をご説明申し上げます。 

 平成２３年３月１１日に発生しました東

日本大震災による被災者等の負担の軽減を

図るため、地方税法の一部を改正する法律

が平成２３年４月２７日に可決成立し、同

日付で公布されました。本件は、地方自治

法第１７９条第１項の規定に基づき、同法

律の中で、平成２３年４月２７日から施行

される部分を同日付で専決処分いたしたも

ので、同条第３項の規定によりご報告申し

上げるものでございます。 

 それでは、議案書の本文の順に沿って改

正内容をご説明いたします。 

 議案参考資料（条例関係）の１ページの

新旧対照表も併せてご参照賜りますようお

願いいたします。 

 附則第５２条は、東日本大震災に係る雑

損控除額の特例を定めたものでございます。 

 第１項は、同大震災で被った特例損失金

額を、所得割の納税義務者の選択により、

平成２２年中の損失の金額として雑損控除

の適用を受けることができる規定でござい

ます。 

 第２項は、第１項の適用を受けた場合の



 

 

１－１１ 

特例損失金額が平成２４年以降の各年に生

じたものである場合は、当該特例損失金額

が生じた年において生じなかったものとみ

なす規定でございます。 

 第３項は、第１項にある特例損失金額に

生計を同一にする親族の資産の損失額が含

まれているときは、その親族の特例損失金

額は生じなかったものとみなす規定でござ

います。 

 第４項は、第１項の適用を受けた場合の

親族資産損失額が平成２４年以後の各年に

生じたものである場合は、当該損失額が生

じた年において生じなかったものとみなす

規定でございます。 

 第５項は、市民税の納税通知書が送達さ

れるまでに、市民税の申告書または確定申

告書に第１項の適用を受けようとする旨の

記載がある場合に、第１項の特例を適用す

る規定でございます。 

 以上、摂津市税条例の一部を改正する条

例専決処分の内容の説明とさせていただき

ます。 

○藤浦雅彦議長 保健福祉部長。 

  （福永保健福祉部長 登壇） 

○福永保健福祉部長 報告第５号、平成２３

年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算

専決処分の報告につきまして、その内容を

ご説明申し上げます。 

 今回の補正予算の専決処分は、平成２２

年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出

予算におきまして、歳入では、調整交付金

等の国庫支出金や一般会計からの法定繰入

金が増加したものの、保険料収入が大きく

落ち込んだこと、また、歳出では、医療費

の増加や多額の過年度精算金が生じたこと

などにより、単年度で約１億７３５万円の

赤字が見込まれ、累積では約４億９，８７

９万円の不足が見込まれますことから、そ

の補てん措置として補正をいたしたもので

ございます。 

 本件につきましては、地方自治法第１７

９条第１項の規定により、平成２３年５月

３１日に専決処分をいたしましたので、同

条第３項の規定によりご報告を申し上げる

ものでございます。 

 それでは、補正予算書の１ページをご覧

いただきたいと存じます。 

 第１条では、既定による歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ４億９，８７９万

１，０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を１０５億６，５２７万８，０００円と

いたすものでございます。 

 なお、補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、２ページの第１表歳入歳出予算補正

に記載のとおりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款９、諸収

入、項１、雑入で４億９，８７９万１，０

００円を追加いたしております。 

 次に、歳出でございますが、款１１、繰

上充用金、項１、繰上充用金で４億９，８

７９万１，０００円を追加補正いたしたも

ので、補填金でございます。 

 以上、報告の内容説明とさせていただき

ます。 

○藤浦雅彦議長 土木下水道部長。 

  （藤井土木下水道部長 登壇） 

○藤井土木下水道部長 報告第６号、平成２

３年度摂津市公共下水道事業特別会計補正

予算（第１号）専決処分報告の件につきま

して、その内容をご説明申し上げます。 

 今回の補正予算の専決処分は、平成２２

年度摂津市公共下水道事業特別会計歳入歳

出予算におきまして、使用料収入の減尐な

どにより歳入が歳出に対し不足すると見込

まれますことから、その補てん措置としま
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して補正いたすものでございます。本件に

つきましては、地方自治法第１７９条第１

項の規定により、平成２３年５月３１日に

専決処分いたしたもので、同条第３項の規

定によりご報告申し上げるものでございま

す。 

 補正予算書の１ページをご覧いただきた

いと存じます。 

 第１条で、既定による歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ３５０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を５８億６，８６４万

７，０００円といたすものでございます。 

 補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出の金額は、２ペ

ージの第１表歳入歳出予算補正に記載のと

おりでございます。 

 まず、歳入でございますが、款５、諸収

入、項２、雑入で３５０万円を増額補正い

たしております。 

 次に、歳出でございますが、款４、繰上

充用金、項１、繰上充用金３５０万円を追

加補正いたしております。 

 以上、専決処分報告の内容説明とさせて

いただきます。 

○藤浦雅彦議長 報告が終わり、質疑に入り

ます。山崎議員。 

○山崎雅数議員 では、報告第５号に対する

質問をさせていただきます。 

 毎年というか毎回年度末、交付金額など

の決定に伴って、決算見通しで繰上充用の

額が決定されて、この報告となるわけです

けれども、この繰り上げはどういうものか

とお尋ねすると累積赤字ですとなるわけで

すけども、この数年、景気の低迷などで国

保料の据え置きを決断していただいて、一

昨年はリーマンショックなども考慮に入れ

られて、真水で５，０００万円の繰り入れ

など、国保会計健全化への努力は評価をさ

せていただいているところですけれども、

国保の運営状況についても、後期高齢者医

療が２００８年から導入で、交付金の差額

を調整されて、この繰上充用の金額も４億

円から７億円、また４億円と、３億９，０

００万円ですけども、変遷をしております

けれども、国保会計単年度としては黒字で

あったり、今回ちょっと大きいですけども、

大きく赤字を積むこともなく推移をして、

保険料の値下げを避けながら医療費の増大

に比べて会計の健全化、こういう運営努力

をされていることも評価しております。 

 しかしながら、この累積赤字をどうする

かといえば、このまま積んでいる状態なん

ですね。一番の原因は保険料の収納不足だ

からと、収納率の向上という答えが相変わ

らず返ってまいるんですけども、しかし、

この数年、保険料の値上げはなくとも、そ

れまで引き上げられてきた経緯と、高齢化

が進み、医療費の自己負担、この２割３割

の負担も含めて、これ以上医療にかける費

用の増大に家計が耐えられない状況になっ

ております。ですから、保険料の値上げと

いうことはできないと思っておるんですが、

また一方、保険料の収納で差し押さえなど

の強制執行の圧力も強まっています。行く

行くは、この累積赤字が保険料の値上げ圧

力となるのではないかと。払えるものを払

わないという人を不問にする必要はありま

せんけれども、被保険者の負担を増やすこ

となく、４億円で推移していると思うんで

すけども、この累積を解消する計画を立て

ていく必要があるのではないでしょうか。 

 一昨年の繰り入れ以外は、赤字解消のた

めの繰り入れというのは、ここ数年見られ

ていない。過去には赤字解消のための繰り

入れを一般会計から行った経緯もあります。

昨年、大阪府の国保広域化の推進でも、累
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積赤字解消圧力は強まっております。一般

会計からの繰り入れをして赤字解消をして

はいけないという法はありませんから、ま

た、そうしなければ国や大阪府から取って

くるという以外は被保険者の負担というこ

とになります。ですから、一般会計から尐

しずつ、といいましても５，０００万円と

か１億円とかの単位になるかもしれません

けれども、そういう繰り入れで累積を解消

していく政治的な判断ということをするべ

きではないでしょうか。この１点をお聞き

したいと思います。 

○藤浦雅彦議長 保健福祉部長。 

○福永保健福祉部長 赤字分を一般会計から

繰り入れてはいかがかというご質問でござ

いますが、一般会計の財政状況が非常に厳

しく、平成２２年度は法定繰入金が約１億

円ほど増加したこともあり、さらに繰り入

れすることは厳しいと考えております。資

格適正化や医療費の適正化、収納率向上な

ど、三つを柱とする経営努力に加えて、国

や府の調整交付金の確保などを図ってまい

りたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 山崎議員。 

○山崎雅数議員 特別会計で別会計というこ

とにはなっているんですけども、国民健康

保険というのは福祉の制度ですね。福祉の

制度ですから、これを経費というか、連結

決算で、それこそどこからお金を、財布を

別にしたって、摂津市の会計としての評価

としては変わらないわけですから、繰り入

れをして、赤字をそのままに積んでいくと

いうのではおかしいと思っておりますので、

政治的判断をお聞きしておりますので、市

長、どうですか。 

○藤浦雅彦議長 市長。 

○森山市長 山崎議員の質問にお答えをいた

します。 

 議会ごとに山崎議員のほうから、この国

保についての質問はよく出てまいりますが、

同じような答弁になるかもわかりませんけ

ど、今、部長からもお答えいたしましたけ

れども、私は、政治的判断はもちろんです

が、摂津市全体のあり方から見てどうある

べきかということで、健康は決しておろそ

かにはいたしておりません。摂津市の財政

全般における、尐し府下全体から見てのい

びつな面があったと思います。府下でも公

共下水道、国保等々、この一般会計からの

繰出金、こいつがやっぱり平均から比べる

と非常に高かった、これが一般会計を圧迫

している一つの要因であったと思うんです

ね。そういう実態もしっかり見ながら、長

期にわたって徐々に解消して、そして健全

な、しっかりとした足腰を鍛えて、やっぱ

り健康づくり、もちろん福祉等々に目を向

けていかないかんという意味で、今、この

中で、一般会計からこれ以上繰り出すこと

は今のところ考えておりません。といって、

何も健康をおろそかにするようなことは考

えておりません。 

 山崎さんの考え方と違うかもわかりませ

んが、過日の全国市長会でも、やっぱり健

康づくり、健全な運営の足元がうろうろし

ているようなことでは、しっかりとした健

康の確保はできないわけでありますから、

国に対して、そして府に対してもしっかり

と国保のあり方について見きわめるように

要望してきたところでございますので、ま

た今後のあり方に参考な意見としてお聞き

をしておきたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 山崎議員。 

○山崎雅数議員 福祉の制度としてしっかり

とお金をかけていくという考え方があろう

かと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 
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○藤浦雅彦議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 以上で質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 本４件については、委員会付託を省略す

ることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 報告第１号を採決します。 

 本件について、承認することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者全員です。よって本

件は承認されました。 

 報告第３号を採決します。 

 本件について、承認することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者全員です。よって本

件は承認されました。 

 報告第５号を採決します。 

 本件について、承認することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者多数です。よって本

件は承認されました。 

 報告第６号を採決します。 

 本件について、承認することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者全員です。よって本

件は承認されました。 

 日程５、報告第２号など５件を議題とし

ます。 

 報告を求めます。土木下水道部長。 

  （藤井土木下水道部長 登壇） 

○藤井土木下水道部長 報告第２号、損害賠

償の額を定める専決処分につきまして、内

容のご説明を申し上げます。 

 本件は、平成２３年３月１８日に公用自

動車により公務中に発生しました損害にか

かわります交通事故で、平成２３年４月８

日に示談が成立し、損害賠償の額につきま

して、地方自治法第１８０条第１項の規定

により専決処分いたしましたので、同条第

２項の規定によりご報告申し上げるもので

ございます。 

 事故発生の経過につきまして、ご説明申

し上げます。 

 平成２３年３月１８日金曜日午前１０時

５分ごろ、摂津市正雀２丁目１４番地先で、

正雀公園のごみ回収作業のため、府道大阪

高槻京都線、都市計画道路名十三高槻線の

車両出入部の段差切り下げ部に公用自動車

を停車させ、作業のため本市職員が車両か

ら離れたところ、車両が後退し、車道に停

車していた報告書記載の相手方車両に接触

し、左前荷台部が損傷したものでございま

す。 

 原因としましては、停車場所が車道へ向

け横断勾配がついた場所であったにもかか

わらず、車両からおりる際の停車が確実に

できていなかったことから、車両が後退し

てしまったことが原因でございます。 

 示談につきましては、社団法人全国市有

物件災害共済会と協議の上、過失相殺率の

認定基準に基づき、過失割合を本市１０

０％、相手方ゼロ％と認定されました。相

手方の損害額は７万８，１４１円で、全額

支払うことで合意しているところでござい

ます。 
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 次に、報告第４号、損害賠償の額を定め

る専決処分につきまして、内容のご説明を

申し上げます。 

 本件は、平成２３年３月２日に公用自動

車により公務中に発生しました損害にかか

わります交通事故で、平成２３年５月１０

日に示談が成立し、損害賠償の額につきま

して、地方自治法第１８０条第１項の規定

により専決処分いたしましたので、同条第

２項の規定によりご報告申し上げるもので

ございます。 

 事故発生の経過につきまして、ご説明申

し上げます。 

 平成２３年３月２日水曜日午後３時４０

分ごろ、摂津市鳥飼中２丁目８番５１号地

先で、工事現場へ向かう公用自動車が、府

道大阪高槻線を高槻方面へ走行中、報告書

記載の相手方車両が北側の市道鳥飼中２０

号線から府道大阪高槻線の信号機のない交

差点に左折で進入してきたところ、本市公

用自動車の左側面に接触したもので、公用

自動車は左側面の前後の座席扉２枚を損傷

し、相手方車両は右前部のフェンダー、右

タイヤの損傷とサスペンションの変形など

でございます。 

 事故の原因としましては、相手方車両が

市道から府道へ進入の際、一時停止と通行

車両の確認をする義務を怠り、府道へ進入

し、走行中の本市公用車両に接触したもの

でございます。 

 示談につきましては、社団法人全国市有

物件災害共済会と協議の上、過失相殺率の

認定基準に基づき、過失割合を本市１０％、

相手方９０％と認定されました。本市の損

害額は２９万８，２００円、相手方の損害

額は４５万１，５００円で、過失相殺率に

基づき、本市と相手方の損害額の合計７４

万９，７００円に対しまして、本市の過失

割合１０％を乗じました７万４，９７０円、

相手方は過失割合９０％を乗じました６７

万４，７３０円を損害賠償金として支払う

ことで合意したところです。 

 なお、この２件の本市分の損害賠償金に

つきましては、社団法人全国市有物件災害

共済会から支払われるものでございます。 

 また、職員に対しましては、日ごろから

交通ルール及び安全運転の遵守や路上作業

時の車両の安全確保に対する注意を喚起し

てきたところでございますが、このように

連続した交通事故の発生を受け、車両の運

転時には他の車両や歩行者、自転車の動向

にも常に注意を配り、なお一層の安全運転

に対する意識の向上を図るよう指導すると

ともに、乗車前の始業点検、車両管理も徹

底し、事故の防止に職員一人ひとりの意識

を高めてまいる所存でございます。 

 以上、報告第２号及び第４号、損害賠償

の額を定める専決処分報告の件につきまし

てのご説明とさせていただきます。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 報告第７号、平成２２年度

摂津市一般会計継続費繰越報告の件につき

まして、ご報告申し上げます。 

 本件につきましては、今般、翌年度への

繰越額が確定いたしましたので、地方自治

法施行令第１４５条第１項の規定により、

継続費繰越計算書を調製し、ご報告申し上

げるものでございます。 

 その内容につきましては、款３、民生費、

項１、社会福祉費、地域福祉活動支援セン

ター事業で、継続費の総額２億６，２１１

万５，０００円のうち、平成２２年度継続

費予算現額は６，５５２万９，０００円で、

支出見込額は６０８万４，０００円となり、

残額５，９４４万５，０００円を翌年度に
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繰り越しさせていただくものでございます。 

 財源の内訳は、特定財源として国庫支出

金が２，０１２万８，０００円、地方債が

２，９４０万円、残り９９１万７，０００

円が繰越金となっております。 

 次に、款４、衛生費、項１、保健衛生費、

斎場管理事業で、継続費の総額１億２，８

６２万６，０００円のうち、平成２２年度

継続費予算現額は６，４３１万３，０００

円で、支出見込額は６，０３０万６，５０

０円となり、残額４００万６，５００円を

翌年度に繰り越しさせていただくものでご

ざいます。財源の内訳は、特定財源として

地方債が４００万円、残り６，５００円が

繰越金となっております。 

 次に、款７、土木費、項４、都市計画費、

南千里丘まちづくり事業で、継続費の総額

２５億９，４９２万１，０００円のうち、

平成２２年度継続費予算現額は１０億７，

２９１万６２６円で、支出見込額は９億２，

５１１万８９４円となり、残額１億４，７

７９万９，７３２円を翌年度に繰り越しさ

せていただくものでございます。財源の内

訳は、繰越金が１億４，７７９万９，７３

２円となっております。 

 同じく南千里丘土地区画整理事業で、継

続費の総額９億３，５００万円のうち、平

成２２年度継続費予算現額は１億４，３６

８万５，８７３円で、支出見込額は１億４，

３０９万２，７５０円となり、残額５９万

３，１２３円を翌年度に繰り越しさせてい

ただくものでございます。財源の内訳は、

繰越金が５９万３，１２３円となっており

ます。 

 次に、項５、住宅費、市営住宅建替え事

業で、継続費の総額１６億３，６１８万５，

０００円のうち、平成２２年度継続費予算

現額は３億９，４０４万７，０００円で、

支出見込額は６，８１３万８，７８５円と

なり、残額３億２，５９０万８，２１５円

を翌年度に繰り越しさせていただくもので

ございます。財源の内訳は、特定財源とし

て国庫支出金が１億３，１５４万６，００

０円、地方債が１億４，４５０万円、その

他の財源として、市営住宅整備基金が４，

９８６万２，２１５円となっております。 

 以上、継続費の繰越しの内容につきまし

て、ご報告とさせていただきます。 

 次に、報告第８号、平成２２年度摂津市

一般会計繰越明許費繰越報告の件につきま

して、ご報告申し上げます。 

 本件につきましては、平成２２年度補正

予算（第５号）で、繰越明許費の設定をお

願いしたところでございますが、今般、翌

年度への繰越額が確定いたしましたので、

地方自治法施行令第１４６条第２項の規定

により、繰越明許費繰越計算書を調製し、

ご報告申し上げるものでございます。 

 その内容につきましては、款７、土木費、

項２、道路橋りょう費、道路補修事業（鳥

飼西３８号線）で、設定金額２，５００万

円に対し、その全額を翌年度に繰り越しさ

せていただくものでございます。財源の内

訳は、未収入の特定財源として、国庫支出

金が１，１００万円、地方債が９００万円、

残り５００万円が一般財源となっておりま

す。 

 次に、項４、都市計画費、震災対策推進

事業で、設定金額９０万円に対し、その全

額を翌年度に繰り越しさせていただくもの

でございます。財源はすべて未収入特定財

源の国庫支出金となっております。 

 同じく、吹田操車場跡地まちづくり事業

で、設定金額２，５０５万６，０００円に

対し、その全額を翌年度に繰り越しさせて

いただくものでございます。財源はすべて
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一般財源となっております。 

 次に、款９、教育費、項２、小学校費、

小学校耐震補強等事業で、設定金額７，５

０７万５，０００円に対し、その全額を翌

年度に繰り越しさせていただくものでござ

います。財源の内訳は、未収入の特定財源

として、国庫支出金が１，３３８万円、地

方債が６，１６０万円、残り９万５，００

０円が一般財源となっております。 

 同じく、小学校給食調理場改善事業で、

設定金額２億７，３３５万９，０００円に

対し、その全額を翌年度に繰り越しさせて

いただくものでございます。財源の内訳は、

未収入の特定財源として、国庫支出金が１，

９９１万５，０００円、地方債が２億５，

２４０万円、残り１０４万４，０００円が

一般財源となっております。 

 同じく、小学校学習環境改善事業で、設

定金額３億２，１３０万円に対し、その全

額を翌年度に繰り越しさせていただくもの

でございます。財源の内訳は、未収入の特

定財源として、国庫支出金が７，１５７万

２，０００円、地方債が２億４，８４０万

円、残り１３２万８，０００円が一般財源

となっております。 

 次に、項５、社会教育費、公民館施設改

修事業で、設定金額１，３５２万７，００

０円に対し、その全額を翌年度に繰り越し

させていただくものでございます。財源の

内訳は、未収入の特定財源として国庫支出

金が８７８万８，０００円、残り４７３万

９，０００円が一般財源となっております。 

 次に、項６、図書館費、図書館施設管理

事業で、設定金額７８５万４，０００円に

対し、その全額を翌年度に繰り越しさせて

いただくものでございます。財源はすべて

未収入特定財源の国庫支出金となっており

ます。 

 以上、繰越明許の繰越しの内容につきま

して、ご報告とさせていただきます。 

 次に、報告第９号、平成２２年度摂津市

一般会計事故繰越し繰越報告の件につきま

して、ご報告申し上げます。 

 本件につきましては、今般、東日本大震

災の影響による事故繰越額が確定いたしま

したので、地方自治法施行令第１５０条第

３項の規定により、事故繰越し繰越計算書

を調製し、ご報告申し上げるものでござい

ます。 

 その内容につきましては、款２、総務費、

項１、総務管理費、地域情報化事業で、こ

のたびの東日本大震災により、納品物の製

造工程に多大な影響が生じ、契約していた

期間での納品が不可能となりましたので、

２７万８，２５０円を翌年度に繰り越しさ

せていただくものでございます。財源はす

べて一般財源となっております。 

 以上、事故繰越しの内容につきまして、

ご報告とさせていただきます。 

○藤浦雅彦議長 報告が終わり、質疑があれ

ば受けます。山本議員。 

○山本靖一議員 報告第２号について、幾つ

かお聞きしたいと思います。 

 人身事故でなくて本当によかったなとい

う思いがするわけですが、この報告第２号

の中で、もう尐し詳しく教えていただきた

いんですが、どれだけの作業時間があった

のかというのが１点ですね。 

 それから、作業体制、１人だったのか２

人だったのか、どういう状況で作業をされ

ていたのか。 

 それから、こういう交通事故を避けるた

めの一般的なマニュアル、注意喚起とか交

通ルールとか、いろいろおっしゃっている

んですけれども、どういうマニュアルを持

っておられるのか、お聞きをしたいと思い
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ます。 

 それから、４点目は、私的な時間の中で

交通事故などを起こしておられないか、過

去に公務中に事故を起こしておられないか、

そういう経過はないかというふうなことを

お聞きしたいと思うんです。例えば、交通

従業員などは、乗務がある場合、２４時間

以内には酒を飲むなとか、いろんな制約が

されているんですけれども、私的な中で、

その延長線上に公務があって、その中でい

ろんなことが起こってくると、そういうこ

とに非常に制約がかけられているんですけ

れども、その私的な部分も含めてこういう

経過はなかったのかということをお聞きし

たいと思います。 

○藤浦雅彦議長 土木下水道部長。 

○藤井土木下水道部長 報告第２号の作業時

間でございますが、作業といたしましては、

１０分程度の作業でございます。作業の体

制といたしましては、本市の職員は１名で

ございまして、あとは業者が２名体制で参

っておったと聞いております。 

 マニュアルについては、特に作業マニュ

アル等については定めてはおりませんけれ

ども、毎日、朝のミーティングによりまし

て作業に出ておるというのが作業の実態で

ございます。 

 それから、担当職員の過去の事故等、私

的なことも含めてということでございます

が、まず、私的な事故についてはないとい

うふうに報告は受けております。担当職員

の過去のことでございますが、過去に１度

門扉に接触して公用自動車を損傷させたと

いうのが一例ございます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 山本議員。 

○山本靖一議員 作業体制は３名というふう

に認識してよろしいでしょうか。つまり、

３人で作業していたときに、車を離れると

きのマニュアル、それも特にないというふ

うな理解をするわけですけれども、物理的

に車をとめる方法があるわけです。傾斜地

であろうと平坦地であろうと。例えば、コ

ンビニなんかへ配送の車が来るときには、

一人乗務ですけれども、必ず車どめという

のをやるんです。傾斜地であれば特にそう

いうことをやるわけですね。車にこういう

ものを備えていれば、サイドブレーキが甘

くても、これはとまるわけですよ。そうい

う措置も講じていない、物理的にもそうい

うことはされていないということであれば、

これは見直していく必要があるわけです。 

 それから、もう一つ、サイドブレーキを

かけたつもりでも転がる場合がある。これ

は整備の関係、整備不良というのがあるわ

けですね。締めたつもりでもなかなかきい

ていないという、車両上の整備の問題もあ

るわけですけれども、そういう原因につい

てきっちりと追及をされたでしょうか。原

因の分析なしに対策というのはないわけで

すから。同時に、そういうことについて、

この職員さんに対する適切なアドバイスと

いうんでしょうか、それから、改善方法な

どを部長として提起されてきたんでしょう

か。その点について聞かせてください。 

○藤浦雅彦議長 土木下水道部長。 

○藤井土木下水道部長 ご指摘のように、作

業トラックで作業に参ったわけですが、現

実、この当時におきましては車どめ等の措

置は行っておりませんでした。本人はサイ

ドブレーキを引いたつもりであるというふ

うに報告を受けております。その後、車両

の点検は行っておりますが、特段異常は見

つかりませんでした。 

 それと、その後の注意喚起におきまして

は、作業に出向きました車両はマニュアル
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車でございまして、我々マニュアルで育っ

た時代の者につきましては、停車時におき

ましては、必ずローに入れてサイドブレー

キを引いて離れるというふうに習ったもの

なんですが、そういうふうな措置もしなか

ったということを受けまして、マニュアル

車につきましては、そういうふうな形で運

転するようにということで口頭注意、それ

から、今後の作業について指導を行ったと

ころでございます。 

○藤浦雅彦議長 山本議員。 

○山本靖一議員 車の整備上、何ら問題はな

いと。二重三重に安全を確認していくとい

う点で、車に車どめがない、作業で車を離

れるときは、これは常識としてそういうこ

とを講じていくわけですよ。ところが、恐

らく車どめもお持ちではないというふうに

思うんですけれども、そういうことも含め

て、本人の過失だけではなしに、いろんな

意味での安全対策を講じていくということ

が具体的な手だてになっていくというふう

に思うんですけれども、そういうことの反

省も含めて見直していただきたいというこ

とをお願いしておきます。 

○藤浦雅彦議長 三好議員。 

○三好義治議員 それでは、報告第２号と報

告第７号について質問したいと思います。 

 報告第２号につきましては、今、山本議

員から経過についてのご質問もありました

ので、重複しないようにお聞かせいただき

たいと思いますが、私も常々こういった交

通事故が非常に役所の中で起きているとい

うことは、これまでも指摘してきたところ

でございますが、特にこの損害賠償で、今

回の報告第２号につきましては、それこそ

一般常識の領域の範囲ではないかなという

ような考えをいたしておりまして、ただ、

この点につきましては、先ほどの質疑の中

で今後対忚していただきたいというふうに

伺いました。 

 ただ、私は、以前からも確認をしておる

中で、事故の再発防止をどういうふうに今

まで取り組んできたのかという点について

お聞かせいただきたいと思いますし、それ

から、摂津警察並びに自動車安全運転セン

ターが指導していますＳＤカードというチ

ャレンジコンテスト、これも摂津市に対し

て依頼があるように伺っておりますが、今

の加入状況についてお聞かせいただきたい

というふうに思っております。 

 とりわけ、日常のこういった事故に対す

る啓発について、改めてどういう取り組み

をやっているかもお聞かせいただきたいと

いうふうに思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

 それから、報告第７号で、２ページ目の

南千里丘まちづくり事業の繰越金が、１億

４，７７９万９，７３２円という繰越金が

計上されております。今、手元に資料はな

いんですが、平成２３年度のこの事業に対

する継続費の年割額の変更の中では、たし

か記憶では６，５００万円の平成２３年度

への継続費になっていたというふうに思う

んですが、そのときも指摘をさせていただ

きましたが、継続費の繰越しの中でのこれ

までの残予算のあり方についてご質問させ

ていただきました。ただ、ここでは今、手

元資料がないので、この１億４，７７９万

９，７３２円の繰越金は、今年度、どうい

った事業に値するのかお聞かせいただきた

いと思います。これにつきましては、たし

か記憶では６，５００万円、年割額で２３

年度はこれだけだというふうに伺っており

ますので、改めて確認をさせていただきた

いと思います。 

 以上です。 
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○藤浦雅彦議長 土木下水道部長。 

○藤井土木下水道部長 報告第２号につきま

しての関連で、事故におきましての再発防

止について、どのようにしておるのかとい

うことでございますが、この事故が起こっ

たからではないのですが、毎日、朝、ミー

ティングを８時４５分から行っておりまし

て、そのときにつきましても、ことごとく

安全運転に注意をし、作業をすることとい

うことは毎日申し上げておりまして、事故

が起こってしまいました、なぜかというこ

とを聞きただしたところ、当日は作業車及

び本市の車両と２台で行っておりまして、

回収作業に気をとられてしまったというこ

とで、早く作業員がおるところに行かなけ

ればならないということから、車を離れる

ときの確実な停車に気を抜いてしまったと

いうことが原因でございまして、必ず車両

運転時においては確実に車をとめるように

ということで注意を払ったところでござい

ます。 

 今後におきましても、そのようなことが

ないように毎日注意喚起しておるようなと

ころでございます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 都市整備部長。 

○小山都市整備部長 南千里丘まちづくり事

業の継続費１億４，７７９万９，７３２円

の繰越額でございますが、これにつきまし

ては、当初３月の時点では６，５００万円、

今年度予算として計上させていただいてお

りました。これにつきましては、文化ホー

ル前整備が工事のおくれによりまして工期

を延期した部分につきまして支払額が発生

するということで、継続費を１年間延長さ

せていただいたということでございます。 

 それと、もう一つにつきましては、南千

里丘の事業に対しまして借地をいたしてお

りました用地の整備費もこの中で計上して

いたということで、６，５００万円を計上

しておりました。 

 今回の繰越額が１億４，７００万円とい

う額になっておりますが、これにつきまし

ては、過去、継続費を計上させていただい

た時点から毎年繰越額を逓次繰越しとして

額が発生しておりましたので、最終年度と

しまして合計１億４，７７９万９，７３２

円という額が今年度に繰越額としてなった

ということでございます。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦議長 チャレンジコンテストにつ

いて、総務部長。 

○有山総務部長 ただいま資料のほうを持ち

合わせておりませんので、資料が届き次第、

答弁をさせていただきます。申しわけござ

いません。 

○藤浦雅彦議長 それを踏まえて、三好議員。 

○三好義治議員 出てきてからの質問でよろ

しいんですか。 

○藤浦雅彦議長 その件はそれで。 

○三好義治議員 それでは、先に報告第７号

からの質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 財政運営の中での財政指標からいったと

きに、継続費の繰越しで、当初予算６，５

００万円だけを繰越明許で今回やられたわ

けですね。我々議会がチェックを行うのに、

その時点でも言ったんですが、この南千里

丘まちづくりにかかわる予算については、

残予算は６，５００万円で間違いございま

せんなという質問もさせていただきました。

こういった当初予算での継続費の年次割の

切りかえを行って、この６月補正予算でこ

れだけ１億４，７００万円の金額が残予算

として残っております。言うならば、当初

予算での議論が、どういうふうに我々に対
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しての説明責任があったのかということが、

非常に疑義を感じておるところでございま

す。その時点におきましてでも、当時は１

億２，０００万円程度が繰越金として捻出

される予定ですということは伺ったんです

が、この辺の財政指標について、総務部長、

本来ならば、３月の時点で年次割を組んだ

段階でそれなりの金額を示すのが議会に対

する上程のルールではないのかということ

について、改めてお聞かせいただきたいと

思います。 

 それと、報告第２号で、私は常にという

か、きょう、この場で安全運転管理者、多

分副市長がなられると思うんですが、改め

てご答弁いただきたいと思うんですが、こ

のチャレンジコンテストというのも、以前

にも提案させていただいて取り組みもして

おりますが、以前、私の記憶だと、免許の

切りかえも忘れていて、無免許で一度運転

された方もいていますし、いろんな道交法

違反で指摘も受けられた職員もおられます。

その中で、このチャレンジコンテストだけ

が目的ではないんですが、これを申請する

ことによって、そのときの免許の確認、そ

れから過去の経歴、こういったことが既に

明らかになるわけですね。だから、私の再

発防止をどういうふうに取り組んでいるの

かというのは、ただ単に口頭でやりなさい

とか、見てきましたとか、しなさいだけで

は、なかなかこういったやつは撲滅できな

いので、そういった手法を使われたらどう

ですかというのが質問の趣旨なんです。確

かに入会すると１人１，０００円かかりま

すが、こういったことも含めながらやっぱ

り指導すべきだというふうに感じているわ

けです。これについて、今、チャレンジコ

ンテストの加入率、確かに低いことは伺っ

ております。本来、公的立場で公用車を運

転する立場の方々ならば、率先垂範して加

入すべきだというふうに思っています。そ

ういった面で、改めてご答弁をお願いした

いと思います。だから、今、加入率がわか

らないならば、加入率は、本来は既に把握

しておかなければならないですよね、何％

ぐらいかとか。多分相当低い数値だという

ふうに思っております。これについて、そ

の基本的な考え方について、どうであるか

ということについてお聞かせいただきたい

と思います。 

 それと、尐し厳しい話になるかもわかり

ませんが、これまで運転していた方、きょ

うの業務なんかは、公用車はどうされてい

ますか。というのは、事故が発生して、そ

の責任ならば、やっぱり自己責任の中で、

本来はその方に二度と事故を起こさないた

めにも３か月間ぐらいとか半年間とか公用

車の乗り入れ禁止、私用車の乗り入れ禁止、

こういったことも示すのが形のある指導で

はないかというふうに思っております。こ

の点についてもお聞かせいただきたいと思

います。 

○藤浦雅彦議長 それでは、総務部長。 

○有山総務部長 では、補正予算と継続費の

関係、あるいは当初予算との関係というこ

とでご質問がありましたが、当初予算を計

上いたしますときに、当該年度で終わる事

業について当初予算を計上し、複数年かか

る部分につきまして、こういう形での継続

費を組むわけでございまして、議員ご指摘

のとおり、それの時点、新年度を迎えると

きに、当初予算を計上したことによって継

続した事業との兼ね合いを考えるべきとい

うことになるかと思います。したがいまし

て、継続事業で継続しているものが、具体

に中身が何であるかということを議会に対

しても明らかにしていく必要があるという
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ふうに考えております。その点が事業費ご

との大きな事業のくくりになっておりまし

て、中身が非常に見にくい状態であるとい

うことは、事実、議会に対してその内容を

お知らせする内容になっていないというこ

とでありますので、今後、この点について

何か工夫ができないか考えていきたいと思

います。 

  それから、チャレンジコンテストなので

すが、今、１００名ぐらいということで連

絡をいただいているんですが、実際の挑戦

の数がちょっと掌握し切れていませんが、

１００名ぐらいということになりますと、

約７００名体制の職員ですので７分の１ぐ

らいが加入率というかコンテストの参加者

であるというふうになると思います。本来、

我々行政機関に勤務する者については、率

先垂範して基本的に事故防止あるいはそれ

らの状況について判断をしていかなければ

ならないと思っておりますので、チャレン

ジコンテストに参加する参加率についても

今後検討させていただきたいというふうに

思います。 

○藤浦雅彦議長 当事者のその後の対忚につ

いて、併せて副市長。 

○小野副市長 この事案につきましては、過

去においても三好議員、またほかの議員か

ら再三再四指摘を受けております。それで、

きのうの部長会でも若干触れておったんで

すが、毎年１５件から１８件程度、こうい

う事故があり、議会に損害賠償の専決でお

願いしているということが過去からの形で

あります。それで、車社会でありますから、

当然避けられない事故もあるんですが、と

りわけこの報告第２号につきましては、先

ほどから議論がありますように、この以前

の問題というふうにとらえざるを得ないと

いうことで、それで、きのうも言っておっ

たんですが、消防においては必ず車どめが

入ると。車どめが入る、民間でもそういう

ことをされておるということから考えまし

て、これはここで言えるような状況ではな

いというふうに思っております。 

 それで、私のほうで、過去からそういう

指摘の中で、今、取り組んでおるのは、運

転免許証については、一定の書式をもって

三月に１回は各所管のほうでやっておると

いうふうに理解しております。消防は１週

間に１回、市長も査察に行っておりますが、

いつもこういう運転免許証と身分証明書が

出てまいりますけども。それで、この問題

は、一つ記者発表のときにも、いつもこれ

でいいのかということは指摘されておりま

す。いわゆる公務中であれば市有物件云々

で面倒を見られる、何もそのことについて

本人の責任が問われないということでいい

のかと。これは、私どもは、きのうも部長

会で言っておったんですが、もう一度部長

で整理をしなきゃならないと思います。そ

れで、過去においても、清掃車が後ろから

市民の方に接触して、１億円近い金を払っ

たという事例がある。二、三年前には、Ｊ

Ｒの駅前で車両のあの問題もある。この問

題になりますと、私は見ていましたら、そ

の担当部長、課長は走り回って、夜の遅い

時間でも来いと言われれば謝りに行き、見

舞いに行きとなって、この実態を見ていま

すと業務にも大きく支障が出ておるという

ふうに見なきゃならないと思います。した

がって、この問題は、単にここで出してき

て損害賠償が終わるような問題ではないと

いうふうにもう一遍とらえるべきでありま

すし、毎月１．５件の損害賠償事案が出て

おるということを見ましたら、業務にも影

響しているということがあります。 

 私は、今ご指摘のあった、きのう、部長
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会でもう一度関係部長が本気になって議論

をして、このマニュアルをつくることと、

それから、処分と言わないけども、例えば、

公務中でも信号無視で突っ走った、そして

逃げたとなれば、これはもう地方公務員法

２９条違反で懲戒処分であります。この問

題の２号の報告案件も、これがもしも人で

あったとするならば、これは大事故であっ

たということは明々白々であります。これ

は幸いにして物損で終わったということな

んですが、これが人であったら、幼児であ

ったらどうなったかということは、もっと

大きな事案になったということを考えます

と、私は処分問題まで議論すべきと。ここ

まで来ますと、処分にも厳重注意もあれば

文書訓告もありますし、いろいろあります

が、これも処分であります。やっぱりそこ

もきちっとした上で、そして、この再発防

止について、市長からもきのう指示が出ま

したが、もう一度関係部長が集まって、も

しも起こったら、関係部長が飛び回らなき

ゃならない、課長も行かなきゃならない。

本人はもちろんのことですが、そういうこ

とで、まず業務に大きな支障が出るという

ことから考えましても、これは重大な問題

であるととらえるべきであるということで、

ここで申し上げたいのは、ここでもう一度

肝に銘じて、各部長のほうでトータル的な

形の取り組みをして議会にもお示ししたい

ということを申し上げると。特に２号の問

題は重大なことであると。４号の報告案件

は、私は１割というのは、なぜこういうこ

とになるのかと思いましたが、こんな社会

ですからこういう問題はありますが、この

２号報告案件、これは抗弁のしようがない

というふうに思っておりますので、もう一

度トータル的な取り組みをした上で議会に

お示しをしたいと肝に銘じてまいりたいと

いうふうに考えておりますので、よろしく

お願い申し上げます。 

○藤浦雅彦議長 当事者をどういう処分にさ

れているのかという答弁がないので。副市

長。 

○小野副市長 この問題につきましては、ま

ず基準といいますか、一つのことをつくり

たいと思っています。それで、組合との関

係からいきますと、こういう議論がありま

した。過去にも申し上げましたが、みずか

らが車を運転したくて車を運転するのと違

いますよと。それで個人も求償される。減

点され、罰金されると。私は、これは通用

しないと思いますね。いわゆるこの車社会

の中で運転をしなくて済むような業務はな

いと思います。当然職員になれば運転する

のは当たり前ということを思っております

ので、こういった過去の論理は、今の組合

もそんな論理はしないと思いますが、私は、

公務中事故に遭っても公平な形でなければ

いけませんから、早急に一定の基準をつく

って、部長の意見も聞いた上で一定の方向

を定めて、職員に、したくはないですが、

こういうことになるよということを安全の

マニュアルとともに一定の措置をしなけれ

ばならない。そこの中で、私は一定の形を

もって処置をしたいというふうに考えてお

りますので、いましばらく時間をいただき

たいというふうに思っております。 

○藤浦雅彦議長 三好議員。 

○三好義治議員 報告第２号については、今、

副市長が強い決意で述べていただきました

ので、経過を見ていきたいと思いますが、

ただ一つ、やはりチャレンジコンテストと

いうのは形に見える部分でございますので、

これをやっぱり有効に使っていくのも一つ

の指標だと思いますから、この点について

もご検討をお願いして、今後、事故のない
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ような取り組みをぜひお願いしておきたい

というふうに思います。 

 それから、報告第７号については、年次

割があったのが今年の３月の当初予算でご

ざいます。それが継続費の最終年度という

ふうに私は伺っておりまして、この２３年

度でこの事業というのがすべて終わるわけ

ですね。その時点において、この２３年度

の当初予算でも議会に提示ができなかった

ということについては、総務部長も今後指

標を考えていきたいというご答弁をいただ

きました。今後、経過を見ていきますが、

やはりこの継続費のあり方というのは、大

変財政が厳しい中で１円たりともむだにし

ないためにも、どの事業がどの時点でどれ

だけ予算が余ってきているのかということ

を見定めるのも我々議会のチェック機能で

ございます。そういったことはぜひタイミ

ングを逸しないように提示をいただくこと

を要望としておきます。 

○藤浦雅彦議長 ほかにありませんか。渡辺

議員。 

○渡辺慎吾議員 報告第２号に関しまして質

問したいと思います。 

 山本議員、また三好議員の質問で大体出

尽くしたと思うんですが、ただ、本当に私

が議員に初当選して、間はちょっと抜けま

したけど、２２年になるわけです。毎回毎

回この議会においてこのような答弁があり

まして、その都度、二度とこのようなこと

がないようにということを何回も何回も、

これは何十回、ひょっとしたら１００回ぐ

らいかな、そんなぐらいのご答弁をいただ

いておるわけですね。それでもこのような

事故がある。マニュアルがないというよう

なご答弁だったんですけど、大概そのよう

な事故をこの何年間の間に起こしておるん

やったら、しっかりとしたマニュアルとか、

今、副市長がおっしゃったようなご答弁は、

以前においてしっかりとあって、組織立っ

て、そのような事故を防ぐような庁内徹底

した規則づくり、組織づくりがなされてい

るというふうに私は思ったわけでございま

すが、そこで私は市長にお尋ねしたいんで

すけど、行政の長として、例えば、本当に

これは人身事故でなかったのが不幸中の幸

いですけど、市民の安心と安全を守るべき

摂津市職員が市民を傷つけるようなことが

あったら、これはとんでもない話でござい

まして、そのような観点から、例えば庁内

事故ゼロ宣言とか、そのような形で徹底し

て庁内の各部署においてしっかりとしたマ

ニュアルをつくって、そのような組織図を

つくるという決意を市長にお聞かせ願いた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○藤浦雅彦議長 市長。 

○森山市長 先ほどから２号についていろい

ろご指摘をいただいておりますが、私が市

長になりましてからも議会ごとにこういう

話が出てまいりまして、非常に申しわけな

く残念に思っております。私は議場でよく

公務員のありようということ、基本的にこ

れがあるんですね。そういう意味では、こ

の時節柄、公務員として仕事ができる、こ

れはありがたいことだというのは常々公務

員に言っておるんですが、その上で、紙一

枚、鉛筆一本、すべて税金ですよと。心し

てという話をやっておりますが、まさにそ

こに尽きるのでありまして、緊張感のなさ

といいますか、そういうことに尽きると思

います。 

 確かに車につきましては、言うまでもな

く道路交通法、これにのっとって遵守して

いれば事故が起こることはないんですけれ

ども、その上でまだご指摘をいただき、マ

ニュアルまでつくらないかん、本当に情け
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ない話なんですけれども、緊張感のなさは

すべてリーダーである私にも尐し責任もあ

るわけでございますが、ご指摘の件につい

て、一遍しっかりとまたさらなる緊張感を

促すべく方法を考えていきたいと思います。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 ほかに質疑はありますか。

三宅議員。 

○三宅秀明議員 これまで既に多々議論され

ておる中で、さらに発言するのは恐縮なん

ですけれども、昨日、近隣の名神高速と、

また茨木市の１７１号線において重大な事

故が２件発生しております。この点も踏ま

えまして、やはりこの事故というものに対

して一層の緊張感を持たないといけないと

思い、一つ提案をさせていただきます。 

 現在、議論をされてきたのは、恐らく車

対車、また車と歩行者の話であったかと思

います。しかし、最近の交通事情をかんが

みますと、スポーツサイクル的なものの需

要が非常に増加しております。また、自転

車につきましても、普通の買い物用自転車

と、また、お母さんが子どもさんを乗せて

走行するようなタイプの自転車も出てきて

おりますし、また電動自転車も普及してお

ります。これらそれぞれの車両につきまし

ては、その通行スタイルが非常に多岐にわ

たり、また、その運転手本人の状況判断等

もかんがみながら、さまざまな対策をしな

いといけないと思っております。特にパッ

カー車等ですと、とめて、収集して、また

走ってという、さまざまに瞬間的に行動す

ることが増えておりますので、スポーツサ

イクルのような早いスピードが出る車両の

場合は、その一瞬の判断で重大な事故につ

ながる結果も考えられます。こうした点を

踏まえて、こちらのほうにも重点を置きな

がらマニュアルの作成に取り組んでいただ

きたいと考えておるのですが、いかがでし

ょうか。 

○藤浦雅彦議長 副市長。 

○小野副市長 きのうも部長会でも言ったん

ですけど、今も思っているんですけど、き

ょう早速、あしたにまた事故が起こるかも

わからないですので、この本会議終了後に、

私のもとでもう一度部長を集めて、それで、

消防なんかはモデルであります。消防は毎

日点検もありますし、マニュアルもありま

すし。環境関係もあります。そのほかのと

ころの総務が所管しているトータルの部分

が若干抜け落ちておると。環境の部分とか

消防はありますので、今言われた提案の問

題も一遍議論してみますので、まずはこの

車社会の中で、自転車も凶器ということは

よく言われますが、そのことも頭に入れな

がら、早速きょう本会議終了後に部長を招

集して、早急に一定の方向、これは難しい

話ではありませんので、やる気といいます

か、その形がとれればすぐさまもう一遍ま

とめられますので、きょう早速の取り組み

を開始したいということを、きょうにでも

まとめるような力でもってやりたいという

ふうに思っていますので、そのことも参考

にさせてもらいながら取り組みをさせてい

ただきたいというふうに思っております。 

○藤浦雅彦議長 ほかにありますか。柴田議

員。 

○柴田繁勝議員 ２号ですけれども、いろい

ろな方から今、ご質問が出て、市長なり副

市長なりが答弁いただきました。私は、一

番肝心なときは、やはり車を離れるときの

確認だと思うんですが、電車などでは必ず

指さし確認というのが行われております。

だから、こういうときでも、すべてが運転

手に指さし確認ということはできないでし

ょうけども、サイドブレーキをとめたとか
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チェンジを切ったとかというのを指さし確

認ぐらいはして車を離れるというようなこ

とをされておられるのか、もしされておら

れなければ、今後そういうような指導も含

めて運転手の指導をされていかれるのか、

ちょっとその辺を聞かせてください。 

○藤浦雅彦議長 副市長。 

○小野副市長 過去の事例からいいますと、

こういう形は私も記憶がないんですが、今、

柴田議員が言われたやつは、何件かあった

のは、離れるときに、ドアを開けたときに

車が突っ込んできて損傷したとか、人が当

たったとか、これは記憶に新しいところで

あります。いわゆる離れるときの状況の中

で起こった事案も、すべて私のほうで、過

去に三好議員が言われた中で全部集めてお

りますので、そのことをもう一度出しまし

て、今言われたことも含めて、当然ながら

そういうことの運転する者について基本的

なルールでございますので、そのことも入

れまして一定の方向をまとめたいというふ

うに思っております。 

○藤浦雅彦議長 ほかに質疑はありますか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 以上で質疑を終わります。 

 日程６、議案第３３号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 議案第３３号、工事請負契

約締結の件につきまして、その内容をご説

明申し上げます。 

 なお、詳細につきましては、議案参考資

料１ページから１０ページに図面等を添付

いたしておりますので、併せてご参照いた

だきますようお願い申し上げます。 

 摂津市立摂津小学校給食調理場等新築工

事の請負契約を締結する件につきまして、

議会の議決を求めるものでございます。 

 契約の内容は、摂津市立摂津小学校給食

調理場等新築工事でございます。 

 契約の方法は一般競争入札で、契約金額

は２億６，３５０万円でございます。 

 契約の相手方は、奥村組土木興業・藤原

工業特定建設工事共同企業体、代表者は、

大阪市港区三先１丁目１１番１８号、奥村

組土木興業株式会社、取締役社長、奥村安

正でございます。 

 工事の内容は、摂津小学校に隣接する旧

味舌体育館を解体し、その跡地に給食場、

その南側に学童保育室、校舎東側にエレベ

ーター棟、市道三島１号線側の車両出入口

付近に作業室をそれぞれ新築するものでご

ざいます。 

 新築いたします各建物の主な内容といた

しまして、給食調理場は鉄骨造１階建て、

延べ床面積３８１．７８平方メートル、学

童保育室は鉄骨造１階建て、延べ床面積２

３４平方メートル、エレベーター棟は鉄骨

造３階建て、延べ床面積２９．１平方メー

トル、作業室は鉄骨造１階建て、延べ床面

積３３．２８平方メートルでございます。 

 建物・屋外改修につきましては、既存校

舎の窓枠をサッシカバー工法で４０か所改

修するものでございます。これは、新築す

る建物に既存校舎が隣接していることから、

建築基準法で規定する防火対策の必要があ

り、その隣接する部分の開口部を防火設備

として改修するものでございます。そのほ

か、屋外外構工事となっております。 

 以上、提案内容のご説明とさせていただ

きます。 

○藤浦雅彦議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。木村議員。 

○木村勝彦議員 それでは、議案第３３号、

摂津市立摂津小学校給食調理場等新築工事

について質問いたします。 
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 今回の共同企業体の結成に当たっての条

件は、共同企業体の構成員は市内事業者と

準市内事業者から１社、または市外事業者

１社の計２社であることとなっています。

５月２４日の入札で落札をした共同企業体

の市内事業者は、４月段階で５月１５日に

市外に事務所を移転し業務を行う旨のあい

さつ状を関係機関に送付しています。これ

が現物でして封書で送られております。 

 このことに関しまして、各方面から事務

所を市外に移転してしまって市外で業務を

行う事業者が共同企業体の地元事業者とし

て入札参加できることに対して疑問の声が

出ています。摂津市がこの企業を市内事業

者と認定した根拠についてお示しください。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

○有山総務部長 今ご指摘の通知文書が出て

いるということでございますが、それらの

事象から判断されてはどうかということで

ございますが、私ども行政サイドとしまし

ては、資格審査上、変更がなされておりま

せんでした。私どもの行政としては、移転

の申告があって初めて会社の代表者や所有

地の変更の手続きがなされたものであると

いう判断をいたします。今回、「事務所の

移転のごあいさつ」なる文書が出されたこ

とは、仮契約締結後に初めて知ったことで

あります。しかし、現実には商業登記の謄

本の所在地は現在に至るまで摂津市のまま

であり、また、法人市民税につきましても

住所地は現在のままでございます。固定資

産税はオーナーでございます社長の所有と

なっておりますが、これらの税についても

完納していただいておるところであります。

また、地元雇用を生み出しており、市民税

の特別徴収もしていただいておるところで

ございます。 

 それから、吹田市への移転ということで

ございましたので、吹田市の契約担当のほ

うへ確認をしております。このことにつき

まして、私どもの住所地である香露園の住

所で市外業者として吹田市で登録をされて

おり、現在もそのことについて変更はない

という状況でございます。 

 それとまた、私どもで出しております摂

津まつりの寄附金について寄附をいただい

ており、自治会においても法人会員として

登録をされておるということと、商工会に

も問い合わせをいたしましたが、摂津市商

工会の会員であり、退会するという話は聞

いていないというようなことでございまし

た。 

 以上のような状況もありまして、私ども

といたしましては、市内業者であるという

ふうに認定をしているところでございます。 

○藤浦雅彦議長 木村議員。 

○木村勝彦議員 今、現況についてご答弁い

ただいたんですけれども、結局入札が終わ

ってからそういう事実を知ったということ

ですから、やはり共同企業体を構成すると

きに、地元業者育成ということであれば、

もっと慎重に調査すべきだったと思います。

この入札が実施されたときには、この事業

者の摂津市の事務所にはテナント募集のス

テッカーが張られております。そして、事

務所を移転した旨の文書も張られておりま

した。一方、移転先の吹田市には立派な事

務所が開設されております。この一連の状

況を見るとき、納得がいかないと各方面か

ら声が出ています。 

 共同事業体に市内事業者を組み込むのは、

市内事業者を育成することが大きな前提で

あり、市内に根を張って事業を行うことに

よって摂津市に税金を納めてもらうという

ことであります。先ほど現状の話をされま

したけれども、今後、やはりそういうこと
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がずっと継続されるのかということについ

ても、私は疑問を感じております。二元代

表制での一翼を担う議会としてのチェック

機能を果たすべき立場である議員として、

一連の流れの中での疑問を払拭することは

困難であります。その後、当該事業者に対

して、今、答弁をされましたけれども、ど

のような接触をもって指導されたのかお答

えください。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

○有山総務部長 今、ご答弁を先ほどさせて

いただきましたけれども、私どもが知った

のは、仮契約が５月の３０日に行われ、そ

の夕刻に初めてそのことを知ったわけでご

ざいまして、早速事業者のほうには連絡を

とり、５月の３１日に、翌日でございます

が、社長みずから来庁をしていただき、今

回のことについて、私どもも文書で見る限

り、事務所移転のごあいさつということで、

事務所そのものが移転するというふうに読

めるということ、それから、ビルのテナン

トの下に募集というような文がありました

ので、そのことについても質問をしたわけ

でございますが、あくまでも事務所の改築

は短期的な移転であるということであり、

現在、事務所の裏手を工事中であり、その

時点では６月４日ごろには工事も完了し、

摂津市へ戻るということを社長みずからが

おっしゃっておりました。本会議の現在に

は、もう既に摂津市へ戻っている状態にな

っておりますが、テナント募集の看板につ

きましても、あの建物自身が横に医院に貸

し出し、２階の事務所を貸し出すために上

げているものであって、建物の構造上、階

段棟になっておるので、置く場所としてあ

そこがあったということでございまして、

それから、現在においては本社改装完了の

案内も３１日に持参されておるところでご

ざいます。 

 吹田市の事務所につきましても、工務部

及び倉庫として使用しているということで

ございます。私どももその部分について、

吹田市の契約担当とも確認をしたところで

ございますが、本社移転の届け、並びにそ

ういう吹田市へ登録を変えるというような

動きは出ていないということでございまし

た。商業登記そのものも摂津市のままであ

り、今後は企業としての戦略をどのように

立てられるかということはわかりませんが、

現在のところ本社機能は摂津市にあるもの

というふうに判断を、その後の幾つかの調

べ、先ほど申しましたような部分も含めま

して、さらに社長の事情聴取以外にもそれ

ぞれの独自の調査を行った結果、市内業者

であるというふうに判断したところでござ

います。 

○藤浦雅彦議長 木村議員。 

○木村勝彦議員 ２４日に移転をして、それ

から、今月４日また摂津市へ戻して事務所

を開設したというご答弁ですけれども、そ

んな半月もないような移転に、こんなちゃ

んとした封書で文書を送りますか。これは

仮事務所の移転ということにもなっていま

せんよ。これを読んだ限りは、やっぱり中

心的な事業を吹田市でやるということの事

務所の移転案内ですよ。だから、そういう

認識がやはり今日の事態の混乱を私は招い

たと思っています。先ほど申し上げました

ように、事前にそういうＪＶを組む場合に、

地元事業育成という立場からきっちりと事

業者の実態を私は調査すべきだと思います

し、仮事務所の移転ともなっていませんし、

私は、これは事業の主体を吹田市へ持って

いくんだなという事務所移転のあいさつと

いう理解をしますし、そういう点では、こ

れ以上答弁を求めましても、これ以上の答
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弁は返ってこないと思いますので、この疑

問を払拭はできないということを申し上げ

て質問を終わります。 

○藤浦雅彦議長 ほかに質問はありますか。

三好議員。 

○三好義治議員 議案第３３号で、今、木村

議員から質問がありましたが、私も今の状

況の中で、まず契約登録事業者のあり方に

ついて、ずっと調べてみましたけれども、

まず２月には審査委員会で書類審査をしな

がら、３月、４月において、その事業者の

登記簿並びに事務所の所在地がどこにある

かということを財政課のほうで調べていて、

それから一般競争入札での今回の共同企業

体の審査に移るという経過の中で、私ども

が知り得る範囲の中では、５月１５日付で

この事業者が摂津市から転出をされたとい

う実態だけが事実関係として知らされてい

るわけですね。その中で、今の全体の経過

の中がようやく明らかになったんですが、

この実態を踏まえて、私は、本来財政課が

そういったことをその事業者から聞いてい

なかったことについて、改めてこの辺につ

いてお聞かせいただきたいというふうに思

っております。 

 また、もう一方では、今回、議案第３３

号から３件にわたって入札をされて、事業

の契約締結の議案が上がっているんですが、

今はこの３３号だけをとらえて言わせてい

ただきますと、今回も５社が入札参加をさ

れて、結局落札されたのが最低価格の中で

抽せんで落札されたと。今日までの公共事

業での最低価格のあり方並びに民間業者が

取り組む事業発注について、公共事業は高

いと言われる一方、雇用の確保ということ

も含めて公共団体は考えなければならない

時代になっておりますが、果たして一般競

争入札が、えてしてこうやって最終的に抽

せんということになっているのは、本当に

この契約のあり方というのが適切であるの

かどうかというのも一方では疑問に思って

おります。この点について、今の考え方、

経過についてお聞かせいただきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いいた

します。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

○有山総務部長 ５月の１５日に移転をされ

るということで、事業者からそのことが契

約担当のほうに伝わっていなかった、聞い

ていなかった。業者間で迷惑をかけてはい

けないということで、封書で文書を送付さ

れたということでございます。私どもとい

たしましては、契約担当としては一声いた

だきたかったなというふうに思っておりま

す。ただ、先ほど来申し上げておりますよ

うに、資格審査上の変更というものは登記

をもってなされ、その届けは私ども行政の

ほうへ申告があって初めてわかるものでご

ざいます。単に事務所移転のごあいさつと

いう形での文書をもって、その所在を変更

するという手続きをとれるものではござい

ません。 

 それから、一般競争入札が民間の工事に

比べて高く、したがって、最低価格で抽せ

んというような状況になるのではないかと

いうお問いでございますが、国土交通省の

ほうでは、低入札価格調査における基準価

格というものを設けておりまして、これの

引き上げを年々やっておると。昭和６２年

４月から平成２０年３月までは、平均点な

値というのは設計金額の７７％程度でござ

いましたから、平成２０年度に当たります

２０年４月から２１年の３月につき、この

値は８２％程度、それから２１年４月から

は８５％程度ということで、さらに引き上

げるようにというような国土交通省の発注
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工事に対する考え方がございます。これは、

元請けだけではなく下請け、あるいは孫請

けというような業者に対しても、十分その

地域の実情の中で収益を上げられるという

ように公的機関としての価格の基準を設け

ろということでございまして、これらのこ

とを参考にしながら私どもも設計金額に対

して一定、価格の設定をさせていただいて

おるところでございます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 三好議員。 

○三好義治議員 事務所の移転のごあいさつ

の件につきましては、本当に仮事務所の移

転ならば、それなりの手続きもまた改めて

やっていると思うんですが、その辺につい

て、この議場の中でいろいろとご質問する

のは差しさわりもあると思いますから、そ

の辺は差し控えさせていただきたいと思い

ます。ただ、もう一方での最低価格の関係、

これにつきましては、冒頭申し上げました

ように、雇用の拡大と景気浮揚のためにい

ろいろと変わってきているのも事実でござ

いますが、ただ、こういった一般競争入札

での落札価格がすべて同一というのは本当

にいかがなものかなという疑問も思ってお

ります。無論、即決案件ということの中で、

議会運営委員会の中で諮られて、きょうは

上程をされているところでございます。私

は、こういったことについては、きょうの

この議案第３３号については、５月１５日

の事実関係だけでこの議場に臨んだ立場と

して、改めて経過も聞きたいということが

非常に心の中にとどまっておりまして、さ

らに契約の入札のあり方も含めながら、改

めて所管の委員会の中で審査をお願いでき

たらなということを考えております。議長

でもって一度検討いただきたいというふう

に思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○藤浦雅彦議長 暫時休憩します。 

（午後０時１３分 休憩） 

                 

（午後２時４６分 再開） 

○藤浦雅彦議長 休憩前に続き再開します。 

 引き続き質疑を続けます。渡辺議員。 

○渡辺慎吾議員 １点だけ確認をしておきた

いと思います。一連のご答弁をいただきま

した。流れはわかったわけでございますが、

ただ、非常に我々としたら、今後、その業

者がしっかりと摂津市の業者として摂津市

に根づいてやっていただけるのかどうかと

いうことを確認したいと思うんですけど、

本当に言うた、こういうふうにしましたと

いうご答弁の中で、ちゃんとしたあかしと

いいますか確認書を、今後、例えば１０年

なり２０年なり摂津市の業者としてやって

いくというような確認書を交わされたのか

どうかということを確認したいと思います。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

○有山総務部長 未来永劫、摂津市にいてい

ただきたいとは思うんでございますが、今

後、この企業さんがどういうような企業の

経営方針でもって会社を運営されているか

ということで、どのぐらいの期間、本市に

おられるかという確約はとってはおりませ

ん。１点、私どもでもいただきましたのは、

謹告ということで、藤原工業さんのほうか

ら市長あてに工事部の移転をさせたと、今

回の分については大変ご迷惑をおかけいた

しましたと、謹んでおわび申し上げますと

いうような形での文書はいただいておりま

すが、今後何年にわたって本市で営業活動

されるかというような確約はとってはおり

ません。 

○藤浦雅彦議長 渡辺議員。 

○渡辺慎吾議員 わび状は別にあれなんです
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けど、例えば、非常に基本に返った場合に、

やっぱし市内業者育成という形で、ずっと

そういう形の施策をとられてきたわけです

から、その中でこの文書を見ておりますと、

これは明らかに我々としては疑問を持つわ

けであります。いや、違うんやということ

で、いろいろ言いわけはされたと思います

し、それは、今言ったように書類上はそう

いうふうにして整理されておるというふう

に思いますが、ただ、のど元を過ぎたら数

か月か数年後にまたよそに移転されると、

これは非常に納得いかないような状況が発

生する可能性もあるわけです。そういう点

が私としても、そこまでそのやりとりの中

で信用できるかということになりますと非

常に疑問を感じるわけでございます。その

辺の確認書がないということでございます。

ご答弁を確認させていただきましたから、

それはそれで結構でございます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 ほかにありませんか。安藤

議員。 

○安藤薫議員 それでは、引き続き質問させ

ていただきたいと思うんですが、今回の議

案というのは、平成２２年の末をもって廃

止された味舌体育館を解体して、そこに摂

津小学校の給食調理室、学童保育室を建設

するというものであります。同時に、議案

の中には作業室の建設も含まれているわけ

です。私ども日本共産党は、この味舌体育

館の廃止条例に当たっては、スポーツ振興

を進めていく摂津市の教育方針とかかわっ

て、市民体育館の廃止に続いて、年間１万

人以上も使っておられる味舌体育館を廃止

することに反対をいたしました。その際、

スポーツ振興の方針に反するということと

同時に、関係諸氏、関係団体への説明責任

も欠如しているということを指摘して反対

をしてきた、そんな経過がございます。 

 改めまして、この大事な教育施設を建設

していくということでありますから、市民

の皆さんへの説明責任であるとか合意であ

るとかいうところは非常に重要な問題だと

思っています。この間、これまでこの議会

でも先ほどまでにいろいろな議論がありま

した。議会に対する説明責任なども問われ

ている中で、教育にかかわるさまざまな施

設は、子どもや教育現場にとっては大変重

要なものであると同時に、給食調理室や学

童保育室を建設するということでいえば、

工事期間中の安全対策の問題、それから地

域に与える影響などもあると思うわけです。 

 私は、この調理室と、それから学童保育

室の建設にかかわって、決してこの施設を

建てること自体には反対するわけではあり

ませんが、味舌体育館の廃止からという経

過の中で、地域の皆さんや、それから学校

関係者、それから学童の関係者、そういっ

た皆さんへの説明責任をどのように果たし

てきておられるのか。と申しますのも、こ

の議案で初めて私も配置図であるとか作業

室がつくられるとかいうものについて、議

会に対しても今回の即決の議案で明らかに

されたわけですので、議会に対しても説明

責任が非常に不足しているのではないかな

というふうに思うわけです。 

 そういう点で、この学童保育室、給食調

理場、また作業室の建設、味舌体育館の解

体の作業などについて、設計から工事、そ

れから工事の安全対策、また完成に至るま

での説明ですとか、それから合意であると

かいうものはどのようにされてきたのか、

その点についてお聞かせいただきたいと思

います。 

○藤浦雅彦議長 教育総務部長。 

○登阪教育総務部長 それでは、ご答弁申し
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上げます。 

 今回の工事につきましては、ご指摘のよ

うに、味舌体育館を解体し、給食調理場、

学童保育室、エレベーター棟を新設するも

のでございますが、併せまして、現在、校

舎内の教室を使用しております校務員の作

業室を校舎外に設置するものでございます。

学童保育室と校務員の作業室を校舎の外に

設置することから、３室程度を普通教室と

して使用することが可能となります。 

 ご指摘の工事の設計に当たりましては、

学校はもとより栄養士、調理員、学童保育

指導員等と協議を行い、衛生面や安全面で

の配慮を第一に、調理作業をいかに効率的

に進めるかなど、作業工程を考慮して決定

したものでございます。地域の皆様につき

ましては、本契約後、地元説明会を開催し

てまいり、説明責任を果たしてまいりたい

というふうに考えております。 

 また、食材等の搬入につきましても、校

舎正門の横からということでございますの

で、児童の登下校時間と重ならないように

努めるなど、工事期間も含めまして児童の

安全確保には最大限の注意を払ってまいり

たいというふうに考えております。 

 次に、本工事内容の議会への説明につき

ましては、簡単にではございますが、事業

のスケジュールなどを、本工事の予算を上

程いたしました２３年の第１回定例会の本

会議、委員会等で説明させていただいてお

ります。 

 ご指摘の作業室につきましては、実施設

計の過程の中で普通教室を生み出す検討の

中から決定したものでございます。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 給食調理場にしても学童保育

施設にしても、今までと違う場所に設置を

するわけですね。やはりどこにどのような

ものをつくっていくのか、新しい施設とし

てつくっていくわけですから、しっかりと

その設計段階の中で明らかにしつつ、議論

を重ねていきながら、こういった契約締結

に進んでいくのが本来の筋ではないかなと

いうふうに思うわけですけども、どうして

こういうことを申し上げるかといいますと、

教育施設のこの間の建て替えであるとか改

修の工事、これまで幾つかありました。し

かし、見込み違いによって、ついこの間行

った工事にもかかわらず、数年後にまた同

じような建設を行っている。例えば、柳田

小学校でいえば、平成１７年にプレハブで

学童保育室の新築工事を行った。統廃合が

ありましたが、見込み違いによって平成２

０年にまた新たにつくり直しをしていると

か、味舌東小学校でも打ち合わせ不足等々

あって、校舎の建設などで当初の予算額と

大幅に乖離が生じたとか、摂津小学校の学

童保育室についても、つい最近まで校外、

プレハブで学童保育室について建設をする

実施設計まで行われていたものが撤回され

たと。どうしてもその場限り、場当たり的

な対忚が非常に目立っているというふうに

感じているわけですね。本来、給食調理室

にしても学童保育室にしても、必要なもの

であるならば、本当に大事な施設でありま

す。だからこそきちんと合意を得ながら議

会にも説明をし、その中で多くの市民の皆

さんからの意見を聞きながらよりよいもの

をつくっていくというのが本来の筋ではな

いかなというふうに思うわけですが、改め

てその点、お聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 それと、摂津小学校は摂津市内の中でも

一番大きな学校になってきています。南千

里丘の開発によって児童の数も増えている
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ということで、教室の数ももうぎりぎりの

状態だということであります。学童保育室

の状況では、定数９０人に対して、今、待

機が７名というふうに聞いているわけです

ね。学童保育は、今回の設計を見ますと２

教室の建設でありますけども、この定数の

問題をどうしていくのか、学童保育のガイ

ドラインが国から示されている中で、摂津

市として学童保育についてどのように考え

ていくのか、また、給食調理室の場合につ

いては、民間委託の問題もこれから計画の

中にあるわけで、新しくつくられた給食調

理室と民間委託の問題、大きな中長期的な

方針のもとで計画的に進めていくことが本

当に必要だと思っているわけです。この間

の場当たり的な状況からして非常に心配が

多いわけなんですけども、その点について

もお聞かせください。 

○藤浦雅彦議長 教育総務部長。 

○登阪教育総務部長 ただいまのご質問に対

してでございますけれども、本来、教育施

設につきましては、当然、児童・生徒をは

じめ、それから、その学校関係者等の施設

でございますので、そういった方たちのご

意見を参考にして設計を行っていくという

ことについては十分に理解をするところで

ございますし、私どもといたしましても、

これまでも学校関係者の方からいろんなご

意見をいただきながら今回の設計を行って

おります。したがいまして、今後も引き続

き、今ご指摘のように、そうした計画的な

見込み違いが起こらないように、十分な精

査をしながら意見も反映した形での取り組

みを進めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 それから、今回の学童保育の部屋と、そ

れから給食調理場の件でございますが、給

食調理場におきましても、ご指摘がありま

したように、摂津小学校は市内で最も児童

数が多いと。それに比べまして給食調理場

は狭く、施設そのものの老朽化も進んでい

るということから、今回、新設に伴い拡張

を行うもので、面積につきましても広くな

りまして、大体９００食ぐらいまでの調理

が可能というふうに考えております。また、

学童保育につきましても、一人当たりの必

要面積等から考えましても、約１００人弱

程度の方までの定員に対忚できるというふ

うに考えておりまして、現在の対忚より数

多くの方を対忚できるというふうに考えて

おりますので、そのあたりも含めまして検

討しておりますので、ご理解をいただきた

いというふうに思います。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 学童保育にしましても給食調

理場にしましても、それから学校の尐人数

授業によって、どんどん施設、空き教室が

尐なくなっているというような状況のもと

で小学校の統廃合がされて、摂津小学校が

大きくなって、適正規模をいうと、当初の

説明ですと１２学級から１８学級が適正規

模だと言っていたものが、既に適正規模を

上回っている学校が市内に幾つかあります。

そのうちの一つが摂津小学校でありまして、

そういう意味では、子どもたちの教育の現

場、よりよい豊かな環境で教育ができるよ

うな整備というのは、やはり中長期的に見

越した形で計画的に、そして市民合意を得

ながら進めていくというのが本来あるべき

姿だというふうに思いますし、開かれた学

校、開かれた摂津市の教育ということであ

れば、より広く皆さんに設計段階からこう

いうふうに考えていますということをお知

らせしながら、その皆さんの意見を聞きな

がら設計をしていってよりよいものにして
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いくというのが本来あるべき姿であって、

この間の見込み違いで、何度もと言ったら

失礼ですね、やり直しがあったり、短い期

間での建設のやり直しがあったりというこ

とは、市民の皆さんに決まった後にしか報

告がされていないというようなことのあら

われだとも言えるわけですね。それを、同

じような間違いを繰り返していては、摂津

市の教育そのものに市民の皆さんから信頼

をかち得ていくということは、私はできな

いというふうに思います。 

 今の答弁でもなかなか納得しづらい部分

はありますが、このぐらいにしておきたい

と思いますけども、今後の工事の問題がど

うなるかわかりませんが、この後の議案に

も幼稚園の改修の問題もありますし耐震補

強もあります。それからエアコンの設置も

あります。学校施設では、この夏休みにか

けて幾つも大規模な工事があるわけです。

一つの工事ごとに考えるのではなくて、ト

ータルでしっかりと考えて安全対策の問題

をみんなで考えられるようにやっていくべ

きだということを言っておきたいと思いま

す。答弁はいいです。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 ほかにありますか。大澤議

員。 

○大澤千恵子議員 この入札の一連の流れな

んですけれども、法的に何ら問題はないと

いえども、議会、また市民に混乱を招いた

こと、これは事実として受けとめなければ

ならないと思います。これは理事者のほう

のご質問なんですけれども、５月の１５日

に藤原工業が吹田市に移転しているという

ことがわかったということでございますけ

れども、これに関して、一般競争入札参加

資格審査委員会というのがございます。こ

ちらのほうで、そういった審査委員会の中

身がまず載っていないのかということの質

問と、もし載っていないのであれば、今後

そういった内容も含めた審査委員会にする

べきではないかなというふうに思っており

ますけど、こちらのほうをまず一つご答弁

いただきたいと思います。 

 それと、あと、もし否決された後の業者

の決定手続きとして、これがどれぐらいの

スパンがかかるのか、また、これによって

どれぐらいの国庫負担がなくなってしまう

と、そういったところの流れをもう一度再

度ご説明していただければなというふうに

思っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

○有山総務部長 １５日に知ってからの流れ

ということで、審査会のほうでそういうも

のは防げなかったのかというご質問でござ

いますが、私どもが行っております審査と

いうのはＪＶさんに対する書類審査でござ

いまして、入札資格の審査、これは５月の

１０日に入札者という形での決定をし、５

月の２４日に当該案件の入札を行っており

ます。先ほどもご答弁申し上げましたが、

１５日付で吹田市への移転の旨の案内状を

私どもが知ったのは５月３０日月曜日の仮

契約後でございまして、この件につきまし

て審査会で、あくまでも審査会というのは

書類上整っているか、というのは、評点で

ありますとか資格を十分有する者であるか

といったところが審査の対象になりますの

で、そういう形では行ってはおりません。 

 それと、国費に対しての影響ということ

でございますが、この物件につきましては、

予算上１，９９０万円余りの国費がついて

おります。したがいまして、この部分は２

２年の国費ということで、繰越明許のほう

で送らせていただいている事業でございま
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すので、これが飛びますと、もう１年、３

月を越えてしまうということは技術的に不

可能となってしまいます。 

 それから、もう１点、手続き的にどのぐ

らいかかるかと、今回否決を受けた場合は

どうなるかというご質問でございましたが、

通常の手続き期間で申しますと、工事の入

札契約の検討委員会を行い、当該物件の発

注案件の発注方法の審議決定をし、告示を

し、参加申し込みの受付を行い、一般競争

資格審査委員会を開かせていただき、審査

結果を公表し、入札会を行い、仮契約締結

をし、議会の上程を得るということで、そ

の期間につきましては、今回の場合は、本

日１４日ですので４月の５日から告示をし

て今回の提案に至っておりますので、約２

か月半。ただ、最初のところでいうと、告

示の部分から一連の流れで尐し時間を短く

とることも可能なので、告示から本契約ま

で２か月程度で可能かと思いますが、その

場合は臨時の議会を開かせていただくとい

うような手続きが必要になってくるかと。

９月の定例会では当然間に合いませんので、

そのぐらいの期間になると思います。否決

を受けた場合は、その国費につきましては

当該年度に一般財源で一般の事業として行

うしかないというふうな形になろうかと思

います。 

 それと、これは、この物件のみならず学

童保育も一緒に工事をしておりますので、

学童工事は２３年度の当該年度の工事とし

て行っておりますが、これには府費がつい

ております。これにつきましても、一定の

おくれをもって府費がなくなってしまう可

能性というのもあります。 

 以上がご質問に対するお答えになります

が、ただ、資格審査のあり方についてとい

うのは、確かにご指摘の点がありますので、

今後、書類審査のみならず実態の調査とい

うようなものも踏まえて検討してまいりた

いというふうに考えておるところでござい

ます。 

○藤浦雅彦議長 大澤議員。 

○大澤千恵子議員 わかりました、ありがと

うございます。 

 今、実態調査というのはどれぐらいのス

パンでやっているのか、最後にもう一つだ

けお聞かせいただきたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

○有山総務部長 本年度、入札参加資格の申

し込み受付の状況でございますが、市内業

者が１８０社、準市内業者が３１社、市外

業者が２，７５４社、合計で２，９６５社

ございます。市内の１８０、準市内の３１

等々、これらのものにつきましては、当該

年度４月等からの工事案件を幾つか抱えて

おりますので、夏場の比較的契約の閑散期

をもって実態の調査をするということでご

ざいます。ただ、新規に加入されたものに

ついては、確実にその分の存在をやってお

りますが、旧来からある部分については、

総数としてこの２３年度の受付をいたしま

した、仮に２１１件ございますが、これを

すべて回れる状態とはなっていないので、

新規については必ず回ると。旧態の分につ

きましては可能な限り回っているという状

況でございます。ルーチンとして行ってい

る業者の実態調査というのは、そのような

やり方をやっておるところでございます。 

○藤浦雅彦議長 大澤議員。 

○大澤千恵子議員 本来でしたら、ＪＶで合

同で受けるような企業ですので、そういっ

た心配はなかったと思いますけれども、こ

ういった事態が起こった以上は、これから

そういった実態調査もしっかりとやってい

く必要があるのかなというふうに思ってお
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りますので、要望とさせてもらいます。 

○藤浦雅彦議長 ほかにありますか。嶋野議

員。 

○嶋野浩一朗議員 大変に基本的な質問にな

るかと思いますけれども、お答えいただき

たいと思います。 

 まずは、市内業者の条件といったものが

どういったものであるのかということを１

点目といたしまして確認させていただきた

いと思います。当然ながら、市内に本社機

能を持っていますよと。それは登記上もそ

うであるし、実際の機能としてもそうであ

るよということが条件になろうと思うんで

すが、ただ、これは実際の機能ということ

で考えていくと、やむを得ず一時的に市外

にその機能が移るといったことはあり得る

のかなと。例えば、天変地異によって移さ

ざるを得なかったというようなことはあり

得るのかなと思っておりますけれども、ど

ういったケースがそれに当たるのか、また、

今、議案第３３号で問題になっております

ケースについては当てはまるのかというこ

とについてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

○有山総務部長 ご指摘のとおり、市内業者

の定義というのは、市内に本社を有する業

者をもって市内業者というふうに言ってお

ります。今回のケースでございますが、事

情聴取をいたしましたところ、あくまでも

事務所改装による短期的な移転であるとい

うことでございまして、現実に６月４日を

もって工事は完了し、摂津市へ戻ってくる

というようなことを我々の事情聴取のとき

に話されております。どういうことが考え

られるかといいますと、今回のケースでい

いますと、本来あった場所をテナントとし

てお貸しになって、その場所の裏側にある

部分を事務所に改装し、そこに本店を置く

というような形をとっておられます。一時

的に市外へ出るというケースは、まさに今

回のようなケースで、幾つかの営業所なり

を持っており、本社である摂津市内の店舗

が老朽化し、改装をする必要が生じた場合

などというふうに考えておるところでござ

います。 

○藤浦雅彦議長 嶋野議員。（「後で批判され

るぞ、そんなこと言うとったら」と呼ぶ者

あり） 

○嶋野浩一朗議員 私は今のご答弁にあまり

納得できません。というのは、ペーパーカ

ンパニーに対する規制というか対策を考え

る場合に、例えば現地に調査をしに行った

と。そのときに、たまたま改築するのでち

ょっと市外に移転していましたと言いわけ

されると対忚できるんでしょうか。そうい

うことを考えると私は納得ができませんし、

やはりこのケースはイレギュラーだったと

思うんですよ。ただ、その場合に、私は、

最終的にこの事業所は摂津市に来ているの

かもしれませんけれども、そうであるなら

ば、事前にその旨は伝えるべきだったろう

と。事業者として摂津市に戻ってくるとい

う意思はそのときに持っておられたかもし

れませんけれども、それを判断するのはや

っぱり行政であろうと。今後、引き続き市

内で活動を行うといったことをしっかりと

担保できるのかといったことは、やはり行

政が確認をして初めてこれは成り立つもの

じゃないのかなというふうに思っているわ

けであります。ですので、今の部長の発言

は、私は非常に心配になりましたし、これ

から摂津市内の中でペーパーカンパニーが

増えるんじゃないかなということを、大変

に危機感を持ちながらお聞きしております

ので、今後の要望として一つ、こういった
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ケース、これはイレギュラーなケースだと

思いますけれども、そういったことがある

場合には、しっかりと通告をせないかんと

いうような規定を盛り込むべきであろうと

思っておりますが、その点について一度お

聞かせいただきたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

○有山総務部長 ペーパーカンパニーとか担

保するということでございますが、担保の

ほうは、先ほども申しましたように、個々

企業の戦略等があるかと思います。ただ、

私どもの調査というのが、これは先ほども

申しましたように、資格審査そのものが書

類の審査というような形で偏っているとい

うことがありますので、現地の調査につき

ましては、今後強化を図っていきたいとい

うふうに思っております。思っております

というよりも実施をさせていただきたいと

思います。 

 それから、特にこういうような議会案件

にかかるような大きな物件につきましては、

会社の所在というものを明らかに調べると

いう作業を行程、手順の中に入れていきた

いというふうに思っております。 

○藤浦雅彦議長 嶋野議員。 

○嶋野浩一朗議員 このケースは、私、先ほ

ど申しましたように大変イレギュラーなケ

ースだったろうというふうに思うんです。

結果として事業者が摂津市に来られました

ので、このまま議案として出されたといっ

たことについては、私は一定理解ができる

ところはあるんですけれども、しかし、そ

れでもやはり行政としての想定不足、調査

不足といったことは否めないというふうに

思っておりますし、この一連の流れを見て

おりますと、特に市内業者からすると、や

はりいろんな疑念を持っておられるし、そ

れであるならばというようなことをいろい

ろ考えておられるんじゃないかなと、そん

な危険性さえはらんでいるような問題じゃ

ないかなというふうに思っておりますので、

私は、この問題については賛成もできない

し反対もできないという立場であるといっ

たことを申し上げたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 ほかに質疑はありますか。

山本議員。 

○山本靖一議員 以前にペーパーカンパニー

の問題が随分いろいろと議論された経過も

あります。それで、吹田市の事務所のほう

を見させていただきました。立派なビルで

すし、しかも駐車場も確保されている。そ

うすると、本社機能というのは、これから

いろいろと調査をしていくという総務部長

のお話がありましたけれども、どういうス

タッフがそろっていれば本社機能としてみ

なしていくのか。立派な構えですし、恐ら

く吹田市の事務所がメーンになるのではな

いかなというふうな思いがするわけです。

それから、摂津市の事務所というふうに見

ていきますと、建物の大きい小さいではな

しに、実際にそこで本社機能を果たしてい

く、あるいは事務所として、事業所として、

吹田市であれば吹田市のスタッフをそろえ

ていくと。いろいろ企業としての営業方針

みたいなものがあると思うんですけれども、

本社機能を有すると、その機能についてど

ういう基準をもってこれから当たっていか

れるのかということを聞いておきたいと思

います。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

○有山総務部長 本社の機能ということでご

ざいますが、通常バックオフィスといいま

すか、管理の部分を持っているところが本

社機能というふうに考えられます。藤原工

業さんの場合は、吹田市の事業所につきま

しては、工務部と、それから倉庫の部分と
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いうことを聞いておりますので、例えば営

業活動でありますとか事業の活動の中心を

持たれるというのが本社機能かというふう

に判断します。ただ、それは比較の上でど

うかということが一つ問題になるかと思い

ますが、私どもといたしましては、やはり

資格審査上の変更として商業登記なりでど

こに本社が置かれておるかということが行

政の一つの判断基準になっておりますので、

本社としての申告を商業登記なり、あるい

は会社の代表者や所在地、そういうものが

されているところが本社であると。書類上

になってしまいますが、それはそのことを

もって本社であるというふうに考えるとこ

ろでございます。 

 それから、ペーパーカンパニーとかいう

ことにつきましては、先ほどもご答弁しま

したように、今後について、市内の業者に

ついて、できるだけ多く現実に現場を確認

してまいりたいというふうに思っておると

ころでございます。 

○藤浦雅彦議長 山本議員。 

○山本靖一議員 商業登記が摂津市にあれば、

これは摂津市の市内業者というふうなこと

で、問題になっているのは、そういう形式

的なものではなしに実態がどうかというふ

うなところからいろいろな問題が派生して

いるというふうに思うわけですね。したが

って、これから本社機能とは何かというこ

とをきちっと見ていくということが大事か

と思うんです。今言いましたように、こう

いうご時世ですから、その吹田市の事務所

にたくさんのスタッフをそろえられると、

恐らく本社機能ということでは随分大変な

状況になってくるのではないかと想像でき

るわけですね。したがって、本社機能を有

するということでいえば、厳密にそういう

物差しを持って当たっていくということが

私は大事だと思いますので、これまでのペ

ーパーカンパニーでいろんな問題が出てき

たから、そういうことは派生させないとい

う、そういう決意を持っていただきたいと

いうことをお願いしておきたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 ほかに質疑はありますか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 以上で質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第３３号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者多数です。よって本

件は可決されました。 

 日程７、議案第３４号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 議案第３４号、工事請負契

約締結の件につきまして、その内容をご説

明申し上げます。 

 なお、詳細につきましては、議案参考資

料１１ページから２０ページに図面等を添

付いたしておりますので、併せてご参照い

ただきますようお願い申し上げます。 

 摂津市立べふ幼稚園改修工事の請負契約

を締結する件につきまして、議会の議決を

求めるものでございます。 

 契約の内容は、摂津市立べふ幼稚園改修
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工事でございます。 

 契約の方法は、一般競争入札で、契約金

額は２億５，５００万円でございます。 

 契約の相手方は、森本組・岸本建設特定

建設工事共同企業体、代表者は、大阪市中

央区南本町２丁目６番１２号、株式会社森

本組、大阪市店、執行役員支店長、築田和

夫でございます。 

 工事の内容は、べふ幼稚園敷地内の既設

園舎の一部を解体し、新たに別府保育所と

一体運営を行うための園舎を新築、既設園

舎３棟の改修、屋外外構工事を行うもので

ございます。 

 既設園舎の解体の内容につきましては、

１階建ての園舎の一部、延べ面積にして３

０８平方メートルの解体を行うものでござ

います。 

 園舎の新築の内容につきましては、２階

建て園舎、延べ面積７０１．４１平方メー

トルの新築となっております。 

 既設園舎３棟の改修の内容につきまして

は、保育室の内部改修、外壁の改修、うち

２棟は屋外防水の改修を行うものでござい

ます。 

 屋外外構工事の内容につきましては、園

の出入口の周りの改修、前面歩道の改修と

なっております。 

 以上、提案内容のご説明といたします。 

○藤浦雅彦議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第３４号を採決します。 

  本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者全員です。よって本

件は可決されました。 

 日程８、議案第３５号を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 議案第３５号、工事請負契

約締結の件につきまして、その内容をご説

明申し上げます。 

 なお、詳細につきましては、議案参考資

料２１ページも併せてご参照いただきます

ようお願い申し上げます。 

 摂津市立小学校空調機設置工事の請負契

約を締結する件につきまして、議会の議決

を求めるものでございます。 

 契約の内容は、摂津市立小学校空調機設

置工事でございます。 

 契約の方法は、一般競争入札で、契約金

額は２億４，６５０万円でございます。 

 契約の相手方は、大阪市北区堂島１丁目

１番５号、新菱冷熱工業株式会社、大阪支

社、代表者は、取締役副社長支社長、佐々

木恒己でございます。 

 工事の内容は、摂津市立鳥飼小学校ほか

９校の普通教室などに空調機を設置するも

のでございます。設置する教室は、普通教

室をはじめ支援教室や尐人数指導教室など、

全１０校で２０９教室、同時に、各校とも

に受変電設備から空調機への動力設備の配

管・配線工事を含むものでございます。 
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 以上、提案内容のご説明とさせていただ

きます。 

○藤浦雅彦議長 説明が終わり、質疑に入り

ます。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本件については、委員会付託を省略する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議案第３５号を採決します。 

  本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者全員です。よって本

件は可決されました。 

  以上で、本日の日程は終了しました。 

 お諮りします。 

 ６月１５日から６月２７日まで休会する

ことに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 本日はこれで散会します。 

（午後３時２９分 散会） 
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（午前１０時１５分 開議） 

○藤浦雅彦議長 それでは、ただいまから本

日の会議を開きます。 

 本日の会議録署名議員は、森西議員及び

嶋野議員を指名します。 

 日程１、一般質問を行います。 

 順次質問を許可します。 

 川端議員。 

  （川端福江議員 登壇） 

○川端福江議員 おはようございます。 

 それでは、順位に従いまして質問をさせ

ていただきます。 

 初めに、３月１１日、午後２時４６分、

三陸沖を震源地とするマグニチュード９．

０の海溝型地震、東北地方太平洋沖地震が

発生し、宮城県北部で震度７を記録しまし

た。マグニチュード９は世界最大級の地震

です。この東日本大震災で被災された皆様

には心よりお見舞いを申し上げます。また、

皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心

よりお祈り申し上げます。 

 「今、日本は地震の活動期だ」と指摘す

る識者もいます。２０年から３０年以内に

必ず起こるであろうと言われている東南

海・南海地震もあります。このたびの質問

は、この国難とも言うべき大地震を踏まえ、

摂津市の防災対策について、災害に強いま

ちづくりを目指しての質問を行います。 

 １、地域の安全・安心を守るための防災

計画の見直し検討についてです。 

 （１）被災者支援システムの導入につい

てであります。 

 １９９５年の阪神・淡路大震災で壊滅的

な被害を受けた兵庫県西宮市が独自に開発

した被災者支援システムは、災害発生時の

住民基本台帳のデータをベースに被災者台

帳を作成し、被災状況を入力することで、

罹災証明書の発行から支援金や義援金の交

付、また、救援物資の管理、仮設住宅の入

退去など、一元的に管理できるシステムで

す。総務省は、同システムを全国の地方公

共団体が無償で入手し、災害時に円滑な被

災者支援ができるよう、ＣＤ－ＲＯＭを全

国自治体へ無償配布しています。しかし、

このたびの東日本大震災前までに同システ

ム導入の申請があったのは、約２２０自治

体にとどまり、被災した東北地方はほとん

ど導入していませんでした。このたびの震

災後、被災者台帳の必要性への認識が高ま

り、同システム導入の申請をする自治体が

増え、５月２６日現在で３００に達したと

のことです。 

 災害発生時は何よりも人命救助が最優先

ですが、その後は、きめの細かい被災者支

援が求められます。中でも家を失った住民

が生活再建に向けてなくてはならないのは

罹災証明です。罹災証明を発行するために

は、住民基本台帳と家屋台帳、そして被災

状況を確認して新たに作成した調査結果、

この三つのデータベースを突き合わせる必

要があります。 

 今回の震災で、改めて平時から、災害時

に住民本位の行政サービスが提供される、

そういう体制づくりを進める必要が高まっ

ています。そのために、阪神・淡路大震災

の教訓と实践に裏打ちされた同システムを

導入・運用していくことが極めて有益だと

考えます。市としてのお考えをお聞かせく

ださい。 

 次に、１の（２）洪水ハザードマップの

見直しについてです。 

 この洪水マップは、淀川、安威川、山田

川、正雀川、大正川、境川がはんらんした

場合の浸水状況が示されています。浸水予

想も合成写真で載せていて、防災関連施設

一覧表もあり、安心のマップとなっていま
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す。市長は震災後、各種の会合で「洪水ハ

ザードマップを見直さなければいけない」

と発言をされています。 

 先般、一般紙に摂津市も津波被害がある

と報道されていました。東南海・南海地震

がマグニチュード９．０規模なら、大阪周

辺１６市に被害があると専門家の試算でわ

かったとのこと。東南海・南海地震は、フ

ィリピン海プレートが陸側のプレートの下

に沈み込むことで起こる海溝型地震。今後

３０年以内の発生確率が８７％の東海地震

も同じ仕組みで、東日本大震災後、三つの

地震が連動型で起きることへの懸念が強ま

りました。 

 また、昨日の産経新聞に、国の防災会議

の記事が掲載されていました。その内容は、

東日本大震災を受け、地震・津波対策の見

直しを検討してきた国の中央防災会議専門

調査会が、今後の基本方針についての中間

報告をまとめたものです。過去に繰り返し

起きた津波だけを想定する従来の方針を抜

本的に改め、発生確率が低い最大級の津波

も想定することを明記、堤防などのハード

面だけに頼らず、住民避難などソフト面と

の両輪で防災対策を早急に確立すべきだと

提言をしました。 

 国の防災対策では、従来５０から１５０

年程度の間隔で発生し、近い将来も起きる

可能性が高い津波を想定し、発生頻度が数

百年に一度程度の巨大津波は想定から除外

してきました。しかし、津波堆積物など科

学的な知見に基づき、あらゆる可能性を考

慮した最大クラスの巨大地震・津波を想定

すべきだとしています。関西でも浸水予想

図の見直し、津波対策の見直しを検討して

いるとのことです。私は、自然災害につい

ては、今までの予想を覆し、最初から想定

外を基準に検討すべきだと考えます。 

 そこで質問をいたします。 

 １点目、洪水ハザードマップは平成１８

年に作成のため、変更等、中身の検討が必

要です。加えて、最大クラスの巨大地震・

津波を想定したマップにすること。２点目

は、避難先のビル・マンションの協力であ

ります。 

 以前、我が党の代表質問で、洪水等、災

害からの逃げおくれによる人的被害をなく

すため、民間の所有する空きスペースを災

害時に一時的に開放してもらえないかとの

質問をしております。風水害では不測の事

態も想定されるため、市の指定する避難所

への避難が必ずしも適切とは限りません。

状況に応じて自宅や隣接する建物の２階以

上に避難したほうがいいこともあります。

そのときの代表質問に対する市の答弁は、

「災害対策推進条例で企業との協定を規定

している。協定の締結について協議してい

く」とありましたが、その後の進捗状況に

ついてお聞きします。 

 次に、１の（３）防災マップ・防災マニ

ュアルの作成についてであります。 

 現在、「みんなの防災」が既に作成をさ

れていますが、避難所マップだけではなく、

災害危険地域を地図上に表示したものを作

成してはどうでしょうか。他市から見れば、

摂津市は防災意識が非常に高いと言われて

います。私は、全小学校に立ち上がってい

る自主防災組織の訓練のとき、ハザードマ

ップとともに説明し、毎回学習してはどう

かと考えます。この点についてお聞きいた

します。 

 ２、学校の耐震化の促進について。 

 全国どこでも大きな地震に見舞われる危

険性がある地震大国・日本にとって、学校

の耐震化は国民の命を守る上で最重要課題

と言えます。今まで何回も質問を行い、議
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論を重ねてまいりました。言うまでもなく、

学校は子どもたちが１日の多くの時間を過

ごす学習と生活の場であります。言いかえ

れば、子どもたちの大切な命を預かる場と

言えます。地域住民にとっても災害時の地

域の防災拠点としての役割を担うものです。

そのため、その安全性の確保は、住民の命

や財産を守る上で欠かせません。今年５月

２日に成立した今年度第１次補正予算には、

公明党の強い主張で全国の公立学校施設の

耐震化予算３４０億円が盛り込まれました。

耐震化工事が今後加速度を増して進むこと

になります。 

 本市では、昨年度までにＩｓ値０．３未

満の施設について、すべて耐震化工事を終

え、残る施設はあと１０校２３棟となりま

した。この点につきましては、教育委員会

のご努力に対し、高く評価をするものであ

ります。国も自然災害が予想できないため、

耐震化のスピードを上げ、５年以内に全部

終了する方針であります。市の現況と今後

の見通しについてお聞きをいたします。 

 ３点目、子どもの防災教育についてです。 

 今回の大震災で不幸にも多くの子どもも

犠牲になっています。いつ起こるかわから

ない地震に備える必要性を子どもたちに理

解させ、訓練をするなどの取り組みが大切

です。今現在、学校ではどのような訓練を

されているのでしょうか。お聞きいたしま

す。 

 ４点目、中学校の給食の实施について。 

 大阪府は、中学校給食完全实施に向けた

市町村への補助金を２０１１年度予算に繰

り込む方針を発表しました。「栄養管理を

行った給食を提供することで、生徒の体力

や学力の向上にもつながる」と述べ、子ど

もたちを主眼に置いた中学校給食の完全实

施として導入する姿勢を既に明らかにして

います。我が党は３月の代表質問でも行っ

ています。そのときの答弁は、財源等が主

な理由ではありますが、「近隣の状況等に

ついては確認する」ということでした。し

かし、その近隣市、吹田市、茨木市、高槻

市、池田市、豊中市は、独自の施策で实施

に向けて動いています。いつまでも他市を

見ているのではなく、本市も工夫をし、検

討を重ね实施に向けての取り組みをしてい

ただきたいと思うものです。生徒は食べ盛

りでもあり、何といっても食育の観点から

も給食实施を考えていただきたいとお願い

するものです。市のお考えをお聞かせくだ

さい。 

 ５点目、大阪モノレール南摂津駅に交番

所を設置することについて。 

 私は、毎年实施している党員との地域の

一斉点検の折に、市民の皆さんから強い要

望を受けて過去にお願いした経緯がありま

す。今回は新たに市民の方からの要請があ

り、質問をしております。現在、市内で６

か所の交番所がありますが、駅前には一つ

もありません。大変物騒な世の中となり、

駅前でもストーカーなどにより殺傷事件が

起こり、若い女性が犠牲になっています。

駅周辺住民の方や駅利用者からの強い要望

もあり、治安の上からも南摂津駅の駅前に

交番所の設置を強く要望するものです。市

のお考えをお聞かせください。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いし

ます。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 地域の安全・安心を守るた

めの防災計画の見直し検討についてのご質

問にお答えいたします。 

 まず、被災者支援システムの導入につい

てのご質問でございますが、このシステム
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は、阪神・淡路大震災の経験から、西宮市

が独自に開発したもので、災害発生時の住

民基本台帳のデータをベースに被災者台帳

を作成し、罹災証明書の発行や支援金、義

援金の交付などを一元的に管理できるシス

テムであります。今回の東日本大震災の被

災地においては、罹災証明書の発行に長時

間を要する事態が発生し、被災者に混乱が

生じております。摂津市において大災害が

発生した場合、同様の事態が生ずることも

予想されます。被災者支援システムは、近

隣各市の状況を調査いたしましたところ、

導入している市はございません。今後の防

災計画の見直し時にシステム導入について

も検討してまいりたいと考えております。 

 次に、洪水ハザードマップの見直しにつ

いてのご質問にお答えいたします。 

 議員ご指摘のように、洪水ハザードマッ

プは平成１８年度に作成されたものであり、

避難所に指定されている公共施設の名称が

変更されている部分があるなど、見直しが

必要であると考えております。ハザードマ

ップは、河川を管理する国土交通省や大阪

府により、淀川においては２日間で５００

ミリの大雤が降った場合、他の府管理河川

ではおおむね１００年に１回起こる大雤が

発生することを想定し、河川はんらんシミ

ュレーションを实施した結果、浸水する区

域を示しております。このことから、河川

はんらん条件について、今後、管理する国

土交通省や大阪府と協議を行い、例えば、

それぞれ地域ごとの避難地図を作成するな

ど、市民にわかりやすいものを検討してま

いりたいと考えております。 

 また、津波を想定したマップについてで

ございますが、今回の東日本大震災の津波

被害の調査を受け、大阪府は現在、津波想

定の見直しに着手しております。しかし、

本格的な防災計画の見直しは平成２５年度

末ごろになると聞いております。本市とい

たしましては、結果が出次第、津波に対す

るハザードマップの作成について検討した

いと考えております。 

 また、災害時の民間事業者との協定につ

きましては、公共施設の避難所を補完する

ことを目的として、現在、市内民間事業者

や私学校などへ防災協定締結のお願いを順

次行っております。民間事業者につきまし

ては、さまざまな個別事情があることや、

夜間に災害が発生した場合、受け入れ責任

などの問題が生じることが予想されており

ます。しかし、ぜひとも協定締結に至り、

防災体制の強化を図ることを考えてまいり

ます。 

 続きまして、防災マップの作成と自主防

災組織の訓練についてのご質問にお答えい

たします。 

 先ほどご説明いたしました洪水ハザード

マップのほかに、災害時の備えや心がけを

記載しました「みんなの防災」という冊子

を、以前、市民の方々に配布いたしており

ます。議員ご指摘のとおり、市民の方々が

日常防災の備えとして携帯できる防災マッ

プや防災マニュアルの作成は、自主防災組

織の活動を補助するものとして必要である

と考えております。今後は自主防災組織の

活動強化につながる市民にとってわかりや

すいパンフレットの作成を心がけてまいり

ます。 

○藤浦雅彦議長 教育総務部長。 

  （登阪教育総務部長 登壇） 

○登阪教育総務部長 学校耐震化のスピード

アップについてのご質問にお答えいたしま

す。 

 ３月１１日に発生いたしました東日本大

震災では、多くの尊い命が奪われました。
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今後、東南海・南海地震等が発生すれば、

本市においても甚大な被害が想定されてい

る中で、児童・生徒の生命を守り、安全を

確保し、また、多くの地域住民の避難場所

ともなる学校施設の耐震化を早急に取り組

んでいく必要性については十分に認識いた

しております。文部科学省は、５月２４日、

平成２７年度までに全公立学校の耐震化を

完了させることを目標とすると発表しまし

た。現在、本市における学校耐震化率は、

平成２３年４月１日現在６４．６％で、本

年度は千里丘小学校体育館の耐震工事を既

に着手しております。平成２４年度以降で

耐震化工事が必要な施設は、本年度实施設

計を進めております第二中学校の体育館も

含めまして、小・中学校合わせて１０校２

２棟となります。今後は、今日の社会情勢

にかんがみ、事業の進捗を早めていく必要

があると考えております。 

 続きまして、質問番号４番、中学校給食

の实施についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 大阪府におきまして、市町村が中学校給

食を導入するに当たって、施設整備に係る

費用について補助する旨が発表され、平成

２３年度から平成２７年度までの５年間の

債務負担行為が府議会において可決されま

した。現在、大阪府からは中学校給食導入

促進事業補助制度の概要案が示されていま

す。これによりますと、補助の基本的な考

え方として、補助金の算定は、施設整備費

を対象に国庫交付金を除く国庫対象外の部

分で定率補助として２分の１、そのほか備

品や消耗品などを定額補助として１，００

０万円、合わせて１校当たり１億５００万

円を上限として補助するものとなっていま

す。 

 また、全中学校の導入を条件とし、中学

校給食を生きた教材として食育を進める観

点から、全員喫食が望ましいなどとなって

おります。しかし、人的措置やランニング

コストは補助対象外であり、財政面からい

いますと大きな負担となります。育ち盛り

の子どもたちにとって食事は大切なもので

あり、学校給食は単なる食べ物としての給

食ではなく、教育の一環として位置付けら

れる意味を持つことから、どのような内容

のものが望ましいのか、また、その反面、

思春期を迎える中学生にとって、弁当は家

庭とをつなぐ大切な役割を果たしていると

いう教育的観点からも捨てがたく、中学生

の子どもにとって給食はどのようにあるべ

きかという観点からも、さらに検討される

べきものと考えております。 

 しかし、一方で、東日本大震災により、

文部科学省は平成２７年度までに学校耐震

化１００％を目標に掲げ、交付金の大半を

耐震化に充てていくものと想定され、給食

調理場の整備に充てる交付金は厳しい状況

であると推測いたします。そのようなこと

から、国の交付金が不交付となった場合に

は、イニシャルコストにおいても市負担が

増大することになり、厳しい財政状況の中

では何を優先して事業を行っていくかが市

全体の課題と考えます。今後、国の交付金

等の動向を慎重に見きわめ、他市の状況も

参考にするとともに、大阪府との連絡調整

を密にして情報収集に努めながら、今後５

年間における中学校給食の導入について検

討して判断してまいりたいと考えておりま

す。 

○藤浦雅彦議長 教育次長。 

  （馬場教育次長 登壇） 

○馬場教育次長 質問番号３、小・中学校で

の避難訓練など、防災にかかわる教育につ

いてのご質問にお答えいたします。 
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 災害発生時において、何よりも大切にす

べきは、幼児・児童・生徒の命を守ること

であり、そのための安全確保が最も重要で

あると考えております。教育委員会では、

さまざまな災害発生時に備えて、避難訓練

などを年間計画に位置付け、各施設で行っ

ております。具体的には、全小・中学校及

び幼稚園、保育所において、６月を安全月

間とし、不審者侵入に対する避難訓練を实

施いたしております。これは、大阪教育大

学附属池田小学校の事件の翌年から継続し

ているものでございます。また、１月には

地震及び火災に対応した避難訓練が平成７

年の阪神・淡路大震災以降、毎年实施され

ております。この訓練において、消防本部

の協力のもと消火訓練を行っている学校も

ございます。このほか、多くの小学校では、

９月に台風などの風水害に対応した避難訓

練を、さらに全幼稚園では年間を通してさ

まざまな災害に対応した避難訓練を实施い

たしております。 

 また、保育所では、長時間にわたって子

どもたちの生活の場となっているため、毎

月１回いろいろな状況を想定して避難訓練

を实施いたしております。このようにきめ

細かに被害に対応する避難訓練を实施し、

安全に対する意識の向上や非常時に落ちつ

いて対応できる力をはぐくめるよう取り組

んでおります。また、訓練の前後には、さ

まざまな災害により多大な被害が生じたこ

とや人々の協力により人命が守られたこと

に触れるなどして、命の尊さについても幼

児・児童・生徒が日ごろから意識できるよ

う配慮しているところでございます。 

○藤浦雅彦議長 生活環境部長。 

  （杉本生活環境部長 登壇） 

○杉本生活環境部長 大阪モノレール南摂津

駅の交番設置について、ご答弁申し上げま

す。 

 平成２２年中に発生いたしました摂津市

内の犯罪のうち、刑法犯は１，０９８件で、

本年３月末現在の対前年比５０６件、３

２％の減となっております。このうち侵入

盗は１０７件で、対前年比１９件、２２％

の増となっております。ひったくり、自転

車盗難などの街頭犯罪は５９２件で、対前

年比は３４４件、３７％の減となっており

ます。 

 現在、市内には６か所の交番が設置され

ており、ご質問の南摂津駅前は鳥飼西交番

の管轄となっておりますが、平成９年８月

のモノレール駅開業以降、利用者も増えて

おりますことから、従前より駅前に交番を

設置してはとのご意見をいただいておりま

す。市といたしましても、機会あるごとに

駅前の交番設置を摂津警察に要望してまい

りましたが、交番の増設につきましては、

大阪府下における犯罪発生状況や交番配置

の地理的バランスなどを総合的に勘案する

必要があり、現状では増設は難しいとの回

答をいただいております。摂津警察署では、

南摂津駅周辺でのパトカー等による夜間警

戒や警察官によるパトロールなど、犯罪防

止に日々ご尽力をいただいているところで

ありますが、安心・安全のまちづくりに向

けて、今後も引き続き交番の設置について

要望をしてまいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 川端議員。 

○川端福江議員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 １の（１）被災者支援システムの導入に

ついてであります。 

 ただいま、今後検討するとの前向きなご

答弁をいただきました。東日本大震災を期

に、このシステムの導入・運用を訴えさせ

ていただいております。震災後に同システ
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ムを導入した宮城県山元町では、システム

導入により罹災証明がスムーズに発行でき、

罹災証明の申請件数に対する発行件数は既

に９割に上っています。同町保健福祉課に

よると、「一度情報を登録してしまえば、

一元管理により義援金の支給などについて

も再度申請の手続きは要らない。行政にと

っても住民にとっても助かる」と、罹災証

明書だけではなく、義援金、支援金の支給、

固定資産税の減免等においても同システム

が効果を発揮していることを語っています。 

 高いＩＴ能力のある職員がいなければで

きないわけではありません。また、職員が

立ち上げ、運用すれば、コストもかかりま

せんし、仮に民間企業に委託した場合でも、

２０万から約５０万弱程度です。新たな設

備としては特に必要なく、既存のパソコン

があれば十分対応できると聞いております。

先般も国会の参議院予算委員会で、公明党

の山本香苗議員が、片山総務相にシステム

導入の申し入れを行いました。総務相も

「改めて注意喚起し、地方議会にも勧めた

い」と答弁をしました。今後も市民を守る

ため、財源等の問題もありますが、導入に

向けて検討していただきますよう強く要望

いたします。 

 １の（２）洪水ハザードマップの見直し

についてです。 

 ただいま、ご答弁いただき、ありがとう

ございました。災害に備えるために、自分

の命は自分で守るという自助、自分たちの

まちは自分たちで守るという共助の意識を

高め、災害発生時には隣近所や自治会はも

ちろん、避難先のビル・マンションにも協

力をお願いしたいと思います。そのために

市としては、災害対策推進条例に基づき、

選定・契約を精力的に行っていただきたい

と願うものです。そして、洪水ハザードマ

ップについては、ご答弁にもありましたが、

もう尐しわかりやすく見やすいものへと手

を加えていただければと思います。先日も

他市から転入された方が、このマップを見

て感嘆をされていました。一人でも多くの

市民の方に確認ができ、また有効に活用で

きるよう、このすばらしい洪水ハザードマ

ップの周知徹底をお願いしたいと思います。

これは要望といたします。 

 １の（３）防災マップ・防災マニュアル

の作成についてであります。 

 ご答弁ありがとうございました。もう１

点、高齢者の避難についてです。今、高齢

化率は、日本は世界に例を見ない速度で進

んでいます。総人口が減尐する中、高齢者

が増加することにより、高齢化率は上昇を

続け、２０６７年には国民の５人に２人が

６５歳以上の高齢者となる社会が到来する

と推計をされております。今回の大地震で、

高齢社会に対応した情報伝達網の問題が浮

き彫りになりました。行政は、こうした人

たちへの丁寧で内容が充实した情報発信を

創意工夫する必要があります。情報のおく

れは避難のおくれにつながります。特に昼

間、独居老人になる方が多いのです。高齢

者の地域社会での孤立が深刻になっている

と「２０１０年高齢者白書」にもありまし

た。防災マップの徹底とともに、高齢者に

対しては隣近所の助け合いがますます不可

欠となります。個人情報保護法など難しい

問題もありますが、何としても命を守るた

めに、町内会、自治会、民生委員、ＮＰＯ、

ボランティア団体などが密に連携し合い、

きめ細かくサポートしていく必要がありま

す。地域で掌握をし、具体的にだれがだれ

を連れていくと決め、災害時などでは声を

かけてお互いに助け合わなければなりませ

ん。 



 

 

２－１０ 

 そして、今後、災害弱者と言われる要援

護者への踏み込んだ支援体制も検討する必

要があります。また、災害時に備えたシミ

ュレーションを、個人や家庭、地域社会で

ふだんからしておくことも重要です。これ

は提案ではありますが、大学の教授など、

専門分野の講師を招き、例えば「水害と安

全」とか、また「マイホームの耐震化」な

どの市民講座を検討してはどうでしょうか。

市としてのお考えをお聞かせください。 

 ２、学校の耐震化の促進についてです。 

 ご答弁では、事業の進捗を進めていく必

要があるとのことでした。公立学校施設は、

大規模地震や、また豪雤等の非常災害時に

は、地域住民の防災拠点として中心的な役

割を担っています。このたびの東日本大震

災においても、多くの被災住民の避難場所

として利用されるとともに、必要な情報を

収集または発信する拠点になるなど、さま

ざまな役割を果たし、その重要性が改めて

認識されています。地域住民の安全で安心

な避難生活を提供するために、耐震化等に

よる安全性能の向上とともに、防災機能の

強化も不可欠であると申し上げ、耐震化率

１００％を目指し、スピードアップを図っ

ていただきたいと願うものです。ここで、

教育委員会として耐震化にかける熱い思い

をお聞かせください。 

 ３番目、子どもの防災教育について。 

 ただいまご答弁をいただきました。さま

ざまな角度からの取り組みに対して高く評

価をいたします。 

 東京都練馬区では、有志の団体が「子ど

もに防災を教えるのは、親しみやすいキャ

ラクターに託し、同時に体を使って覚えさ

せることが大切」と強調しています。例え

ば、落下物から頭を守ることは「ダンゴム

シになって」と教える。火災の避難時、姿

勢を低く保つことを説明するため、白い布

を煙に見立てて、子どもたちに頭上にかざ

し、「イモムシになって」としゃがませる

など、わかりやすさを心がけているといい

ます。 

 また、東日本大震災では、防災教育の重

要性が改めて浮き彫りになりました。岩手

県釜石市では、以前から行っていた防災教

育により、市内の小・中学生のほぼ全員が

無事だったと聞きました。死者、行方不明

者が１，２３９人、その中で小・中学生約

３，０００人のうち９９．８％が難を逃れ、

「釜石の奇跡」と呼ばれています。それは、

同市では２００５年より防災教育に取り組

み、結果的には子どもを通じて家庭や地域

社会への防災意識の向上につながり、生徒

の親で亡くなった人数も尐ないという結果

が報告されています。今回は想定外の災害

でありましたが、これからも起こり得るこ

とであります。教育委員会として何か考え

て工夫されていることがありましたらお聞

かせください。 

 ４点目、中学校給食の实施について。 

 今、ご答弁で、中学校給食も必要だが、

学校耐震化のほうが優先順位は上だと聞こ

えました。中学校の給食の導入については、

多くの保護者の方からのお声があります。

今、共働きでお弁当をつくれない状況にあ

る家庭もあります。私は、数年前から専業

主婦のお母さんからも要望されています。

ある報道によりますと、女子中学生の１０

０人に２人が摂食障害と推計されることが

わかったとのこと。ある医師は、「予備軍

はこの数倍はいるだろう。ダイエットをよ

しとする風潮が子どもを危険にさらしてい

る可能性もある」と指摘をしています。私

は、給食の实施がこの問題解決のきっかけ

になればと思います。 
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 今、大きな流れで給食導入に踏み切る自

治体が多くなっています。大阪府池田市で

は、昼食だけでなく朝食を含めた池田方式

を検討されています。どうか勇気ある英断

で、一日も早い中学校の給食实施を強く要

望するものです。 

 ５点目、大阪モノレール南摂津駅に交番

所を設置することについて。 

 今、ご答弁にありましたが、交番所は必

要だと認識をされていると理解いたしまし

た。ただ、交番所の設置にはさまざまな規

定があり、難しい点もあるため、思うよう

にいかないのが現实です。どうか市民の目

線に立って、駅前での事故、犯罪等の抑止

力のためにも、ぜひ大阪府警や摂津警察に

さらに強く要望していただきたいと思いま

す。安心のシンボルとして、また、犯罪件

数の減尐のためにも、駅前に交番所の設置

を重ねて強く要望いたします。 

 以上で２回目の質問を終わります。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁を求めます。

総務部長。 

○有山総務部長 高齢者の避難支援について

のご質問にお答えいたします。 

 摂津市地域防災計画において、被災され

ました高齢者、障害者、その他の災害時要

援護者に対し、被災状況やニーズの把握に

努めるとともに、迅速かつ的確な対応を实

施することとなっております。現在、災害

時要援護者といたしまして想定されますひ

とり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯、

介護保険におきます要介護認定者、障害の

ある方々等を対象といたしまして、災害時

要援護者避難支援プランを、保健福祉部と

連携し協議を進めており、早急に作成でき

るよう努めてまいります。このプランにつ

きましては、災害時要援護者が行える自助、

近隣や地域の共助を基本に、公助として災

害時要援護者への情報伝達や避難支援体制

の整備を図ることにより、地域の安心・安

全体制を強化することを目指して作成して

まいります。 

 次に、市民講座の实施についてですが、

東日本大震災の発生後、さまざまな団体に

より防災に対する出前講座の依頼が寄せら

れ、市民の防災意識が高くなってきており

ます。この意識を高い状態のまま維持して

いくことは重要であり、専門家などに講演

を依頼するなど、防災を考える機会を増や

してまいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 続いて、教育総務部長。 

○登阪教育総務部長 学校耐震化についての

２回目のご質問にお答えいたします。 

 東日本大震災におきましては、耐震化さ

れていた学校施設が児童・生徒の命を守っ

ただけではなく、地域住民の避難所として

も大きな機能を果たしていることから、学

校施設の安全性の確保が極めて重要である

と再認識し、教育委員会といたしましても、

一刻も早くすべての学校を耐震化すること

が喫緊の課題であると考えております。大

変厳しい財政状況ではありますが、今後の

国の動向も見きわめ、また、交付金制度を

より有効に活用しながら、学校耐震化を最

優先の課題とし、１００％耐震化を目指し

てまいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 教育次長。 

○馬場教育次長 東日本大震災を契機に、想

定外の地震に対応するため、今後の防災教

育で工夫できる点についてご質問でござい

ますが、多くの犠牲者を出しました東日本

大震災は、まさにこれまで経験したことの

ない大規模な地震や津波であり、現在、本

市の小・中学校や幼稚園、保育所などで行

っている避難訓練がそのような事態にも対

応できているか、いま一度検証が必要であ
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ろうと認識いたしております。今後は、こ

れまで想定してきた以上のレベルで学校な

どにおける防災を考えるとともに、突然の

事態発生で混乱に陥りそうな状況のときに、

その対応方法を忘れないという日ごろから

の教育が一層重要であると考えております。

これまで繰り返し訓練を行ってまいりまし

たが、議員ご指摘のとおり、災害時に行う

ことをより具体的に指導していくことが重

要であると考えております。災害対応マニ

ュアルの見直しを図るとともに、よりイン

パクトがあり、わかりやすい項目を整理し、

どのように幼児・児童・生徒に対して啓発

を行っていくか、さまざまな实践事例をも

とに早急に検討をしてまいります。 

○藤浦雅彦議長 川端議員。 

○川端福江議員 それでは、３回目の質問で

す。すべて要望といたします。 

 １の（３）防災マップ・防災マニュアル

の作成についてですが、どうか災害に強い

まちづくりに全力で取り組んでいただくよ

う要望いたします。 

 ２点目の学校の耐震化の促進についてで

すが、力強いご答弁をいただきました。子

どもの安全、また安心を守るため、一日も

早い耐震化１００％实現に向け、強く要望

いたします。 

 次に、子どもの防災教育についてであり

ます。今後とも子どもの安全を守るため、

本市の实情に合った防災教育を全力で取り

組んでいただきますことを要望いたします。 

 以上で質問を終わります。 

○藤浦雅彦議長 川端議員の質問が終わりま

した。 

 次に、上村議員。 

  （上村高義議員 登壇） 

○上村高義議員 それでは、順位に従いまし

て一般質問をさせていただきます。 

 初めに、東日本大震災においてお亡くな

りになられました方々のご冥福を心よりお

祈りいたします。そしてまた、今なお避難

生活を余儀なくされております皆様に心よ

りお見舞いを申し上げます。一刻も早い復

旧・復興を願うものであります。 

 私の今回の質問は、先の大津波におきま

して福島の原子力発電所が被害を受け、今

なお停止状態にあります。そして、その影

響で日本全国にあります原子力発電所の再

稼働が危惧されております。そういった中

で関西電力管内でも節電要請があり、そし

て、摂津市でもいち早くこの節電に取り組

んだということであります。 

 そして、質問の１番として「セッツ電

隊」の取り組み内容について、お聞かせい

ただきたいと思っています。 

 この取り組みにつきましては、６月８日

の新聞に、摂津市はセッツ電隊を発足させ

たという記事が掲載されました。その後も

毎週のように新聞記事に掲載されておりま

す。私の記憶するところでは３回以上掲載

されているのではないかなと思っています。

特に、摂津市と節電をかけた「セッツ電

隊」というネーミングも受けた要因だと感

じますし、いち早く取り組んだということ

も注目を浴びた要因ではないかなというふ

うに思っています。私自身もこの取り組み

は大いに評価するものでありますし、今回

の質問は、この取り組みが、より着实な成

果が得られるような観点からお尋ねいたし

ます。 

 まず初めに、セッツ電隊の取り組み体制

や見回り時間等々の詳細についてお聞かせ

をいただきたいと思っています。また、達

成目標値等々、具体的な数値についてもお

聞かせいただければというふうに思ってい

ます。 
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 そして、ユニフォームみたいなものがあ

るというふうに伺っておりますが、どのよ

うな格好でされるのかなというふうにお聞

かせをいただきたいと思っています。 

 発足から日にちがたちまして、新聞等々

で内容がわかりつつありますけれども、改

めてこの場でお聞きしておきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 次に、２番目の、第４次摂津市総合計画

の实施計画の策定について、お尋ねいたし

ます。 

 第４次の摂津市総合計画の基本構想、基

本計画につきましては、先の議会で承認さ

れております。現在、实施計画を策定中で

あると思いますが、その進捗についてお伺

いいたします。現在までの進捗状況と完成

のめどについてお聞かせをいただきたいと

思っています。 

 次に、３点目、安威川以南地域のコミュ

ニティ施設について、お尋ねいたします。 

 まず最初に、昨年オープンしました阪急

摂津市駅前のコミュニティプラザの利用状

況についてお尋ねいたします。このコミュ

ニティプラザは、市民活動の拠点として整

備されまして、ほぼ１年を経過しておりま

す。現在の利用状況と当初の目的に対し、

どのような結果となっているのかをお聞か

せください。 

 また、安威川以南地域のコミュニティ整

備につきましては、過去、鳥飼地区の自治

連合会、そして鳥飼地区の福祉委員会と、

連名で要望書が出されたと伺っております

し、第４次総合計画の中にも「安威川以南

地域のコミュニティ活動拠点を整備しま

す」と、きっちりと記されております。こ

のことについての現在までの取り組み内容

と今後の方向性について、改めてお聞かせ

いただきたいと思っています。 

 以上で１回目を終わります。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いし

ます。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 「セッツ電隊」の取り組み

内容についてのご質問にお答えいたします。 

 セッツ電隊の体制でありますが、６月１

３日に、各課の代表１名と防災管財課の職

員で節電状況をチェックするセッツ電隊を

結成いたしました。チェック内容でござい

ますが、１２項目ございます。お問いの項

目と併せて時間帯についてもご答弁させて

いただきます。 

 １点目、毎週水曜日のノー残業デーが实

施できているか、２点目、冷房設定温度２

８度が守られているか、３点目、退庁時に

カーテンやブラインドが閉められているか、

４点目、残業する際は最小限の照明で实施

できているか、５点目、短時間席を離れる

場合は、パソコンを休止モードにしている

か、６点目、２時間以上席を離れる場合は

パソコンの電源が切られているか、７点目、

退庁時にはパソコンのコンセントは抜かれ

ているか、８点目、エレベーターの利用を

控え、階段を利用できているか、９点目、

使用時以外のトイレの照明の消灯はできて

いるか、１０点目、使用時以外、テレビの

コンセントは抜かれているか、１１点目、

昼休みの审内照明は消されているか、１２

点目、退庁時、可能な限りコンセントは抜

かれているかを、毎日１回以上チェックす

るものでございます。 

 また、その他の節電対策といたしまして

は、業務遂行に支障のない蛍光灯は外し、

庁舎新館上部の市章及び摂津市の照明を消

灯し、昨年に引き続きグリーンカーテンを

实施いたしております。 

 達成目標でございますが、市庁舎での電
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気使用量を、前年度同月より１５％の削減

を目標とし、節電対策を全庁的に職員が一

丸となって取り組むものでございます。 

 なお、セッツ電隊は、現在、私がつけて

おりますこの腕章をつけて見守りを行って

おります。 

○藤浦雅彦議長 市長公审長。 

  （乾市長公审長 登壇） 

○乾市長公审長 第４次摂津市総合計画实施

計画策定についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 第４次総合計画は、基本構想、基本計画、

实施計画で構成しております。基本構想、

基本計画につきましては、平成２３年２月

に策定し、公表したところでございますが、

实施計画は、基本計画の施策を具体的にど

のように实現していくのかという事業展開

の方法を示すものであり、現在、策定作業

に取り組んでおります。 

 第４次総合計画は、目標達成と成果を重

視しており、实施計画も、その特徴を踏ま

え、このたび考え方や構成を一新したこと

から、６月初旪に管理職員に対する説明会

を行い、全庁的な周知を図ってまいりまし

た。現在は、平成２４年度の予算編成に向

けた实施計画を担当課において作成してい

る状況でございます。 

○藤浦雅彦議長 生活環境部長。 

  （杉本生活環境部長 登壇） 

○杉本生活環境部長 安威川以南地域のコミ

ュニティ施設整備についてのご質問にお答

えをいたします。 

 まず最初に、コミュニティプラザの平成

２２年度の利用状況についてでございます

が、昨年７月のオープンから今年３月まで

の９か月間、主な会議审等の１日単位での

稼働率を月平均で申し上げますと、１２０

人収容できますコンベンションホール１が

５７％、１６人から３６人まで収容できま

す会議审１から６は４５から６３％の稼働

率となっております。そのほかフローリン

グ仕様の研修审及び健康増進ルーム等の４

部屋は４５％から、人気がある部屋では７

３％までに達しております。また、全体の

利用者数は、９か月間で延べ４万８，００

０人となっております。 

 最近の利用状況は、各種市民団体による

定期的な利用のほか、舞台発表や展示、イ

ベントなども開催されており、市主催の講

座などとともに施設の特徴に合った多彩な

活動が展開されるようになってきたところ

であります。 

 安威川以南におけるコミュニティ施設の

整備につきましては、コミュニティプラザ

の稼働率が上昇してきた状況の中で、さら

に利用形態を詳しく調べ、施設の機能、設

備、運営などを総合的に検討する資料とし

てまとめてまいります。その上で、今後、

ワーキンググループのような形での庁内組

織を設け、検討を重ねてまいりたいと考え

ております。 

○藤浦雅彦議長 上村議員。 

○上村高義議員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 まず１点目の「セッツ電隊」の取り組み

についてということでございますが、目標

が１５％ということでございました。この

１５％というのを数字に直すと、電力換算

値で何キロワットになるかというのをお聞

かせいただきたいと思っています。やはり

数字で明確に目標を示さないと達成ができ

ないんじゃないかなと思っていますので、

１５％は何キロワットに該当するのかとい

うことをお聞かせください。 

 また、今回の節電の趣旨は、ピーク時間

帯、とりわけ１３時から１６時の昼間の電
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力量を下げるというのがねらいであります

ので、摂津市ではそのピーク時間帯にどう

いう取り組みをされるのかなということを

お聞かせいただきたい。 

 ちなみに、昨年度、関西電力管内のピー

ク電力発生時間帯は、平成２２年８月１９

日の１３時から１６時ということで、新聞

等々で報告されておりますけども、摂津市

は、昨年は何月何日の何時の時間帯がピー

クであったのかをつかんでおられるのかと

いうことが非常に疑問視されるわけですけ

れども、实は、最近スマートメーターとい

うものが関電のほうから非常に言われてい

まして、家庭の電力使用量が関西電力に送

られて、データがすぐ分析されるというよ

うな仕組みを、今、提唱されていますし、

摂津市がそういうスマートメーターという

か、そういう取り組みについてどうされて

いるのかと。それがあれば、さっき私が言

ったような数字が明確に出るんじゃないか

なと思っていますし、实は、私も摂津市の

電力使用量がどうなのかなと思って、毎正

時記録しに行こうと思っておったんですけ

ども、いざ担当者に聞いたら、もう先週か

ら毎正時記録していますという報告があっ

たので、非常にスピーディーな対応がされ

ているなと感じたんですけれども、小まめ

な対応も必要ですし、そういういろんな情

報提供のツールがあるのであれば、使うこ

とも一つではないかなと思っていますので、

それについての見解をお聞かせいただきた

いと思っています。 

 次に、第４次摂津市総合計画实施計画策

定についてでございますけれども、今、そ

の策定に向けて取り組んでおるんだという

ことでございましたし、今、２３年度です

よね。２２年度に総合計画が策定されて、

本来２３年度から实施計画をスタートすべ

きなんですけども、この３月に承認された

結果を受けて、今、策定中で、２４年度か

ら实施計画に乗った形で政策を推進してい

くというようなお答えでございましたけど

も、この総合計画は、今までと若干違った

計画になっているというふうに聞いておる

んですけども、担当部長として、この計画

の位置付けをどう見られているのかが非常

に重要になってくるので、その辺の考え方

をお聞かせくださいということと、管理職

説明会をされたということでありましたけ

ども、管理職の方にこの総合計画の实施計

画にかける思いを語ったと思うんですけれ

ども、それを我々議員にもきっちり報告し

ていただきたいという思いがありますので、

その管理職説明会でこの实施計画の位置付

けというものをどういう観点で説明された

のか、そして、管理職がどう受けとめたか、

感触があればお聞かせをいただきたいと思

っております。 

 次に、安威川以南地区のコミュニティ施

設ということで、現在のコミプラの利用状

況の説明がありました。数字で最高で７

３％の利用率であるということでありまし

た。多彩な活動が展開されてきているとい

うことでありますけども、設立当初の目的

からして、このコミプラの今の利用状況、

活用状況はどうなのかというのが大事であ

って、この目的に沿った使い方がされてい

ますかということなんですけども、市民か

ら見たときに、なかなかこの数字だけでは

見えにくいというか、わかりづらいという

気がいたします。 

 昨日、私はコミプラに行って、实際の状

況を確認してきたんですけれども、いろん

な文化系の団体とか、スポーツ系というか

体育会系の団体とか、いろいろ講座内容を

書いてありましたけども、たまたまそこに
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障害者の会の皆さんがおって、非常に来づ

らいというか、使いにくいという声もあっ

たんですよね。やはり使っている人の評価、

あるいはまだ使ったことのない人の評価、

市民がコミプラに対する評価をどうされて

いるのかをきっちりつかむ必要があると思

うんですけれども、これはマーケティング

というんですけども、そのマーケティング

をきっちりやっているのかということも含

めて、いろんな検討をされるということで

ございましたけども、そういったこともど

う考えているのかということと、設立当初

の目的に対してどういう状況になっている

かというのをお聞かせいただきたいと思っ

ています。 

 次に、安威川以南地区のコミュニティ施

設についてでございますけども、ワーキン

ググループのようなものをつくり、検討し

ていくということでございました。場所は、

南摂津駅周辺につくるということは以前に

議会でも答弁がありました。つくる時期に

ついては明確でないんですけども、ただ、

この第４次の摂津市の総合計画の中には

「安威川以南地域のコミュニティ活動拠点

を整備します」と記されているわけですよ。

やはり記された以上は、第４次の総合計画

は１０年計画なので１０年以内にはつくる

ということになると思うんですけれども、

この实施計画の重みというものをどう受け

とめておられるのかということで答弁をお

願いいたします。 

 以上で２回目を終わります。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いし

ます。総務部長。 

○有山総務部長 使用電力量の具体的な削減

量でございますが、ちなみに前年度８月の

市庁舎の使用量は約２０万８，０００キロ

ワットでございます。１５％減らす目標で

ございますので、削減使用量は約３万１，

０００キロワットになります。 

 次に、具体的な節電内容でございますが、

セッツ電隊の徹底した節電チェックと業務

遂行に支障のない蛍光灯外し、毎週水曜日

のノー残業デーを徹底することで、約１

５％の削減を目標とし、節電に取り組んで

まいりたいと考えております。 

 ピーク時間帯における節電対策でござい

ますが、電力事業者より７月１日から９月

２２日までの平日の９時から２０時におい

て１５％程度の節電の依頼を受けておりま

す。本市におきまして、特にピーク時間帯

でございます１３時から１６時の重点的な

節電対策といたしまして、我々は事務系事

業所でございますので、一番大きな電力を

消費しますのは冷房設備でございます。セ

ッツ電隊で設定温度２８度が守られている

かということを、小まめなチェック体制を

徹底してやってまいりたいと思います。 

 それから、ピーク時間帯ということでご

ざいましたが、昨年までつけておりますメ

ーターが、時間測定できるものではござい

ませんでしたので、そのデータはございま

せんが、自動的に関西電力に報告されるメ

ーターということでございますので、今後、

その消費量を時間ごとにつかまえていきた

いというふうに考えております。 

 従来の電力量を機械的に計測するアナロ

グのデータを表示するだけの機能しか持た

ない電力計から、メーターに内蔵されまし

たマイクロコンピュータを経由してエリア

ネットワークを管理できるスマートメータ

ーの設置については、電気業者と協議をし、

大容量の電力を消費する製造業事業所では

効果を上げておりますが、我々のような事

務系事業所においてもどの程度機能するの

かということを、ともども研究してまいり
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たいと思っております。 

○藤浦雅彦議長 市長公审長。 

○乾市長公审長 それでは、实施計画策定の

ための管理職員への説明会のときの内容

等々につきまして、お答え申し上げます。 

 实施計画とは、総合計画の基本構想及び

基本計画の目標を達成するため、直近の３

か年の事業展開の方法を具体的に示すもの

であります。つまり、直近の社会情勢の変

化や事業の有効性を判断し、基本構想及び

基本計画の目標を達成するための事業を迅

速に修正・实施するために策定する計画で

あります。 

 行財政運営において大事なことは、市民

が何を求め、どうあればよいのかをしっか

りリサーチして、まちづくりの目標を立て、

その实現に向かって实施すべきことを計画

し、实行していくことであります。そこで、

实施計画は予算編成の骨格を示すものとし

て、また、予算は目標を達成するための動

力として位置付け、实施計画に基づいて、

有効的・効率的に予算編成を行う仕組みを

構築してまいりたいと考えております。 

 そのため、新しい实施計画は、従来、予

算編成後としていた策定時期を変更いたし

まして、予算編成前に策定することといた

しました。計画の構成につきましては、総

合計画に示す５０の施策それぞれに掲げる

目標の实現に向けて、いつまでに何をする

のかという道筋を明確にし、進行状況を管

理できる行程表とするとともに、目標と事

業の展開を明確にしてまいります。また、

事業の实施責任者を明確にし、職員一人ひ

とりが本市のまちづくりのどこを担ってい

るのか、組織やみずからの使命を意識する

ことができるものとしてまいりたいと考え

ております。さらに、次年度以降は、評

価・検証・改善を加え、实施計画をマネジ

メントシステムとして機能させることで、

全職員が本市の目指す方向性や目標を共有

できるように導いてまいりたいと考えてお

ります。 

 この第４次総合計画は、これまでのどの

計画よりも多くの市民参加、多くの職員参

加によって策定された計画でございます。

このため、これまで以上に全力をあげて推

進に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。このことにつきましては、全管理職員

も十分心しておくべきことと考えておりま

す。 

○藤浦雅彦議長 生活環境部長。 

○杉本生活環境部長 コミュニティプラザに

は、会議审のほか、調理实習审、工作审、

軽い体操やダンスなどに利用できる部屋を

設けており、子どもから成人の方、そして

高齢の方まで多くの方が利用されておられ

ます。乳幼児の利用を想定した絵本ルーム

や子どもルームでは、子育て教审などが盛

んに開催されており、コミュニティプラザ

自体が保健センターや男女共同参画センタ

ー、シルバー人材センターなどの複合施設

として、さらに当初の目的である市民活動

の拠点としての機能を徐々に発揮してきた

ものと見ております。今後とも市民による

自主事業の開催とともに、コミュニティプ

ラザからにぎわいが創出されてまいります

ように、先ほどありましたマーケティング

というようなことで、利用市民のニーズを

とらえながら、アンケート等も实施しなが

ら施設の運営に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 安威川以南地域におけますコミュニティ

活動拠点の整備につきましては、平成３２

年度を目標年次とした総合計画において、

重点的な施策の取り組みを続けられている

ことはご存じのとおりでございます。既に
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選定しております用地におきまして、施設

に求められる機能やコンセプトの整理を図

り、厳しい財政状況のもとではありますが、

施設整備とともに維持管理運営に対する経

費につきましても検討してまいり、今後、

計画的に取り組んでいくべき課題と認識し

ております。 

○藤浦雅彦議長 上村議員。 

○上村高義議員 それでは、３回目をさせて

いただきます。 

 「セッツ電隊」の取り組みということで

ありましたし、今、具体的な数字も報告が

ありました。昨年の８月度から比較して１

５％ということですと、昨年の８月が２０

万８，０００キロワット、その１５％とい

うことで３万１，０００キロワットを削減

しますということでございました。この２

０万８，０００キロワットを７４４で割る

と、１時間当たり２７９キロワットなんで

す。これが２４時間平等に使った場合が２

７９。そやけど、实際は８時ぐらいから６

時ぐらいまでが電力の使用量が増えてくる

と思うんですけども、これを１０時間で換

算しますと、１０時間掛ける实際の役所の

開業日が２０日としますと、２００で割る

と約１，０４０ぐらいになるんですかね。

だから、最大電力が幾らになるかというの

がこれでわかるんですけれども、实際はメ

ーターがあればすぐわかるんですけども、

きょうは６月２８日です。６月８日、１０

日前後から始めて、もう半月たちましたよ

ね。だから、昨年の６月と比較して半月経

過したわけですから、实際は１５％削減で

あれば半分の７％が削減されてなかったら

目標達成にならないんですよね。だから、

６月３０日になって７％削減してなかった

ら、これは達成できていないんです。だか

ら、それを毎日毎日チェックされています

かということと、毎週でもその数値を報告

してもらっていますかということが大事な

んです。ですから、市長が１５％削減しま

すと宠言して、そして総務部長に「総務部

長、頼む、１５％をやってくれ」と期待さ

れて役割をもらっておるわけですけれども、

实際それを達成するかどうかは総務部長に

かかっておるわけですけれども、その達成

する意欲というものがあるかということが

大事なので、それが担当部課長、メンバー

にも伝わっていきますので、この１５％と

いうこだわりを達成するように、ぜひ取り

組んでほしいということと、やはりその数

値目標をみんなが共有化しないとだめなん

です。ですから、この３万１，０００キロ

ワット、３０日間で減るわけですけども、

来月７月の使用量が２０万に３０日でなり

ますよね。１５％削減すると、毎月１５％

減った数字を、最終的に１５％になるんで

すけれども、グラフにするとかね。 

 实は、きょう役所に入ってきたんですけ

れども、入口に「摂津市では節電に取り組

んでおります。協力をお願いします」と、

小さいポスターみたいなのがあったんです

けれども、もっともっと私は、摂津市は摂

津市民に対しても、役所に来られる人に対

してもＰＲ、やっていますということを知

ってもらわないとだめなんじゃないかなと

思っています。 

 先ほど、腕章を見せてもらいましたけど

も、その腕章もきっちり皆さんに、市に来

庁される方がわかりやすいようにどこかに

掲示するとか、摂津市が取り組んでおると

いうことと、やっぱり市民に協力してもら

わないとだめなので、その協力が得られる

ような仕組みづくりも必要ではないかなと

思っています。 

 電光掲示板を見たんですけれども、電光
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掲示板にはすぐに流れていました。「摂津

市では節電に取り組んでおります。ご協力

をお願いします」ということで、フロアを

見たんですけど、フロアになかったので、

やはり来庁される方にきっちりとわかるよ

うに、ぜひお願いしたいと思っています。

これは要望としておきます。 

 ２点目の实施計画とコミプラの件は一緒

に聞かせていただきますけども、要は、实

施計画をつくり上げて、その計画に基づい

て实行するということが非常に大事なので、

今、市長公审長のほうから力強い答弁があ

りましたけども、やはり以南地域のコミュ

ニティ施設につきましては、生活環境部長

がこれは全責任を持ってやることになると

思うんですけれども、やはりこのことを第

４次の総合計画の中に記されたということ

が大事なことなんです。この総合計画の重

みというのは、今、市長公审長のほうから、

これは今までの総合計画とは違うんだと、

いろんな方の市民の意見を集約して、この

１冊の計画ができ上がっておるわけですよ。

ここには市民の皆さんが汗をかいて知恵を

出してくれたいろんな思いが詰まっていま

す。これをむげにするわけにはいかないん

です。だから、ここに書かれたことはきっ

ちりと守ると、实施するんだという強い意

気込みが必要だと思います。私は答弁を求

めませんけども、要は結果がどう出るかだ

けなんですよね。このことについて、やは

りここに書かれた以上、そして、この实施

計画をつくる以上は、やはり市民の熱い思

いというものをきっちり受けとめて、ぜひ

实施計画をつくっていただきたい。なかな

か实施計画ができてこなかったので、もう

つくるのをやめたのかなと思っていました

けども、今の答弁では、近々つくって我々

に示していただくということでございます

ので、その实施計画に大いに期待したいと

思っています。 

 そのことを申し上げまして、私の質問を

終わります。 

○藤浦雅彦議長 上村議員の質問が終わりま

した。 

 次に、村上議員。 

  （村上英明議員 登壇） 

○村上英明議員 それでは、３月１１日に発

生をしました東日本大震災におきまして、

被災地で亡くなられた方々に心から哀悼の

意を表しますとともに、被災された皆さん

に心からのお見舞いを申し上げたいと思い

ます。そしてまた、一日も早い復興を願っ

てやまないものでもございます。そして、

不眠不休で救助活動に当たられた緊急消防

援助隊、水道部、保健師、ボランティアの

方々など、支援活動に従事された関係各位、

救助活動に当たられている関係各位の方々

のご努力に心から敬意を表したいと思いま

す。 

 それでは、順位に従いまして一般質問を

させていただきます。 

 初めに、１、自然災害発生時における緊

急避難について、お尋ねします。 

 自然災害発生時において、避難勧告が出

たときや、住居が浸水・倒壊するなどの災

害が発生したときに避難する避難所として、

小・中学校、体育館、公民館、スポーツセ

ンター、図書館などの２８か所が本市では

指定をされております。現在、避難勧告が

出たときには、避難所に近い職員が駆けつ

けて指揮等を行い、その後に市役所から無

線設備等を配備する体制になっていると認

識しておりますが、自然災害発生時には、

橋梁区間を含めた一般道路の寸断や、固定

電話、携帯電話にかかわらず電話がつなが

りにくくなりますし、通信設備に損傷があ
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れば不通になることが十分想定をされます。 

 ３月１１日の東北地方太平洋沖地震では

６日間、１９９５年の阪神・淡路大震災で

は５日間も通信ふくそうが続いたとの報道

もございました。避難所と対策本部や関係

部署等との通信においては、避難所の状況

報告や非常食の要請等、多くの情報提供、

情報収集などを迅速かつ的確に行い合う必

要があり、固定電話、携帯電話が使用困難

な状況が十分想定される中におきましては、

無線が重要な役割を果たすと思います。台

風発生時には、避難を要するか要しないか

の判断などは、行政も地域の方も一定の時

間内で想定かと思いますが、地震の予知は

極めて困難であると思いますし、発生時の

避難においては１分１秒の時間が極めて大

切でありますので、避難所に指定している

ところにつきましては、常日ごろから防災

無線を配備しておくべきと思いますが、本

市としてどのように考えておられるのか、

お尋ねしたいと思います。 

 ２番目、市役所庁舎の自転車置き場の整

備について、お尋ねします。 

 市民の方々の来庁や職員の方などが自転

車に乗ってこられ、市役所庁舎内の駐輪場

にとめられています。特に天候のよい日は、

庁舎本館北側の壁面や、本館北側の上屋の

ある駐輪場におきましても、多くの駐輪が

見受けられ、昼間では数台整理しないと出

し入れできない日も多くあります。また、

市民の方々が駐輪される西別館の西側・北

側の来庁者用自転車置き場におきましても、

多くの自転車がとめられております。先日、

３日間ほど駐輪台数を数えてみましたが、

平均ではございますけれども、西別館の西

側で約３５台、西別館北側で２５台、本館

北側壁面で約１１０台、本館の北側上屋の

あるところで９０台、本館の東側で約１８

台、合計２７８台の駐輪となっておりまし

た。どの駐輪場も満車状態でもございまし

た。また、西別館西側の来庁者用自転車置

き場が超満車状態でしたので、西別館の壁

側にも駐輪されており、自転車間での通行

スペースが尐ない状態や、数台移動して自

転車を出し入れされていることも数回見受

けられました。市民の方々などが気持ちよ

く来庁できる環境づくりも必要ですので、

来庁者用自転車置き場の拡充も考えていか

なければいけないとも思います。職員が駐

輪している庁舎本館北側におきましては、

エコ通勤の勧奨や近畿自動車道高架下の職

員駐車場の料金改定などにより、自転車通

勤が現状より増えることが想定されますの

で、庁舎敷地内の環境工事のことも含め、

駐輪場の改善が必要と思いますが、本市の

考え方についてお尋ねをいたします。 

 市民税の減免について、お尋ねいたしま

す。 

 市民税は法人と個人があり、法人は、事

業年度内で会社を置いている自治体に、個

人は、その年の１月１日現在で居住实態の

ある市町村に納付することとなっておりま

す。個人市民税の納付する税額は、前年の

１月から１２月において一定額以上の所得

がある方に所得に応じて計算される所得割

と、一定額以上の所得がある方に一律の額

により課税される均等割の合算額であり、

確定申告、給与支払報告書、公的年金等支

払報告書等の課税資料から職権で税額を決

定する仕組みとなっており、前年の所得に

応じて課税されるため、当年の収入額に関

係なく課税または納付することも一定考え

ておかなければいけないとも思います。 

 その一方で、地方税法第３２３条におき

まして、当該市町村の条例の定めるところ

により、市町村民税を減免することができ
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るとあります。この法律に基づいて、近く

では吹田市が市税条例並びに市税条例施行

規則におきまして、失業者で前年の合計所

得額に比して２分の１以上減尐した者、天

災、疾病、盗難等の事由により多額の出費

を要した者、納税者の死亡により市民税の

納税義務を承継した場合において、当該納

税義務承継者の当該年中の合計所得見積額

が４００万円以下で、かつ死亡した納税者

の前年の合計所得額が６００万円以下のと

き等々で減免できるとされております。 

 本市におきましては、生活保護法の規定

による保護を受ける者、被爆者健康手帳の

交付を受けている者、税納付が著しく困難

であると認められる場合等々とされており

ます。個人市民税は、住民にとって身近な

仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて

分担し合うという性格を持っていることも

一定の理解はいたしますが、１月１日以降

で、納税者の死亡などにより悲しみを持ち

つつ、厳しい社会状況の中で残された家族

で生活をしなければならなくなり、その中

での納税は非常に困難となることがあると

思います。このような場合など、減免範囲

の拡充をして対応すべきではないかと思い

ますが、本市はどのように考えておられる

のかお尋ねをしたいと思います。 

 次に、４番目でございますが、市民への

情報提供について、（１）広報せっつの発

行について、お尋ねをいたします。 

 広報せっつにつきましては、毎月１日と

１５日の２回発行しております。１日号は、

自治会をはじめ、地域で行っている環境美

化活動、サマーフェスティバルの取り組み

や公民館などの催しなどを掲載して、平成

２１年度から全戸配布ということで、８ペ

ージの４万５，０００部を発行。１５日号

は、催し情報や会員募集などを掲載し、自

治会などを通しての配布で、４ページの約

３万２，０００部を発行されており、１日

号と１５日号の単独掲載をする記事や、ま

た、連続掲載した記事もあり、市政情報、

市内各種団体の催しや活動内容などの情報

発信を行い、行政と市民のパイプ役にもな

っていると思います。第４次行財政改革に

おける発行回数を月１回へとのことにつき

まして、今後の発行の考え方や方向性につ

いてお尋ねをしたいと思います。 

 ５番目、自然エネルギー機器設置への補

助について、お尋ねをします。 

 自然エネルギーは、自然界で起こってい

る現象から取り出すことができるとされ、

代表的なものとして、太陽光、太陽熱、風

力、バイオマス、地熱、火力、温度差、小

規模の水力などがありますが、その中で、

本市の地形等を考えれば、太陽光、太陽熱、

バイオマス、小規模の水力などであるのか

なというふうに思います。これまでも太陽

光をはじめ、環境に配慮した発電として一

定の関心がありましたが、東日本大震災に

伴う福島原子力発電所の事故以来、自然エ

ネルギーへの関心がかなり高まっていると

言われておりますし、最近では自然エネル

ギーにシフトしていこうと、いわゆる「エ

ネシフジャパン」との組織が、平成２３年

６月２６日現在ではありますが、国会議員、

学者、文化人、ジャーナリスト、市民運動

家、事業家などの計１００名が呼びかけ人

として勉強会をされております。太陽光発

電一つを見ましても、メーカー間の競争に

よって性能向上と低価格化や施工技術の普

及も進み、運用と保守の経費は安価となっ

てきているものの、工事費は一戸建てで約

二、三百万円もの高価なものですし、場合

によっては周辺電装品の交換も必要で、売

電による買い取りもありますが、設置への
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費用面が大きな問題になっていると聞いて

おります。大阪府下の８市町が補助金を出

していると思いますが、本市で設置する場

合には、現在の補助金は国の１６万８，０

００円のみでございます。本年度の重要施

策の一つに環境とありますし、太陽光発電

をはじめとする自然エネルギー機器設置を

促進する方向にシフトしていくと思います

ので、本市につきましても補助金制度を導

入すべきであると思いますが、お考えにつ

いてお尋ねをしたいと思います。 

 ６、摂津市民マラソンコースについて、

お尋ねをします。 

 摂津市民マラソンの開催場所は、平成２

０年度より淀川河川敷へ戻されて、本年２

月６日に開催された第３１回摂津市民マラ

ソン大会は、天候にも恵まれ、７１８名の

参加があり、その様子を広報せっつ２月１

５日号にも掲載されていました。私も過去

数回、コース横で応援に行ったりしていま

すが、参加者増加を感じる一つではありま

すが、年々迫力といいますか、記録をねら

う方や、走るのが好きで完走を目指す方な

ど、多くの方が楽しんでいるのを感じてお

ります。その一方で、淀川河川敷と場所的

な要因が大きいと思いますが、一般の応援

が尐ないとも感じました。参加者と応援者

がより一体となったマラソン大会に向けて、

安全面や交通規制等、多くの課題はあるか

と思いますが、市街地をコース設定にされ

てもよいのではないでしょうか。市街地コ

ースであれば、テレビ等でも見られるよう

に、家の窓から、あるいは一般通行者から

も応援があり、参加者にもさらに楽しんで

いただけるのではと思います。より市民に

親しまれる大会になるよう、現在の河川敷

から市街地を走るコースに変更できないも

のか、考え方についてお尋ねをしたいと思

います。 

 以上で１回目の質問といたします。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いし

ます。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 自然災害発生時における緊

急避難についてのご質問にお答えします。 

 現避難所への防災無線の配備については、

現在、災害時に被害を受け、また、受ける

おそれがある場合、応急生活をするための

場所として２８か所の避難所を指定してお

ります。そのうち２スポーツセンター、１

０小学校では、屋外拡声装置にて避難等を

要請するための防災無線システムを導入し

ております。また、市所有の一部の車両に

も防災無線を配備しております。この無線

は、昭和６３年に導入したものであり、現

在も機能としては全く問題なく稼働してお

ります。市役所に指令局設備を設置し、現

在有している固定局のみならず、半固定局

として避難所に配備するもの、車載局とし

て移動可能なものなど、情報、指令、履歴、

通信記録、伝言記録など、より多機能なも

のが出てきており、今回の東日本大震災の

状況、防災無線の役割を分析し、本市に適

した防災無線のあり方についても検討して

まいります。 

 続きまして、市役所の自転車置き場の整

備についてのご質問にお答えいたします。 

 議員の調べで２７８台、市役所に駐輪さ

れておるという状況でございますが、現在、

市役所の自転車置き場は、届出職員、これ

は２年前、エコ通勤事業所として表彰され

たときの台数でございますが、登録職員２

１５台、その他非常勤職員、臨時職員等に

より、ご指摘の満車の状態でございます。

環境に配慮するため、車両通勤から公共交

通や自転車通勤への切りかえを考えており、
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庁舎前駐車場の有料化や近畿自動車道高架

下の職員駐車場の料金の改定を予定してお

ります。これらのことから、職員の自転車

通勤が増えると思われます。公共施設とし

て庁舎周辺駐輪場は雑然としてきており、

庁舎前駐車場の有料化に合わせて、近畿自

動車道高架下に職員の駐輪場を増設するこ

とも検討してまいりたいと考えております。 

 減免の適用の範囲についてのご質問にお

答えいたします。 

 市民税の減免制度は、納期限の延長、分

割納付等により、到底納税が困難であると

認められるような担税力の脆弱な方に対し

て、その個別具体の事情に即して税負担の

軽減・免除を行うための措置として、地方

税法の規定により市税条例で設けているも

のでございます。そのため、所得が得られ

なくなったといたしましても、また、減尐

したといたしましても、直ちに減免理由に

相当するとは解せられず、今までの蓄えや

他の収入確保で納税していただくことが第

一義となります。また、天災、盗難等によ

る損失があったときの減免においても、そ

の適用には一定の所得制限があります。さ

らに、府下の一部の自治体に、減免する項

目に納税者死亡を規定されているところも

ございますが、当該納税者の納税義務を継

承すべき相続人の収入の状況、資産、預貯

金の保有状況、就労予定など、さまざまな

視点で生活实態を判断しなければならない

と考えております。 

 市税は、地方公共団体が仕事を進めてい

くための大きな財源として、その地域に暮

らし活動している個人や法人に対して負担

をお願いしているものであります。減免措

置は、他の納税者との公平な負担の観点か

ら、一律・画一的な減免を適用することに

は疑義があると考えております。市税の納

付について、いろいろとご事情があるケー

スがあろうかと思いますので、そうした場

合は納税相談をしていただくことが肝要で

あると考えております。納期限の猶予や分

割納付等を行っていただくこともできます

ので、早目にご相談をいただけたらと思い

ます。 

○藤浦雅彦議長 市長公审長。 

  （乾市長公审長 登壇） 

○乾市長公审長 市民への情報提供、特に広

報せっつの発行についてのご質問にお答え

申し上げます。 

 広報せっつは、現在、月２回の発行であ

り、１日号は市内事業所も含めた全戸配布、

１５日号は自治会を通じての配布といたし

ております。内容、紙面構成につきまして

は、１日号が市政情報や各種催し、講座案

内を中心に８ページもの、１５日号は各課

の連載記事や市民サークルの掲示板である

市民の広場を中心に４ページものとなって

おります。 

 第４次行革の改革項目といたしまして、

現在の月２回発行から１回発行にすること

を検討しておりますが、これは、単に広報

発行に要する経費の削減を目的とするもの

ではなく、紙面を統合して情報を一つにま

とめ、情報発信の効率化と内容の充实を図

ろうとするものでございます。併せて、事

業所も含め、全市民に市の施策や各種啓発

事項の周知、行事案内等を効果的に行いた

いと考えております。今後におきましては、

広報紙の構成、掲載内容をはじめ、情報発

信のあり方について検討するとともに、変

更に伴う影響や配布方法なども含め、自治

会をはじめ関係機関と協議し、より充实し

た広報紙となるよう努めてまいりたいと考

えております。 

○藤浦雅彦議長 生活環境部長。 
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  （杉本生活環境部長 登壇） 

○杉本生活環境部長 自然エネルギー機器設

置への補助についてのご質問にお答えをい

たします。 

 東日本大震災に伴います福島原子力発電

所の事故以来、エネルギー、特に電気に対

する関心が東日本だけではなく全国に広が

っております。関西でも関西電力が１５％

の電力削減を呼びかけるなど、節電や自然

エネルギーに対する市民の関心も高まって

おります。国では、国内１，０００万戸へ

の太陽光パネルの設置や、２０２０年代の

できるだけ早い時期に再生可能エネルギー

の占める割合を２０％にするといった考え

が示されるなど、積極的に自然エネルギー

への転換を進めようとしております。また、

既に自然エネルギー機器設置に対する補助

金制度が实施され、併せて太陽光発電の新

たな買い取り制度も始められており、補助

金の申請件数は増えていると聞いておりま

す。 

 本市におきましても、コミュニティプラ

ザや鳥飼八町のストックヤードでは、既に

太陽光発電システムを導入し、現在建設中

の市営住宅にも導入を予定しております。

今後、さらに企業や一般家庭への導入が進

むものと考えております。太陽光発電シス

テムをはじめ、自然エネルギー機器は、ま

だまだ高価なものであり、その中での補助

金制度は、市民が設置を検討するきっかけ

になるものと考えております。 

 環境につきましては、本年度の重要施策

の一つと位置付けられるところでもありま

すが、補助金制度の導入につきましては、

本市の財政事情や今後の国の動向を見きわ

める中で、市としての対応を研究してまい

りたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 生涯学習部長。 

  （宮部生涯学習部長 登壇） 

○宮部生涯学習部長 摂津市民マラソンコー

スについてのご質問にお答えいたします。 

 今年度で３２回目を迎える摂津市民マラ

ソンは、毎年２月の第１日曜日に实行委員

会形式で開催いたしておりますが、だれで

も気軽に参加できるマラソンとして定着い

たしております。マラソンコースにつきま

しては、当初は淀川河川敷を利用しており

ましたが、できるだけたくさんの市民の方

に見ていただこうと、市中心部の柳田小学

校と大正川河川敷に会場を変更し、開催し

ておりました。しかし、大会の一層の拡大、

活性化を目指し、参加者増を図る上で、同

コースでは参加者の安全確保や駐車場の確

保、コース設定に問題があること、また、

摂津市文化振興計画において、淀川河川敷

でのスポーツイベントの開催が検討課題で

あったことから、平成２０年度より再び淀

川河川敷に会場を戻し、開催いたしており

ます。 

 ご提案の市街地コースでの開催は、東京

マラソンをはじめ、今年は大阪マラソンが

開催されるなど、特に大都市で沿道の声援

を受け市街地を駆け抜けるマラソン大会が

増加しております。ランナーに加えて、沿

道に多くの観衆が参加されるなど、市街地

での開催は大会活性化の有力な方策である

ことは認識いたしております。 

 しかしながら、鉄道、河川に囲まれた本

市の市街地に１０キロコースを設定するこ

とは、諸般の事情から極めて困難であり、

加えて、本市の市民マラソンの参加種目は、

小学生から一般まで２キロ、３キロ、５キ

ロ、１０キロの他部門で開催いたしており

ます。市街地開催は、安全確保のほか、長

時間にわたって面的な交通規制、それから、

それらにかかわる運営経費の問題等、多く
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の課題がございます。マラソンコースにつ

きましては、平成２０年度の淀川河川敷の

開催以降、出場者も順調に伸びております

ことから、当分の間は同地にて開催してま

いりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 暫時休憩します。 

（午前１１時５８分 休憩） 

                 

（午後 １時    再開） 

○藤浦雅彦議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 引き続き一般質問を続けます。 

 村上議員。 

○村上英明議員 それでは、２回目の質問を

させていただきます。 

 １番目の、自然災害発生時における緊急

避難についてでございますが、防災無線の

配備につきましては、避難所への避難が必

要となったときに、避難所の状況が把握で

きない等の孤立は絶対に避けなければいけ

ないと思います。災害対策本部や関係部署

などとの速やかな連絡体制をつくることが

重要でございます。東海地震、東南海地震、

南海地震におきましては、３０年以内の発

生確率は年々上がっていると言われていま

すし、東南海・南海地震防災対策推進地域

として、平成２３年４月１日現在で、本市

を含め４１４市町村が指定されており、東

南海・南海地震に係る地震防災対策の推進

に関する特別措置法では、「国及び地方公

共団体では、推進地域において施設の整備

に努めなければならない」とされています

ので、避難しなければならないことになっ

てほしくはないわけでございますが、万一

のことを想定して、避難所での２次災害を

防止する上でも、早期に防災無線の配備を

行っていただけるよう要望といたします。 

 続いての質問ですが、先ほども洪水ハザ

ードマップについての質疑がありましたが、

私は、洪水時における非常食等の備蓄倉庫

の状況についてお尋ねをしたいと思います。 

 平成１８年３月発行の洪水ハザードマッ

プと備蓄倉庫の位置関係から見れば、近畿

道高架下では２メートルから５メートル未

満、鳥飼倉庫では１メートルから２メート

ル未満、安威川公民館では２メートルから

５メートル未満、第５１集会所では５０セ

ンチ未満、コミュニティプラザでは５０セ

ンチ未満との浸水状況を示されております。

備蓄倉庫には飲料・食料の非常食、毛布、

簡易トイレ等の生活物資などの必需品が備

蓄されていますので、避難を要する自然災

害発生時には、速やかに避難所などに配給

して使用できることが必要であると思いま

す。近年、国内におきましても発生してい

るゲリラ豪雤や河川はんらん状況によって

は、備蓄倉庫の浸水が気になりますので、

洪水等の事象が生じた場合、市内の備蓄倉

庫は大丈夫なのでしょうか。お尋ねをした

いと思います。 

 ２番目の、市役所庁舎の自転車置き場の

整備についてですが、現在も雑然としてい

る状況でもあり、環境も考慮して速やかに

改善をお願いしたいと思います。また、１

回目の質問でも申し上げましたが、西別館

沿いに設置している来庁者用自転車置き場

につきましても、満車以上のあふれ出てい

る日も尐なくありませんので、気持ちよく

来庁していただける環境づくりの一つとし

て、上屋付きの駐輪場の増設を含めて、駐

輪場を利用しやすい環境づくりへとお願い

し、要望とさせていただきます。また、公

用自転車の駐輪場におきましても、一定の

整理を含めて改善をお願いしたいと思いま

す。 

 次に、市民税の減免についてでございま
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すが、財政力等がある自治体で本市以上の

減免をされていると聞いていますが、大阪

狭山市では、人口・世帯は本市の約７割、

一般会計予算は約５割の自治体でございま

すが、当該年度の賦課期日以降で各に該当

することとなった場合は減免できるとされ

ております。先ほどの答弁では、画一的に

減免を適用することには疑義があるとのこ

とでございましたが、摂津市税条例第４８

条第６項並びに摂津市税条例施行規則第１

９条６項におきましても、納税義務者の死

亡により、当該納税義務を承継すべき相続

人において、被相続人の所得を継続して得

ることができなくなり、当該税額の納付が

著しく困難であると認められる場合には、

所得割を減額・軽減とありますので、例え

ば、当該納税義務を承継すべき相続人の当

年合計収入が非課税となる場合には軽減で

きるとの減免範囲を拡充していただきます

よう検討をお願いし、要望とさせていただ

きます。 

 市民への情報提供についてですが、広報

せっつは、市民や市内事業者等への市政情

報、市内各種団体の催しや活動内容などの

重要な情報発信であります。その市民と、

より身近な組織の一つが自治会であると思

いますので、自治会をはじめ関係機関と十

分な協議を行い、より充实した内容で、市

民にとってさらに身近な情報源となるよう

検討をお願いしたいと思います。 

 また、市の情報等については、広報せっ

つのみならず、ホームページ等においても

文字や写真などで市民に多くの情報をお知

らせしていますが、他の自治体ではインタ

ーネットを活用して情報提供をされていま

す。例えば、吹田市では、吹田ケーブルビ

ジョンのチャンネルを利用して、毎日５回

の情報提供を手話付きで放送されています

し、茨木市では、ごみ減量推進啓発ビデオ、

あるいは「元気！いばらき体操」などをホ

ームページからの動画で見ることができま

す。また、岐阜県高山市では、人口約９万

３，０００人、約３万４，０００の世帯、

そして、平成２３年度の当初予算につきま

しては、一般会計では約４６３億円の自治

体でございますが、このホームページを見

ますと、新着番組、地域の話題、観光番組、

市からのお知らせ、議会中継、声の広報、

映像資料館の７チャンネルが、インターネ

ットで動画にて情報提供されております。

例えば、地域の話題のチャンネルでは、地

域のイベントや地域の会合など、市からの

お知らせチャンネルでは「なるほど納得１

１９番通報」などを、議会中継のチャンネ

ルでは開会から閉会まで放映し、映像資料

館のチャンネルでは、地域の祭りなどを放

映されております。やはり動画を見ると、

イベントや市からのお知らせなど、内容が

よくわかりますし、また、臨場感も伝わっ

てきます。 

 摂津市民の方からも、「文字や写真も大

切であるけれども、時代の流れとしてイン

ターネットや新館１階のテレビを活用して

もよいのでは」とのご意見も聞きます。私

も、文字や写真も大切であるけれども、一

方で、この動画での情報提供を行うことが

今の時代の流れではないかと思います。本

市の動画の情報発信についての考えについ

て、改めてお尋ねをしたいと思います。 

 ５番目、自然エネルギーの機器設置への

補助についてでございますが、先ほどの答

弁で、国の動向を見きわめるとのことでご

ざいましたけれども、環境のことや今後の

方向性としての原子力発電、化石燃料発電

等を考えて、今からでも自然エネルギーを

促進すべきであると思います。デンマーク
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在住で、デンマーク工科大学教授をされ、

環境エネルギー政策研究所の海外理事の世

界的に有名な省エネルギーの専門家のヨア

ン・ノルゴー氏の言葉に「未来は予測する

ものではない、選び取るものである」とあ

ります。本市としても、本年の第１回定例

会におきまして、環境に関する施策の推進

に資するためとの摂津市環境基金条例を制

定し、その基金を活用する一つとして、先

ほどの答弁でございましたけれども、（仮

称）摂津市営三島住宅において太陽光パネ

ルを設置される予定等をされていますので、

本市として地球温暖化防止に関する事業の

推進を含め、自然エネルギーをさらに推進

するとともに、７月１日からパブリックコ

メントを实施される１０年間の計画の摂津

市地球温暖化防止地域計画（案）の策定も

踏まえ、地球温暖化防止への姿勢をしっか

り選び取り、その姿勢をしっかりと市民に

示していくためにも、市独自の補助を行っ

ていただけるようお願いし、要望とさせて

いただきます。 

 摂津市民マラソンコースについてですが、

本年度２月６日に開催されたマラソン大会

に応援に来られていた方から、「開催場所

が堤防の下であるとのことかもしれないけ

れども、応援が尐し盛り上がらないね」と

も言われておりました。第４次総合計画の

政策３の「文化・スポーツを通じて市民が

元気になるまちにします」の現状と課題に

おきまして、「さらに、地域の連帯感が希

薄化している中、スポーツによって地域住

民のつながりを深めることができる仕組み

をつくることが課題です」と記載されてい

ます。先ほどの答弁では、市街地を走るコ

ースにおきましては、安全確保、交通規制、

運用費用等の難題があるとのことでござい

ましたが、第４次総合計画の達成や課題解

決を考えれば、参加者も応援者も市内外の

方両面から一体となって行えるマラソン大

会へのさらなる工夫が必要ではないかと思

いますので、市街地を走るコースに難題が

あるのであれば、例えば、淀川堤防の天端

や、堤防の堤内地側に面した部分ののり面

中段の平らな部分をいいますが、裏小段の

コースとしての活用も考えられるのではな

いでしょうか。そのようなコースも含め、

もっと大勢の市民等に親しまれる工夫をし

てもよいのではないかと思いますが、改め

てこの考え方についてお尋ねをしたいと思

います。 

 以上で２回目の質問といたします。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁を求めます。

総務部長。 

○有山総務部長 洪水時における非常食等の

備蓄倉庫は大丈夫なのかについてお答えい

たします。 

 現在、非常食や毛布などの備蓄につきま

しては、市内６か所に分散して管理をして

おります。近畿道高架下倉庫と水防倉庫、

鳥飼倉庫、安威川公民館、第５１集会所、

コミュニティプラザ、以上６か所で保管を

しております。洪水ハザードマップによる

本市の河川のはんらん状況によっては、こ

れらの部分に浸水をする、もしくは浸水を

気にしなければならない場所も含まれてお

ります。現在まで、備蓄用品の保管・管理

を行うことから、市庁舎を中心に備蓄倉庫

を設けてきました。庁内各部局と調整し、

公共施設全体の中で、管理に適し、浸水に

も対応できる施設を検討してまいります。 

 また、現在進めております吹田操車場跡

地に計画しております防災機能を有する公

園が完成いたしましたら、市域で高い位置

にあることから、備蓄用品の保管・管理上

の洪水への対応が十分にでき、これらの問
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題について一定の解決が図られるものと考

えております。 

○藤浦雅彦議長 市長公审長。 

○乾市長公审長 インターネットや庁内映像

機器を活用した市や市議会の情報、イベン

ト案内等についてのご質問にお答えいたし

ます。 

 イベント案内をはじめ、本市の情報につ

きましては、広報紙及び市ホームページに

おいて市民に広くお知らせをいたしており

ますが、紙媒体である広報紙におきまして

は、活字や写真だけでは伝え切れない部分

もあることは承知いたしております。また、

本市ホームページにおきましても、速報性

はあるものの、文字と写真が中心で、動画

による案内、紹介等はまだできていないの

が現状でございます。時代の流れといたし

ましては、インターネット等を活用した動

画による情報発信も行い、文字や写真だけ

では伝わらない臨場感も併せて広く市民に

お知らせをし、今以上に市政に興味を持っ

ていただくことも必要になってくると考え

ております。今後につきましては、広報紙、

市ホームページ、それぞれの役割、内容を

研究するとともに、映像等を利用した効果

的な情報発信について研究してまいりたい

と考えております。 

○藤浦雅彦議長 生涯学習部長。 

○宮部生涯学習部長 淀川河川敷を利用した、

もっと市民に親しまれる市民マラソンにつ

いてお答えいたします。 

 現在、淀川河川敷では、枚方市や守口市

などの多くの自治体、各種団体が、フルマ

ラソンから健康マラソンまで各種の大会を

实施されており、本市といたしましても、

淀川河川敷で市民のスポーツに親しんでい

ただく機会を提供いたしますとともに、市

民の皆様と一緒に盛り上がる大会づくりは

大きなテーマであると考えております。 

 市民マラソンの活性化策といたしまして

は、出場者の増を図るべく、従来は市内在

住、在学、在勤に制限しておりましたもの

を、平成２０年度からは三島地区に拡大し、

平成２２年度からは、すべての部門で在住、

在勤、在学を問わない大会といたしており

ます。他市からの出場者も増加しておりま

して、平成１８年度の出場者は４２６人で

ありましたが、平成２２年度は７１８人と

大幅に増加いたしております。また、企業

の協賛により、小・中学生を対象に抽選会

の实施や、団体の協力によりまして軽食を

提供するなど、大会運営にも工夫を凝らし

ております。 

 平成２３年度からは、市民に愛され、よ

り親しんでいただける大会を目指し、摂津

ふれあいマラソン・セッピィカップと名称

を変更いたしまして開催いたしますが、他

の事業との共催、新たな企業協賛を求める

など、大会運営にさらなる工夫を凝らし、

多くの市民にご覧いただけるような、議員

ご提案の淀川堤防天端も含めまして、淀川

を利用した新コースの設定など、大勢の方

に楽しく参加していただける大会運営を検

討してまいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 村上議員。 

○村上英明議員 それでは、３回目の質問を

させていただきます。 

 １番目の、自然災害発生時における緊急

避難についてでございますけども、今後は、

国・府とともに津波に関しての再検討を進

められると聞いておりますけども、本市は

しっかりと市民を守っていくことをさらに

根底に置いていただきたいと思います。そ

の上で、備蓄倉庫の物資は、非常事態に速

やかに配給し、使用できる状態を保たなけ

ればなりません。そのためにも、平時から
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自然災害が発生しても安全に保管できる状

況としなければならないと思います。非常

食や毛布などの物資を洪水ハザードマップ

に示す浸水深より高いところへの配置がえ、

あるいは防水対策等、自然災害発生に対応

する保管状況の備蓄倉庫となるようお願い

し、要望とさせていただきます。 

 ４番目の、市民への情報提供についてで

すが、先ほどの答弁では映像等を利用した

効果的な情報発信とありましたが、インタ

ーネット等での動画、音声による情報発信

は、目と耳からなど同時に情報内容を認識

していただけると思いますし、今の時代の

流れとして有効な情報提供の一つになって

いると思います。過日開催された議会活動

等検討委員会におきまして、議会基本条例

の制定についての調査・研究や、現状での

会議の音声発信もさらに進めて、映像での

配信も検討して調査・研究してはどうかと

の話も出ておりました。市や議会の情報を

市民によりわかりやすく発信していくこと

が重要であると思います。先ほど述べまし

た第４次総合計画における摂津市が目指す

協働を進めるための情報発信のあり方につ

いて、市長の考えをお尋ねしたいと思いま

す。 

 次に、６番目の、摂津市民マラソンコー

スについてですが、今年度からは摂津ふれ

あいマラソン・セッピィカップと名称を変

更して開催するとのことでございましたが、

このふれあいを参加者と応援者双方が、よ

り多くの方々が楽しんでいただけるよう、

实行委員会、関係者の方々などには大変お

世話になりますけれども、市街地を走るコ

ース、堤防設定など、運営の工夫をお願い

したいと思います。また、この堤防につき

まして、寝屋川新橋から鳥飼大橋、例えば、

その間におきましては、多分直線で５キロ

ぐらい、往復では１０キロぐらいのコース

がとれるかと思いますので、そういう堤防

等との工夫もしながら、しっかりとふれあ

いできるようなマラソン大会の工夫をお願

いしたいと要望させていただきます。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○藤浦雅彦議長 市長。 

○森山市長 村上議員の質問にお答えいたし

ます。 

 広報活動について、協働の視点からどう

思うかという質問だと思いますけれども、

言うまでもないんですけど、協働というの

は、市民の皆さん、事業所、そして行政で

汗をかいて一緒につくろうやないかという

ことでございますが、いつも言っているん

ですけれども、行政から協働を言い出した

限りは、行政がさらに姿勢を正すといいま

すか、しっかりとした方向等々を持たなく

てはならないと思いますが、協働のまちづ

くりの大前提、これはやっぱりしっかりと

した情報を共有しないと始まらないと思っ

ております。そういう意味では、これから

もより正しく、そしてわかりやすく、はっ

きりと皆さんに情報を提供していかなくて

はならないと思っています。 

 前段でいろんなお話をなさったと思いま

すけど、議会のシーズンになりますと、サ

ンテレビを見ますと兵庫県下の各議会の映

像が流れております。京都テレビは京都府

ですね。なのに、大大阪の府下の議会の様

子というのは、テレビでは見れないんです

ね。私は、よく大阪府に参画していたとき

に、何でやねんと、大阪府ぐらいの規模で

あればテレビ局を１局買うたらどうやねん

というような話をしたことがあるんですけ

れども、これはちょっと極端な例ですけれ

ども。各衛星都市といいますか自治体も、

それぞれケーブルテレビ等々を持って、独



 

 

２－３０ 

自の情報提供をしておるところは多いよう

です。その点、摂津市にはケーブルテレビ

はございません。独自のケーブルテレビな

どを持つには、まだまだハードルも高いわ

けでございます。唯一Ｊ：ＣＯＭが時々地

域の情報を流してくれているんですが、こ

れとてなかなか希薄なものでございますね。

そういう意味では、今ある情報発信の手段、

これをもう一度しっかり点検して、そして、

より充实さしながら、今後、時代に合った、

より効果的な情報発信、これをしっかりと

考えていきたいなと思っております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 村上議員の質問が終わりま

した。 

 次に、木村議員。 

  （木村勝彦議員 登壇） 

○木村勝彦議員 それでは、順位に従って一

般質問をさせていただきます。 

 まず最初に、ペーパーカンパニーの实態

調査と工事の検査の实態と体制についてで

あります。 

 最近の各種契約での競争入札の傾向とし

て、最低価格で抽せんにより落札者を決定

するケースが多くなっています。このこと

は、メリットがある反面、一部には工事の

質が落ちているケースもあるとの声もあり

ます。また、追加工事や手直し、南千里丘

のせせらぎ水路のように、竣工後に短期間

でトラブルが発生する、そんなデメリット

も発生しています。このような实態を防ぐ

には、工事の検査体制を確立する必要があ

ります。現在の検査体制は、实質数名で、

中身として土木技術者中心で、建築技術者

がいないのが实態であります。現在、市営

住宅の建設が進められており、また、摂津

小学校の給食調理場新築工事も間もなく着

工されます。公共施設の耐震工事もまだ６

０％と、いまだ多く残っているのが現状で

す。何らかの形で専門的な知識・技術を持

った検査員を確保する必要があると考えま

す。工事価格、内容が安かろう悪かろうで

は、競争入札の意義が薄れてしまいます。

職員配置についての市としての考え方をお

示しください。 

 過去において、工事契約関係について、

種々本会議において議論をされました。と

りわけ平成１２年第２回定例会で、当時の

山口貴生議員が、契約の相手方と契約保証

人が同じ所在地になっていることについて

質問され、議論が紛糾をし、理事者から議

案を撤回したいとの申し出がありました。

そして、議案が取り下げられたケースもあ

りました。 

 また、平成１４年第４回定例会で、私は、

ペーパーカンパニーの实態調査について質

問いたしました。担当部長から不良・不適

格な業者の排除に努めてまいりたいとの答

弁がありました。さらに、平成１５年第４

回定例会においても同趣旨の質問をいたし

ました。担当部長から、「市内事業者の訪

問調査を行い、土木、一般、建築の各工種

で指名登録のあった７２社を対象とし、各

課の応援を得ながら３日間にわたり实態調

査をした結果、特に問題となるような事業

所はなかった」ということでありました。

また、平成１６年第１回定例会の代表質問

でも同趣旨の質問をいたしました。当時の

森川市長から「特に問題はない」との答弁

がありました。平成１４年にこの問題を取

り上げて１０年の歳月が経過しております

けれども、現在の实態について、どのよう

に掌握しているのかお答えください。 

 次に、２０１１年版防災白書の閣議決定

を踏まえた摂津市地域防災計画の見直しに

ついて、質問いたします。 
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 何百年、いや、１，０００年に一度の確

率で発生すると思われた想定外の東日本大

震災が発生してから１００日を過ぎました。

６月２７日現在、死者１万５，５０５人、

行方不明者７，３０５人という膨大な数字

に驚きを禁じ得ません。最愛の伴侶を失っ

た夫に妻、そしてまた、両親を失った子ど

も、震災孤児が１，５００人いると言われ

ております。子どもを奪われた親、そして

また、船を失い、漁ができなくなり、生活

の糧をなくして将来の展望や希望が見出せ

ない人など、現地の人々の悲しみ、苦しみ

ははかり知れないものがあります。今なお

現地では余震が続き、不安な毎日を送って

いる状況が続いています。 

 今後、各地での巨大地震の発生が予測さ

れる中で、３０年以内の発生確率が６０か

ら７０％と予測される東南海・南海地震が

東日本大震災と同じマグニチュード９．０

規模で起きた場合、大阪府、とりわけ北東

部の北摂地域、また河内地域など４０キロ

が浸水被害を受ける可能性があることは、

東日本大震災復興構想会議の委員で、大阪

府の咲洲庁舎の安全性を検証する専門家会

議の座長である、関西大学社会安全学部、

河田恵昭学部長が試算しています。とりわ

け、大阪北部に位置する北摂地域の豊中市、

吹田市、茨木市、摂津市、高槻市では、津

波が淀川をさかのぼり、大きな被害が広が

ることが想定されています。これまで、国

の中央防災会議は、マグニチュード８．４

クラスの南海地震で大阪湾に到達する津波

の高さを２．５メートルと想定し、浸水想

定地域も大阪市の沿岸や堺市、尼崎市の一

部にとどめておりましたけれども、東日本

大震災を受けて、東海、東南海、南海の三

つの地震について、連続被害想定の見直し

を始めています。ところが、大阪府、摂津

市等の地域防災計画の策定を終えるのは、

平成２５年になる見通しであります。 

 そのような状況の中で、去る６月１４日、

政府が２０１１年版の防災白書を閣議決定

し、３連動地震の取り組み強化、そして促

進の必要性を指摘しています。その内容は、

国や自治体に対して防災や減災の備えを進

めて、東日本大震災クラスの地震・津波に

耐えられる社会経済の仕組みをつくること

を目的としています。このことを踏まえて、

２００７年に摂津市防災会議が修正をした

摂津市地域防災計画を早急に見直す必要が

あると考えます。このことについての答弁

を求めます。 

 以上、１回目です。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 工事検査审の現在の体制で

ありますが、総務部参事、工事検査审長、

再任用職員３名で、全員土木技術職員でご

ざいます。本市の発注する工事請負に関す

るすべての検査を实施いたしております。 

 建築工事の検査は建築技術職員が行う必

要があるとのご指摘でございますが、これ

まで平成１３年度、平成１４年度、平成１

７年度、平成１８年度に建築技術職員が配

属されておりました。この時期に建築検査

の手法を学び、また、本市の建築技術職員

によりアドバイスを受け、検査を实施して

まいりました。特に本年度は、市営住宅を

はじめ給食場の建設、公共施設の耐震化工

事など建築工事の件数が多く、それだけに

事前検査、完成検査はもとより、臨時検査

も含め検査回数が増えてまいります。現体

制のもと、これまでの知識や経験を生かし、

適切に対応してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、事業者の实態調査でございますが、
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平成１５年に市内の土木、建築で登録申請

のありました７２業者に対しまして一斉訪

問をし、代表者、または事業所専任技術者

と面談の上、建築業許可の所在地と営業所

の所在地、看板、登録申請の技術職員名簿

の状況確認、及び営業所内の標識、重機、

備品の設置状況等を調査いたしました。そ

の後におきましては、２年ごとに受け付け

ています登録申請時に、新規事業者を対象

といたしまして同種の確認調査を行ってい

ます。当時の状況は、各項目について特に

問題となる事業所はなく、改善を必要とす

る状況にはないと判断いたしております旨

を答弁いたしましたが、相当年数を経過し

ております。再度、市内事業者の一斉確認

調査を行い、改善の必要な状況があれば、

その内容について適宜指導を行ってまいり

ます。 

 摂津市の防災計画の見直しについてのご

質問にお答えします。 

 平成１９年に摂津市防災会議で修正いた

しました摂津市地域防災計画の見直しでご

ざいますが、平成１９年の改正点といたし

まして、災害基本法改正、及び国や府との

防災計画との整合を図ることや、東南海・

南海地震防災対策推進計画の修正内容を反

映させる見直しを行いました。この見直し

点につきまして、摂津市防災会議での意見

を反映し、現摂津市地域防災計画となって

います。しかし、３月１１日に発生しまし

た東日本大震災は、ご存じのとおりマグニ

チュード９．０の巨大地震で、宮城県栗原

市で震度７、宮城県、福島県、茨城県、栃

木県で震度６強など、広い範囲で強い揺れ

を観測し、高い津波が太平洋沿岸を襲い、

大きな被害が発生いたしました。津波被害

につきましては、現地被災地におきまして、

学識経験者による被害調査を实施しており

ます。その調査結果を受け、津波モデルを

設定し、津波のシミュレーションを实施す

ることにより、津波被害想定が可能となり

ます。大阪府の本格的な防災計画の見直し

の時期として、平成２５年度末ごろになる

と聞いております。しかし、それまで待つ

ことができないことから、想定津波高の２

倍を仮設定いたし、津波被害想定を検討し

ており、６月ごろには中間報告ができると

いうふうに聞いております。 

 大阪府のこの防災計画の見直しにより、

本市における防災計画の見直しを行い、上

位にあります大阪府防災計画との整合を図

りながら、大阪府が暫定的に報告します津

波想定に対して、早い時期に津波対策をお

示しできればと考えております。 

○藤浦雅彦議長 木村議員。 

○木村勝彦議員 先ほども申し上げましたよ

うに、過去に何回か質問をして、ペーパー

カンパニーとしては特に問題がないという

答弁がずっと返ってきておりましたし、現

在もその域を超える答弁ではなかったと思

います。再度改めて調査をするということ

だったと思うんですけれども、实態として、

摂津市の業者の中には、１か所の事務所に

数台の電話が設置されておって、それぞれ

異なる事業所の営業活動を行っているとい

う、そういうケースが過去にはあったと聞

き及んでいます。そのような实態は、もう

現在ではなくなっているということになっ

ておるのか、その辺の認識についても改め

てお聞きしたいと思います。 

 検査体制については、先ほど来、土木技

術者が建築技術者にいろいろアドバイスを

受けて勉強してやっていくんだということ

でありますけれども、私は、やはり現体制

のもとで適正に対応できるのかといいます

と、大変その辺では心もとないものがある
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と思います。３名の職員がすべて土木技術

職員で、本市が発注するすべての検査を实

施しているのが实態であり、何らかの方法

で建築技術職員を確保する必要があると考

えます。６６０人体制を否定するものでは

ありませんけれども、やはり必要な部署に

は配置をしてきっちりと検査をしていく、

そういう体制をとることが、ひいては摂津

市の利益につながっていくと思います。そ

ういう点で、人事の統括者である副市長の

見解を求めます。 

 それから、防災の件ですけれども、国の

中央防災会議の専門調査会は、一昨日、６

月２６日、今後の津波対策に関する中間報

告をまとめて、本年秋に最終報告をまとめ

る方針であることが報道されました。先の

東日本大震災後、東海、東南海、南海の３

連動地震で被害が懸念される自治体を中心

に、国に先んじて対策を講じるケースが進

んでいます。自治体が独自に対策を進めて

いるのは、地震や津波がいつ来ても不思議

ではないという危機感からであります。今

できることから始めなければならないとの

思いが早目に対応に乗り出す背景にあると

思います。 

 中間報告は、最大級の津波には、堤防な

どだけではなくて住民避難を柱とする総合

的な対策で対応すべきだと言っています。

このような状況の中で、大阪府防災計画の

見直し計画のトップに立つ橋下知事が、咲

洲庁舎の安全性について、座長の河田恵昭

関西大学教授が、地盤沈下や高潮の影響を

受けやすい危険性を指摘し、建築が専門の

福和伸夫名古屋大学教授も、「そもそも人

工島に高さ２５０メートルのビルをつくっ

ちゃいけない。揺れに対する想定が甘い」

と断じ、移転を疑問視する意見が相次いだ

ことが報じられています。にもかかわらず、

橋下知事は、「防災の専門家が庁舎の場所

を決めるわけじゃない。決めるのは行政で

ある」と、移転の意欲をにじませたという

ことであります。このような認識のトップ

が進める防災計画の見直しには大きな危惧

を感じ、摂津市として単純に追従していか

なければならないのか疑問を感じます。市

としての見解を求めます。 

 以上、２回目です。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いし

ます。総務部長。 

○有山総務部長 建築業許可の前提となりま

す営業所につきましては、請負契約の見積

もり、入札、契約締結など、实体的な業務

を行っていること、電話、机、各種事務台

帳等を備え、住居部分などとは明確に区分

された事務审が設けられていることが要件

となります。先ほど答弁しましたように、

再度、市内業者の一斉調査を行います。ご

指摘のペーパーカンパニーの实態を調査し、

改善が見られなければ、建設業許可監督官

庁であります大阪府、国土交通省に通報い

たしたいと考えております。 

 それから、防災の件でございますが、大

阪府の防災計画が一定の方向を示された中

で、私どもは、それとの整合性を図りなが

らということでご答弁させていただいてお

りますが、もちろん私どもの状況も判断す

るものもございますので、個別に例えば過

去におきました摂津市内における災害、浸

水等の事案等も勘案しながら、大阪府べっ

たりにならないように、しかし、そこに判

断する基準は科学的に証明されたものを使

いながら、新しく私どもで防災計画をつく

っていきたいというふうに考えております。 

 先ほど来、申し上げておりますように、

大阪府がつくるというのは２５年度末とい

うことになっておりますので、その間、私
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どもとしましても、２年間ほど期間がござ

いますので、十分摂津市の過去の事例等を

踏まえ、研究をしてまいりたいというふう

に思っております。 

○藤浦雅彦議長 副市長。 

○小野副市長 工事検査审の建築技術職の配

置についてのお問いでございます。 

 それで、建築技術職の職員は、現在、一

級建築士、本市で５名持っております。今

後の工事の関係の施工の建築課のあり方、

それからもう一つは、今ご指摘の検査审の

あり方の二つの点がございまして、過去の

議会でも議論になっていますように、まず、

権限移譲事務が、２３年、２４年度で、大

体この関係で５３件、権限移譲をとるとい

う考え方を持っております。その中で、大

阪府の特例市並みの権限移譲だけを申し上

げまして５３でございまして、あと、一括

法によるところの法による部分がまた別に

ございますが、この都市整備関係だけで２

３年、２４年の権限移譲は３５というふう

に考えております。その上で、この建築技

術職の体制はいかにあるべきかという中身

がございます。 

 それで、今ご指摘の、今後における工事

検査审だけでなくて、検査の関係では建築

課は８名おるんですが、いわゆる営繕、公

共施設の修繕とか設計関係、それから現場

管理、それからもう１点の指導のほうで４

名、営繕で４名おります。この開発指導

等々で、今度、権限移譲が出てきますので、

一つは建築技術職の建築課におけるあり方

が問われます。その点の問題を一つ頭に入

れております。 

 それから、もう１点は、建築技術職の工

事検査审の問題を考えますと、午前中の答

弁にございましたように、学校のほうでも

文科省が２７年までに全公共公立学校の耐

震化となりますと、２４年、２５年、２６

年、２７年であります。これが、またこの

１０月にお示しする中期財政見通しで、ど

れぐらいうちの摂津市が財政的に耐え得る

かと、これは議会での議論でございます。

いずれにいたしましても、学校の施設、摂

津市は６４．６％というふうに申しており

ましたが、新聞報道では、２２年の４月１

日現在で摂津市は５８．５％ということで、

北摂７市３町では１０自治体で箕面市に次

いで２位でございます。よく頑張っている

市だというふうには私どもも理解をし、議

会のほうにもそういうことでご理解を賜る

と思いますが、いずれにいたしましても、

６４．６％となりますと、あと３分の１を

見ましたときに、それから、主要な公共施

設の耐震診断、耐震設計、耐震の予算、こ

れは学校だけではございませんでして、東

京の九段会館の天井が落ちたということに

なってまいりますと、私どものほうでも、

そういう大きな施設はいかにということが

ありますので、これも見なきゃならない。

そのときに、今ご指摘の建築技術職は、私

どもはやはり必要な形の中で動かざるを得

ないのではないかと。ただ、職員総数の問

題がございますので、建築技術職そのもの

でいくか、いわゆる工事の嘱託員で、ＯＢ

といいますか民間のノウハウの経験者、数

は尐のうございますが、そこでお願いする

か。いずれにいたしましても、建築技術職

は学校を出てきてからすぐには間に合わな

いということを担当課が言っておりますの

で、一定２年、３年を経験しないと、工事

検査なり、竣工検査なり、開発指導なりは

できないということもございますので、そ

の点も併せまして、今、土木技術職の体制

でございますが、今後の耐震の工事という

こと一つを考えましても相当ボリュームが
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出るということになりますので、この点に

つきましては、建築課の体制、そして、工

事検査审の体制ということを併せて、この

建築技術職の増員等の問題について検討し

てまいりたい。 

 なお、この昨日、日曜日に試験をいたし

ました中にも、１名でございますが建築技

術職の募集を行っております。受験者は５

名と聞いておりますが、最終的に何名採れ

るかわかりませんが、やはり一定基準があ

りますので、そのことも併せながら一定の

方向性を見出してまいりたいというふうに

考えておるところでございます。（「議事進

行」と木村議員呼ぶ） 

○藤浦雅彦議長 木村議員。 

○木村勝彦議員 先ほど申し上げましたよう

に、橋下知事が、咲洲庁舎の移転について

専門家が非常に疑問視している指摘に対し

て、専門家が庁舎を移転するのではないと、

行政が移転するんだということで、全く専

門家の意見を無視するような発言をされて

おります。そういう知事の大阪府の方針に、

摂津市は防災計画の見直しを追随してやっ

ていかなければならないのかという質問を

しております。その辺のことについて答弁

をお願いしたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 市長。 

○森山市長 私のほうからお伝えいたします。 

 橋下知事は、今、お話しになったように、

そのときそのとき思いをばっとぶちまける、

そういう傾向があると思いますが、我々は、

その中でも大阪府の専門官といいますか、

技術者等々の意見が、そのトータル的な中

にもきちっと見込まれておるわけですので、

やっぱりその辺はきっちり吟味して、その

ときの世間のお祭り騒ぎのようなことには

ついてまいりませんで、しっかりと見きわ

めて吟味して市独自の方針をつくってまい

りたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 木村議員。 

○木村勝彦議員 そうしましたら、３回目の

質問、防災計画の見直しのほうから先にや

らせてもらいます。 

 中央防災会議の専門調査会の中間報告で

は、今回の津波が想定をはるかに超えたこ

とについて、地震動や津波を再現できなか

った過去の地震を想定の対象外にしていた

ことを振り返り、十分に反省する必要があ

ると指摘をしています。対象外とした例に

は、８６９年の貞観地震、そしてまた、１

６１１年の慶長三陸地震、１６７７年の延

宝房総沖地震をあげています。三陸町吉浜

地区で、昔は低地に集落が集中していて、

明治三陸津波では死者・行方不明者が２０

４名に上ったと言われております。その反

省から、当時の村の指導者が高台への移転

を進め、昭和三陸津波では被害が尐なくな

ったそうであります。このように高台移転

が成功した要因として、代々の村長に村の

ために尽くす立派な人材が続いたことから、

村人の敬意を集めたことが大きかったとい

うことであります。 

 ところで、摂津市でも２００６年の６月

２９日から３０日の間に、茨木市の見山で

時間降雤６８ミリ、能勢町の高山で６４ミ

リ、このいずれの雤水が安威川、猪名川を

通って神崎川に流入をして、ちょうど大阪

府の満潮時に重なって番田川を逆流してき

て、鳥飼野々３丁目で１０２戸の床上浸水

の被害が発生しました。そのときに地域の

皆さん方が、やっぱりこういう逆流防止用

のゲートをつくってもらいたいという強い

要望があって、当時、私も議長をさせても

らっておりまして、森川市長と一緒に、当

時の府会議員でありました森山市長に大阪

府庁の自民党の会派の控审で担当者を呼ん
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でいただいて、そこで番田水門の要請をい

たしました。大阪府の担当者からは、幾ら

防止用のゲートをつけても、内水排除の問

題と、もう一つは、上流からどんどん水が

流れてくることについて、一時的にダムで

水を抱くということも必要だと。そういう

ことでは、摂津市議会のほうでダムの建設

促進決議を上げてもらえませんかというこ

とを言われました。私は、そのときには、

森川市長も横にいらっしゃいましたけれど

も、即座に決議を上げますということを約

束しました。そして、議会で促進決議を上

げた段階で、大阪府のほうから、地元の茨

木市ですら決議が上がらないのに、摂津市

で上げてもらって大変ダムの工事に弾みが

つきましたということの非常に感謝の気持

ちを込めて、一遍現場を見てくださいとい

うことで現地の視察もさせてもらいました。

そういうことを条件にして番田水門が建設

をされたということは、やはり当時、府会

議員として森山現市長が奮闘されたことが

そういう結果を生んだのだと、私たちも大

きく評価をしております。 

 そういうことで、地域の歴史に詳しい専

門家が、防災に求められるものは何かとい

う問いに、やはりリーダーの指導力をあげ

ておられます。そういう点では、市長の今

回の防災計画の見直しについての受けとめ

方について、一遍聞かせてもらいたいと思

います。 

 それから、ペーパーカンパニーの問題で

すけれども、本定例会の議案第３３号、摂

津小学校給食調理場等新築工事請負契約に

ついて、入札後に関係業者が事務所を他市

に移転し、本社機能の移転ともとられる案

内書を関係者に手渡したことに端を発する、

きな臭い話を耳にしたという報道をローカ

ル紙が記事にしています。この事实につい

て、どのように見るかはそれぞれの判断で

ありますけれども、結果として、２億数千

万円の議案が議員の３分の１であるわずか

７名の賛成で可決されたことについて、市

長の受けとめ方をお聞かせ願いたいと思い

ます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 市長。 

○森山市長 木村議員の３回目の質問にお答

えいたします。 

 ただいま、全国的に東日本の地震により

まして津波の話が大きくクローズアップさ

れております。これはこれでいいんですけ

れども、私は、摂津市の地形的に見て置か

れる位置、これは非常に微妙で、津波は津

波でも、摂津市は地形的にいって北摂丘陵

からの山津波、こっちのほうもしっかり視

野に入れておかないとだめですよという話

を時々やっております。今、ご指摘があり

ました大阪湾からの津波もさることながら、

それよりもと言ったら怒られますけれども、

山津波、こっちのほうをしっかりと押さえ

ておかないと大変なことになるということ

で、従来より安威川ダムの必要性、そして、

山津波に備えたハザードマップ等々を摂津

市はつくってきたわけでありますが、下か

ら来るか上から来るかは別といたしまして、

同じような被害が想定されるわけでありま

すから、今日までの山津波を想定したいろ

んな対策をしっかりと踏まえながら、先日、

民間ではありますけれども、津波の今後の

危険性等々を踏まえて、大阪府の防災会議

のあり方については、先ほども申しました

けれども、きちっとして、やっぱりとらえ

るところはしっかりととらえて、我々独自

の特殊な地形に置かれた摂津市として怠り

のないような防災計画をつくっていきたい

なと思っております。 
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 それから、先日の工事請負契約の件につ

いてのご指摘でございますが、我々議案を

提案させていただいた者といたしまして、

特に子どもたちにかかわる教育関係の議案

でございましたので、でき得れば全会一致

のご可決をしていただきたかった、これは

提出者として当然のことでございますが、

法的に問題はなかったにいたしましても、

全体の３割強の賛成での可決ということに

ついては非常に残念なことであったと思っ

ております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 木村議員の質問が終わりま

した。 

 次に、山崎議員。 

  （山崎雅数議員 登壇） 

○山崎雅数議員 では、一般質問をさせてい

ただきます。 

 今回、東日本大震災を受けて、「地域防

災計画」の見直しについて伺います。 

 今回の震災で「予想外」という言葉がた

びたび取りざたされましたけれども、事態

は予想外では済まされない、あらゆる想定

をして、しっかり対策を具体化して備えな

ければならないことが事实をもって示され

ました。本市は、現在の地域防災計画では、

上町断層帯での地震で震度６の地震の起き

る可能性のある地域であるとされ、水害で

は、洪水ハザードマップで示されたような

被害想定がされています。避難所などの指

定も示されておりますけれども、いざとい

うときに万全としていくためには、さらに

発展させていかなくてはいけないと思いま

す。 

 川端議員、木村議員も言及されましたけ

れども、国の中央防災会議の津波被害の対

策への中間報告は、これまでの想定ではと

ても対応できていなかった、これから見直

しと対策が必要というもので、まだまだ具

体的な政策提言にはなっていません。これ

からというものですけれども、尐なくとも

海岸保全施設、すなわち防波堤の整備や浸

水の見込まれる地域のまちづくり体制に避

難体制の整備というものが加えられる必要

があると示されています。川端議員への回

答で、大阪府が防災計画の策定を終えるの

は平成２５年になると。これで安心できる

のか。地域防災計画の見直しが必要だとい

うことですけれども、作業がどうなってい

るのか、取り組み状況をお聞かせください。

また、いつごろ市民の前にこの形が明らか

になってくるか。タイムスケジュール、平

成２５年までというのはとんでもない話だ

と思うけれども、市民への説明はどうなる

かをお聞かせいただきたいと思います。 

 また、防災計画を、震災前のものを見直

していくことは当然ですけれども、今年ス

タートしておりますまちづくりに関する総

合計画も、震災の前にでき上がったもので、

これらも見直しをされてしかるべきではな

いかと考えますけれども、どうお考えにな

るかお聞かせください。 

 次に、市内公民問わず建築物の耐震化の

状況、避難対策、市民への説明など、幾つ

かの問題について伺いたいと思います。防

災計画を見直していく上で、調査や方針を

立てていく必要があろうと思いますが、今

回補正で上がった避難マニュアル作成だけ

ですけれども、具体的な対策を立てられな

いのか伺いたいと思います。 

 まず、１番目として、耐震状況の調査で

す。学校の耐震状況については詳しく公表

されておられます。Ｉｓ値０．３未満の建

物の耐震化は終わるとしても、０．６未満、

０．７未満はなおかつ進める必要があると

思います。ほか、公共施設の耐震化は６８．
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６％、防災拠点と避難所の耐震化率もそれ

ぞれ６３．６％、６９．７％。尐なくとも

避難場所は耐震化を進める必要があります。

状況によれば、民間の建物にも市民が避難

をされることも大いにあるでしょう。市内

建造物の耐震化の状況を調査して、つかん

でおく必要があろうかと考えますけれども、

いかがでしょうか。 

 次に、道路や橋梁など市内構造物の状況

もどうか。避難場所に行き着くことができ

ない、道路の分断などの状況が起きないか、

調査を行うか、お聞かせいただきたいと思

います。また、道路や橋梁のかけ替え時期、

改修計画などはどうなっているのか、お願

いします。 

 次に、３番目として、スポーツセンター

やふれあいルームなどの避難場所の利用や

活用はどうなっていくか伺います。避難場

所となっている味舌・三宅の両スポーツセ

ンター、また文化ホールも耐震強度がある

かどうかわからない状態です。味舌のスポ

ーツセンターでは活用を求める要望書が、

署名が４，５７５筆届けられています。旧

ふれあいルームについては、今年１月から

廃止となっておりますが、地元自治会が３

月８日付で施設再利用についての要望署名

１，１３８筆届けられている中で、地元自

治体と担当部課との話し合いも始まってお

ります。市は、既に売却の方針を決めてい

るからと言うだけでなく、今回の震災を受

けて、災難時の避難場所や避難計画をきち

んと地元と協議・検討する、そういう中で、

住民とともに公的施設の利用計画の結論を

出していく、そういうプロセスを踏むべき

だと思いますけれども、いかがでしょうか。

利用計画も明らかにしていく中で、耐震補

強も利用者の命を守るという点で進めてい

く、こういう必要があると考えますが、お

聞かせください。 

 ４番目として、避難所の状況として、村

上議員のお答えで６か所、新規防災公園に

も備蓄をするという備蓄のお話がありまし

たけれども、災害の状況によりますでしょ

うけれども、どのくらいの人数がどこに避

難をされて、外からの支援もなしにどのく

らい支えられるのか、そういった想定がさ

れているのか。防災計画では具体化がもっ

と必要だと思うんですけれども、この点に

ついて改めてお願いをいたします。 

 次に、５番目として、市民は災害時に自

分たち家族がどのような行動をして命を守

るのかと。川端議員の質問で高齢者対策に

も言及されましたけれども、自治体が率先

して啓蒙していく必要があろうと考えてお

ります。アンケート調査などでは、子ども

たちに自宅で災害が起きたらどうするかと

いうのを聞くと、「家族の帰宅を待つ」と

いうのが圧倒的だったという結果もありま

す。家族を待っていて逃げおくれるという

ことは大いに考えられます。今回の震災で、

家族がばらばらという状況もたくさん起き

ました。地域の防災力を高めて尐しでも被

害が減らせるように、避難経路など、地域

の方々との懇談、災害問題を議論する場の

設定が必要かと考えておりますけれども、

いかがでしょうか。住民説明についてお聞

かせいただきたいと思います。 

 ３点目としては、深刻な事態になってい

る福島第一原発の事故ですけれども、事故

は起こらないとしていた安全神話が事实を

もって崩れました。原発事故は起こるとし

て考えていかなくてはいけません。福井県

にある関電の原発、これが事故を起こした

場合、関西の全域が被害を受けます。市と

してはどう考え、対策を立てていくのか伺

いたいと思います。 
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 我が日本共産党は、原発は未完成で、危

険な技術で、今のところ廃止を求めるしか

ないと考えております。この先、いつ起こ

るかわからない事故、放射能を拡散する、

また使用済みの核の廃棄物をため続けるこ

とは、将来の国民の命を守ることと真っ向

から対立するものと考えています。再生可

能なエネルギー開発とともに原発の廃止を

求めております。しかし、今すぐの事故に

対する備え、安全対策をしなくていいとい

う立場でもありません。これまで安全神話

にとらわれて対策がとられていなかったと

いうのも、事故が起きて右往左往している

事实から明らかになりましたが、現在の摂

津市地域防災計画では、事故のページの第

６節、放射線災害対策のわずか１１行。東

京ではガイガーカウンターが品薄とか聞い

ています。新たな対策が必要と思いますけ

れども、お考えをお聞かせください。 

 また、２番目として、国民健康保険制度

をよくしていくために幾つかの問題を伺い

ます。 

 まず、保険料とその徴収、窓口での対応

について伺います。 

 保険料の据え置き、この間、ずっと行っ

ていただいている努力、これは評価をして

おりますけれども、引き続く不況、震災の

関係で、今、仕事がとまって待機をしてほ

しいと言われている業者さんが数多くおら

れます。資材調達などで、特に建設関係で

待たされていると伺っております。そうし

た収入が減っている方々の保険料は、ます

ます負担感が大きくなっています。保険料

をこれ以上値上げしないためにも、一般会

計からの繰り入れを増やしていただきたい

と思っています。保険料は払っていただか

なくてはいけませんから、徴収業務がある

のは当然ですけれども、コールセンターの

開設などをされておりますが、これには丁

寧な対応を求めていきたいと思います。 

 先日、国保の出産一時金を受け取ったお

母さんに国保滞納分を相談された。その際、

水道代などの支払いにもつないだと聞きま

したけれども、出産一時金、子ども手当、

障害年金などの公的扶助は目的的な扶助で

すから、借金の返しに使うということは扶

助の目的に沿うものではありません。市民

の感情を害しない対応を求めたいと思いま

す。徴収強化に伴って差し押さえなどのケ

ースが増えていると聞いております。实態

を伺いたいと思います。差し押さえは国税

徴収法の７６条によって、国保はそれに準

じて行われますけれども、給与、生活費、

生計費、事業費、お商売、それにかかわる

品物などの差し押さえは禁止されておりま

す。また、それぞれの法律により、先ほど

のような扶助費は押さえられません。つま

り、扶助費を返済に充てることもふさわし

くないということであります。生活保護法

５８条、障害者自立支援法１３条、子ども

手当支給法１５条、母子保健法、養育医療

費の関係ですけれども、これの２４条など

で、扶助費は差し押さえはできません。当

然、これらの扶助費で滞納を払ってもらう

という態度はふさわしくありません。「徴

収法では自主的に払ってもらうことを妨げ

るものではない」という一文によって徴収

のお願いをしているようですけれども、第

三者の裁判所が入る民間の差し押さえとは

異なり、当事者の一方が強権を発動できる

一方的な権限ですから、よほど慎重に行う

必要があると考えますけれども、見解をお

聞かせください。 

 また、生活を著しく窮迫させるおそれの

あるときには、滞納処分の停止も地方税法

１５条、徴収法１５３条でできるわけです



 

 

２－４０ 

から、滞納処分の停止にもきちんと応じる

べきだと思います。 

 次に、減免制度の充实について伺います。 

 市独自の保険料の減免は、生活保護基準

の１．１５倍、一部負担金は１倍となって

おりますが、保険料や医療費を考えた場合、

生活保護と同等で、これらの低所得の方々

は医療費の負担ができなければ生活保護を

受けるべきだと言わんばかり、そういう基

準の低さだと言わざるを得ません。そうい

う意味で、一部負担金の減免の基準の引き

上げが必要だと思っておりますが、市民の

医療を受ける権利を保障するためにも、低

所得者への減免制度の拡充についてのお考

えをお聞かせいただきたい。今、保険料、

一部負担金の減免を受けている方々の数字

も示していただきたいと思います。 

 ３点目に、資格証明書の発行、短期証の

発行について伺います。 

 資格証明書の発行は減っているようです

けれども、短期証の発行とともに状況をお

聞かせください。これらの加入者に対する

通常の保険証を発行しないこと自体が見せ

しめのような制裁の措置のように私たちは

考えるんですが、保険料の納付率を上げる

効果は薄いと思います。医療からの締め出

しにつながり、福祉の制度として医療保障

の精神に反することであるということで、

資格証明書の発行はやめて通常証の発行を

求めているものですが、子どもたちには発

行しない、低所得者に考慮するなどの改善

はされているようですけれども、どうなっ

ておるのかお聞かせいただきたいと思いま

す。 

 １回目は以上です。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いい

たします。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 地域防災計画の見直しにつ

いてのご質問にお答えいたします。 

 現在の摂津市地域防災計画は、平成１９

年に修正を行ったものでございますが、現

計画の想定地震といたしましては、東南

海・南海地震と、大阪府への影響が考えら

れます四つの内陸断層、上町断層帯は２ケ

ース、生駒断層帯、有馬高槻断層帯、中央

構造線断層帯の計六つのケースで地震想定

を行い、摂津市内の震度が最も大きくなる

上町断層帯地震Ａで震度６弱から６強と予

想しております。この地震により、死者、

負傷者が約１，２００人、家屋の被害が全

壊６，０００棟、半壊５，２００棟、罹災

者数３万９，０００人、避難所生活者１万

１，０００人が発生することを想定し、防

災計画を策定しています。しかし、地震に

よる津波被害は市防災計画には明記されて

おらず、上位である大阪府防災計画から、

現在、大阪府等が設置してまいります堤防

や河川の水門で津波を防ぐことができるこ

とを前提としております。しかし、今回の

東日本大震災の津波被害の調査を受け、大

阪府は津波想定の見直しに着手しておりま

すが、本格的な防災計画の見直しは平成２

５年度末ごろになると聞いております。し

かし、それまで待つことができないことか

ら、大阪府は想定津波高の２倍を仮設定し、

津波被害を検討しており、中間報告が出る

と聞いております。市は、それら災害被害

の状況を受け、早い時期に摂津市地域防災

計画の見直しを行ってまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして、耐震化促進、避難マニュア

ル等、個々問題についてのご質問について

お答えします。 

 公共施設の耐震化率は、平成２３年度末

現在、８８施設１３７棟のうち９４棟の耐
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震化が完了し、６８．６％となっておりま

す。そのうち、防災拠点は６３施設１０７

棟のうち６８棟の耐震化が完了し、６３．

６％となっております。また、避難所は３

３施設３３棟のうち２３棟の耐震化が完了

し、６９．７％となっております。また、

民間住宅耐震化につきましては、摂津市住

宅・建築物耐震改修促進計画で、平成２７

年度までに９０％まで高めることを目標と

し、耐震診断の補助金や耐震改修の補助金

の制度も实施しております。公共施設の耐

震化促進につきましては、平成１２年度に

耐震化計画を策定しました。計画策定に際

し、最優先に耐震化を進める施設としまし

て、学校施設、その次に避難所の位置付け

をしておりますスポーツセンターや公民館、

防災拠点等を順次耐震化していくこととし

ております。 

 続きまして、スポーツセンターや旧ふれ

あいルームの防災拠点としての活用につい

てお答えいたします。 

 現在、スポーツセンターとして利用して

いただいております三宅スポーツセンター、

味舌スポーツセンターは、災害時にグラウ

ンドの一部を一時避難所として、体育館部

分を避難所として防災上の位置付けを行っ

ております。旧ふれあいルームは平成２３

年度に売却する予定となっております。 

 次に、災害時の避難者に対する備蓄の状

況についてお答えします。 

 摂津市防災計画で想定いたしております

災害時の避難所生活者数は、先ほどご説明

いたしました１万１，０００人余りとして

おります。大阪府は、大阪府防災計画で各

市町村の重要物資備蓄目標量を示しており

ます。ここでいいます重要物資とは、アル

ファ化米等、高齢者用食、粉ミルク、哺乳

ビン、毛布、おむつ、生理用品、簡易トイ

レでございます。摂津市が平成２３年４月

現在備蓄しております重要物資は、大阪府

が示す目標量を超えるもので、アルファ化

米等が１万７，０９８食、高齢者用食１，

０００食、粉ミルクが１７５人分、哺乳ビ

ンが１４０本、毛布が４，０００枚、おむ

つが２，２１１個、生理用品２万１，９２

０個、簡易トイレが４１４個となっており

ます。しかし、大規模な災害時に市が備蓄

している物資だけでは十分でないことから、

市民の方々には災害の備えとして３日分の

食料・飲料備蓄をお願いしております。 

 次に、地域で防災を議論する場の設定と

各地域の避難マニュアルを策定する考えに

ついてのお問いでございますが、本議会に

上程しております一般会計補正予算の災害

対策費には、避難勧告等の判断マニュアル、

伝達マニュアル作成委託業務を計上してお

ります。この委託業務は、水害の際、安全

で迅速かつ適切なタイミングで避難できる

よう、避難勧告等の判断基準や避難対象区

域、避難所、避難経路、情報伝達手段など

を検討するものです。この委託により、地

域ごとの避難所や避難経路を明確にするこ

とで、地域で防災を議論するものとして提

供していけると考えております。 

 続きまして、原発事故に対する摂津市の

考え方、対応についてのご質問にお答えし

ます。 

 東日本大震災における東京電力福島第一

原子力発電所で発生した深刻な原子力事故

により、福島県においては計画的避難区域

や緊急時避難準備区域が指定され、福島県

内や他県への避難を強いられている状況で

あります。また、放射能の影響により、福

島県第一原子力発電所から離れた首都圏で

も、各地で放射能濃度を測定する事態とな

っております。 
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 一方、関西電力では、福井県に美浜原子

力発電所が３基、高浜原子力発電所が４基、

大飯原子力発電所が４基の計１１基がござ

います。一番近い高浜原子力発電所から摂

津市までの直線距離では約８０キロメート

ルを超える位置にございますが、水源地な

どの問題もあることから、遠くで起こった

事故では済まされない状況が考えられます。

大阪府は、原子力災害対策として、ＪＣＯ

の臨界事故を受け、府内にあります原子力

实験施設等で万一原子力災害が発生した場

合を想定し、国と府、市町村が一体となっ

て迅速に対処するため、拠点施設となるオ

フサイトセンターを整備し、事故の状況把

握と予測、住民の安全確保、被曝者に対す

る医療処置等を行うこととしております。 

 また、摂津市地域防災計画では、放射線

災害予防対策として、事業者が放射性同位

元素の使用者に対し、放射線災害が発生し

た場合に、放射線測定や被曝を受けた者の

救護や危険区域への立ち入り制限等が規定

されておりますが、原子力発電への対処に

は課題が多くございます。今後は、原子力

発電所で深刻な事故が起こり、広範囲に放

射能物質が検出される事態が発生した場合

を想定し、大阪府等の関係機関と協議を行

い、対策を検討していきたいと考えており

ます。 

 なお、総合計画との関係でございますが、

総合計画と申しますのは、基本構想、基本

計画ということで、まちづくりの大きな目

標、方向性を示すものであります。今日の

大震災に対処する部分につきましては、今

後、私どもでつくっています防災計画の中

に包含をされ、個別の事象として一つ一つ

解決をしていく方向に向けるものだという

ふうに考えておりますので、総合計画その

ものを見直しするという考えは今のところ

ございません。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 土木下水道部長。 

  （藤井土木下水道部長 登壇） 

○藤井土木下水道部長 それでは、耐震化促

進、個々の問題についてのうち、道路や橋

梁など市内構造物の状況についてのご質問

にお答えいたします。 

 道路や橋梁などの道路構造物の状況でご

ざいますが、日常の道路パトロールや道路

施設管理点検作業などで災害時を含めた危

険度の把握に努めているところでございま

す。また、本市で管理しております市内の

河川や水路にかかっております道路橋梁の

うち、現在、地域防災計画での緊急交通路、

避難経路、通学路の区間にかかりますおお

むねの橋では、橋梁落下防止対策が完了し

ております。道路橋の管理につきましては、

平成２１年度に橋長が１０メートル以上の

橋梁を対象に保守点検を实施しましたとこ

ろ、すべての橋梁につきまして、橋の本体

は健全であると判定されております。今後

は、橋梁の耐性と強度を高めるため、長寿

命化計画の策定を図ってまいります。 

○藤浦雅彦議長 保健福祉部長。 

  （福永保健福祉部長 登壇） 

○福永保健福祉部長 国民健康保険制度をよ

くするための諸問題についてのご質問にお

答えいたします。 

 まず、国民健康保険料の徴収に関しての

窓口対応といたしましては、納付が困難な

方につきましては、保険料の減免制度や分

割での納付などの説明を十分に行い、個人

の事情に合わせた十分な配慮を行っている

ところでございます。 

 また、差し押さえの現状ということでご

ざいますが、国税徴収法に基づき、保険料

の滞納処分として差し押さえを行っており、
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平成２２年度の件数は３１件でございます。

差し押さえを行うに当たりましては、不納

欠損や高額の滞納額がある場合、分割納付

の誓約をされない、または誓約をされても

履行されない場合、納付勧奨や納付相談に

も応じないでご連絡もない場合等に財産調

査を行っております。財産調査後に差し押

さえ予告を行いますが、予告後にもご連絡、

ご相談のない方に対しまして差し押さえを

行うことになります。ただし、一律に基準

を適用し实施するのではなく、個人個人の

ご事情を勘案し、慎重な上にも慎重を期し

て対応させていただいているところでござ

います。差し押さえは、納付いただく最終

的な方法と考えておりますので、できる限

り差し押さえという形に至ることなく保険

料を納付していただけるよう、日々窓口や

お電話での相談等で努力しているところで

ございます。 

 次に、保険料減免、一部負担金減免の制

度を充实させることについてでございます

が、保険料の減免につきましては、平成２

２年度申請・承認件数ともに５３４件でご

ざいました。不況による世帯の収入が減尐

傾向にあることを踏まえて、条例、規則に

おいて、病気もしくは負傷、または失業も

しくは事業の休廃止、その他、これらに類

する事由により収入が著しく減尐した場合

も減免対象者として定めており、運用にお

いて充实を図っているところでございます。 

 一部負担金の減免につきましては、平成

２２年度申請・承認件数ともに４９件でご

ざいました。国民健康保険法第４４条で、

特別の理由があるために患者が保険医療機

関等に一部負担金を支払うことが困難な場

合に、市区町村保険者が一部負担金を減額

すること、一部負担金の支払いを免除する

こと、一部負担金の徴収を猶予することの

措置をとることを認められております。こ

れにより、本市も条例規則において一部負

担金減免を規定し、实施しているところで

ございます。なお、国の基準では入院しか

対象としていないところを、本市では外来

も含めて实施し、充实に努めてまいってお

ります。 

 最後に、資格証明書発行、短期証問題に

ついてでございますが、短期保険証の交付

につきましては、平成２２年度は１，６２

５件で、ここ数年、横ばい状態となってお

ります。短期保険証を交付することにより、

滞った保険料について、被保険者の方との

接触の機会確保を目的としており、保険料

の未納解消を図るよう努めているところで

ございます。資格証明書の交付につきまし

ては、平成１２年度より、国民健康保険法

にて被保険者間の負担の公平を図るため義

務化され实施しておりますが、平成２２年

度は４２件で、ここ数年は減尐してきてお

ります。ただし、１８歳に達する日以後、

最初の３月３１日までの間にある被保険者

に対しましては、資格証明書ではなく短期

保険証を交付しております。また、被保険

者証の返還を求めるときは、弁明の機会の

付与に関する通知を行っており、弁明書や

特別な事情に関する届出書が提出された場

合には、資格証明書の交付ではなく短期保

険証を交付する等の対応を行っております。 

 資格証明書や短期保険証の交付は、本市

にとっても被保険者の方にとっても、決し

て本意なあり方ではないものでございます。

このような形にならないためにも、保険料

を納付いただけるよう、被保険者の方との

接触の機会確保に努め、個別の相談を大切

にしてまいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 山崎議員。 

○山崎雅数議員 では、続けて質問をさせて
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いただきます。 

 防災計画の見直しはこれからやというこ

とはわかりました。しかし、この６、７月

には、大阪府から何か示されるというお答

えでよろしかったでしょうか。また、この

４月、５月、６月、何もしておられないと

いうわけではないと思うんですけれども、

この間、検討された中身での前進面などを

教えていただきたい。何か計画・立案され

たものがないのか。 

 また、上村議員へのお答えで、实施計画

への考え方は変えられて、総合計画に対す

る通達をされたということでありますけれ

ども、計画そのものは変えるつもりがない

と。震災後、市民の防災に対する意識も大

きく変わってきています。これまでと変わ

らないというのは納得されないと思うんで

すけれども、防災対策を総合計画に外付け

にするのでしたら、またそれを明らかにす

べきではないでしょうか。 

 それから、学校耐震化の国の目標が２７

年、民間でも２７年に９０％というふうに

伺いましたけれども、現在、民間の建物の

何％が耐震化できているのか調査されてい

るのか、また、民間のビルに避難所として

の協力を求める動きがあるのか、本市はど

うなっておるのかお聞かせいただきたいと

思います。 

 次に、公共の耐震化の目標と年度ですね。

現在７割弱、これはいつどうなるかも詳し

くお聞かせいただきたいと思います。 

 道路や橋はオーケーということですけれ

ども、そういうことになれば、もし流され

たら承知はせんぞということになるんです

けれども、かけ替えの時期なども示されな

いのか、ちょっとまたお聞かせいただきた

いと思います。 

 次に、特に避難場所となっている旧ふれ

あいルーム、スポーツセンターは耐震化計

画を持たないのか、文化ホールにも、たく

さんの市民が集まる施設ですけれども、耐

震化を急ぐ必要があるのではないでしょう

か。耐震化を行うつもりがないというなら

ば、それなりの回答をいただきたいと。売

ってしまうから、もうせんでもええという

ことですか。 

 それから、備蓄については、これぐらい

の量でどのくらいもつのか。市民にも備蓄

をお願いといっても、水害で流されれば役

に立ちませんね。市内複数の避難所となれ

ば、配布体制を考えていく必要もあるかと

思います。行き届くのかどうか、市内全域

の総量だけでなくて詳しく説明をいただき

たいかと思います。 

 防災、それから避難に対して、市民の協

議を重ねる場についてはどうでしょうか。

お答えがなかったようですけども、新たな

協議会などを設けるお考えはないのか、お

聞かせいただきたいと思います。 

 原発事故については、これまで想定すら

されてこなかったと、いろいろ課題が大き

いというお答えでした。一方で、九州電力

の玄海原発の再稼働の説明会を国で行われ

ておりますけれども、津波対策は十分とら

れているという再開容認という結論でした。

福島原発も地震の確率はゼロで事故を起こ

しました。到底納得できるものではない。

国・府、関西電力の原発推進方針にはしっ

かり反対の立場をとっていただきたいと思

います。 

 それから、国保の問題ですけれども、差

し押さえは本当に最後の手段ですから、そ

れより市民との信頼関係をつくって納付に

つなげていくようにお願いします。 

 減免制度はたくさん行っているようです

けれども、件数を出していただいたように、
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非常に尐ないのが現状です。それに伴って

資格証明書などの切り替えが医療からの締

め出しにつながっています。根本問題は国

民健康保険料が高過ぎるということですか

ら、ぜひとも対策について考えをお聞かせ

いただきたいと思います。 

 ２回目は以上です。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いい

たします。総務部長。 

○有山総務部長 震災以後、現在までのとこ

ろで防災計画の変更に取り組んだものはご

ざいます。早期防災計画といたしまして、

水防の初期防災の体制の見直しをかけてお

ります。これは、機構改革に伴いまして職

員の配置等が変わりましたので、できるだ

け、特に雤に対して非常に地域的に低いと

いうことがございますので、従前、この部

分につきましては、土木下水道、都市整備

の各部がその現場を担い、総務部において

本部体制を敷くというような初期防災の体

制をとっておりましたが、そこに総務部か

ら１３名の新しい人間を投入することによ

り、より現場に厚くするという計画をつく

っております。 

 それから、民間に対する達成率というこ

とでございましたが、平成１９年度末で耐

震の構造については７０％をクリアしてお

ります。それから、建築物の耐震改修の促

進に関する法律というのがございまして、

これに基づきましてＩｓ値を計算し、その

促進法では耐震指数の判定基準を０．６以

上としております。それ以下の建物は耐震

補強の必要があるという判断になるかと思

いますが、ただし、この耐震Ｉｓ値が０．

６というのは、耐震震度の強度が６０％と

いう意味ではなく、必要な耐震強度に対し

１００％の強度を持つということを意味し

ておりますので、先ほど申されたような０．

７というような考えは本市では持っており

ません。それは、建築物耐震改修の促進に

関する法律に記載しているとおりでござい

ます。 

 それと総計との関係なんですが、本来、

私が答えるべきことなのかどうか、ちょっ

とあれですけども、防災ということで個別

の計画がございます。そういう場合に、本

市の場合では総計の中にさまざまな災害、

事故などによる被害を最小限にとどめるよ

う、市民、他の自治体、関係機関などの連

携・協力を促進し、危機管理体制と対応能

力の強化、消防救急救助体制の充实を図る

という、まちづくりの目標の３章のところ

の第２節に「みんなが安全で快適に暮らせ

るまち」という項目がございます。その分

野に入るかと思います。また、基本計画の

方向といたしましては、「災害や危機に強

いまちにします」ということが総計の中に

うたわれております。これらに基づいて、

個別プランであります防災計画なりの推進

をするということでございます。 

 それから、住民の参加ということでござ

いましたが、これにつきましては、役所と

して何も持たず住民と話をするということ

は、やはり無理があるかと思います。私ど

もの考えを持って、また住民の方々と話を

するということで、先ほどご答弁申し上げ

ておりますように、今回の補正予算でお願

いしております避難経路でありますとか、

摂津市の防災のあり方を一定私どものほう

で考え、その中で住民とまた議論をする場

ができるのではないかというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 土木下水道部長。 

○藤井土木下水道部長 それでは、橋のかけ

替えの時期について、どうなのかというお
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問いでございますが、先ほどご答弁申し上

げましたように、平成２１年度に点検を实

施いたしました橋長１０メートル以上の橋

につきましては３６橋ございまして、この

橋につきましては、橋の本体は健全である

という判定が下されております。それを受

けまして、今後におきましては、橋のかけ

替えではなく、平成２５年度末を目途に、

橋の耐性と強度を高めるための橋の長寿命

化計画、これを实施していきたいと、こう

考えております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 総務部長、先ほどの問いの

中で、民間の建物の耐震率についての問い

とか、あと、備蓄品についての考え方の再

答弁のお問いがありましたけども、補足で

きますか。総務部長。 

○有山総務部長 すいません、答弁が漏れて

いたようでございます。 

 公共施設につきましては、先ほど来、答

弁しておりますように、ほっておくという

わけではございません。先ほど言いました

ように、促進法における昭和５６年以降の

建物についての分を、当然改修をかけてい

くというふうにしております。昭和５６年

が一つの境目になっておりますのは、建築

基準法で定めました５６年度以降の建物は

震度６に対応するというふうに考えられて

おりますので、そこ以前のものについて再

度やります。特に、私どものほうの耐震の

計画では、平成１２年に策定をいたしてお

りますが、学校施設が一番優先順位が高い

と。その次に、もちろん避難所になります

施設。３番目に、文化ホールなどの大多数

の多くの市民が集まる施設といったような

優先順位づけをしておりますので、まずは

学校から公共施設の分については促進をし

たいというふうに考えております。 

 それから、民間につきましては、２７年

に７０％を前出ししろということでござい

ましょうか。私どものほうでは補助金の制

度等をつくっておりまして、これでできる

だけ早く取り組みを住民の皆さんがみずか

らやっていただきたいというふうに考えて

おります。 

 備蓄用品につきましては、今、分散管理

をしておりますが、一定大阪府から示され

た基準より上回る形での備蓄を行っており

ます。今回、大阪府がカウンターパートナ

ーとして選びました岩手県なんですが、岩

手県から大阪府に対してのオーダーですが、

初期の段階においては食料・飲料という形

で、それから毛布、こういったものが要請

を受けました。第２の段階になりますと、

シャンプーでありますとか、石けんであり

ますとか、トイレットペーパーであります

とか、そういう日常生活のものが被災地か

らの要請として上がっております。３番目

に上がってきていますのは、その次の段階

になりますとパーテーションであるとか、

簡易の畳でありますとか、避難所をより快

適に過ごすための物品というようなものが

オーダーとして入ってきています。そうい

うことがありますので、私どもの備蓄は、

今まで話をしていますように、食料、それ

から一部日用品ということになっておりま

すので、今後、もしその部分を拡大すると

いうことであれば、第１段階の食料・飲料

を増やすということ、それから、第２段階

のある程度の日用品として我々が使うもの

を増やしていきたいというふうに考えてお

ります。３番目の、より快適な生活をする

ためのものというのは、非常時に備えて備

蓄をするというものではないというふうに

思っておりますので、今後、増やしていく

べきは、岩手県の例をとりますと食料、そ
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して日用品というふうに考えております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 保健福祉部長。 

○福永保健福祉部長 国保財政の安定という

ことでございますが、まず、基本的には資

格の適正化や医療費の適正化、収納率の向

上等を柱とした経営努力をしていきたいと

考えておりますが、そのほかにも、国の特

別調整交付金をできるだけたくさんいただ

けるような努力をすることや、大阪府の特

別調整交付金、これらが、例えばコールセ

ンターの設置やレセプト点検の充实・強化

等、幾つかの課題をしっかりと实施してい

るかどうかによって点数化されて調整交付

金をいただけるというような仕組みになっ

ておりますので、これらの努力をしていき

たいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 以上で全部答弁はあったと

思うんですが。山崎議員。 

○山崎雅数議員 では、もう時間もありませ

ん。災害避難については自己責任の押しつ

けということにならないように、ぜひ頑張

っていただきたいと思います。 

 以上です。（発言終了のブザー音鳴る） 

○藤浦雅彦議長 山崎議員の質問が終わりま

した。 

 次に、大澤議員。 

  （大澤千恵子議員 登壇） 

○大澤千恵子議員 一般質問に先立ちまして、

東日本大震災でお亡くなりになられた方の

心からの哀悼の意を表し、また、被災され

ました皆様方の一日も早い復興を心からお

祈り申し上げます。 

 それでは、順位に従いまして一般質問を

始めさせていただきます。 

 質問番号１、中学校教科書採択について。 

 今年度は、４年に一度の中学校教科書採

択が行われます。平成１８年の教育基本法

の改正により、社会の教科書では、新たに

「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくん

できた我が国と郷土を愛すること」が教育

の目標の一つとして示されました。これら

教育法規の改正に基づき、学習指導要領の

改訂が行われ、教科書会社は教科書の編さ

んを一斉に行いました。しかしながら、今

年３月末に検定合格となった教科書を調査

いたしますと、一つ、自衛隊を憲法違反と

する意見を強調する教科書、二つ、拉致問

題を解決すべき国民課題とせず、深刻な人

権問題、また国家主権侵害と教えない教科

書、三つ、竹島、尖閣諸島を日本の領土と

明記していない教科書、北方領土や竹島が

不法占拠されていることを書かない教科書、

４、国旗と国歌の意義と、相互に尊重する

ことが国際的儀礼であることをきちんと教

えていない教科書、５、外国人参政権を国

民固有の権利であることを記さず、平等権

のところで批判的に取り上げている教科書。

これらは国の検定をクリアしているとはい

え、教育基本法、学習指導要領に沿ってい

ないのではないかと見受けられる教科書が

あります。 

 そこで、教科書採択に当たり、摂津市の

子どもたちには法律と学習指導要領に沿っ

た教科書採択を行い、国民的教養と愛国心

をしっかりとはぐくむことのできる教科書

を強く求めたいと思います。 

 まず、質問一つ目、摂津市の教育委員会

においても、国・府から採択事務を進める

際の基本資料として選択資料が作成されて

いると思いますが、この資料の有無と、教

育基本法と学習指導要領の要旨が反映され

ているのか質問したいと思います。併せて、

文科省は、開かれた採択として、教職員以

外の意見も採択の参考にする方針を打ち出

していますが、教科書採択の流れとスケジ
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ュールを合わせて、教育委員会の下部組織

である調査選定委員に保護者や一般の意見

が反映されているのか、ご質問したいと思

います。 

 二つ目、質問番号２、地域防災計画につ

いて。 

 川端議員、村上議員、木村議員、山崎議

員からも地域防災について数多く質問が出

ましたので、重複しているところはできる

だけ避けて質問してまいりたいと思います。 

 まず一つ目、機構改革により職員６６０

人体制になったときの編成対応についてご

質問します。そして、その６６０人体制に

なったときの初期防災の編成について。そ

して、三つ目は、災害発生時、現在２８か

所の避難所が浸水した場合、避難所に備蓄、

非常食、給水、それからボートなどの設備

があるのか。また、停電の可能性も考えて

自家発電等、また、先ほど村上議員からも

無線のことが質問でございましたけれども、

無線以外の通信手段もあると思いますが、

こういったことを検討されているのか。そ

して、四つ目、現在、避難所にはどのよう

な備蓄がされているのか。備蓄場所や避難

場所の防災機能の基準がありませんけれど

も、作成する予定について、先ほども答弁

ございましたけども、再度お願いいたしま

す。 

 質問番号３、摂津市環境配慮の率先实行

計画について。 

 平成１８年から平成２２年までを第２期

として、すべての市職員が本計画に基づい

て、あらゆる事務・事業で環境に配慮した

取り組みを徹底するように計画された、せ

っつ・エコオフィス推進プログラム２、こ

ちらの成果と、この計画の推進体制及び实

行体制の現状について、また、環境対策課

から環境政策課として、名前が「政策」と

なりましたけれども、２３年度の取り組み

について質問させていただきます。 

 質問番号４、公立中学校に対する給食促

進について。 

 川端議員からも先ほど質問がありました

が、大阪府の教育委員会の公立中学校に対

する給食導入促進事業で、総額２４６億円

の債務負担行為がなされ、給食施設整備費

の半分を助成、それから食器・消耗品購入

費を１，０００万円補助するという素案が

上がっています。導入に関しては市町村の

判断とのことでありますが、本市としては

どのように検討しているのか、ご質問いた

します。 

 以上、１回目の質問をよろしくお願いい

たします。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いい

たします。教育次長。 

  （馬場教育次長 登壇） 

○馬場教育次長 それでは、中学校の教科書

採択に当たりまして、１回目のご質問にお

答え申し上げます。 

 まず、教科書は、教育基本法、それと学

校教育法などを踏まえた学習指導要領に沿

ったものでなければならず、現在、採択に

当たって提示されております各出版会社か

らのそれぞれの教科書は、いずれもこの要

件を満たしているものでございます。その

中で、いずれの教科書を採択するかは、各

市の教育委員会の権限と責任において決定

するものでございます。 

 今回の採択に当たりましては、文部科学

省が各都道府県教育委員会に通知いたしま

した「平成２３年度使用教科書の採択につ

いて」や、大阪府教育委員会から各市町村

教育委員会に通知されました「義務教育諸

学校における平成２４年度使用教科書の採

択について」の通知を関係者に配布し、そ
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の趣旨に沿って、専門的な教科書研究の推

進、公正な採択の確保、開かれた採択の实

施の３点を留意事項として、現在、採択の

手続きを進めているところでございます。 

 その中で、今年の教科書採択の流れでご

ざいますが、まず、公平かつ適正な採択を

図るために教科書選定委員会を置いており

ます。教科書選定にかかわる事項につきま

して、教育委員会から諮問し、選定委員会

では専門的な調査を行うため調査員を置い

ております。調査員につきましては、ただ

いま申しましたように、専門的な調査・研

究を行っていただくため、現場の教員が行

っております。また、開かれた教科書採択

を行うために、諮問をいたしました選定委

員会には保護者代表委員も委嘱いたしてお

ります。同じく、開かれた観点から広く市

民の皆様にも今回の教科書をご覧いただく

ために、教科書展示会を实施いたしており

ます。法定展示会は６月１７日からの１４

日間となっておりますが、本市におきまし

ては、より広く見ていただくために６月の

１日から既に自主的に实施いたしておりま

す。 

 なお、採択の決定につきましては、選定

委員会からの答申を受けた後に、教育委員

会におきまして協議・検討し、法令に基づ

きまして８月の３１日までに行う予定でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 地域防災計画の見直しにつ

いてのご質問にお答えします。 

 職員６６０人体制での災害時の対応であ

りますが、今年度行われました機構改革に

対しまして、地域防災計画での部局による

編成対応の見直しを現在取り組んでいると

ころでございます。機構改革による部局に

より、今までの編成方針と各部局の人数が

合っていないところから、こういう取り組

みをしているところでございます。 

 一番最初に取り組みましたことは、既に

初期防災の編成については、土木下水道部、

都市整備部を中心に対応をしてまいりまし

た。どういう対応をしているかと申します

と、大雤洪水警報、暴風警報が発令された

場合、道路、公園、水路、下水道施設等の

パトロール、ポンプ施設等の稼働点検、被

害が発生した場合の処理作業ということで、

本部に総務部が残るというような形をとっ

ております。新たにこの現場に総務部職員

を１３名加えることにして、一定の見直し

を図ってまいったところでございます。今

後、現在行っております地域防災計画の再

構築を進め、６６０名の人員で十分機能す

る体制を整えてまいりたいと考えておりま

す。 

 災害時に被害を受け、また、受けるおそ

れがある場合、応急生活をするための場所

としては、２８か所の避難所を指定してお

ります。そのうち、洪水ハザードマップで

は、避難所でも浸水する可能性がある場所

もございます。現在所有しておりますボー

トでありますが、避難所でのボートの保管

はいたしておりません。消防本署に１隻、

鳥飼出張所に２隻、味生出張所に１隻、千

里丘出張所に１隻、近畿道高架下に１隻、

合計で６隻保管いたしております。今後は、

ボートの必要総数及び保管場所等について

も関係部局と協議し、増数についても検討

をしてまいりたいと考えております。 

 避難所に防災無線以外の通信手段であり

ますが、現状、通信するような多様な通信

手段がございませんが、市民に情報を提供

でき、避難所や自宅難民への通信ができる
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方法を今後研究してまいりたいと思います。 

 それから、質問にございました自家発電

でございますが、各小学校の防災倉庫に自

家発電は用意をさせていただいております。

家屋倒壊等により危険物を除去する必要が

ある、そういったためのチェーンソーなど

も同じく小学校の防災倉庫に備蓄をしてい

るところでございます。 

 続きまして、非常食や毛布などの備蓄に

つきましては、現在、市内６か所に備蓄し

ております。収容被災者や、及び在宅被災

者への給食、給水、物資配給等は、避難者

数の状況を把握するなど、状況を分析しな

がら行っていくこととしております。した

がいまして、非常食等の管理を常時行う必

要があることから、現在、避難所での備蓄

はいたしておりません。今後は、備蓄場所

や管理上の問題などにつきまして、地域防

災計画の見直しに合わせまして検討してま

いりたいと考えております。 

 避難所の防災機能の基準についてであり

ますが、今後は避難所を機能基準といたし

まして、避難所の責任者、施設の安全点検、

仮設トイレの設置など、必要な措置などの

基準を設け、避難所について一定の基準を

作成してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 生活環境部長。 

  （杉本生活環境部長 登壇） 

○杉本生活環境部長 摂津市環境配慮の率先

实行計画についてのご質問にお答えをいた

します。 

 本市では、平成１３年度より、せっつ・

エコオフィス推進プログラムを策定し、温

审効果ガスの削減に向け、取り組みを進め

ているところであります。平成２２年度に

は第２期のプログラムが終了し、現在は２

２年度の結果を集計中でありますが、目標

としておりました平成１７年度を基準年と

した温审効果ガスの総排出量の５％削減は

達成できるものと考えております。 

 エコオフィス推進プログラムの推進体制

につきましては、市長を本部長とするエコ

オフィス推進本部において实行計画を決定

し、实行体制として各部局に総括責任者、

各課に推進責任者及び推進委員を置き、計

画の推進と实施状況の把握を行っておりま

す。また、推進責任者及び推進委員に対し

ましては、毎年、環境問題に対する研修も

行ってきたところであります。 

 現在、せっつ・エコオフィス推進プログ

ラム３の策定に取り組んでおりますが、省

エネルギーやごみの減量、再資源化等につ

きましては、まだまだ十分とは言えない状

況にありますことから、第２期での結果を

踏まえるとともに、毎年の实施状況の把握

が次年度の行動に結びつきますよう、实行

体制を充实させてまいりたいと考えており

ます。 

 また、エコオフィス推進プログラムのみ

ならず、機構改革で環境対策から環境政策

という名前に変わったこともかんがみまし

て、今まで以上に庁内における環境施策の

総合的な調整に努めてまいりたいと考えて

おります。 

○藤浦雅彦議長 教育総務部長。 

  （登阪教育総務部長 登壇） 

○登阪教育総務部長 公立中学校に対する給

食促進事業についてのご質問にお答えいた

します。 

 ご質問のとおり、今年５月に大阪府から

中学校給食導入促進事業補助制度の概要案

が示されました。本制度は、施設整備費や

備品、消耗品を対象に、１校当たり１億５

００万円を上限として補助するものとなっ

ています。しかし、人的措置やランニング
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コストは補助対象外であり、毎年の財政負

担は大きいものと考えております。 

 中学校における学校給食事業は、大阪府

内におきましては、完全給食方式のほかス

クールランチ方式、そして、学校給食とし

ての位置付けとはなっておりませんが、弁

当あっせん方式の三つの形態で实施されて

いるのが現状ですが、それぞれにメリット、

デメリットがございます。また、完全給食

以外の方式を採用されて給食を实施してい

る市におきましては、事前のニーズ調査と

比較して、实際の喫食数が極めて尐ないな

どの課題も指摘されております。このよう

な中学校給食を導入している他市の状況を

踏まえ、教育の一環である給食を中学校に

導入し、運営していく上での課題を改めて

整理し、その導入に係る経費、特にランニ

ングコストの問題と保護者のニーズを見き

わめながら、給食の方法も含めて導入の必

要性について検討し、判断をしてまいりた

いと考えます。 

○藤浦雅彦議長 暫時休憩します。 

（午後２時５８分 休憩） 

                 

（午後３時２９分 再開） 

○藤浦雅彦議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 引き続き一般質問を続けます。 

 大澤議員。 

○大澤千恵子議員 中学校教科書採択につい

て、２回目の質問をさせていただきます。 

 先ほど、開かれた採択であるということ

でございますけれども、採択までの流れと

して、採択手続きに関する一切の規則、要

綱類、そして調査員が作成した一切の調査

資料、そして選定委員、調査員の名簿、ま

た、その他採択に関する一切の資料が、す

べて公開されるべきではないかと思います。

また、先ほど、市民のアンケートの意見ボ

ックスを６階のほうに設置しているという

ことでございましたけれども、こちらのほ

うも府から来ている約２週間という期日が

あまりにも短いのではないか、市民のアン

ケートが採択に影響を与える余地は全くな

いのではないかと考えられます。 

 また、４年前の中学校教科書採択の議事

録を見ますと、教育委員は選定委員会から

の答申、大阪府の選定資料の内容を踏まえ、

採択案が上がっているわけでございますが、

全発行社の中から１社の採択案しか上がっ

てきていない。この間は協議会形式で進め

られているということでございますので、

議事録も残っていない状態なので、最終的

に見ますと、絞り込みとしか見えない状態

であると言わざるを得ません。 

 今回は法律が変わり、学習指導要領の改

訂内容を教育委員会が十分に理解し、教育

委員会におかれては３点の質問をさせてい

ただきたいと思います。 

 一つは、教育委員会の委員、その他学校

関係者に、教育基本法及び学校教育法の改

正並びに学習指導要領の改訂の趣旨につい

て周知徹底を図っているのか。そして、二

つ目が、各教科書が教育基本法、そして学

校教育法や学習指導要領に照らし、教育の

目標を達成し得るようになっているか、評

価の指標を設けているのか。そして、三つ

目が、この各々の教科書の特性や個性、表

記に関する比較検討ができるような調査・

研究をしっかり行っているのか。この３点

を２回目の質問とさせていただきます。 

 続きまして、３番目、摂津市環境配慮の

率先实行計画についての２回目の質問をさ

せていただきます。 

 今回、摂津市で、夏場の節電対策として、

庁舎内で節電が行われているかをパトロー
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ルするセッツ電隊が発足し、前年度比１

５％削減することを目標にしており、１３

項目のチェック項目を毎日防災管財課に報

告することになっているという説明を先ほ

ど受けました。市民からも非常にわかりや

すいこと、そして、新聞報道でも取り上げ

ていただいたこともありまして、他市から

も注目されていることは、非常に職員の環

境意識向上につながっていったのではない

かと一定の評価をいたします。 

 しかし、この新プログラムの中にも、摂

津市環境保全計画エコ課計簿チェックシー

トというのがあります。２期では、平成１

８年から月単位で作成し、課の責任者に毎

月報告することになっています。チェック

項目は１４項目、月二、三回状況を確認し、

担当職員にヒアリングすることになってい

るということです。この内容をセッツ電隊

が行っているのと違う内容であるのか、ま

た、第３期では、この内容も踏まえてきっ

ちりと環境政策課が全体をまとめて精査で

き得るのか、ご答弁いただきたいと思いま

す。 

 また、環境政策課に名称変更し、２３年

度の取り組みについて、どのように考えら

れているのか、細かい点は結構でございま

すので、方針だけお聞かせいただきたいと

思います。 

 ３、地域防災計画について。６６０人体

制という編成の見直しを、十分機能する体

制を整えられているということですので、

しっかりと見直していただきたいと思いま

す。市内在住の職員と市外在住の職員の人

数等も考慮して、市外在住が多かったので

対応できなかったというような言いわけに

ならないように十分考えていただいて、配

置編成を見直していただくようお願い申し

上げます。 

 また、今回、意見書として出ております

けれども、公立学校の避難場所として備え

るべき備蓄倉庫及び自家発電装備の設置、

そして、緊急通信手段などの基準を作成し

て防災機能の整備向上を図れるよう、財政

支援の検討が出ておりますが、中央防災計

画の見直しに合わせていると先ほどもござ

いましたが、平成２５年になるという見通

しも出ております。有山総務部長もご答弁

されておりますけれども、この２年の間に、

摂津市としても、国の中央防災会議の結果

が出る前に暫定的であっても早急な対策案

を出していくべきであるということをご検

討いただきたいなというふうに、こちらは

要望とさせていただきます。 

 そして、４番目、公立中学校に対する給

食促進についてでございますが、２回目の

質問をさせていただきます。 

 中学校給食促進事業については、子育て

世代の保護者にとって非常に関心のある事

業です。私もＰＴＡの中で、この中学校給

食導入についてよく質問をされますし、給

食導入にするように要望されることもよく

あります。しかし、市の判断で行うという

ことであれば、さまざまな観点から検討し

ていかなければならないと思います。補助

金をいただくのでしたら、今年１０月には

決定していかないと实施計画に間に合わな

いということでございますので、財政面の

ほう、まず一つは、初期の設備投資は費用

の一部を補助するものであるので、その残

りの財源をどうするのか。そして、維持管

理、人件費の検討、もちろん实施形態、直

営方式、センター方式、民間委託などの検

討。そして、給食費の滞納の問題。それか

ら、近年は女の子がダイエットをし、男の

子はたくさん食べるということで、小学校

とは違う量が検討される喫食数の件でござ
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います。こういった問題と食育の問題をす

べて考えていかなければならないと思いま

す。そして、お弁当が親子のコミュニケー

ションの一つであるということの観点、こ

ちらのほうももちろん考えていかなければ

ならない。さまざまな観点から検討するこ

とが望ましいと考えます。しかし、判断を

したときに、仮に摂津市が導入をしなかっ

た場合、仮にそうなった場合は、なぜそう

判断をしたのかという理由を市民にしっか

りと伝える必要があると思います。それほ

どこの給食導入に関しましては関心の高い

事業であると思われますので、慎重なご検

討をお願いすることを要望いたします。 

 そして、最後に市長に、この公立中学校

に対する給食促進についてどのようにお考

えか、お聞かせいただきたいと思います。 

 以上、２回目の質問を終わります。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いし

ます。教育次長。 

○馬場教育次長 教科書採択に当たっての三

つの質問ということでございますが、まず、

資料の公開についてでございますが、基本

的には、今現在は選定中でございますので、

非公開を前提ということで教育委員会で決

定して行っておりますが、最終決定の教育

委員会以降に資料等はすべて公開するとい

う前提で行っています。したがいまして、

昨年行いました小学校の資料等につきまし

ては、そういういろんな法規とか資料も含

めて公開させていただいて、情報コーナー

で閲覧できるような形にさせていただいて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 それと、おっしゃっている法規とか通知

を関係者に周知しているのかどうかという

ことでございますが、これにつきましても、

先ほど尐し申し上げましたが、国なり大阪

府なり、来ている通知につきましては、す

べて、例えば学校であるとか、審議委員さ

んの資料とか、そういった部分で通知いた

しまして関係者には周知いたしております

ので、よろしくお願いいたします。 

 それと、教科書の採択に当たっての評価

の指標ということでございましたが、一応

大阪府のほうから、教科書を採択するに当

たって８点ばかりの項目が示されておりま

す。その項目の中に、こういった視点で、

こういった視点でということも示されてお

りますので、それにつきまして、私どもは

調査員さんのほうにもお示しいたしまして、

そういった観点から調査報告をいただくと

いう形にいたしております。そして、その

調査報告を審議委員さんが資料として見、

また、最終的には教育委員が審議するに当

たって、そういった分も資料として見させ

ていただいております。 

 それから、調査・研究がしっかりなされ

ているかどうかということでございますが、

これは、国の通知の中にもそういった調

査・研究をしっかりするようにということ

がございます。ちなみに、前回、中学校教

科書が一斉に改正され、採択されたときに

は、例えば調査会につきましては、各種目

５名ないし６名の方が出られまして、種目

といいますのはそれぞれの教科書というこ

とですが、その種目ごとに大体４回から６

回調査会を開いております。そういったと

ころで専門的な観点で研究をしていただい

ていると。それを受けまして、審議会にお

きましても、審議委員さんがその調査・研

究をもとに、前回でしたら５回程度審議し

ていただいておりますので、そういった中

で、私どもは国なり大阪府が言われている

正確な調査・研究をして、摂津市にふさわ

しい教科書を採択したと。今回もそういう

形でさせていただく予定にしています。 
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○藤浦雅彦議長 生活環境部長。 

○杉本生活環境部長 エコオフィス推進委員

とセッツ電隊の役割についてのご質問でご

ざいますが、エコオフィス推進委員は、地

球温暖化防止に向けて各課１名を選任し、

日々の業務上で環境に配慮した取り組みが

定着するよう、省エネルギーの推進をはじ

めグリーン購入の推進、ごみ減量、リサイ

クルなどの实行、職員への啓発等に努める

ものであります。 

 セッツ電隊については、原発事故による

電力不足に緊急的に取り組む必要から、節

電に特化ものとして設置されましたが、マ

スコミ等に取り上げられるなど、本市の節

電施策に一定の役割を果たしたものと考え

ておりますが、ご指摘のとおり、エコオフ

ィス推進委員の役割と重複する部分もあり

ますので、先ほどありましたエコオフィス

推進プログラム３では、両者の役割分担も

含め、効率的な運用について検討してまい

ります。 

 次に、環境対策から環境政策になって、

どうかというお問いでございます。「対

策」から「政策」に変わりましたことによ

ってどうかということですけども、我々市

役所というのも一事業者としての役割がご

ざいます。一事業者としてやるべきこと、

これについては、例えば管財を担当します

総務とかとの協力の中でやっていくことが

重要かと思いますし、これは市内の各事業

所についてもお願いをしていくという立場

になるのが政策の仕事ではないかなと思い

ます。 

 本来の政策の仕事といたしましては、も

ちろん大事なことではございますが、庁舎

内でのことも含めまして、市民との協働を

十分意識しまして、市全体でさまざまな環

境施策に対する大きな地球環境に対する流

れをつくっていくということが大事かと思

いますので、本年度策定いたしました地球

温暖化防止計画であるとか、また、市民の

方々のご協力のもとに、今、募集をしてお

ります環境家計簿であるとか、こういった

市民を巻き込んだ活動がいかにやっていけ

るかということを、庁内全体を総合調整し

ながらやっていく体制を今後検討してまい

りたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 市長。 

○森山市長 大澤議員の質問にお答えをいた

します。 

 最近、とみにといいますか、子どもたち

の非行とか諸課題、これが云々されている

と思いますけど、一方でよく言われている

のが「早寝早起き朝ごはん」、こんなこと

もよく言われていると思うんですけど、こ

れは日々の規則正しい生活が大切だという

ことを言っているんだと思うんですけど、

察するところ、このごろの子どもは朝御飯

を食べんと学校に行く子がどうやら多いと

いうことかもわかりませんが、これはもし

ものことですけど、朝御飯を食べない、昼

間給食、夜はでき合いものというようなこ

とになっていないか、ちょっと心配でござ

いますが、最近、中学校給食導入に向けて

いろんなアンケートの結果が出ていると思

いますが、あの結果を見ますと、いろんな

とり方があると思いますけれども、子ども

たちの９割ぐらいはやっぱり給食と言って

いるそうですね。保護者の皆さんは、半分

以上の方が給食がいいとおっしゃっておら

れるようです。それからいうと、たまに、

もしお母さんが残りものでもいいからお弁

当を入れてあげると子どもは喜ぶだろうな

と、この結果から見ると思います。 

 昨今、女性の社会参画、これは活発であ

ります。女の方が仕事、家庭、これを両立
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するのは大変なことだと私は思っています。

だから、大変だと思うんですけれども、こ

んなアンケート結果もあるなと。大切な一

つのとらえ方ではないかと思いますけれど

も、そういったことを踏まえた上で、やっ

ぱり一方では中学校給食をしてくれという

ニーズもあるわけでありますから、摂津市

の場合、大阪府から言われたからとか言わ

れてへんからじゃなくて、いろんなやり方

があると思いますが、どういう形が可能な

のか、先ほど教育委員会のほうでいろいろ

話があったと思いますけれども、私といた

しましては、教育委員会がただいま可能性

を探っておりますから、その判断を尊重し

たいなと思っています。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 大澤議員。 

○大澤千恵子議員 そうしましたら、中学校

教科書採択について、３回目の質問をさせ

ていただきます。 

 流れからいいますと、先ほどご説明され

ましたように、公開しているということで

ございますけども、こちらに関しましては、

国、それから府、こういったところの制度

自体が変わらないとなかなか難しいのかな

というふうに感じております。 

 それでは、ここで３回目の質問に、市長

から任命を受けている教育長にご質問させ

ていただきたいと思います。 

 まず一つは、自衛隊の問題について質問

させていただきたいと思います。「日本は

国を防衛するために自衛隊を持っています。

しかし、平和と安全を守るためであっても

武器を持たないというのが日本国憲法の立

場ではなかったのかという意見もあります。

そしてまた、自衛隊の任務の拡大は世界平

和と軍縮を率先して訴えるべき日本の立場

にふさわしくないという声もあります。核

兵器の廃絶を訴え、軍縮による世界平和を

アピールすることこそが国際社会において

日本の果たすべき使命なのです。」こうい

った記述の教科書について、どのようにお

感じか、ご答弁いただければというふうに

思います。 

 そして、このご答弁をしていただいた中

学校教科書採択のまとめでございますけど

も、市長、教育長には、ぜひとも摂津市の

子どもたちに市長のおっしゃる人間基礎教

育をしっかり身につけてもらって、そして、

国民の歴史を語らない教科書を採択するの

は、もうそろそろやめていただきたいとい

うふうに思います。歴史教育とは、日本の

歴史に対する愛情を深め、そして国民とし

ての自覚を育てること。そして、公民とは

文字通り公の民。Ｊ．Ｆ．ケネディの有名

な演説の中で、「国があなたのために何か

をしてくれるのではなく、あなたが国のた

めに何ができるのかを問おう」と訴えたこ

とがあります。公民とは、そのように公の

一員として行動する人たちのことです。そ

のような公民意識を身につけることこそが

子どもたちの公民学習だと考えます。次世

代を担う子どもたちのために、ぜひとも今

夏の採択に、教育委員会の責任のもと、教

育基本法及び学習指導要領の目的を達成、

こちらを目指すのに最も適した教科書を採

択していただくことを強く要望して３回目

の質問とさせていただきます。 

 それから、摂津市環境率先实行計画につ

いての３回目でございますけれども、こち

らは要望とさせていただきます。３期に向

けて取り組まれるのであれば、当初、プロ

グラムを策定されたときから、地球温暖化

防止計画も国の削減目標も大きく変わって

おります。今回の東北沖地震による電力不

足による電力の受給対策に関する制度の見
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直しも検討され、今後、ますます幅広く環

境政策課が請け負う責務は増えると想定さ

れますので、３期には現状に見合った实行

計画を策定するように要望させていただき

たいと思います。 

 そして、公立中学校に対する給食促進に

ついてでございます。市長のお答え、あり

がとうございました。いろんな観点から考

えていかないといけないのが、この公立中

学校に対する促進事業だというふうに考え

ております。そして、先ほど、大阪府から

言われたからするのではないと、独自で検

討して進めていくということでありますの

で、時間的には補助金をもらう期間が限ら

れておりますので、その中で今回給食をす

るのかしないのかということは一定の決断

をしなければいけませんけれども、市長と

してはいろんな考えを入れていただいて検

討していただければなというふうに思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で、３回目の質問を要望とかえさせ

ていただきます。 

○藤浦雅彦議長 教育長。 

○和島教育長 それでは、教科書採択につい

ての３回目のご質問でございますけれども、

教科書は学習指導要領に適切に沿ったもの

でなければなりません。その点から、現在、

採択に当たって提示されております教科書

は、いずれもその要件を満たしているもの

と考えております。 

 ご質問の中で、一つの教科書について内

容の紹介がございましたけれども、特に自

衛隊の問題につきましては、海外派遣等、

憲法における自衛隊の位置付けにかかわる

ものとしては、この学習指導要領解説書の

中で、社会編ですけれども、公民的分野の

「国際社会における我が国の役割を考えさ

せる」という項目の中で、「自衛隊が我が

国の防衛や国際社会の平和と安全の維持の

ために果たしている役割について触れなが

ら、さまざまな国際貢献について考えさせ

る」と記載されております。そして、先ほ

ど教科書の紹介がございましたけれども、

この同じ公民的分野の中には、やはり日本

国憲法の平和主義についての理解を深める

とか、国際紛争解決の手段としての戦争を

放棄して云々というような内容も、この解

説書の中には書かれております。そういう

ことでございますので、最初にも言いまし

たように、これらの学習指導要領の要件を

満たしている教科書であると私は認識いた

しております。 

 以上です。（「議事進行」と渡辺議員呼

ぶ） 

○藤浦雅彦議長 渡辺議員。 

○渡辺慎吾議員 教育長の個人的なお考えを

多分質問者は聞いたと思うので、そのこと

についてお答えがないん違うかなと思いま

すのでお願いします。（「答えてるやん」と

呼ぶ者あり）いやいや、おれはそういうふ

うに思っていない。 

○藤浦雅彦議長 教育長、補足できますか。

教育長。 

○和島教育長 ただいまもご答弁申し上げま

したけれども、学校教育、特に教育活動と

いうのは学習指導要領に基づいて運営され

ておるわけです。それですから、摂津市の

教育行政を担っております私としましては、

学習指導要領を遵守して教育活動を推進し

ていきたい。ですから、先ほど指導要領の

中で書かれておる内容、そのことについて

が私の見解だと思っていただいて結構でご

ざいます。（「それで結構です」と呼ぶ者あ

り） 

○藤浦雅彦議長 大澤議員の質問が終わりま

した。 
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 次に、柴田議員。 

  （柴田繁勝議員 登壇） 

○柴田繁勝議員 順位に従いまして質問をさ

せていただきます。 

 交通安全対策についてお尋ねをいたして

おりますが、まず１番目は、竹の鼻ガード

の改良及び拡幅についてということでお尋

ねしております。これにつきましては、吹

操事業の一環として、この竹の鼻ガードの

改良・拡幅というものは、我々は必要では

ないのか、今やっておかないと将来に禍根

を残すのではないか、こういうようなこと

からお尋ねしておりますので、一応この取

り組みについてお知らせをお願いしたいと

思います。 

 それから、次に２番目ですけど、庄屋９

号線の水路面の安全対策についてでござい

ますが、このことにつきましては、過去に

も何人かの議員からこの場所についての指

摘をされ、安全対策をどうするんだという

お尋ねが本会議でもあったように記憶をい

たしております。摂津市の駅ができまして、

この３月で１年を迎えます。駅前のバリア

フリー化、周辺の整備というようなことか

ら、この９号線の水路面の安全対策は何と

しても必要ではないのかなというふうに思

っております。地元のほうからでも、音鳴

りだとか、それから、がたがたする、とこ

ろどころが欠けているということで、安全

なお年寄りの歩行ができないと、こういう

ようなことも言われておりますが、私も現

地を見てみまして、あの場所は、どうもや

はり今、尐し改善をしなきゃならん状況下

になっているなと、こういうふうに思いま

すので、今回質問に出させていただきまし

た。 

 それから、３番目ですけど、市内道路の

道路側溝のグリーンベルト化についてとい

うことで、これは、この前にも私は一遍質

問させていただいたんですが、他市ではか

なり路側帯のところにグリーンベルトを施

しまして、我々が通行するのに、自動車も

含めて、割とめり張りがはっきりしている

ので通行しやすい。こういうことで、これ

からの将来はこういうものが要るなという

ことでお尋ねしたんですが、そのときはま

だ十分なご回答をいただいておりませんで

したが、先般、府道などの、例えば吹田市

南正雀地域のところに路側帯をつくってお

られますけれども、そのあたりはきれいに

グリーンベルト化してあります。また、別

府のほうでも府道の一部にグリーンベルト

化していますし、特に行政でいいますと、

吹田市などはグリーンベルト化していると

ころが非常に多くて通行しやすい。こうい

うことから、これからはやはり摂津市内も

安全・安心ということから、このグリーン

ベルト化というのは必要ではないかという

ふうに思っておりますので、その辺の摂津

市の取り組みについてお尋ねをしたいと思

っております。 

 それから、２番目でございますけれども、

東日本大震災関係につきましてですが、私

はいつも思うんですけど、３月１１日、２

時４６分、あのとき、ちょうど文教常任委

員会をいたしておりましたら、何やぐらぐ

らしまっせと、頭が揺れまっせと委員会で

おっしゃって、何かいなと思ってじっと見

てみたら地震が起こっていた。これは近く

やなと思ったんですけど、見たら８００キ

ロも離れたところの地域の地震が我々に伝

わってきたということで、これは大変なこ

とだなと思って今日に至っているわけです

が、いち早く摂津市のほうも、この震災に

対して一定の消防隊を出すだとか水道を出

すだとかいろいろなことを、また義援金を
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集める取り組みをしていただいているとい

うこと、また、そのこともマスコミにも大

きく取り上げていただき、最近、摂津市は、

ようテレビやとか週刊誌、新聞に出まんな

というようなことを言うていただく市民の

方もおられて、そういう意味では、非常に

市民に浸透もしてきているのかなと思うん

ですが、まだ、なかなか摂津市がこういう

問題を取り組んでいるんだけれども、十分

に市民の中に浸透するところまで至ってい

ないのではないかなと。そういう観点から、

きょう、今日までの摂津市の取り組みの経

過を尐しお示ししていただければありがた

いかなというふうに思っております。 

 先般も総務常任委員会の終わった後で、

消防隊の方が帰ってこられての報告会も三

好委員長のもとで聞かせていただいたり、

その前も聞かせていただいておりますので、

我々議員としては非常に的確な報告をいた

だいているというふうには理解しておりま

す。しかし、市民の皆さんがなかなかその

内容にまでわかりにくいところがあるので、

きょうは、ひとつこの一般質問の中でお尋

ねをしておりますので、今までの経緯、わ

かる範囲のことを尐しお示ししていただけ

ればありがたいかなと。 

 それから、この震災は半年や１年で済む

もんじゃございません。５年、１０年と復

興までかかっていく。我々のまちにとりま

しても、これは１回済んだらしまいだとい

うことじゃなしに、あらゆる面で日本の再

興をどうしていくのかというぐらいの大き

な課題の中での復興活動がこれから求めら

れるわけでありますから、そしてまた、き

ょうも午前中、多くの皆さんから、我がま

ち摂津にこういうことが起こってきたらど

うするんだろうと、こういうことも含めて、

これからの支援体制と、そして、摂津市の

今後の取り組みも含めて、お考えがあれば

尐しお示しをいただければありがたいなと

思っております。 

 １回目の質問です。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いし

ます。都市整備部長。 

  （小山都市整備部長 登壇） 

○小山都市整備部長 交通安全対策の竹の鼻

ガードの改良及び拡幅について、ご答弁申

し上げます。 

 竹の鼻ガードにつきましては、道路の幅

員が狭く、歩行者の通行にも支障を来して

いる状況であります。今日まで吹田操車場

跡地まちづくりのタイミングに合わせ、鉄

道による南北分断の解消のため、既存ガー

ドの改修や都市計画道路坪井味舌線の延伸

によるガード新設などの検討を行ってまい

りましたが、新たな地域分断や既存ガード

の集約化による地域への影響などに加え、

警察協議や西日本旅実鉄道株式会社との協

議の結果、ガードの改良や新設は非常に難

しいということで断念せざるを得ない経緯

がございました。しかし、地元の強い意向

としまして、竹の鼻ガードを尐しでも短く

することや、歩行者の離合困難解消のため、

歩道部の拡幅について实現化を求められて

おります。竹の鼻ガードを短くすることと

いたしましては、吹田操車場跡地まちづく

り区間のガードの天井部を撤去し、オープ

ン化する方法を取り入れ、歩道の拡幅につ

きましては、歩道側の側壁を改修する方法

が考えられます。 

 一方、竹の鼻ガードに近接しております

一級河川山田川への影響に加え、（仮称）

千里丘公園と土地区画整理事業により整備

いたします街区公園を一体的に利用する目

的で、山田川の河川上部利用を大阪府へ申

し入れている経緯があり、ガードをオープ
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ンにすることで、今までの協議に沿わない

課題が発生することから、大阪府との調整

が必要となってまいります。また、ガード

のオープン化に対する本市の費用負担の問

題も生じますことから、今後、防犯面など、

警察との協議を含めまして、地元の意向に

添えるよう、その实現に向け、関係機関と

協議を行ってまいります。 

○藤浦雅彦議長 土木下水道部長。 

  （藤井土木下水道部長 登壇） 

○藤井土木下水道部長 交通安全対策の庄屋

９号線の水路面の安全対策についてのご質

問にお答えいたします。 

 ご指摘の阪急電鉄京都線沿いの市道庄屋

９号線につきましては、昭和５８年に阪急

電鉄京都線の庄屋上手２番踏切の廃止に伴

いまして、農耕用道路の代替道路としまし

て整備した際に、阪急電鉄沿いの水路を改

修し、幅員６メートルの道路といたしてお

ります。水路部にはコンクリートぶたを設

置し、水路の維持管理に努めるとともに、

車両も通行できる道路空間としての利用を

図ってまいったところでございます。その

後の経年変化などによりまして、コンクリ

ートぶたの破損など改善が必要であると認

識いたしているところでございます。また、

阪急摂津市駅周辺の道路交通状況を考えま

すと、現在の水路敷地を活用した道路の再

整備が必要であると考えておりますが、本

水路には阪急電鉄軌道敷の雤水排除の機能

もございまして、水路敷地を所有いたしま

す阪急電鉄株式会社とも、コンクリートぶ

たなどの改善につきまして協議を行い、改

良に努めてまいります。 

 次に、市内道路路側帯のグリーンベルト

化についてのご質問にお答えいたします。 

 道路路側帯の設置によりまして、歩行者

と車両の通行区分を明確に歩行者通路を確

保することは、交通安全対策の一環として

の有効な方法となっているものと考えてお

りますが、路側線設置には道路幅員の問題

もありますことから、歩行者などの安全を

推進するため、路側線のほかにも、道路状

況に応じまして交差点マークや注意喚起の

路面標示など、整備の改修を通学路、学校

周辺などを優先的に实施し、次に、交通量

の多い危険な箇所の整備を行っております。 

 歩行者の通行を一層明確にするため、路

側帯を緑色に着色し、グリーンベルト化す

るには、それに要するカラー舗装や塗布な

どの費用を要することや、降雤時の滑り対

策なども課題とされておりました。近年、

府道正雀一津屋線や近隣市でも路側帯のグ

リーンベルト化が实施されております。そ

の現状で、また、平成２３年３月に策定い

たしました摂津市交通バリアフリー道路特

定事業計画におきまして、重点整備地区の

特定経路、準特定経路のバリアフリー化の

整備方針としまして、お示ししましたよう

に、短期的に移動等円滑化基準へ適合させ

ることが困難である経路につきましては、

路側帯のグリーンベルト化が現況の道路空

間を改善し、歩行者の安全確保に努める整

備手法として有効であると考えられますこ

とから、近隣各市の事例も参考にし、重点

整備地区の特定経路から順次整備可能箇所

を实施してまいります。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 今日までの摂津市が行った

被災地支援の取り組みについてのご質問に

お答えいたします。 

 職員の災害派遣につきましては、３月１

１日の地震発生当日、総務省消防庁の要請

により、緊急消防救援隊の大阪府隊といた

しまして２隊、延べ１６人の本市消防職員
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を被災地であります岩手県釜石市や大槌町

に派遣し、救助活動を实施いたしました。

また、３月１６日からは、水道部職員が岩

手県盛岡市や宮古市、大船渡市、陸前高田

市において、延べ１３人が給水活動に従事

しております。また、一般職員の災害派遣

としまして、２名の職員が３月２９日より

陸前高田市において、全国から送られてく

る救援物資の仕分け作業に従事いたしまし

た。 

 次に、物資の支援についてですが、３月

２３日に、大阪府の要請により、市が備蓄

している災害用の乾パン２，４００缶、ア

ルファ化米１，０００食、手指消毒アルコ

ール計１００リットル、マスク２万枚余り

を、被災地の救援物資として送付いたしま

した。また、５月９日には、鳥飼北小学校

から宮城県南三陸町志津川小学校へ、保護

者から学用品の提供を受け、上靴や傘、リ

コーダーや鍵盤ハーモニカなどを送付して

おります。 

 次に、義援金による支援といたしまして、

３月１３日から市庁舎や公民館等で義援金

箱を設置するとともに、イベント等で義援

金を呼びかけ、５月末で集まった義援金総

額は３，４２６万５，１３１円となってお

ります。また、別途、市より義援金として

５００万円を日本赤十字社に送付いたして

おります。 

 次に、摂津市へ避難されている方々への

支援といたしまして、市営住宅の提供、住

民票発行の交付手数料の減免や、妊婦、乳

幼児の健診、予防接種が可能であること、

また、国民健康保険や後期高齢者医療保険、

国民年金の保険料、上・下水道料金の減免

などを实施いたしております。 

 なお、５月末時点で摂津市内に避難され

ている方々は、１２世帯、２３名に上りま

す。内訳としまして、福島県５世帯、宮城

県３世帯、茨城県３世帯、千葉県１世帯と

なっております。 

 また、３月３０日に、東日本大震災の影

響を受け、多くの失業や離職が発生し、雇

用不安が増大していることから、職員採用

を１０月１日に前倒しし、１０人の採用に

対し、震災被災者支援を念頭に置いた採用

試験の实施を決定いたしました。その後、

採用試験の募集は５月２７日で締め切って

おり、事務系、技術系を含め、２００名の

応募のうち１１名が被災者でございました。 

 以上がこれまでの支援の経過でございま

す。 

 続きまして、今後の被災地の支援のあり

方についてお答えいたします。 

 東日本大震災は、３月１１日の地震発生

から先日の６月１８日で１００日目を迎え

ましたが、学校や公民館などで避難所生活

を強いられている方々は約４万１，０００

人、旅館やホテル、親族・知人宅などを含

む全避難者数は尐なくとも１０万人を超え

ている状況でございます。仮設住宅の整備

などが進まず、被災地の振興にはまだまだ

時間がかかる状況でございます。被災地か

ら大阪府市長会を通じて、被災当初は物資

の支援や短期職員派遣の要請がございまし

たが、現時点では、災害復旧に向けた専門

知識のある職員の中長期の派遣へと被災地

のニーズは変化しております。これら要請

に対し、４月１１日に庁内で派遣の希望調

査を行い、７１名の希望者がございました。

この調査をもとに、職員の職場状況や派遣

時期を勘案し、派遣要請に応えてまいりた

いとおります。 

 また、議会に上程しておりますが、一般

会計補正予算に計上しております８００万

円を義援金として日本赤十字社に寄附をす
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る予定でございます。また、摂津市内に避

難されている方々へも、引き続き細やかな

生活支援や現在の被災地からの情報を提供

してまいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 柴田議員。 

○柴田繁勝議員 それじゃ、２回目の質問を

します。 

 まず、竹の鼻ガードのことですけれども、

結果的には、現状のあのガードを拡幅する

ことは無理だと。しかし、吹操事業と合わ

せて、オープンカットできるようなところ

は、できるだけ地元と協議してやっていく

と、こういうことになるんだろうと思うん

です。 

 私は、まず一つ考えていただきたいのは、

あのガードの耐震性はどうなのか、それと、

あのガードの耐用、どれぐらいもつものな

のか。私が気がついた戦前から、あのガー

ドはあるわけです。もし、そのガードの中

で地震でも揺って、ガードが破損したりつ

ぶれたりして事故が起こったらどうなるん

だろうと、こういう心配もありますので、

当面は、今、この吹田市の吹操事業に合わ

せて拡幅はできないとしても、将来の展望

として、あのガードのあり方というものは

考えていただきたいということをお願いし

ておきます。 

 それから、もう一つは、冠水ということ

がよくあそこで起こります。やはり我々は、

大雤が降ったときでも冠水が尐ないように

するために、今回のこの改善の中で冠水な

どを尐しでも尐なく済むような方法がある

のかどうか、そのことは尐しご答弁をいた

だきたいと思います。 

 それから、ガードの中が非常に暗いんで

すね。最近は電気も尐し減らして、明かり

を減らして電源を節約するということです

けども、例えば、あのガードの壁に白いち

ょっと蛍光的なものを施すことによって、

ガードそのものを明るくしたら、通る人も、

また電気の量も尐なくて済むんじゃないか

と思うので、その辺はいかがでしょうか。

これも一度お尋ねしておきたいと思います。 

 それから、２番目の庄屋９号線の問題で

すけれども、これは、ご回答の中で、一度

調査してしかるべき方法をとっていただく

ということですから、ぜひお願いをしたい

と思います。ふたは、昔はふたをあけて掃

除をするという目的で、仮にふたをかけは

ったと思うんですけど、今まで過去に１回

でもふたをあけたことがありますかと聞い

たら、１回もありませんと言うんですよ。

それなのに、音は出るわ、欠けるわ、そし

て足はつまずくわというようなものだった

ら、もう本当に悪いことはあってもいいこ

とは一つもないんですよね。こういうのは

一日も早く改善してやるほうがいいと私は

思います。近所からも喜んでもらえると思

いますので、ぜひお願いをいたします。 

 それから、グリーンベルトのことですけ

れども、これも、やはりグリーンベルトの

あるところを通りますと、非常に何かこう

感覚的に通りやすいのと、ここはやっぱり

安全地帯だ、ここは通ってはいけないんだ

というめり張りがはっきりするので、やっ

ぱりあったほうがいいんじゃないかなと思

うんですが、ただ、費用の問題とか、グリ

ーンベルトが汚れてきたら、余計かえって

おかしいんじゃないかとか、いろいろなこ

とが出てくると思いますので、私は、その

辺は十分、今後、大きな課題としていただ

いて、しかし、他市がこのことでやってい

るんですから、摂津市もできればそういう

安全という考え方からグリーンベルト化を

促進してほしいというふうに思います。 

 それから、最後ですけれども、東日本の
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大震災のことで今日までの摂津市の取り組

みを、今、総務部長のほうから説明してい

ただいて、私たちのまちはよそに負けんぐ

らいやっているなと、こういうふうに思う

わけですけれども、なかなか市民の人に伝

わりにくいところもあるんでしょう。だか

ら、できましたら、こういうことを市民の

人に伝えていくようなものを何かつくれな

いのか。例えば、ＤＶＤでもつくって、自

治連合会の各支部の総会のときに、尐しそ

れを説明していく、今後の摂津市の課題は

これですというようなこともお知らせして

いくというようなものができないのかどう

か。また、ふれあいサロンなどでも１年に

１０回ぐらいサロンを開いておられますが、

そのうちの１回ぐらいは、こういうものを

提供していって皆さんに関心を持ってもら

うとか、こういうことはできないかなと思

うわけです。そういうことで、ひとつ何か

摂津市が発信していく中でできるようなこ

とがあったら、一度考えていただきたいと

思うわけです。 

 それから、もう一つは、摂津市は秋に農

業祭などをやりまして、いろいろなところ

から来ていただいて、即売会もしておりま

すが、今、東日本の地域では、農産物だと

か、また海産物、水産加工物がなかなか風

評被害などで販路を断たれているというよ

うなことも聞いております。これは気の毒

だからということで、他市では積極的にそ

ういうものを販売促進するというようなイ

ベントも組まれておりますので、できれば

そういうものも積極的に販売促進するよう

な方法ってできないのかどうか、こういう

ふうなことも考えますので、ひとつお考え

があれば教えていただきたいと思います。 

 ２回目は以上です。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いし

ます。都市整備部長。 

○小山都市整備部長 それでは、竹の鼻ガー

ドの質問に対し、ご答弁申し上げます。 

 竹の鼻ガードが以前に何回か冠水したと。

その改善策についてということであります。

過去に冠水した経緯はございます。そして、

現在、竹の鼻ガードの排水につきましては、

下水道本管に直結しているような状況でご

ざいます。その中で、恐らくごみがその取

水口のところで詰まって冠水するというの

が主な原因かと考えられますので、そこを

いかに改善するかということを今後検討し

てまいります。 

 それと、ガードの中が暗いということで、

白色などの塗装、あるいは照明について検

討できないかということでございますが、

現在、このガードにつきましては鉄道支援

機構が所有しておりまして、それを市の道

路課に移管手続きを行っている途中でござ

います。その中で、このことについても鉄

道支援機構と何らかの改良ができないのか

という協議も行っておりますので、照明に

ついても鉄道機構と協議して改善してまい

りたいと考えておりますので、よろしくお

願いします。 

○藤浦雅彦議長 総務部長。 

○有山総務部長 まず、１点目の、被災地の

状況などを市民に知らせるというか、理解

をしていただくために、そういう取り組み

はどうかということでございました。具体

にはＤＶＤというお話がございましたが、

私ども総務部所管の防災管財課のほうで、

市民向けに防災の出前講座というものをや

っております。これにつきまして、今現在

検討をしておるんですが、被災地に派遣し

た職員をもって、この出前講座に当たると

いったようなことはできないかというよう

なことを考えております。従前、防災管財
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課のほうでやっております出前講座につき

ましては、雤に対するものでございました

が、今度、被災地に行った、派遣した職員

につきましては、地震という大きな経験を

してきておりますので、そういったメニュ

ーを増やして市民と情報が共有できればと

いうふうに考えております。 

 次に、２点目の、被災地の応援をすると

いった意図から、被災地の農産物の農業祭

での販売による支援ということでございま

すが、農業祭では、实行委員会形式で協賛

自治体や農業協同組合などが野菜等の即売

会を行っております。ひとつ实行委員会の

ほうにこれらの意見をいただいたというこ

とで、趣旨を説明し、理解をいただき、働

きかけを行ってまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 柴田議員。 

○柴田繁勝議員 もう３分ほどしかありませ

んので、要望だけしておきます。 

 ちょっとこのごろ目も悪いので、十分言

うていることがまとまっているのか、自分

でもお粗末なんですけれども、ひとつよろ

しくお願いをしたいということと、先ほど、

ガードのことも、それからまた水路面のこ

ともご答弁いただきましたので、いい方向

に向けて頑張っていただきたいと思います。 

 それから、被災地でのことですが、きの

うも人間科学大学の先生でしたか、出て、

いろいろとラジオでその話をしていただい

ておりました。摂津市からもそういうふう

なことで出ていただいているんだなという

ことを聞いておりましたけれども、やっぱ

り現地と、そして、こちらとの間のギャッ

プというのが非常に多いそうですね。今、

約６５０人ぐらい、東日本から大阪府下に

子どもさんが学校へ行っておられる。なか

なかその中で意思疎通がしにくい。だから、

その辺をもっと十分に伝えていかなければ

ならない。うちも、今聞きましたら２３人

の方がおられる。その方々は、やっぱりこ

っちに来ているから、なかなか不満的なこ

とは言えないんだけれども、やっぱり何か

一つ持っていると。その辺をほぐしてあげ

る、いやしてあげるということも大事なの

ではないかなと思いますので、そういう

方々との会話なども今後進めていっていた

だけたらありがたいなというふうに思って

おります。 

 何せ、これから長い時間をかけてやって

いかなければならないことですし、私たち

もこの問題でどうしたらいいんだろうとい

うことで、それぞれの団体を通して、あち

らの情報なども聞いておりますけれども、

なかなか新聞やテレビで見ることはあって

も、直接な感覚というのは伝わってこない。

この間も、伝わってきた人の話を聞きます

と、まず、向こうへ行くんやったら覚悟し

て行きなさいよと。まず、においの問題。

あの瓦れきやとかいろいろなもののにおい

の問題に耐えられるかどうか、そのことが

一番大事なんですよなんていうことを言わ

れたんですけれども、確かに摂津市からも

何人の方も現地へ行って、いろいろと調査

をされた方も、先般、その報告も見せてい

ただきましたので、この問題は、ひとつ

我々の将来の日本の問題だということを肝

に銘じて頑張っていかなきゃいかんのだな

と思っておりますので、市のほうのお取り

組みも、その辺のことをよろしくお願いし

て、私の質問を終わりたいと思います。あ

りがとうございました。 

○藤浦雅彦議長 柴田議員の質問が終わりま

した。 

 お諮りします。 
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 本日はこれで延会することに異議ありま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

（午後４時２６分 延会） 

 

 

地方自治法第１２３条第２項の規定により署

名する。 

 

 

摂津市議会議長     藤 浦 雅 彦 

 

 

摂津市議会議員     森 西   正 

 

 

摂津市議会議員     嶋 野 浩一朗 

 



摂 津 市 議 会 継 続 会 会 議 録 
 

 

 

 

 

平成２３年６月２９日 

 

 

 

 

 

（第３日） 



平成２３年第２回摂津市議会定例会継続会会議録

平成２３年６月２９日（水曜日）
午前 １０時　　　　開 議

摂   津   市   議   会   議   場

１ 出席議員 （２２名）

　　１ 番　　村　上　英　明 　　２ 番　　本　保　加津枝

　　３ 番　　大　澤　千恵子 　　４ 番　　野　原　　　修

　　５ 番　　川　端　福　江 　　６ 番　　藤　浦　雅　彦

　　７ 番　　南　野　直　司 　　８ 番　　渡　辺　慎　吾

　　９ 番　　三　宅　秀　明 　１０ 番　　上　村　高　義

　１１ 番　　森　内　一　蔵 　１２ 番　　山　本　靖　一

　１３ 番　　弘　　　　　豊 　１４ 番　　山　崎　雅　数

　１５ 番　　木　村　勝　彦 　１６ 番　　森　西　　　正

　１７ 番　　嶋　野　浩一朗 　１８ 番　　柴　田　繁　勝

　１９ 番　　三　好　義　治 　２０ 番　　原　田　　　平

　２１ 番　　安　藤　　　薫 　２２ 番　　野　口　　　博

１ 欠席議員 （０名）

１ 地方自治法第１２１条による出席者

市 長 森 山 一 正 副 市 長 小 野 吉 孝

教 育 長 和 島 剛
市 長 公 室 長 兼
会 計 管 理 者

乾 富 治

総 務 部 長 有 山 泉 生 活 環 境 部 長 杉 本 正 彦

保 健 福 祉 部 長 福 永 冨 美 子 都 市 整 備 部 長 小 山 和 重

土木下水道部長 藤 井 義 己
教 育 委 員 会
教 育 次 長 兼
次 世 代 育 成 部 長

馬 場 博

教 育 委 員 会
教 育 総 務 部 長

登 阪 弘
教 育 委 員 会
生 涯 学 習 部 長

宮 部 善 隆

水 道 部 長 宮 川 茂 行 消 防 長 北 居 一

１ 出席した議会事務局職員

事 務 局 長 寺 本 敏 彦 事 務 局 次 長 藤 井 智 哉

事務局総括参与 野 杁 雄 三

３−１



１ 議　事　日　程

1， 一般質問

　三　宅　秀　明　議員

　安　藤　　　薫　議員

　嶋　野　浩一朗　議員

　弘　　　　　豊　議員

　原　田　　　平　議員

2， 議 案 第　３０号 平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第１号）

議 案 第　３１号 平成２３年度摂津市水道事業会計補正予算（第１号）

議 案 第　３２号 平成２３年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

議 案 第　３６号 摂津市暴力団排除条例制定の件

議 案 第　３７号 摂津市奨学資金条例を廃止する条例制定の件

3， 農業委員会委員推薦の件

4， 議会議案 第　　９号 当面の電力需給対策に関する意見書の件

議会議案 第　１０号 激甚災害法改正を求める意見書の件

議会議案 第　１１号 公立学校施設における防災機能の整備の推進を求める意見書の件

議会議案 第　１３号 地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書の件

議会議案 第　１２号 子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌の３ワクチンの定期接種
化を求める意見書の件

１ 本日の会議に付した事件

　　日程１から日程４まで

３−２



 

 

３－３ 

（午前１０時 開議） 

○藤浦雅彦議長 ただいまから本日の会議を

開きます。 

 本日の会議録署名議員は、柴田議員及び

三好議員を指名します。 

 日程１、一般質問を行います。 

 まず最初に、理事者から昨日の大澤議員

の一般質問に対する答弁の中で、一部訂正

したい旨の申し出がありましたので、発言

を許可します。市長。 

  （森山市長 登壇） 

○森山市長 おはようございます。 

 貴重な時間を済みません。きのうの一般

質問で、大澤議員の質問にお答えいたしま

した際に、中学校給食の件でアンケートの

数字をお話ししたと思いますけれども、

「アンケートの調査によりますと、９割の

子どもが給食がよい」と私は言ってしまっ

たようでございまして、給食じゃなくて

「お弁当がいい」と答えているということ

ですので、訂正させていただきます。どう

ぞよろしくお願いします。 

○藤浦雅彦議長 ただいまの発言訂正を許可

します。 

 それでは、順次質問を許可します。 

 三宅議員。 

  （三宅秀明議員 登壇） 

○三宅秀明議員 おはようございます。 

 ３月１１日から１００日以上が経過をい

たしました。今、改めて犠牲になられた

方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、

被災された皆様に心からお見舞いを申し上

げます。ひところよりは日常の回復にまつ

わる情報も多く伝わるようになってきてお

りますが、東京電力福島第一原子力発電所

の事故も綱渡りの対忚が続いていることを

かんがみますと、まだまだ事態は復旧段階

にあるものと感じます。 

 ６月２日、ボランティアの調整のために

被災地へ向かわれる方に同行する形で、幾

つかの被災地を訪問いたしました。バスが

津波による被災地域に入ったとき、倒壊、

流出した建物や家財道具が散乱している姿

が本当に突然目の前に広がりました。あの

日から３か月弱が経過していましたが、目

に映る光景は現実のものとは思えず、同行

していただれもが茫然となり、しばらく無

言が続いたことを強く覚えています。そし

て、幾つかの被災地を回る中、地域によっ

て復旧・復興事情が全く違うことを改めて

感じました。一昼夜続いていた津波や多発

火災という極限状態を何とか乗り切った人

からお話を伺うと、肉体的にも精神的にも

限界以上に消耗された様子が痛いほど伝わ

り、その上、さらに自分たち中心での復旧

を余儀なくされた状況がどれほど過酷なも

のであったか、皆さんの沈黙が雄弁に語っ

ていました。 

 最近は、原発事故の推移や節電問題が話

題の中心となり、被災地の現状を伝えるニ

ュースはあまり聞かれなくなっていますが、

２７日の時点でも７，３０５名の方々が行

方不明であり、また、詳細な数を把握する

のは困難なほどの方々が厳しい避難生活を

送っておられます。３月１７日に放映され

たビデオメッセージにおける天皇陛下のお

言葉からも読み取れますように、被災地の

復興のため、自分たちにできることは何な

のか、あるいは復興のため、これからの日

本のために我々は何をなすべきなのかに強

く思いをいたしながら質問本論に入ってま

いります。 

 第１点目は、東日本大震災を踏まえた災

害対策についてであります。 

 まず、第１項目めの各種「想定」の見直

しについてでありますが、最近１年尐々の
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世界を見渡してみますと、昨年の１月には

３０万人を超える方々が犠牲になったハイ

チ大地震、２月にはチリ中部、１０月には

インドネシアのスマトラ南部で、いずれも

津波を伴う地震が発生し、今年の２月に発

生したニュージーランドのカンタベリー地

方の地震では、多くの日本人も犠牲となり

ました。また、昨年は、春以降、中国、パ

キスタン、タイ、スリランカで水害が相次

ぎ、年末には、昨日、パイフィンチ市長か

らごあいさついただいたバンダバーグ市を

含むオーストラリアのクイーンズランド州

で、同国史上最大の水害が発生しました。

なお、中国は、国内各地で深刻な干ばつに

も見舞われています。また、今年の４月に

は、アメリカ中南部を史上最大規模の竜巻

が襲いました。さらに昨年は、我が国でも

猛暑でしたが、ヨーロッパ諸国やロシア、

アメリカやオーストラリアも記録的な猛暑

に見舞われており、小麦をはじめとする世

界の食糧事情に深刻な影響を与えています。 

 我が国におきましても、今は東日本大震

災一色ですが、今年初めには鹿児島県の新

燃岳が爆発噴火し、大量の火山灰による被

害が発生しましたし、ごく最近は、本日も

そうですが、気温の急激な上昇や東北・九

州地方を中心に局地的な豪雤が発生してい

ます。以前参加した研修会におきまして、

講師の方が災害の狂暴化やリスクの多様化

について指摘されていましたが、こうした

「史上最大」が多発する現状においては、

どこに想定の軸を置くかが難しくなってま

いります。今は津波についての論点が中心

ですが、きのうの議論でもありましたよう

に、上町断層帯も注意せねばなりませんし、

豪雤対策も重要です。昨日、木村議員が質

問で取り上げておられましたが、関西大学

社会安全学部の河田恵昭教授などは、「起

こり得る最大級」を想定の基準にすべしと

もおっしゃっています。こうした点につき、

防災計画見直しのプロセスとともに、地元

意見の提供をどう考えるかについてお伺い

いたします。 

 第２項目めは、さまざまな機関や団体と

の連携についてであります。 

 今回の大震災におきましては、発災当初

から全国各地、世界各国からさまざまな支

援が届けられました。台湾のように国家の

規模と比較して巨額の義援金を送ってくれ

た国があったり、また、オーストラリアや

ニュージーランドなど、災害からの復旧・

復興途上にある国から支援部隊が来てくれ

るなど、数え上げれば切りがありません。

国内におきましても、消防をはじめ、さま

ざまな組織が迅速に支援に向かいました。

あの日、中央環状線を無数の消防車が走っ

ていく姿を見て、きずなというものの重要

性を再認識いたしました。これほどの規模

の災害になりますと、そうしたきずな、連

携の重要性が一層高まってまいりますが、

こうした組織以外、例えば大学やＮＰＯ、

自治会などとの連携は、現状どのようにな

っているのでしょうか。特に自治会は自主

防災との関連もあります。加入率と併せて

の検討が重要になってまいりますので、お

伺いいたします。 

 第３項目めは、情報や経験の共有につい

てであります。 

 今しがた申し上げましたように、本市か

らその日のうちに消防の皆さんが支援に向

かわれ、水道や一般行政職の皆さんも順次

支援に行かれました。先だっては、支援に

行かれた消防職員の方からの報告会を開催

していただきましたが、発災当初の現地で

活動されたことは、救急救助の面などにお

きまして大変に重たく、貴重な経験になっ
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たことと思います。また、水道や一般行政

事務の支援に行かれた皆様も、それぞれに

さまざまな経験をし、思いを抱いて帰って

こられたことと思います。そうした情報や

経験は、消防、水道、一般行政の枠にとら

われず、広く職員の皆さん全員で共有され

てしかるべきものと考えますが、いかがお

考えでしょうか。 

 第２点目は、節電についてであります。 

 関東での電力不足が関西にも波及し、全

国的にこの夏は節電が必須と言われ、テレ

ビや新聞などでは連日節電に関する報道が

なされております。本市のセッツ電隊の結

成が発表された翌日には、関西電力さんが

１５％程度の節電を呼びかける記者会見を

行われました。環境家計簿をはじめ、本市

はこれまでさまざまな省エネに取り組んで

きていると承知をいたしており、今回のセ

ッツ電隊発足や１５％という目標数値も、

これまでの延長線上にあるものと確信をい

たしております。しかしながら、セッツ電

隊の活動開始は１３日でありましたので、

ともすれば関西電力の呼びかけにいち早く

組織をあげて呼忚したような格好になって

おります。この点で誤解をされている方も

それなりにおられます。改めまして、本市

における節電、省エネの経緯について、確

認の意味を込めてお伺いいたします。 

 １回目は以上です。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いし

ます。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 東日本大震災を踏まえた災

害対策について、各種「想定」の見直しに

ついてのご質問にお答えいたします。 

 本市の水害等の情報提供をしてはどうか

というご質問でございますが、まず、国の

中央防災会議や大阪府の専門家会議など、

今後、防災計画を策定するという場合、地

元でのタウンミーティングや地元懇談会、

計画立案過程のパブリックコメントを行う

ことが通例となっております。このような

ことから、私どもといたしましても、事前

に地元の高齢者等の体験を聞き取るなど、

地元や経験者ならではの情報を国・府に提

供していけるよう努力をしてまいりたいと

考えております。殊にパブリックコメント

は、個々人で対忚いただくより、基礎自治

体である摂津市としての考え方を述べるこ

とにより、国・府としても的確な処理を求

める結果になると考えております。 

 さまざまな機関や団体との連携について

のご質問についてお答えいたします。 

 連携についてでありますが、現在、災害

時相互忚援協定は、京都府向日市、奈良県

桜井市、滋賀県草津市の３市と結んでおり

ます。民間事業所等は、災害時相互協力に

関する覚書を市内郵便局と、災害時支援協

定をコカ・コーラウエスト株式会社と、災

害時忚急対策業務協定を摂津市建設業協会、

北摂建設業協同組合、摂津市造園業協同組

合と、災害復旧活動協力を摂津市建設事業

組合、摂津市水道工事業協同組合、大阪エ

ルピーガス協会三島支部摂津部会と結んで

おります。学校等の鍵の管理に関する覚書

を摂津高校と、それぞれ締結いたしており

ます。旧小学校区の１２地区におきまして、

自主防災組織で訓練等を実施いただいてお

ります。 

 今後は、市内の企業や大学との防災協定

の締結に向けて努力してまいりたいと考え

ております。自治会に加入していない方々

につきましては、自主防災の必要などを広

報などで周知し、加入促進に向け努力をし

てまいりたいと考えております。 

 情報や経験の共有についてのご質問にお



 

 

３－６ 

答えいたします。 

 本日まで被災地へ派遣いたしました職員

は、水道職員１３名、消防職員１６名、一

般職員２名の合計３１名を派遣いたしてお

ります。現在まで派遣職員の情報や経験に

つきまして、三役と市防災担当者への報告

を行ってきたところでございます。今後、

全職員に共有するために、報告会等を開催

するなど、情報を共有する手法について考

えてまいります。 

 節電についてのご質問にお答えします。 

 節電の経緯でありますが、平成２３年３

月１１日に発生いたしました東日本大震災

の津波によりまして、東京電力福島第一原

子力発電所で、大気中に大量の放射性物質

が放出された事故を起因に、中部電力浜岡

原子力発電所の全面運転停止が決定されま

した。この決定は、国内の原子力発電につ

いても見直しが必要とされることが必至で、

国内で電力不足が懸念される事態となって

おります。 

 本市におきましては、平成１３年度から

エコオフィスを推進してまいり、平成１６

年度から環境家計簿の取り組みを行ってお

ります。また、市長が提唱されております

人間基礎教育には節約というものもござい

ます。従来のＣＯ２削減という環境問題の

取り組みについて、大震災を期に防災所管

として電力問題の観点から節電の取り組み

をすると決めたものでございます。今後、

電力需要が増加する夏場に向けまして、緊

急的な節電対策を全庁的に職員が一丸とな

って取り組むものでございます。 

○藤浦雅彦議長 三宅議員。 

○三宅秀明議員 いずれもお示しをいただき

ました。 

 １点目の「想定」の見直しについてであ

りますけれども、本市を含めまして淀川水

系流域は、従前から水害との闘いの歴史で

ありました。こちらに幾つかの資料がある

んですけれども、明治の１８年、大正の６

年、そして昭和の２８年のそれぞれの水害

を総称して「淀川三大洪水」と言われてお

るそうでございます。殊に大正６年は大塚

切れという時代があり、広く大阪市域まで

洪水が及んでいたと聞いております。また、

昭和２８年の水害においては、大阪府の対

忚について地元から意見が噴出したとも聞

いております。 

 今回、地元からの情報を国や府に提供し、

的確な処理を求めるというご答弁でござい

ましたので、早急にそういったものが実現

されるよう、要望いたしたいと存じます。 

 次に、さまざまな機関や団体との連携に

ついてでありますけれども、既に自治体を

はじめ、さまざまなところと協定を結んで

おられるとのご答弁でございました。新し

く企業や大学との防災協定の締結というこ

とをお示しになられましたけれども、どう

いった内容でそういったものを締結されよ

うとしているのか、お伺いをいたしたいと

存じます。また、自治会に関しましては、

やはりできたからすぐ機能するものではあ

りませんので、そういった現在と将来を見

据えたスケジュールで適切な対忚、これを

要望したいと思います。 

 三つ目の情報や経験の共有についてであ

ります。共有の手法について考えていくと

いうご答弁でございましたので、もはやそ

の方向性については固まっているものと理

解をいたします。次はそのタイミングが重

要になってくるのかなという気もいたしま

すが、特に、地域防災計画の見直しが昨日

から議論されておりますけれども、その際

に、今回被災地のほうへ忚援に行かれた職

員の方々、また、地元のさまざまな災害を
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経験された方々からご意見をいただく、ま

た、それを参考にするという点も重要かと

思いますけれども、そういった点について

はどのようにお考えでしょうか。お伺いを

いたします。 

 第２点目の節電についてであります。 

 これまでの省エネについての経緯をご説

明いただきました。昨日、上村議員の質問

にもございましたが、これから電力、エネ

ルギーについては、「双方向性」が重要な

テーマとなってこようかと思います。そう

なれば、スマートメーターはもちろんのこ

とですけれども、スマートグリッドという

手法が取り上げられてこようかと思います。

このスマートグリッドについては、まだま

だこれからという概念でございますけれど

も、摂津市としてしっかりと研究を深め、

その取り組み方についてもこれから勉強を

重ねていくべきではないかと思います。ま

た、それと併せて、新エネルギーについて

同じく取り組みを始める必要もあるのかな

というふうに思います。太陽光、太陽熱等、

いろいろありますけれども、摂津市のよう

な規模の自治体においては、一つマイクロ

水力発電が可能性として考えられると思い

ます。これについて、例えばモデルケース

として、民間企業に摂津市でこうした事業

の試験を行ってはどうですかというように

提案を行うこともできようかと思います。

こうした、一つは節約・節電、もう一つは

新エネルギーにまつわる発電、いわばオイ

ルショックの後に策定されたサンシャイン

計画やムーンライト計画のようなものを摂

津市として取り組んでもいいかなという気

がいたします。先ほどのスマートグリッド、

またマイクロ水力発電、この辺についてご

見解をお伺いしたいと思います。 

 以上、２回目といたします。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いい

たします。総務部長。 

○有山総務部長 市内の企業や大学との防災

協定に向けて努力をしたいという発言をい

たしました。その内容はいかにということ

でございますが、大規模災害時の避難所の

提供、避難支援活動ということがまず１点

かと思います。市内にあります企業もしく

は大学に大規模な洪水等が発生しました場

合、その発生の危機から逃れるために、周

辺住民の避難場所として施設への受け入れ

及び市民への安全な避難について協力をい

ただくということが一つの内容になると思

います。 

 ２点目には、企業で生産されております

ものによりまして、例えば食料の提供をい

ただくでありますとか、そこに勤められて

おる方々によるライフラインを確保するた

めに協力をいただくでありますとか、そう

いう企業がお持ちの専門能力を生かした協

力をいただくということが２点目になろう

かと思います。 

 それから、３点目には、市内公共施設の

忚急対策を実施するに当たり、当然、本市

のみだけでは十分処置できない場合に、企

業の動員、あるいは学生さんの協力を得る

というようなことでございます。この件に

つきましては、関東地方の自治体で大学と

協定をし、あるいは企業と協定をしている

例もございますので、私どもとしても、こ

れから取り組んでいく課題として進めてい

きたいというふうに考えております。 

 それから、情報や経験の共有について、

方向性はわかったけれども具体にどうして

いくのかというお問いでございますが、今

後、摂津市防災計画の修正時におきまして、

水害等の市の歴史を踏まえ、また、過去の

災害等の地元経験者や今回被災地へ派遣し
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ました職員の意見を取り入れるなどの工夫

をし、見直しに当たりまして検討をしてい

きたいと思っております。 

 それから、次にスマートグリッドについ

てでございますが、電力の流れを供給・需

要側の両方から制御し、最適化できる送電

網、専用の機器やソフトウェアが送電網の

一部に組み込まれているスマートグリッド

について研究を深めてはとのご質問でござ

います。本市の事業所としての規模は、大

きな電力を使用する製造業とは異なり、電

力消費の大部分はエアコンなどでございま

す。スマートグリッドに取り組むには、現

在、一部ガスによる冷暖房を行っておりま

すことから、これらの機器の改修時期を勘

案しながら検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 トイレ及び台所の水の流れを利用するマ

イクロ水力発電などにつきましては、クリ

ーンなエネルギーであることは承知してお

りますが、どのぐらいの費用でどのぐらい

の電力が得られるのか、費用対効果、経済

性など不透明な部分も多く、これから多様

な発電機器が開発されることも予想されま

す。それらを含めて、本市の公共施設に利

用する余地があるのか研究してまいりたい

と考えております。 

○藤浦雅彦議長 三宅議員。 

○三宅秀明議員 ２回目の質問にご答弁をい

ただきました。 

 ２点目の連携について、防災協定の内容

についてご紹介をいただきました。場所の

提供でありますとか物資の提供、人員の提

供、最も災害のときに必要なることかなと

思います。これを締結されるのはもちろん

重要なことでありますが、先ほども申し上

げましたように、やはりその提携をした後、

どのようにそれの実効性を担保するかが大

事になってきます。先ほど自治会について

申し上げましたけれども、今、南千里丘を

はじめとして各地で新しいコミュニティが

誕生しております。そういったところでは、

人と人とのつき合いがまさにこれからにな

ってきます。こうした災害のときには、先

ほども申し上げましたけれども、人と人と

の関係がどのようにあるかが、その後の復

旧・復興に大きく影響してまいります。こ

の協定の提携が有意義な結果につながるよ

う、本来であれば、そういった災害が起こ

らないことがベストですけれども、そうい

うわけにはいかないと思いますので、将来

をしっかり見据えながら対忚に当たってい

ただきたいと要望いたします。 

 次に、情報と経験の共有について、今後

の地域防災計画見直しに当たって取り入れ

ていくというお答えでございました。これ

は非常に有意義なご答弁であるというふう

に受けとめております。そして、やはりこ

れもタイミングが重要になってきまして、

いかに早く、また充実した内容で盛り込む

かが大事になってきます。この地元の情報

というものは、今回の東日本大震災の津波

で、岩手県の普代村というところでは、明

治の三陸大津波のときの被害を教訓に、昭

和の時代の村長さんが高い防潮堤を築かれ、

また、消防団員さんが、当時、命をかけて

水門を閉めに行かれたことが、その村民の

皆さんの救助に大変役立ったという状況も

あります。地元情報とかつての経験をしっ

かりと生かした充実したものができるよう

要望いたします。 

 そして、節電についてであります。 

 スマートグリッド、またマイクロ水力発

電についても、これからの話でございます

ので、今、明確なお答えがないのかなとい

う気もいたします。それはそれでもちろん
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当然でございますので、これからの推移を

しっかりと見ながら、摂津市としてどのよ

うな方向性がいいのかを検討していただけ

ればなと思います。 

 そして、この節電に関しまして、市長に

最後にお伺いをいたしたいと存じます。 

 今回の節電につきましては、これまでの

取り組みの延長の一つではあります。しか

し、一方、大停電の回避という側面もあり

ます。私たちのこれまでの生活が意外と脆

弱な基盤に立脚していたのかなという気も

いたしますし、そういった点から、これは

先の河田先生もおっしゃっていましたが、

この需要と供給、需要に忚じて供給力を増

加していくという現代のシステムが転換期

を迎えているのではないかという意見もご

ざいます。摂津市として、地方自治体のレ

ベルではありますけれども、例えば、一つ

は過去の太陽エネルギーの貯金と言える化

石燃料を緩やかに使い、現行を緩やかに続

けていくのか、また、一方、江戸時代のよ

うな一次産業を重視するライフスタイル、

すなわち今でいうところのスローライフや

ダウンサイジングのようなライフスタイル

に緩やかに移行していくのか、この２点の

方向性について、これから取り組んで検

討・議論をしていくべきではないかという

意見がございます。今申し上げましたよう

に、あくまで自治体レベルでございますが、

昨今の電力事情、本日、まさにこの瞬間、

関西電力さんの株主総会が行われておりま

すが、昨日来の各地の株主総会でもさまざ

まな意見が出ておるようでございます。そ

ういった点も踏まえまして、今回はあくま

で「節電」というテーマではございますけ

れども、今後の大きな政策の一つになるよ

うな気もいたしますので、市長のお考えを

お伺いいたしたいと存じます。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 市長。 

○森山市長 三宅議員の質問にお答えをいた

します。 

 今、質問の内容が非常に幅の広い質問に

なっておりますので、明確な答えになるか

どうかわかりませんけど、日本社会、よく

「平和ぼけ日本」というような、この表現

が適当かどうかわかりませんが、そういう

表現がなされることがありますが、その中

でも関西、特にこの大阪は非常に災害が尐

なくて、穏やかな地域で、私はよく「平和

ぼけ大阪」というようなことを防災訓練の

とき等々に言うんですけれども、空気も水

も電気も使いっ放しといいますか、使い放

題、別にだれも気にとめない、そんなこと

が日常生活、当たり前のようになっていま

すね。 

 そんな中で、今回、東北地方で原子力発

電の事故が起こりました。これもよく言っ

ているんですが、地震も津波も天災、原子

力発電の事故は人災と。人災は人がとめな

くてはならない。とめられるはずでありま

すけれども、結果的にはとめられない。戦

後の日本、便利さ、科学の進歩にあぐらを

かいてきて、ああ、ええな、ええなで来た

と思うんですね。ついに技術、科学の進歩

が人の能力を超えてしまったと言ってもい

いと思います。そういうことで、便利さ、

そして科学の進歩にあぐらをかいている間

の一方で、人の命等々、大切なことを忘れ

てしまっていたのではないかという今回の

事故は警笛を与えたと思っています。我々

もこの小ちゃな自治体ですけれども、まち

づくりを行っていく上において、今回のそ

ういった教訓をもう一度しっかりチェック

せないかんなと私自身も思っています。 

 そこで、今、いろいろご指摘があったと
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思いますけれども、摂津市においては、

日々人間基礎教育の中の一つに節約という

のがあります。これは、環境イコールであ

ります。電気に限らず、何か災害が起こっ

たとき、即対忚できるには、そのときに何

ぼ考えても、何ぼ手を打ったって、まあま

あ大きな効果にはつながらないと思います

ね。日々の心の備え、そしていろんな対策、

これの積み重ね、これがとっさのときに大

きな結果につながるわけでございます。 

 そういう意味では、今、よく売れている

本に、「いつでも防災」という本が売れて

いるそうです。何かといえば、いろんな取

り組みがありますけれども、日ごろの「こ

んにちは」、「おはようさん」、「ありがと

う」といった人と人との隣近所の会話、ま

ずこれに尽きると、その本は締めくくって

おるようでございます。災害が起きますと

３日間はだれにも頼れない、自分たちで何

とかしないと、地域で何とかしないと。ま

ずここを間違ってしまうと、自治体・府・

国が来てもどうにもならなくなってしまう

わけであります。今回の原子力発電なんか

は、ある意味で初動的な取り組みに大きな

失敗があったと言われておりますけれども、

原子力発電まで大きな話は我々自治体では

言えないですけれども、我々の自治体とし

てできることを、日ごろ、本当に身近な身

近なところで、やっぱり「いつでも防災」、

あらゆる面で心がけていく、これに尽きる

と思います。 

 今おっしゃった発電、新たなるエネルギ

ーにつきましては、いろんな取り組みがあ

りますが、もう既に市内の大企業の中では、

この震災後、即自家発電のことに取り組ま

れて、もう機能しつつあるとお聞きをいた

しておりますが、我々もそういった取り組

みについて、大企業はもちろんですが、中

小企業でもそういう取り組みの姿勢があれ

ば、やっぱりできるだけバックアップする、

そんな姿勢も考えていかなくてはならない

と思います。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 三宅議員の質問が終わりま

した。 

 次に、安藤議員。 

  （安藤薫議員 登壇） 

○安藤薫議員 おはようございます。 

 それでは、順位に従いまして、通告の３

件につきまして一般質問を行いたいと思い

ます。 

 最初に、教職員、講師不足による教育現

場への影響と子どもの学習権保障について、

お聞きしたいと思います。 

 今年初めの朝日新聞に、「先生休むと代

わりがいない、不足、昨年度は８００件以

上」、こんなショッキングな記事が報道さ

れました。非常勤講師や定数内講師の問題

と併せまして、子どもの学習権にかかわる

大変深刻な事態、記事だと感じています。

摂津市の小・中学校においても、欠員の先

生の補充がなかなかできないという事態が

起きていると聞いておりますけれども、現

状はどのようになっているのか、また、こ

の間の推移と併せてお答えください。 

 二つ目に、就学援助金制度につきまして

お伺いいたします。 

 就学援助制度は、子育て支援策として教

育にかかわる保護者の経費負担の援助をこ

れまで行ってきました。その根本は、「義

務教育は無償」の原則だと思います。しか

し、この間、第４次行革として、その見直

しが検討されています。私たちは、議会ご

とにこの就学援助金制度の充実の問題を取

り上げて、就学援助金制度の認定基準の引

き下げは行わず、充実を求めてまいりまし
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た。見直し内容については、これまでの答

弁では、経済状況や子育て世代の低所得化

に対忚するため、基準額を引き下げ、それ

を財源に、より援助を必要とするところに

重点的に配分するというものでありました

が、和島教育長が３月の文教常任委員会で

も、１年かけて平成２４年度に向けて制度

設計をしていきたいというお答えでありま

した。改めて、この就学援助金制度の見直

しについて、どのように進めようとしてい

るのか、具体的にお答えいただきたいと思

います。 

 三つ目は、安心の救急医療体制をつくる

ための摂津市の取り組みについてでござい

ます。 

 住民の命、安全を守るのは、自治体の一

番の仕事です。医療を受ければ助かる命、

これが救急医療体制の不備によって命を落

とすということがあっては絶対なりません。

これは当然のことだと思います。救急医療

予算の抑制ではなく、充実、施設の拡充こ

そ必要だと思いますが、どのようにお考え

なのか。３月、摂津市の議会でも千里救命

救急センターへの支援事業継続を求める意

見書が全員賛成のもと採択されました。千

里救命救急センターに対する大阪府の年間

３億５，０００万円の支援事業、これを存

続すべきだというものでありますが、大阪

府は、こうした摂津市議会や摂津市民の意

思に反して、３月末をもって３億５，００

０万円の支援事業を廃止してしまいました。

さらに、財政構造改革プランの中で、摂津

市の三次医療機関である三島救命救急セン

ターをはじめ、府内の救急医療体制の維

持・確保のための予算も抑制していくとい

う方針が示されているわけです。北摂地域

は、大阪府下のほかの地域と比べると、三

次医療機関が比較的集中しているというふ

うに言われておりますが、この間の医師不

足によって、地域の二次救急医療体制が崩

れ始め、救急車がせっかく来てくれても、

搬送先を決めかねて現場からなかなか発進

しないというところを多くの住民が見てお

ります。住民の不安が大きくなっています。

救急医療の現状、千里救命救急センターへ

の支援事業の復活、三島救命救急センター

の拡充について、最も市民に近い摂津市と

して、主体的にどのように取り組んでいこ

うと考えておられるのか、救急医療の現状

と併せましてお答えいただきたいと思いま

す。 

 １回目は以上です。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いい

たします。教育次長。 

  （馬場教育次長 登壇） 

○馬場教育次長 質問番号１番、本市におけ

る講師不足の推移と現在の状況についての

質問にお答えいたします。 

 現在、大阪府全体では小・中学校の講師

が不足しており、特に中学校の理数系の教

科や国語において講師を確保するのが難し

い状況が続いております。本市でも、今年

度当初、常勤講師では中学校国語２名、理

科１名、非常勤講師では中学校社会２名、

理科１名の欠員がございました。昨年度当

初も、常勤講師では中学校数学１名、非常

勤講師では中学校国語１名、社会１名の欠

員があり、２年続けて中学校では欠員が生

じたスタートとなっております。 

 今年度の欠員解消のため、大阪府内だけ

ではなく、近隣府県の教育委員会や大学の

就職課に職員が出向いて情報提供を求める

とともに、大阪府教育委員会の講師登録者

や、さらには退職した教師にも再三問い合

わせをいたしました。その結果、常勤講師

２名、非常勤講師２名の配置ができました
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が、中学校国語の常勤講師１名、理科非常

勤講師１名については、現在も配置に至っ

ておりません。引き続き欠員の解消に向け、

全力で取り組んでまいります。 

 この講師未配置の対策といたしまして、

当該校では担当する教科の担当教員の持ち

時間を増やして対忚しております。また、

講師の未配置により、一部の学校で授業を

自習にする状況が見られましたが、現在で

はそのような状況は解消いたしました。し

かし、生徒や保護者の皆様に大変ご迷惑を

おかけいたしたと認識いたしております。 

 教員の欠員や講師の未配置の状況は、他

の教師の負担増につながることのみならず、

児童・生徒の学習権にもかかわるものであ

り、このような状況を解消するのみではな

く、発生することのないよう、情報収集や

大阪府教育委員会との連携強化に努めてま

いりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 教育総務部長。 

  （登阪教育総務部長 登壇） 

○登阪教育総務部長 就学援助金制度につい

てのご質問にお答えいたします。 

 本市における就学援助制度につきまして

は、経済的理由により就学が困難な児童・

生徒の保護者を援助するという制度の本来

趣旨にとどまらず、広く子育て支援策とし

て実施してきた経過がございます。このた

め、認定率は４０％近くになっており、全

国的に見ても突出した率となっております。

第４次行財政改革実施計画における本制度

の見直しにつきましては、原則として、制

度の本来趣旨に沿った形での運用を考えて

おり、その内容といたしましては、認定の

ための基準額を引き下げることを考えてお

ります。これは、市全体としての行財政運

営の状況のもとに判断しておりますが、現

下の社会経済状況におきましては、民間給

与所得者の低所得化が特に若年層で著しく

進んだこと、また、離婚率についても上昇

している傾向があり、これまでより手厚い

援助の必要な方が増えております。また、

現在の援助費の内容と実際に義務教育に係

る諸経費等を比較しますと、負担感が大き

いと思われる方が増えていると考えられま

す。したがいまして、基準額を引き下げる

とともに、より援助を必要とする方には新

たな支給費目を加えるなど、制度本来の趣

旨のもとで手厚い制度へと転換してまいり

たいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 消防長。 

  （北居消防長 登壇） 

○北居消防長 安心の救急医療体制をつくる

ための摂津市の取り組みについてのご質問

にお答えをいたします。 

 まず、平成２２年中の搬送状況でござい

ますが、搬送人員３，６８１人のうち、市

内医療機関への搬送は１，２４３人で、全

体の約３３％、残る６７％、２，４３８人

が市外医療機関への搬送となっております。 

 救急事案の各地から病院収容までの時間

は、全国平均で３６分でございますが、本

市におきましては２９分と比較的スムーズ

に搬送ができております。救急搬送が困難

な科目としまして、小児外科、産科、脳神

経外科、精神科等で、市内に対忚可能な医

療機関がなく、結果、市外医療機関への搬

送となるため時間を要しております。 

 現場滞在時間が長い救急搬送の理由とい

たしましては、傷病者が飲酒による酩酊状

態でありますとか、精神科領域の患者で意

思疎通が図れなく、かかりつけの病院がな

い傷病者などが受け入れの承諾が得られず、

結果として現場滞在時間の延長となってい

るのが現状であります。 

 平成２２年中の三次医療機関への搬送は
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９２人で、全体の約２．５％でございまし

た。医療機関別にお示しいたしますと、三

島救命救急センターに４８人、済生会千里

病院救命救急センターに２２人、大阪大学

附属病院高度救命センターに１４人、その

ほか関西医科大学附属滝井病院６人、枚方

病院２人、総計９２人となっております。 

 平成２２年中の三次医療機関への受け入

れ不可となった件数は３３件で、その理由

といたしまして、ベッド満床１６件、処置

中９件、専門外４件、処置困難１件、その

他３件となっており、ベッド満床と処置中

で全体の約７６％を占めるものでございま

す。また、今年度４月１日から６月２０日

までの受け入れ不可件数は１件でございま

した。 

 次に、救急搬送を円滑に実施するための

取り組みでございますが、消防と医療機関

の連携を推進し、傷病者の症状に忚じた救

急搬送及びその受け入れをより適切かつ円

滑に行うために、三島医療圏内の二次医療

機関と消防本部を対象とした傷病者の搬送

及び受け入れの実施基準が、三島保健医療

協議会医療部会と三島地域メディカルコン

トロール協議会において策定されまして、

今年度４月１日から運用に至っております。

この基準に基づき、搬送先を検索すること

によりまして、今まで長時間を要していた

事案を減尐させることに期待するものであ

ります。 

 そのほか、従前からの取り組みといたし

ましては、リアルタイムな医療機関情報を

把握するため、市内医療機関の情報はもと

より、大阪府内医療機関の情報システムや

特殊疾患対忚医療機関の情報を活用いたし

まして、的確な医療機関へできる限り短時

間のうちに搬送するよう努めているところ

でございます。 

○藤浦雅彦議長 保健福祉部長。 

  （福永保健福祉部長 登壇） 

○福永保健福祉部長 千里救命救急センター

への支援事業と三島救命救急センターの拡

充についてのご質問にお答えいたします。 

 大阪府からの千里救命救急センターへの

支援事業は、府立千里救命救急センターが

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済

生会へ移譲された際、円滑に運営できるよ

う、両者の覚書に基づき、平成１８年度か

ら２２年度までの５年間の運営補助として

実施され、昨年度が最終年であったと伺っ

ております。これは、民営化に伴う一時的

補助金の部分で、経常的な運営補助であり

ます救命救急センター体制整備事業の補助

につきましては、三島救命救急センターも

含め、大阪府下四つの救命救急センターに

対し、継続交付されております。本市とい

たしましては、広域的観点から、この経常

的な運営補助の充実を、市長会を通して要

望しているところでございます。 

 三島圏域の救急医療体制につきましては、

摂津市、高槻市、茨木市、島本町の３市１

町の実務担当者で立ち上げました三島二次

医療圏救急医療検討会において、一次、二

次、三次の救急医療の状況を共通認識し、

長期的な視点に立った課題解決の方策の協

議を行ってきているところでございます。 

 今年度は、これまでの検討内容を踏まえ、

三島圏域の保健医療体制について、総合的

に検討する場である大阪府主催の三島保健

医療協議会に検討状況を報告し、大阪府や

三島圏域の救急指定病院、医師会、歯科医

師会、薬剤師会などの方々と、三島圏域で

の救急医療体制のあり方をさらに検討して

まいる予定でございます。 

 同時に、三島二次医療圏救急医療検討会

におきましては、昭和６０年に開設されま
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した三島救命救急センターにつきまして、

設立後２６年が経過し、施設の老朽化や耐

震のハード面の課題、また、医師、看護師

の安定した確保などソフト面の課題を抱え

ており、三島救命救急センターのあり方に

ついて検討していくこととなっております。 

 今後も住民に必要な救急医療を将来にわ

たって安定して提供できる望ましい救急医

療体制の確保に向け、関係機関と連携しな

がら検討・研究してまいりたいと考えてお

ります。 

○藤浦雅彦議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 講師不足の件を、２回目、質

問します。 

 今、年度当初からの欠員補充されないま

ま新年度を迎えているという大変深刻な状

況をご報告いただきました。学校現場にお

きましては、やはり子どもたちの日々の学

習活動に穴をあけてはいけないということ

で、欠員があっても、今いる先生の中で工

夫をして努力されているということは十分

理解できるわけですが、この４月スタート

に、今、尐しご報告もありましたけども、

ある中学校では４月当初から３年生の授業

で自習が続くというような事態も発生して

いるわけです。また、今いる先生の中で補

充をし合いながらということでありますが、

欠員は、補充のための先生ということでは

なくて、学校の授業を行っていく上では必

要だと制度として認められている先生が欠

員しているというわけですから、例えば、

学校の授業を進める中で、国語の尐人数授

業をやろうというときに、本来、１人しっ

かりとした欠員なく配置されているならば、

尐人数授業が可能なのにもかかわらず、加

配といいますか配置がされていないことに

よって尐人数授業がうまくできなくなる、

もしくは先生の過重負担によって支えなけ

ればいけないというような事態になってい

るというのであれば、ひいては子どもの学

習権を侵害するものにつながると思うわけ

です。どうしてこうした教師不足、講師不

足が起きているのか、その背景をどのよう

にお考えなのか、また、その背景はありな

がらも、子どもたちの学習権を保障する上

で、摂津市の教育委員会として主体的にど

んなことができるとお考えなのか、その点

についてお聞かせをいただきたいと思いま

す。 

 続いて、就学援助金制度のほうに移りま

す。 

 ご答弁のほうは、この間、議会ごとに就

学援助金制度の質問をしてきまして、まる

でコピー・アンド・ペーストをしているよ

うなご答弁で変わっておりません。そこで

ちょっとお伺いしたいんですけども、摂津

市には総合計画と整合性を持っている子育

てのための計画がございますね。次世代育

成支援後期行動計画も示されております。

その中に、「子育てに伴う経済的負担の軽

減」という項目があります。８７ページで

す。どんなふうに書かれているのかご存じ

でしょうか。ご存じだと思いますので読み

ます。「子育てに伴う経済的負担の軽減策

として、摂津市では従来より積極的に就学

援助制度に取り組み、現在では、就学援助

制度における認定率は、大阪府下で最も高

く、広く子育て支援施策として定着してい

ます」と書かれています。その後、乳幼児

医療助成について触れながら、まとめとし

て、「後期計画においても、手当の支給や

医療費の助成、就園、就学に係る助成に取

り組み、経済的負担の軽減に努めていきま

す」というふうに書かれています。先ほど

のご答弁では、４次行革のもとで経費の削

減をしなければいけないと。そのためには
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所得基準を切り下げていく、４０％で非常

に突出した認定率だから、それを下げなけ

ればいけないというようなことでありまし

たが、その下げなければいけないというと

ころが、どのぐらいの人に影響があるのか

ということは、この間、正式には示されて

いませんし、この次世代育成支援計画の理

念とも相反するものだと思うわけです。そ

の点はどうご説明をされるでしょうか。次

世代育成支援計画のほうを変更する考えな

のでしょうか。その点についてお聞かせを

いただきたいと思います。 

 次に、救急医療に移ります。 

 ご答弁をいただきましたが、命を守る最

後のとりでである救急医療、結局この問題

は、受け入れ先の充実いかんにかかわって

いる問題なのではないかなというふうに思

うわけですね。救急体制について、いろい

ろ情報を集めて、不備なく救急医療機関ま

で送り届けようという努力はよくわかりま

す。しかし、その受け入れ側のほうが医師

不足によって受け入れられない。今、２２

年度の数字をご報告いただきましたけども、

１２５件、三次救急医療に対して搬送依頼

をした中で、９２件受け入れ、３３件が断

られる、４人に１人は最後のとりでである

三次医療機関から断られてしまう、たらい

回しによって奈良県の妊婦さんが命を落し

たという痛ましい事故が起きました。その

後も同じような事件が相次いでいるわけで、

ここにこそ行政としてしっかりとした責任

を果たすことが必要だと思います。第一義

的には、もちろん国の医療政策であって、

医師不足を放置してきた、ここに問題があ

るわけです。そして、広域の救急医療体制

の第一義的な責任は大阪府にあるわけで、

摂津市としては国や大阪府に対してしっか

りと物を言っていただく必要があると思い

ますが、同時に、摂津市として摂津市民の

命を守るという点で、今、お話もありまし

たが、三島救命救急センター、こちらも単

独型の小規模な救急医療機関ということで、

非常に受け入れのパイが小さくなっていて

断らざるを得ないという実態が起きている

わけです。１市３町でいろいろ協議会も持

たれていると思いますが、その中で、摂津

市としてどのような役割を果たすのか、ど

のような発言をしていくのか。施設の拡充

であるとか、二次、三次を含めた医療体制

をどのように三島医療圏で確立していくの

か、財政的な援助も含めて積極的に発言を

していっていただきたいと思いますが、そ

の点のお考えをお聞かせいただきたいと思

います。 

 併せまして、この３月末で支援事業が廃

止された千里救命救急センター、今の実態

はどうなっているのでしょうか。質問に先

立って、いただいた資料によりますと、平

成２３年の４月１日から６月２０日までの

三次医療機関搬送数、通年を通しますと一

番多いのは高槻市の三島救命救急センター

ですが、２番目に多かったのは千里救命救

急センターでした。しかし、この３か月弱

では、一番多いのは今までどおり三島救命

救急センター、１１件ですけども、今まで

２番だった千里救命救急センターに至って

は１件ということになっています。支援事

業の廃止が、こういった救急搬送に影響が

出ているのではないかと推測するわけです

けども、その点はどういう実態になってい

るのか、把握されておりましたら併せてご

答弁をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いい

たします。教育次長。 

○馬場教育次長 講師不足の背景、理由及び
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教育委員会としての対忚についてのお問い

についてお答えさせていただきます。 

 まず、講師不足の背景でございますが、

年度当初のいわゆる本務者の教員の欠員数

の多さと、学習指導要領の改訂及び指導改

善加配の教科の変更等の影響が考えられま

す。毎年行われます大阪府の教員採用選考

の合格者が全員大阪府に採用されましても、

いわゆる団塊の世代の教師の大量退職を充

足するだけの採用数が、今現在確保されて

おりません。また、選考では、いわゆる講

師枠が設けられておりまして、これまで講

師で勤めていただいた人材が本務者の教員

に合格し、本務者として配置されるために、

さらに新たな講師を確保するというケース

も増えております。また、学習指導要領の

改訂によりまして、例えば中学校では数学、

理科の授業時数が増加し、理数系の教員が

さらに必要な状況も生じております。さら

には、新しい学習指導要領のキーワードで

あります「言語活動の充実」をより一層推

進するために、指導改善加配の教科を新た

に理科から国語へ変更することなども、こ

こ数年進められてまいりました。そういっ

た影響。それ以外に、大阪府の教育委員会

のさまざまな施策の中で、多くの非常勤講

師の配置をいただいておりますが、常勤講

師の確保が困難な中、非常勤講師の確保は

さらに厳しい状況でございます。本市教育

委員会では、本市独自の課題対忚のために、

小学校１年生等学級補助員や学校読書活動

推進サポーターの配置など、本市独自の施

策を主体的に進めてまいりました。しかし、

根本的な教職員の配置や採用の課題は、ま

ずは国や大阪府が取り組むべきものである

と考えております。 

 国の教職員の定数改善計画の拡充及び３

５人学級の小・中学校の全学年での実施に

よる教員定数の確保や必要な講師を確保す

るため、大阪府教育委員会での講師登録の

システムの改善も早急に必要であると考え

ております。このような点について、本市

教育委員会では、都市教育長協議会や、都

市教職員人事主管課長会を通じて、今後も

粘り強く国や府へさらに強く要望を続けて

まいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 教育総務部長。 

○登阪教育総務部長 それでは、就学援助の

２回目の質問にお答えしたいと思います。 

 次世代育成計画との関連についてでござ

いますが、まず、就学援助制度そのものに

ついてでございますが、就学援助につきま

しては、国及び地方公共団体に責務がある

ことが教育基本法に明記されております。

しかし、平成１７年度のいわゆる三位一体

改革で、国はこれまでの就学援助に対する

取り組み姿勢を一層後退させまして、準要

保護者に対する就学援助費が一般財源化さ

れました。これによりまして、市の負担は

さらに増え、本来の姿であります国が事業

費の２分の１を補助する場合と比較します

と、平成２１年度実績では、市の持ち出し

超過負担が約６，９００万円となっており

ます。ほぼ市の単独事業と言って差し支え

のないような状況となっております。 

 このように、国が本来果たすべき役割を

放棄しているような状況の中で、市が国の

肩がわりをして、就学援助制度の本来の趣

旨を超えて、子育て支援の考え方に立って

対象者の枠を大きく広げていくことについ

ては、非常に厳しいものがございます。 

 また、次世代育成計画にもありますよう

に、その一方で、子育て支援に対する市民

のニーズは幅広く、取り組むべき施策は多

いと認識しております。高まる保育や学童

保育の需要への対忚、家庭や地域における
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子育て機能の低下への対忚、子育て問題を

抱える親に対する支援の強化等による虐待

防止、学校においてさまざまな問題を抱え

る児童・生徒、そして保護者への対忚など、

多くの課題への対忚が求められております。

また、子どもの学習環境をよりよくしてい

くとともに、学校の耐震化工事など、子ど

もの安心・安全を守るための喫緊の課題も

ございます。 

 このような状況に対し、機構改革により

子育て支援の担当が教育委員会に一元化さ

れたのを受けまして、今後は、就学前から

小・中学校までの施策の連続性に配慮しな

がら、べふこども園の整備や教育研究所と

家庭児童相談室の連携など、これまでの施

設や機関の枠組みを超えた取り組みが重要

になってまいります。これらさまざまな事

業のこれからの展開を想定する中で、今回、

改めて就学援助制度における市の果たすべ

き役割を整理して、制度改正を行い、その

財源を他の子育て支援施策にシフトするも

ので、子育て支援施策の充実に資するもの

となるよう努めてまいります。 

○藤浦雅彦議長 保健福祉部長。 

○福永保健福祉部長 まず、三島医療圏域の

救急医療体制の充実に市はどのような姿勢

で臨むのかということでございますが、こ

こ数年の救急医療体制の課題を深刻に受け

とめて対策を検討してまいっているという

ところでございます。先ほど申し上げまし

た三島圏域３市１町が集まりました三島二

次医療圏救急医療検討会も、昨年６回の会

合を持ちまして、現状を深く分析するとと

もに、今後の体制のあり方等を検討してい

るところでございます。その検討会の今後

の予定でございますが、今年度、さらに、

特に三島救命救急センターのあり方を検討

しまして、具体的に三島圏域での三次救急

の施設のあり方等も検討していく予定とな

っております。今後、この３市１町の検討

会は、３市１町ともに非常に前向きに検討

しているところでございますので、その中

における摂津市のあり方等も検討を深めて

いきたいと考えております。 

 次に、救急搬送の件数でございますが、

千里救命救急センターへの救急搬送状況に

つきましては、平成２１年、２２年ともに

２２件でございました。平成２３年は、議

員ご指摘のように、４月以降は１件のよう

でございますが、１月から６月１９日まで

の約６か月間では１２件となっており、昨

年同様か、ちょっと増えているというよう

な状況でございます。千里救命救急センタ

ーのスタッフ体制や事業の実施状況等を関

係機関に確認いたしましたが、体制の変更

や事業の縮小はなく、従来どおり運営され

ていると伺っております。この件につきま

しては、引き続き搬送状況や運営体制につ

いての情報の収集に努めて経過を見守って

まいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 ちょっと質問したことにお答

えいただきたい点もありますが、併せて質

問します。 

 教員不足、講師不足による問題でござい

ます。摂津市として、小１の援助員やスク

ールソーシャルワーカー、それからスクー

ルカウンセラーなどなど、学校の学習課程

以外のところで子どもたちをフォローして

いく、サポートしていくという体制に人員

配置をされているということについては、

よく理解をしているわけですが、学習をす

るという学校本来の役割を果たすところで

人が埋まっていないという問題は、本当に

重大な問題だと思います。学力が非常に叫

ばれております。そして、ご説明いただき
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ましたけども、学習指導要領も、小学校の

ほうでは本格的に新学習指導要領がスター

トしていると、中学校でも始まるという点

では、どんどん授業の中身も変わってきま

すし、コマ数も増えてくると。まさにその

担い手である先生たちが健康で、そして子

どもたちとのふれあいの時間、授業の準備

の時間を保障しながらサポートしていくと

いうのが教育委員会の役割で、学力である

とかさまざまな問題というのは、その後つ

いてくる問題だと私は思うわけですけども、

教育長、どうでしょうか。お考えをお聞か

せいただきたいと思います。 

 それで、教員は、大阪府のほうが主に役

割を果たしているわけですけども、この間、

大阪府も含めて、摂津市もそうですが、定

数を削減していくという改革が進められて

きました。大阪府でも公務員の数が多いと

いうことで、公務員はただ削減をしていく

というような行革が進められてきているわ

けです。大阪府の場合ですと、府庁の部局

は９万人の中の約１万人だと言われていま

す。残りの圧倒的多数は、子どもたちと向

き合う学校の先生であったり、地域の安全

を守る警察官なわけですね。職員を削る、

公務員を削るということになれば、当然学

校の先生を削る、地域のお巡りさんの数を

削るということになってくるわけですね。

そういった大阪府や大阪府の教育委員会の

やり方に、ただ唯々諾々と従っているとい

うことであれば、摂津市の教育委員会とし

ての子どもたちに対する責任を果たしてい

るということにはならないというふうに思

いますけども、その点についてもお聞かせ

ください。 

 そして、今、尐し触れましたけども、先

生たちの多忙化というのは非常に大きな問

題になっていると言われています。多忙化

が進む一方で、子どもとふれあう時間であ

るとか授業の準備をする時間というのは増

えていない、その他のさまざまな時間によ

って時間が取られてしまっている、本末転

倒な状況にあるというアンケートの調査結

果が行われています。当初から始まってい

る欠員、そして、こうした多忙化の中で体

を壊したり、メンタル・ヘルスの面でお休

みをされるような先生が増えていく中で、

さらにそこへの補充もままならないという

ような事態、悪循環になってしまっている

のではないかなというふうに思うわけです

ね。そういう点でいうと、学校の先生たち

というのは子どもたちを前にしてほったら

かしにすることはできないわけで、目の前

の課題に対しては本当に一生懸命になって

突き進むと私は理解しているわけです。そ

う信じているわけです。そうした上で体を

壊すということになってしまえば、これも

また問題であって、学校の先生たちの多忙

化の問題についても、やっぱりきちんと把

握をしていかなければいけない。それをも

って、国や大阪府に対して教職員の採用を

増やすこと、それから、国の正規採用が尐

ないのであれば、大阪府単独で加配をして

困っている市町村の学校に配備をさせる、

そのぐらいの気迫を持って訴えてほしいと

思うわけですけども、その点についてもお

聞かせをいただきたいと思います。 

 就学援助金制度についてであります。い

ろいろお話をいただいて、教育の現場は経

済的な問題も含めていろいろ課題があると

いうのは、よく私も理解しているわけです

が、次世代育成計画の中で、いろいろ経費

がかかるという実態のもとで次世代育成支

援後期行動計画が立てられていると。しか

も、今、ご説明がありました、本来の趣旨

にのっとったものにするんだということで
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ありますけども、私はそれはくみしません

が、義務教育は無償であるということで、

より広く就学援助金制度を広げるべきだと

思いますが、仮に今、部長がおっしゃった

ように、本来の趣旨にのっとって、本当に

困っているところだけに重点的にやるとい

うようなやり方をするのであれば、今まで

は、おっしゃる本来の趣旨以上に広げて、

子育て支援策として広げて、広く定着され

ているんだと書いてありました。その広く

定着している問題と、この４次行革とのか

かわりで減らしていくということで、大き

くそこに食い違いが生じているわけで、そ

の点はどのように説明をされるのか。次世

代育成支援後期行動計画については事情が

変わってきましたと、４次行革のほうが上

に立つものですから、これは変更させても

らいますというのか、その点についてしっ

かりとご答弁をいただきたいというふうに

思います。 

 救命救急医療についてですけども、これ

も、やはり一時的には国、それから大阪府

の責任であると思いますが、同時に、先ほ

ども申し上げましたように、摂津市が３市

１町の三島医療圏の中でどう充実を果たし

ていくのかということで、もっと主体的に

いろいろ覚悟を持って臨む必要があるので

はないかなと思うわけですね。一つは、三

島の救命救急医療、非常に手狭になってい

たり、それから施設構造の問題などもあっ

て、やはり拡充していかなければいけない

というような議論になっていくんだと思い

ます。摂津市も、この三島救命救急センタ

ーについては、搬送人員などに合わせて一

定の補助金、約３００万円ほどだったでし

ょうか、支出をされておりますけども、基

盤整備を含めて、運用面、基礎的な部分に

ついても財政的な措置も含めて議論をして

いく必要があると思うわけです。財政危機

と言われている中で、市民の命と健康を守

る、この救急救命医療の問題について、摂

津市も財政支出も含みながらきちんと発言

をしていくのか、併せて、千里救命救急セ

ンター、１月から６月は昨年と変わらない

というお話でありますが、支援事業が廃止

になった４月以降は１件と急減しているわ

けで、現状、現地が仮に今のところ大丈夫

ですといっても、数字としてはあらわれて

いることになっているわけですから、復活

という点では、支援事業を復活させようと

いう思いをきちんと伝えて、大阪府や、そ

して三次医療の救急のさまざまな場所で発

言をしていただきたいと思うわけですね。

その点では、やはり市長がそういった立場

に立って、千里の支援事業の復活、それか

ら三島の拡充について、財政的な面も含め

て頑張るんだというような思いをお持ちな

のかどうか、その点についてお答えをいた

だきたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いし

ます。教育長。 

○和島教育長 それでは、講師不足の現状に

つきまして、３回目に私のほうからご答弁

をさせていただきたいと思います。 

 今、ご質問の中にもありましたように、

学校現場で教員定数に欠員が出ているとい

うことについては、私も大変危惧の念を持

って見ております。一日も早く欠員補充を

していきたいという思いでございます。 

 それで、その確保ですけれども、先ほど

大阪府の職員定数の減とか、いろんなこと

が今、行われているということでございま

すけれども、予算的には、大阪府のほうで

は正規の定数の予算化は確保されていると

いうことでございます。ただ、そのときに、

一方で正職員を雇用していっていただいた
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ら一番いいんですけれども、片一方ではや

はり資質の確保というのが大きな問題にな

っています。せっかく先生になられても１

年以内にやめていかれる方、あるいは学校

現場に来られて、よくこの議会でも問題に

なっておりますけれども、指導力が不足し

ているんじゃないかというような先生もお

られますから、その辺のバランスが非常に

難しいんだろうなと思っています。それで、

大阪府と話をしていましても、やはり競争

率といいますか、忚募してくれる人が３倍

を超えていないとしんどいんだということ

もございます。それで、大阪府も人をでき

るだけ集めるということで、東京とか九州

とか全国各地のほうへ人を派遣して募集を

かけていると。その中で集まってきており

ますけれども、やはりその中でも十分に確

保できていないのが現状です。それで、講

師につきましても、大阪府も、先ほど言い

ましたように定数の予算確保はしていただ

いておりますけど、それを確保するのを、

大阪府のほうには、先ほど説明がありまし

たけれども、リストもありますし、そうい

う中から各市が独自に探してきてほしいと

いうのが原則になっています。ただ、それ

が非常に難しくて、さっきの答弁の中にも

ありましたように、他府県のほうの教育委

員会のほうにも出かけるとか、いろんな努

力をしていますけども、現在、そのような

欠員状態が起こっている場合があるという

のが現状でございます。 

 それで、もう１点の教職員の多忙化の問

題ですけれども、このことにつきましても、

各学校では多忙化に向けて校長面談等をし

ていましても、会議の精査をする。異動な

んかを行いましたら、新しい校長先生が一

つの学校へ行ったら、えらい会議が多いな

という学校もあるようです。そういうとき

には、やはり会議のもっと精査をして、短

い時間でやっていくとかいう問題、いろい

ろ努力はされています。 

 それと、もう一つは、今、各学校、授業

改善の取り組みが非常に進んでいます。で

すから、このことについては、先生方が授

業が終わった後、いろんな研究発表に向け

てとか、授業改善に向けて、どういう授業

をしていったら子どもたちにとって力がつ

いていくんだというような日々の授業改善

の取り組み、そういうことが以前と比べた

ら非常に増えてきているということもござ

います。ただ、それは、授業改善でも私は

いろんな若い先生ともお話ししますけれど

も、若い先生方は非常に前向きに、それを

多忙とは思わずに一生懸命やっていただい

ています。ですから、それが、その学校の

すべての先生方が意識改革もして、みんな

で組織力をあげて授業改善、子どもたちを

育てていくというふうにできるだけ持って

いけるようにということも必要かと思って

おります。 

 もう１点は、これはいろんなところで問

題になっておりますけど、やはり若い先生

方にとって苦労しておられるのは保護者対

忚です。やっぱりいろんなところで若い先

生は経験不足ですから、授業研究なんかは

熱心にやりますけど、保護者対忚になって

きますと非常に難しい面もある。そういう

ことで、一つの問題が起こったときには、

その日一日、放課後、夜まで走り回るとい

うことも出てまいりますし、ですから、そ

れにつきましても、私はやはりベテランの

先生方がカバーして、校長、教頭、管理職

はもちろんですけれども、いろんな先生方

が学校組織としてそういう問題に対しても

対忚していく。いろんなことを、今、学校

改革を進めていますけれども、そういうこ
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とが、これまでの個人プレーといいますか、

個人で対忚していくことから、やはり学校

組織をあげてやっていくということ、組織

力を上げていくということが非常に大事だ

と思っておりまして、学校現場とも、校長、

教頭ともそういう話を進めさせていただい

ていると、そういうような現状でございま

す。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 教育長、質問者のほうから、

本市の子どもたちの教育に責任を持つとい

う立場から、大阪府とか国に対してどうい

う働きかけをしていくかということのお問

いがありますが。教育長。 

○和島教育長 これにつきましては、先ほど

の答弁の中にもありましたけれども、都市

教育長協議会もありますし、教職員担当課

長会もあります。そういう中で今の現状は

訴えてもおります。そしてまた、三島の人

事担当者会議、あるいは三島３市１町の教

育長が集まって、府の教職員課のほうから

も参りますし、いろんな場面で今の現状を

訴えて、何とか解消していってほしいとい

うことをこれまでも強く要望しております

し、今後もそれへの理解、協力を求めてい

きたいと、そのように考えております。 

○藤浦雅彦議長 教育総務部長。 

○登阪教育総務部長 就学援助制度について

ご答弁申し上げます。 

 現在、国のほうでは就学援助の認定基準

額を明確には示しておりませんけれども、

国のほうでは、大体４人家族のモデルケー

スで収入換算をしますと３５０万円程度を

考えているというふうに言われております。

現在の本市の状況は、４人家族のモデルケ

ースで収入換算しますと５３５万円程度に

なっております。また、国の経済産業省の

ほうの調査によりますと、平成２１年の時

点で２人以上世帯の３０歳代の年収分布の

山につきましては、４００万円から大体４

５０万円というふうになっております。今

回、もし制度見直しに当たりましても、こ

のあたりの数字については、４人家族では

ございますが、クリアをしていくような形

で考えております。したがいまして、この

間の経済的な状況を含めた社会的な状況の

変化の中で、これまでの広くという対忚で

はございませんけれども、決して子育て支

援というのを放棄したわけではなく、引き

続き、国基準を上回る層につきましても、

市の責任として対忚してまいるとともに、

先ほど申し上げましたように、より支援の

必要な方に厚い支援ということで、新たな

費目をつけ加えていきたいと、そういうふ

うに考えております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦議長 市長。 

○森山市長 安藤議員の質問にお答えをいた

します。 

 先ほど来、いろんな問題についてお取り

上げでございますが、学校づくりにしまし

ても、健康づくりにしましても、摂津市だ

けの問題じゃなくて、各自治体が抱える非

常に難しくも大切な課題だと思っています。

最近、地方分権がよく言われます。どんど

ん権限が移譲されてきておりますけれども、

ふたをあけてみますと、結局は地方転嫁と

いいますか、地方負担になってしまってお

ると思います。で、最終的には末端自治体、

特に弱い人にそのしわ寄せがどんどん行っ

てしまう、そういう傾向がなきにしもあら

ずだと、そんなことを国に言うんじゃなく

て、自治体に何とかせえということで、い

ろいろご指摘がされていると思います。 

 そこで、救命救急センターの話なんです

けど、まちづくりのイロハのイは安全・安
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心だと思いますが、その中でも健康づくり、

健康あっての物種であります。ところで、

摂津市は、今年度、まちづくりの主要テー

マに「健康」を掲げました。ご案内のとお

り、南千里丘の駅の真ん前に立派な保健セ

ンターをつくることができました。また、

今年度、新しく男性の前立腺がん、これが

新規となりまして、六つのがん、これの定

期検診の無料化等々、いろんな取り組みを

しておるところでございまして、健康づく

り、国の役割、都道府県の役割、末端自治

体の役割、いろいろあると思うんですけれ

ども、私は、この１０万人未満の小ちゃな

自治体として、保健所もない、支所もない、

そんな中で、末端の自治体としての健康づ

くりの役割というのがあるんですが、それ

はしっかりと目を向けておると思っていま

す。国も大阪もちょっとおかしいん違うか

というふうな話になってしまうんですが、

愚痴を言っても始まりませんので、その話

は横へ置いておきますけれども、そんな中

で、末端の自治体としてどうしたらええん

かということで、これはご指摘されるまで

もなく、日々真剣に取り組んでおるところ

です。特に医療を取り巻く状況は容易なら

ざるものがあります。このままいきますと

三次救命救急はパンクしてしまうことはも

う目に見えておると思います。 

 先ほど来、担当からお話ししております

けれども、三島地区には、大阪府はみんな

あるんですが、各医療関係、行政関係、す

べての方が集まっていただく保健医療協議

会というものがございます。そこで何度も

何度もこの話が出てまいります。先の保健

協議会でも、私のほうからこの問題につい

て、あえて発言をいたしました。大阪府の

担当官に、主導権を握る大阪府として、こ

の医療の実態について一遍話をしてくれと、

ここはどうなるんだと、イロハのイのよう

な話をいたしましたが、その中で、最終的

に三島地区の救命救急医療センター、これ

をさらに充実したものをつくっていかない

と、もうどうにもならない。で、何度も話

が出ていましたけれども、関係者間での専

門部会での報告を受けまして、私は、３市

１町の行政はもちろん、医師会ともどもに

力を合わせて、尐々の財政負担があっても、

この問題については一生懸命取り組まない

かん、そういう意思は表示をいたしており

ます。 

 ただ、私どものまちは、この三島地区で

も、非常に財政的にも、いろんなことの規

模からいいますと非常に小ちゃいわけであ

りまして、小ちゃくても魂は大きいものは

持っていますけれども、主導権を握ってこ

の問題をやるというわけには、ほなやって

みいということになってしまいますので、

できませんが、これからもこの必要性、そ

して、本当にこの問題について真剣にみん

な取り組んでいこうと言い続けてまいりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。

（「議事進行」と木村勝彦議員、安藤薫議

員呼ぶ） 

○藤浦雅彦議長 木村議員。 

○木村勝彦議員 安藤議員が冒頭に、教職員、

講師不足について、年度当初から自習が続

いている実態があるということを質問され

ました。それに対して、部長の答弁を聞い

ておりますと、やはり人事権は大阪府にあ

って、摂津市ではどうにもならないという

ような感じを受けました。さらにまた教育

長の答弁を聞いておりますと、大阪府でも

どうにもならんから、摂津市でも何か考え

てほしいということで、他府県にもあれし

ているけれどもうまくいかないというよう

な答弁があったんですけれども、さすれば、



 

 

３－２３ 

そしたら質問者が言われた冒頭の年度当初

から自習が続いているような実態は一体ど

うなってんねんと、そのことが解消された

のかどうかということの答弁も返っており

ません。そういう点では、議長のほうで答

弁の調整をお願いしたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 安藤議員、議事進行、どう

ぞ。 

○安藤薫議員 議事進行なんですけども、今、

木村議員からも出していただいているんで

すけども、多忙化の問題で、教員は授業改

善で多忙化だと思っていないと。多忙化で

ないということは、今、私の質問のほうで

は、先生は目の前の課題に対して一生懸命

やられるのは当然で、だからこそ多忙化に

よってメンタルな面であるとか体調を崩し

て、年初当初でも欠員が出ているのに、年

度途中で病気で休まざるを得ない人が出て

きて、そこに補充もままならないというよ

うな事態になりかねないので、多忙化の問

題についてどうお考えなのかと。その点は、

個々の現場の努力とか意欲だけに頼ってい

たら問題なので、じゃ、それは労務管理を

する摂津市の教育委員会としてどうなのか

という点での質問ですので、そういうこと

を聞きたかったんですけども、その点をち

ょっとお願いしたい。 

 そして、もう一つは、就学援助のほうな

んですけども、国のほうの国庫補助がどう

とかということは織り込み済みの議論をし

てきたはずなんですよ、私たちは。その上

に立って、次世代育成支援後期行動計画と

いうのが立てられて広く定着していると、

今後も続けていきたいということで行動計

画のほうに書いてあるんですね。そうする

と、４次行革でやることと次世代育成支援

後期行動計画との、ここにそごが完璧に出

ちゃうわけなんですよ。次世代育成支援も

就学援助もどちらも教育委員会所管ですよ

ね。当初、こども育成課が中心でしたけど

も、当時も教育委員会が入ってやっていた

わけですから、当事者として、片や今まで

の子育て支援策、広く定着しているものを

今後も続けますと行動計画で広く市民に知

らせながら、実際やっていることは、行革

だからということで、広くやるのをやめて

集中させていきますということで、全然方

針が違うわけですよ。そのそごはどう考え

ているんですかと、どっちかを変えるんで

すかということで聞いているんです。それ

が質問の趣旨ですので、その点、しっかり

と答弁していただくようにお願いします。 

○藤浦雅彦議長 教育長。 

○和島教育長 今の教職員の多忙化の問題で

ございますけれども、まず、先ほどの部長

の答弁にもございましたように、まず最初

に指摘されました自習をやっているような

状況には今はなっていないと。それは、同

じ教科の教師が、その時数、その一コマを

カバーしているのが現状であるということ

でございます。そのことが、私は学校現場

をいろいろ見ておりまして、本当に教職員

が足らない、今も話がありましたけれども、

年度途中でメンタルで休まれるとかいうの

は、いろんな原因がございます。いろんな

原因がございますけれども、私は、現場の

先生方を見ていたら、本当に授業改善のた

めの取り組みとか、そういうことについて

は、私は多忙だとは思っておられないんじ

ゃないかなと思っています。いろんなほか

の要因で非常に時間的に追われているとい

うことが、若い先生でしたら、先ほど言い

ました保護者対忚とか、自分が経験したこ

ともない、自分より年かさのいった方とお

話しする。だから、今の現状を見たら、そ

ういうことを解消していくのに、先ほど言
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いましたように、やっぱり学校組織をあげ

て１人の先生がつぶれないようにカバーし

ていくということしかないんじゃないかな

と思っております。（「本末転倒やな」と呼

ぶ者あり） 

 それで、もう一つは、本当に今、教師不

足といいますか、講師が来てもらえないよ

うな状況になっていますけど、されば、そ

したら摂津市が予算を出して独自に教職員

を、よそでやっているところもありますけ

れども、雇えるのかというと、それでも予

算を上げても、やはり人が絶対数がいない

というような現状でありますので、それを

何とか大阪府も含めて努力して解消してい

くしか今現状ないのかなと思っています。

ですから、先ほど言いましたように、私は

大阪府に最初に正規職員をもっと採ってほ

しいというふうなことも言っておりますけ

ど、やはり資質の問題、あるいはこれから

近い将来に子どもの数が減ってくるときの

対策もあると思います。以前のような加員

対策でみんなに迷惑をかけた、そういう時

代も、そういうことを見越した中で、今、

定数を決めていっているんだと私は理解し

ています。大阪府のほうも、やはり子ども

たちの教育の充実のためには、府独自でそ

ういう法定内の先生の数以外に、加配とし

て児童生徒支援加配とか生徒指導上の加配

とか、あるいは尐人数授業のための先生の

配置とか、そういう予算的には大阪府のほ

うでも配置しておりますけれども、何度も

言いますけれども、全国といいますか近隣

他府県にも行っておりますけれども、それ

がどうも集まってこないというのが現状で

あります。 

 それと、就学援助制度の問題ですけれど

も、先ほど次世代育成計画というお話で、

経済的に困っている子どもたち、その子た

ちの教育を確保していくためにということ

で、経済的な支援もしていくということで

すけど、私は、あの計画とそんなにそごを

来しているとは思っておりません。という

のは、本当に困っている方に対して新たに

費目を上げて支援していこうということで

す。私は、この制度、以前にもお話しした

かもしれませんけど、やはり年間収入が五

百二、三十万円の方、そこまで広げて、今

の時代、国のほうも一般財源化している中

で、市がそれを全部抱えていくということ

は非常に難しいんだろうなと思っています。

それが４０％近い。ですから、１００人の

子どもがいる学校で、１００人で４０人の

方が対象となる、その補助制度が果たして

いいのかどうか、それが次世代育成計画と

そんなにそごを来しているかというのは、

私は、あそこに書かれている経済的負担の

支援を本当に困っている方にしていくんだ

ということではないかなと思っています。 

 そして、私は、先ほど部長も答弁してい

ますように、今の時代、これからもですけ

れども、子育て支援策をいろんなところで、

先ほどいろいろ２３年、２４年のお話もし

ておりますけれども、経済的だけじゃなく

て、やはり支援策をもっともっと充実して

いく必要があると思っています。そのとき

には、今の現状からいえば、見直すべきと

ころは見直して、その財源を新たな施策に

充てていくということも必要かなと思って

います。これは一つの例で、よく言うんで

すけども、ここで小学校統廃合の論議もい

ただきましたけれども、いろんなご意見を

いただきましたけれども、そこから生まれ

てきた財源が、今の皆さん方に喜んでいた

だいている小学校１年生の学級補助員、あ

るいは小・中学校の図書活動支援員、ある

いは学習サポーターとか、いろんなところ
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でその財源を充てて新たな市独自の制度が

生まれてきているということですから、私

は、子育て支援の場合も、そういう考え方

も一部取り入れていかないと、すべて広げ

て、次はもっと底深くいけといっても、な

かなか今の財政状況の中では難しい。です

から、私は、おっしゃっておりますけども、

次世代育成計画の計画はこのまま推進して

いきたいと、そのように思っています。

（「議事進行」と安藤薫議員呼ぶ） 

○藤浦雅彦議長 安藤議員。 

○安藤薫議員 就学援助ですけども、ほかに

もあるんですが、就学援助だけ、もう１回

調整をお願いしたいんですけども、幅を広

げてとか、こういうふうな考え方でいくと

いう、今、お話がありましたけども、それ

なら行動計画のほうで、きちんとそういう

ふうにこういう計画でいくんですよという

ことが書かれていなければいけないんじゃ

ないんですかね。そこのそごはないという

ふうにおっしゃるんですけど、例えば、子

育てに対する手当の支給事業のところを見

ますと、「国制度の状況を踏まえ、子育て

の手当支給事業の実施と制度の周知徹底を

図っております」、国の制度を踏まえてと

いうふうに書いてあるわけですよ。ですけ

ど、就学援助金制度については、「大阪府

で最も高く、広く子育て支援策として定着

しています」と現状をあえて書かれた上で、

「今後も」というふうにつながっていくわ

けですから、もちろん必要なところに重点

的に支援を強めていくという点については

何の異論もありませんし、当然やってもら

うべきことだと思いますが、行動計画とい

うのは、摂津市の次世代支援を推進してい

くための一番基本的な計画であるはずです。

その中で、広く市民の中に定着している就

学援助金制度の、だれを対象にするかとい

う一番根幹的なところを変えようというわ

けですから、それを見たときに、この表現

と圧倒的に違いがあると私は思うんですよ。

そこの辺の整合性はどうなんですかという

ことです。 

○藤浦雅彦議長 市長。 

○森山市長 総合計画の話になっていますの

で、私のほうからもあれしておきますけれ

ども、今、るるいろいろ説明しております

けれども、これも、さっき私は大きく言い

ましたけれども、それぞれの役割があるん

ですね。市、都道府県、国。我々は、文句

を言ってもしようがないので、できる限り

のことは自治体で何らかの形でやろうとい

うことで取り組んでおりますので、まず、

先生のことについてはもう言及されていま

せんけれども、さっきも言いましたけれど

も、いろんな方法で、我々でできることで、

もしも大阪府の対忚がまずいところがある

のであれば、何とかして穴埋めをしようと

して取り組んでいる、これはご理解をいた

だきたいと思います。 

 それから、就学援助の話でございますけ

れども、これも何度も話をしておりますが、

こういう表現がいいのか悪いのかは別とい

たしまして、広く浅くというとらえ方をす

るのか、尐し範囲は狭まるけれども、でも、

より手厚く、目が届いていないところがあ

るのであれば、そこへ目を届けようと。こ

れも、一定の限られた条件のもと、そうい

う取り組みをしていかないと、どんどんど

んどん広げて、そして、より手厚く、これ

にこしたことはないですけれども、これは

やっぱり国も府もしっかりとそっちのほう

は目を向けていただかないと、我々として

できる範囲、それも摂津市の平均所得層が

ありますけれども、それからかなり上のお

方には尐しだけ我慢をしてくださいと、そ
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して、本当に困っておられる方、このお方

たちにより中身の手厚い手当をして、今後

もこの制度を充実させていく、これも私は

第４次総合計画に何らそぐわないと思いま

す。そういう意味では、広く浅くという意

味からいったら、それは、そういう形は私

はとらないと。より中身を濃くして、本当

に困っておられる方に目を向けていく、そ

ういうことで表現と何らそぐわないので、

ご理解をいただきたいと思います。 

○藤浦雅彦議長 教育長。 

○和島教育長 先ほどの最初の私のご答弁の

中で、一部間違いがありましたので、この

場で訂正させていただきたいと思います。

三島の教育長が集まる教育長協議会の中で、

「三島３市１町」と申しましたけども、

「４市１町」の間違いでございますので、

おわびして訂正しておきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○藤浦雅彦議長 安藤議員の質問が終わりま

した。 

 次に、嶋野議員。 

  （嶋野浩一朗議員 登壇） 

○嶋野浩一朗議員 一般質問をさせていただ

きます。 

 １点目に、東日本大震災の対忚について

でございますけれども、３月１１日に大地

震が発生して以来、多くの摂津市の職員の

皆様方も現地へと直接赴かれまして、汗を

流していただいております。また、多くの

市民の皆様方でありますとか、あるいは事

業所、各種団体が義援金等の協力もしてい

ただいておるという状況でございますけれ

ども、あの地震の規模を考えた場合に、相

当長い期間のスパンで復興を考えていかな

くちゃならないという状況になるんだろう

なと思うんですが、今後の東日本大震災の

対忚につきまして、まず１点お聞かせいた

だきたいなと思っております。 

 次に、防災対策についてなんですけれど

も、１点目、学校をはじめとした公共施設

の耐震化という問題でございます。 

 昨日も同趣旨の質問を川端議員がされて

おられましたけれども、この学校施設をは

じめとした公共施設の耐震化ということに

ついては、今回の震災を受けて、計画を前

倒しにしてでも行うべきじゃないかなと思

っておりますけれども、この辺、お聞かせ

いただきたいなと思っております。 

 続いて、家屋の倒壊対策ということなん

ですけれども、個人の家屋につきまして、

耐震診断、耐震補修について補助していこ

うという制度がございまして、これは、家

屋の倒壊対策ということで、一定役割を果

たしてこられたと思っておりますけれども、

今後、この取り組みをどのようにしていく

のか、この際、お聞かせいただきたいなと

思っております。 

 続きまして、平日昼間の防災体制という

ことでございます。 

 摂津市は二つの顔があるんだろうなと私

は思っておりまして、一つは、産業のまち

として市外から働きに来られるまち、もう

一つは、大阪、神戸、京都というまちに働

きに行かれる方が住む、要はベッドタウン

という側面があるのかなと思っておりまし

て、昼間活動する方と夜住んでおられる方

とで、がらっと顔ぶれが違うということも

あるのかなと思っております。そこで、平

日の昼間の防災体制ということについて、

どのようにご認識をされておられるのか、

お聞かせいただきたいと思っております。 

 続きまして、インフラの耐震化というこ

とで、特に生活インフラの中でも、水道の

耐震化といったことは、今回の震災から学

ぶ大きな教訓なのかなと思っておりますけ
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れども、これも再三お聞かせいただいてお

りますけれども、改めて水道の耐震化とい

うことにつきましてもお聞かせいただきた

いと思っております。 

 続きまして、遠隔の自治体との防災協定

ということなんですけれども、この趣旨は、

同一の災害で同時に被災をすることがない

複数の自治体と事前に協定を結んでおくと、

何か起きた際には、他の自治体から忚援を

していただく、あるいは公共の住宅に被災

者が速やかに居住できるような体制をつく

っていくと、そういう関係性を築いていく

といったことが大事なのかなと思っており

ますけれども、この防災協定につきまして

もどのようにお考えなのか、お聞かせいた

だきたいと思っております。 

 最後に、就学前教育の充実ということで、

これも再三お聞かせいただいておりますけ

れども、本年度から次世代育成部ができま

して、子どもの成長といったものを縦断的

にとらえていこうということで、行政もそ

れに対忚していこうというような新しい機

構になったわけでございまして、大変に期

待をしておりますけれども、これから就学

前教育をどのように充実させていかれよう

としているのか、この際、お聞かせいただ

きたいと思っております。 

 １回目は以上です。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いい

たします。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 今後の被災地の支援につい

てのご質問にお答えします。 

 被災地支援につきましては、被災地から

大阪府市長会を通じて、現時点では、震災

復興に向けた道路関係、下水道関係、戸籍

関係、保健関係などの専門知識のある職員

の中長期の派遣へと被災地のニーズは変化

してまいりました。これらの要請に対し、

職員の職場状況や派遣時期を勘案し、派遣

要請に忚えてまいりたいと考えております。

また、今回、一般会計補正予算として８０

０万円を義援金として計上しており、ご可

決いただけましたら日本赤十字社に寄附を

する予定でございます。また、摂津市内に

避難されている方々へも、引き続き細やか

な生活支援や被災地の情報を提供してまい

りたいと考えております。 

 学校をはじめとした公共施設の耐震化に

ついてのご質問にお答えします。 

 学校施設は、児童・生徒の学習や生活の

場所であり、また、地域の住民にとっては

生涯にわたる学習・文化・スポーツなどの

活動の場として利用されている身近な公共

施設とともに、災害発生時には避難場所と

しての役割を果たす重要な施設であります。

この学校施設の耐震化は、市としても最も

優先であると考えております。耐震化計画

の中でも学校施設を一番に位置付けており

ます。その次に避難所の位置付けをしてお

りますスポーツセンターや公民館、防災拠

点を順次耐震化していくこととしておりま

す。 

 次に、平日昼間の防災体制についてのご

質問にお答えいたします。 

 摂津市におきましては、平成２２年度の

統計要覧によりますと、夜間人口が約８万

４，０００人に対し、昼間人口は約９万６，

０００人で、１万２，０００人程度多く、

昼間に他市より流入している人口は約３万

６，０００人となっております。もし昼間

の時間帯に大規模な災害が発生した場合、

避難を必要とする人は夜間より明らかに多

く、他市の住民が摂津市に働きに来ている、

あるいは学校に通っていることを認識して

おります。防災計画で位置付けております
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一次避難所では、収容人員は昼間人口が収

容できる規模となっております。しかし、

市内に住んでおられない方が摂津市内の避

難場所を認識されているかどうかは疑問で

あります。今後は、市内事業所や高校や大

学等へ防災協定のお願いに参りますが、従

業員や生徒の防災対策の徹底についても協

議をしてまいりたいと考えております。 

 続きまして、遠隔の自治体との防災協定

についてのご質問にお答えします。 

 現在、摂津市は、平成７年より京都府向

日市、奈良県桜井市、平成９年より滋賀県

草津市の３市と災害時の相互忚援協定を締

結しており、お互いの市で発生した災害に

対し、食料や飲料水、生活物資並びに必要

とする資器材等の忚援を行う協定となって

おります。しかし、この３市は、摂津市と

ともに近畿圏に位置していますことから、

今後発生すると言われております東南海・

南海地震により大規模な災害が発生した場

合、相互の忚援が難しい状態も予想されま

す。そこで、今後、新たに防災協定を締結

する市を検討したいと考えております。現

在検討しております自治体としましては、

物資輸送を考慮いたしまして、中国地方や

北陸地方の市への防災協定の働きかけを考

えていきたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 都市整備部長。 

  （小山都市整備部長 登壇） 

○小山都市整備部長 防災対策の家屋の倒壊

対策について、ご答弁申し上げます。 

 国では、平成１８年に耐震改修促進法の

改正がなされ、建築物の耐震化を進めるた

めの基本方針が示されました。大阪府では、

その方針に基づき、平成１８年１２月に

「大阪府住宅・建築物耐震１０ヵ年戦略プ

ラン」が策定されております。本市では、

国・府並びに市の総合計画や地域防災計画

などとの施策の整合性を図り、平成２０年

３月に摂津市住宅・建築物耐震改修促進計

画を作成してまいっております。国・府の

上位計画では、目標年次の平成２７年度ま

でに耐震化率を９割とする目標値が定めら

れており、本市におきましても、それに沿

った形の目標値を、平成２０年度から平成

２７年度までに耐震化の目標を９割として

定めてまいっております。今後、耐震化を

推進するに当たっての課題につきましては、

危険の認識不足、耐震化の情報不足、そし

て費用や労力の負担の大きさが耐震化の促

進を阻んでいる実態がありますことから、

その解消に努めなければならないと考えて

おります。 

 現在、本市の具体的な取り組みといたし

ましては、平成１９年度より耐震診断の補

助、平成２０年度からは耐震改修の補助も

行い、平成２３年度からは、木造戸建てだ

けであったものを、非木造住宅、マンショ

ン、特定建築物なども補助の対象として拡

大するとともに、耐震改修補助金につきま

しても、定額補助に変更し、新たに設計費

補助も新設いたしてまいっております。 

 こうした制度を活用していただくために

は、個人住宅などの耐震化はみずからの問

題としてとらえていただき、自主的に耐震

化に取り組み、耐震化意識を高めていただ

くことが重要と考えております。現在、安

心して相談していただける相談窓口や耐震

アドバイザーの派遣、市の広報紙の掲載、

地域の防災演習や防火フェアなどでのパン

フレットなどの配布を実施しておりますが、

今後もさまざまな機会をとらえてＰＲ活動

を行ってまいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 水道部長。 

  （宮川水道部長 登壇） 

○宮川水道部長 防災対策のインフラの耐震
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化についてのご質問にお答えいたします。 

 今回の東日本大震災におきましても、直

接生命にかかわり、さらに行政が積極的に

関与していかなければならないインフラの

一つであります水道施設の耐震化について

でございますが、水道施設の耐震化につい

て考えますとき、大きく分けますと、浄水

場、送水所といった水道システムの基幹施

設と、もう一つは、浄水場、送水所より送

られた水道水を市民のお家までお届けする

配水管に分けてご説明申し上げます。 

 本市の浄水場、送水施設につきましては、

浄水・送水施設整備計画に基づき、平成１

５年度より実施しておりまして、３５施設

のうち１４施設が耐震化されております。

東日本大震災による断水の長期化している

状況は、浄水場、送水所に対する地震によ

る被害、もしくは津波による水没といった

機能停止によるものであります。本市の基

幹施設につきましては、今後も浄水・送水

施設整備計画により、耐震診断の結果をも

とに、重要度に忚じた施設の耐震化を進め

てまいりたいと考えております。 

 また、管路、配水管につきましても、今

回の震災では甚大な損傷が発生しておりま

す。ただ、現在のところ、地震による被害

なのか津波による被害なのか、検証できて

いないのが現状であります。本市では、災

害発生時の事態におきましても、長期間の

断水による市民生活、社会経済活動への影

響を未然に防止、あるいは軽減するため、

現在の耐震基準で管体に発生する忚力が許

容範囲であるかどうか、また、管の継ぎ手

部の伸縮量が地震時に発生する地盤の変化

量以上となっているかといった、地震動に

対して安全性を確保する上で、耐震型ダク

タイル鋳鉄管を阪神・淡路大震災以降、平

成８年度より使用しております。 

 平成２２年度末現在、導水管、送水管、

配水管の総延長２３２．７キロメートルの

うち、約４１キロメートルの更新を行って

おります。耐震化の実施状況でありますが、

大阪府全体の耐震化率１１．３％に対しま

して、本市は１７．６％の耐震化率となっ

ております。平成３２年度までに耐震化率

の目標値を２８．３％といたしております。

今後の更新計画といたしましては、重要路

線を中心に、防災拠点や避難所といった重

要施設へ至る路線の耐震化も視野に入れた

更新計画を検討してまいりたいと考えてお

ります。 

 しかしながら、現在の水道施設の耐震基

準は、阪神・淡路大震災の地震動をもとに

つくられたものであり、阪神・淡路大震災

のマグニチュード７．３には耐えられるも

のの、このたび発生いたしました東日本大

震災のマグニチュード９．０に対しまして

は、現在のところ検証ができていないのが

現状でございます。今後の地震動の検証の

結果、もしくは被害状況をもとに、さらに

は厚生労働省の動向を見ながら、その対忚

を検討していかなければならないと考えて

おります。 

 今後の水道事業でありますが、給水収益

の増収が見込めない厳しい状況にございま

すが、経営収支計画と更新計画との整合を

図りながら、災害時におきましても安定的

な給水を確保すべく、災害に強い水道シス

テムの構築を目指してまいりたいと考えて

おります。 

○藤浦雅彦議長 教育次長。 

  （馬場教育次長 登壇） 

○馬場教育次長 質問番号３、就学前教育の

充実についてのご質問にお答えいたします。 

 乳幼児期における教育は、子どもたちが

健やかに育ち、生涯にわたる人間形成の基
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礎を培うものであり、また、義務教育及び

その後の教育の基礎を培う上で重要な役割

を担っております。しかし、現在、子ども

たちの基本的な生活習慣の未定着や持久力、

根気の欠如、自制心や規範意識の希薄化な

どに加え、家庭や地域の子育て力の低下が

指摘されております。また、小学校入学後

に、保育所、幼稚園と小学校生活の違いに

うまく適忚できない児童がいることや、学

級がうまく機能しない、いわゆる小１プロ

ブレムと言われる課題もあります。 

 このような中、教育委員会では、第４次

総合計画及び次世代育成支援後期行動計画

に基づき、次世代育成部を設置し、小・中

学校、幼稚園に保育所を加えて、子どもた

ちの成長を連続的にとらえ、一貫性を持っ

た取り組みを進めております。取り組みの

一つとして、現在、保育士、幼稚園教諭、

小学校教諭、そして学識経験者をメンバー

とする就学前教育推進検討委員会において、

就学前教育実践の手引の策定に取り組んで

おります。この手引には、本市人間基礎教

育の理念を踏まえた就学までの摂津市の子

どもたちに身につけさせたい力を目指す子

ども像として設定し、目指す子ども像に向

けて、就学前の子どもたちの教育・保育へ

の課題対忚や、小学校との段差解消に関係

者がどのような観点で取り組んでいくか等

を盛り込んでまいります。中でも、就学前

の子どもたちの課題への取り組みは、家庭

での支援が極めて大切なことから、手引に

は、保育・教育関係者向けに加え、保護者

向けも作成し、生活習慣の身につけ方への

対忚や考え方、しつけ等の実践方法など、

保護者自身が幼児教育の必要性を認識して

いただけるような内容とし、さまざまな機

会を通して配布・啓発に努めてまいりたい

と考えております。 

○藤浦雅彦議長 暫時休憩します。 

（午後０時７分 休憩） 

                 

（午後１時   再開） 

○藤浦雅彦議長 休憩前に引き続き再開しま

す。 

 嶋野議員。 

○嶋野浩一朗議員 それでは、東日本大震災

への対忚につきまして、お聞かせをいただ

きたいというように思います。 

 市長をはじめとして、理事者の皆さんも、

現場に行かれた消防や水道の職員の方から

いろいろとお話を聞かれたり、あるいは市

民の方でボランティアに行かれた方のお話

を聞かれる中で、いろいろなご感想をお持

ちなのかなというふうに思っておりますけ

れども、私の感想を一言申し上げさせてい

ただきますと、あれだけの広範囲にわたっ

て甚大な被害があるということで、どこか

ら手をつけていいのかわからないと、途方

に暮れるといったのが最初の印象ではない

のかなというように思うわけであります。

そのような中で、今、部長からご答弁をい

ただきまして、まだ案ではありますけれど

も、８００万円の義援金を赤十字を通して

支援していくんだというお話があったわけ

でありますけれども、そのような形になる

と、なかなか８００万円がどのように生か

されているのかわからないというようなこ

とであろうと思いますし、また、直接職員

の方も汗を流していただいたにもかかわら

ず、それがどうなっているのかわからない

ということが続いていくんじゃないかなと

思っていまして、そこで一つ提案なんです

けれども、地域を絞って、まずは重点的に

支援をしていくということによって、その

支援、あるいは市民の皆さんからいただい

た義援金というような善意が目に見える形
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で効果が出てくるということが、今ありま

す支援への機運の継続性につながっていく

んじゃないかなと思うわけでありますけれ

ども、この点についてお聞かせいただきた

いというように思います。 

 続いて、防災対策なんでありますが、学

校をはじめとした公共施設の耐震化という

ことでございまして、優先順位ということ

についてもご答弁いただきまして、その点

はよく理解したわけでございますけれども、

ぜひ、本市は子どもの安全安心都市宣言を

いち早く採択したまちでもありますので、

特に学校の耐震化ということについては前

倒しし、しっかりと実施をしていただきた

いなということで、この際、強く要望とし

て申し上げたいというように思います。 

 それから、家屋の倒壊対策なんですけれ

ども、最終的にはＰＲをしていくというこ

とで答弁をいただきました。この時期であ

りますので、ＰＲの効果はあるんだろうな

と思うんですが、果たして耐震の、設計も

補助が始まったんですよね、設計であると

か改修ということで進んでいかないとする

ならば、どうなのかなということは検証せ

なあかんと思うんですね。部長が今、答弁

の中でおっしゃっておられましたけれども、

費用や労力の負担が大きいんだというよう

なお話があったと思います。私は、ＰＲ不

足によって制度を認知していただいていな

いということよりも、こちらだろうなとい

うふうに思っていますので、ぜひこれから

倒壊対策はどうあるべきなのかということ

をしっかりとご検討いただければなという

ことで、これも要望として申し上げたいと

思います。 

 それから、平日昼間の防災体制なんであ

りますけれども、ちょっとお聞かせいただ

きたいんですけれども、平日の昼間にどれ

だけの消防団員、そして水防団員の方が出

動できるのかということ、それと、機能別

の消防団が発足しておりますけれども、地

震等の大災害の場合に出動ができるのかと

いうこともお聞かせいただきたい。それを

踏まえて、今後の平日昼間の防災体制につ

いてどう考えておられるのかということを

お聞かせいただきたいと思います。 

 それから、水道の耐震化ということでご

ざいますけれども、実は、たまたまなんで

すけれども南三陸の方とお話しする機会が

ございまして、その方がおっしゃっていた

んですけれども、無理をすると家に住めん

ことはないんだと。何で避難所におるかと

いうと、その方の話ですけれども、水道と

電気が通っていないんだよと、だから帰れ

ないというようなお話がありました。やは

り水道の大きな役割といったものを私は改

めて感じたわけなんですけれども、ぜひ行

政としても、この耐震化ということについ

て、より早いペースで取り組んでいただけ

ればなということで、これも要望として申

し上げたいと思っております。 

 それから、遠隔の自治体との防災協定で

ございますけれども、北陸や中国地方との

協定を検討していくというお話をいただき

ました。今回の震災の教訓の一つとして、

被災された方の住む場所がないといったこ

とも大きな課題になっていると思います。

実際に摂津市にも被災された方々がお越し

いただいているわけなんですけれども、や

はりスピード感を持って、もし摂津市が被

災した場合に、摂津市民の方がしっかりと

居場所、住むべきところを確保するために

は、前もって協定を結ぶといったことが、

私は大きな意味を持つと思っておりますの

で、ぜひこれは取り組んでいただければと

いうふうに思っておりますので、要望とし
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て申し上げさせていただきたいと思います。 

 最後でありますけれども、就学前教育の

充実ということでご答弁いただきました。

ヒアリングの際にも申し上げましたけれど

も、会津の日新館というところで「什の

掟」といったものがございます。皆さん、

ご存じかなと思っておりますけれども、例

えば、年長者にはおじぎをせなあきません

よとか、会津ですから「あきません」とは

言っていませんけれど、だめですよと、そ

ういう趣旨の話だったりとか、うそを言っ

ちゃだめですよと。当たり前の話であるん

ですけれども、わかりやすくしつけとはこ

ういうものだといったことが示されている

大変すばらしいものだろうなと思っていま

すので、ぜひ手引の中にも盛り込んでいた

だきたいなと思っておりますし、特に保護

者向けにもつくっていくと答弁をいただき

ましたので、その中に盛り込んでいただき

まして、これから特に家庭教育のウエート

は大きいと思っておりますので、その点も

よろしくお願いしたいなと思っております。 

 ２回目は以上です。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いし

ます。総務部長。 

○有山総務部長 ご質問の具体的に被災地を

絞って支援を行ってはどうかということに

ついてお答えいたします。 

 被災地支援につきましては、カウンター

パート方式によって、大阪府と和歌山県は

岩手県の支援を行っております。岩手県が

県内市町村の派遣ニーズをもとに大阪府に

要請をするという方式を確立しておりまし

て、摂津市職員も災害派遣を行ってまいっ

ております。 

 また、個別の市との関係ということにつ

きましては、被災地の中で、かつて旧国名

で都市交流のつながりのありました福島県

いわき市へ、摂津市として何かできること

はないかというお問い合わせをいたしまし

たが、今のところお願いすることはないと

の回答でございました。ある程度落ちつい

てから、いわき市のほうにはご連絡をして

おりますので、こういう結果になったのだ

と思っております。個別で被災地支援を行

うことについてはということですが、支援

の効果が実体としてあらわれるということ

は、確かにそのとおりだと思います。我々

支援する側の励みにもつながるというふう

に理解はいたします。そういうことから、

今後、市町村間の強いつながりになるもの

と考えております。今までの関係から考え

てみますと、被災地ではいわき市が一つの

選択肢になるのではないかというふうに思

っております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 消防長。 

○北居消防長 まず、昼間時の大災害時、こ

のときに出動可能な消防団員の数はという

ご質問でありますが、平成２３年４月１日

現在、機能別消防団員４３人を除く基本団

員数は３４８名でありまして、そのうち、

被雇用者でない、いわゆる市内での自営業

者の方はわずか２５名であります。ただ、

そのほかに、比較的早く出動可能な団員と

しましては、市内の事業所の勤務者が１１

３人、ＪＡも含みます市内の公務員等が３

３人、それと自己所有の不動産の管理等を

されている方が３１人、これを合計いたし

ますと１７７人もの市内就業者がおられま

して、この後方支援的な団員も含めますと、

即時出動団員及び後方支援団員は２０２名

で、全団員の約５８％を占めております。

ただし、我々は決してこの数字に満足して

いるものではございません。平日昼間時の

動員増強の方策としましては、企業の自衛
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消防組織を活用した機能別消防団員、これ

は平成２１年１月１日から発足しておりま

すが、さらなる飛躍としまして、長年培わ

れてきた知識・技術を新入団員に伝承して、

併せて平日昼間帯の消防力の維持・増強に

も資するために、消防団ＯＢによる機能別

消防団員の確立を早急に推進してまいりた

いと考えております。 

 また、大地震等の自然災害時に、現在確

立されている事業所の機能別消防団の出動

は可能かというご質問でありますが、現在

の機能別消防団３分団につきましては、平

日昼間の大火災には市内全域に出動してい

ただくということになっておりますが、大

地震等の自然災害時には、それぞれが所属

する事業所、それから近隣の住民を救援・

救護することが最優先の使命となりますの

で、市内各所への出動はできないことがご

ざいます。 

 もう１点、水防団の出動についてでござ

いますが、担当課に確認いたしましたとこ

ろ、水防団３９４名のうち約１５０名が早

期に出動可能であると聞き及んでおります。 

○藤浦雅彦議長 嶋野議員。 

○嶋野浩一朗議員 まず、東日本大震災への

対忚でございますけれども、いわき市を考

えていきたいという話でありましたけれど

も、現にいわき市は、今、支援は必要ない

とおっしゃっておられるわけで、しかし、

一方で、今、支援を必要としている自治体

というか地域があるわけでありますので、

私は、そこにこだわらず支援していくとい

うことが大事かなと思っております。ぜひ

お願いしたいと思っておりますし、あと、

平日昼間の防災体制なんでありますけれど

も、消防団ＯＢの力をお借りするというこ

とをぜひ期待しておりますし、市内には多

くの事業所もございますので、ぜひ事業所

にもお力添えをお願いすれば、私は協力し

ていただけると思っておりますので、平日

昼間の防災体制につきまして、よろしくお

願いしたいと思っております。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦議長 嶋野議員の質問が終わりま

した。 

 次に、弘議員。 

  （弘豊議員 登壇） 

○弘豊議員 それでは、順位に従いまして質

問を行います。 

 第１に、くらしのセーフティネットと就

労支援の課題について、３点質問します。 

 一つ目は、就労支援相談員と就労支援コ

ーディネーターの役割についてですが、こ

の６月から産業振興課では新たに専門の相

談員による就労支援相談事業が始まりまし

た。事業の内容について、これまでとどう

違うのか、どのような方が専門の相談員に

当たるのか、これまでの就労支援コーディ

ネーターによる相談事業の昨年度の実績に

ついても併せてお答えいただきたいと思い

ます。 

 二つ目は、ポリテクセンターとの連携に

ついてです。 

 市役所の隣に位置し、摂津市としてもさ

まざま連携をして産業振興の施策を進めて

いると認識していますが、４月の国会で、

このセンターを運営する雇用・能力開発機

構の廃止が正式に決まりました。職業訓練

をはじめ求職者の雇用促進に大きな役割を

果たしてきた機構の解体は、本市にとって

も大きく影響してくると感じるわけですが、

この点、どのようにつかんでおられるのか、

それと今後の見通しについてもお聞かせく

ださい。 

 三つ目は、生活保護と自立支援の現状と

取り組みについてです。 
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 先日、１４日のニュースで、全国の生活

保護受給者数が２００万人を超えたと報じ

られました。世帯数で１４５万８，０００、

そのうち病気や母子家庭でない現役世代の

受給者は、およそ２４万４，０００世帯と

厚労省の発表から伝えられています。リー

マンショック以降の雇用の深刻な情勢のも

と、失業を契機に一気に生活困窮に陥る方、

ハローワークで求職活動をしても、すぐに

再就職には結びつかず、雇用保険も蓄えも

底を尽き、徐々に窮迫状態に陥る方。私も

市民の方から幾つか相談を受けましたが、

当たり前に仕事をし、収入を得て暮らして

いきたいという願いを持っていても、そう

ならない現実があります。生活支援課にお

いては、ここ数年、相談に来られる市民の

方が急増し、対忚に当たられていると思い

ますが、いわゆる稼働年齢層の方の相談件

数の推移と、その際の対忚、併せて保護決

定後の就労支援の状況についてなどをお聞

かせください。 

 第２に、子育て、保育に関わるこの間の

動きと変化について伺います。 

 まず、「べふこども園」開設に向けた動

きについてですが、来年４月の開設に向け、

べふ幼稚園の改修工事が行われてきますが、

中身の点で運営上の問題や課題の検討がど

こまでされているのか、現時点での到達に

ついてお聞きしたいと思います。 

 次に、国が検討を進める新制度に対する

認識についてですが、再来年をめどに議論

されている子ども・子育て新システムにつ

いて、教育委員会はどういった認識を持っ

ているのかお聞きしたいと思います。また、

国の動きに関連して、地域主権改革一括法

が先月成立しています。子育て・保育の分

野で生じてくる影響についてお聞かせくだ

さい。 

 以上、１回目の質問です。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いし

ます。生活環境部長。 

  （杉本生活環境部長 登壇） 

○杉本生活環境部長 就労支援コーディネー

ター及び就労支援相談員の役割とポリテク

センターとの連携についての二つのご質問

にご答弁申し上げます。 

 平成２３年４月の有効求人倍率は０．６

１で、依然として厳しい雇用状況が続いて

おりますが、本市では、就労活動中の方な

どの就労支援のため、平成２２年度より就

労支援コーディネーターの資格を有する職

員を３名配置するなど、相談体制の充実を

図り、昨年は１４名の相談者の方が就労さ

れるに至っております。就労支援相談員に

つきましては、この６月より、企業で人材

育成や能力開発の指導の経験を持ち、現在

はＮＰＯで就業や創業の支援に努めておら

れる方を新たな就労支援相談員として配置

し、毎週火曜日に面接の心得、履歴書の書

き方、身だしなみなどの就労活動に関する

さまざまなアドバイスを行っていただいて

いるところであります。 

 次に、ポリテクセンターとの連携であり

ますが、平成２３年１０月に独立行政法人

雇用・能力開発機構が廃止され、同センタ

ーは、高齢・障害・求職者雇用支援機構に

移管される予定であります。ポリテクセン

ター関西につきましては、重複業務の統合

などによるスリム化が図られ、技能研修施

設として存続すると伺っております。市と

いたしましても、就職フェアの共催をはじ

め、今後もポリテクセンター関西との連携

をより密にし、就労に結びつく技能習得や

在職者訓練など、幅広い就労支援に取り組

んでまいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 保健福祉部長。 
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  （福永保健福祉部長 登壇） 

○福永保健福祉部長 稼働年齢層の方の生活

保護相談の状況と対忚、また、生活保護受

給者の就労支援の状況についてのご質問に

お答えいたします。 

 稼働年齢層の方の生活保護相談につきま

しては、近年の経済情勢を反映して年々増

加傾向にあります。具体的な状況は、過去

３年間の窓口における稼働年齢層等を含む

その他世帯の延べ相談件数になりますが、

平成２０年度が２１８件で、全体の３０％、

平成２１年度が４６３件で、全体の４４％、

平成２２年度が４９７件で、全体の５３％

となっております。これらの方々の相談に

際しましては、生活保護の主旨説明を行っ

た上で、住宅手当や訓練・生活支援給付な

どの施策も紹介し、ハローワークとの連携

も密にするように努めております。また、

相談に来られた方の中で、他法施策等の活

用で生活保護開始に至らない場合には、今

年６月から新たに産業振興課で配置されて

おります専任の就労支援相談員につなげる

など、より一層庁内の連携も強化してまい

ります。 

 近年、生活保護受給世帯の中でも稼働年

齢層の方は増加しており、平成２１年度に、

就労支援を強化するため、自立支援相談員

を１名、平成２２年度からは２名配置して

おります。被保護者の就労支援に当たりま

しては、担当のケースワーカー、スーパー

バイザー、ハローワークの生活保護担当就

労支援ナビゲーター、自立支援相談員の４

者が連携をとり、対象者の年齢、能力、病

状と、ハンディとなる就労阻害要因を個別

に検討・考慮した上で、履歴書の書き方か

ら面接の受け方等、ハローワークへの同行

等、きめ細かな対忚に努めております。 

 平成２２年度のハローワークと連携した

自立支援プログラムの実績は、３４名の方

の支援を行い、１４名の方が就労につなが

り、うち４名が自立いたしました。また、

引き続き平成２３年度に継続支援を行って

いる方が１３名で、就労に至らずプログラ

ム終了した方が７名という状況でございま

す。 

○藤浦雅彦議長 教育次長。 

  （馬場教育次長 登壇） 

○馬場教育次長 質問番号２の（１）こども

園開設に向けた動きについてのご質問にお

答えいたします。 

 （仮称）べふこども園につきましては、

別府保育所とべふ幼稚園を一体的に運営す

る施設として、平成２４年４月の開設に向

け、準備を進めているところでございます。

こども園では、同じ敷地の中で乳幼児保育

と幼児教育を行うこととなり、同じ年齢の

子どもでも、施設にいる時間帯や通園・通

所方法、運動会や遠足などの行事開催方法、

保護者会の活動、幼稚園教諭と保育士の勤

務体系など、従来の保育所、幼稚園の単独

施設とは異なった管理運営体制が必要とな

ります。しかし、園児にとってのメリット

は、一体的に運営することによって、同じ

年齢の子どもの友達が増えるほか、幼稚園

児にとっては０歳から３歳児とのふれあい

が可能となり、小さな子どもたちへの思い

やりの気持ちや年長者としての自覚の芽生

えも期待できます。また、保育所では新た

に０歳児保育を実施し、産休明けからの円

滑な職場復帰を支援するとともに、すべて

の園児に給食を実施することで食育を推進

するなど、多様な保育ニーズに対忚してま

いりたいと考えております。また、幼稚園

教育時間の終了後に預かり保育を実施する

ほか、地域の就学前の子どもと保護者の方

を対象に、集いの広場の開設も予定いたし
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ております。 

 現在、就学前教育推進検討委員会内に、

別府保育所とべふ幼稚園職員で構成する

（仮称）べふこども園開設チームを設置し、

施設運営や保育内容等について協議するほ

か、別府保育所、べふ幼稚園保護者の方と

も、こども園の運営について意見交換を行

っております。今後、それらの意見を参考

に、引き続き、子どもたちを中心に考えた

こども園の運営内容、運営体制を決定して

まいりたいと考えております。 

 次に、質問番号２の（２）国がすすめる

新制度の検討に対する認識についてのご質

問にお答えいたします。 

 近年、住民に身近な行政は、地方公共団

体が自主的かつ総合的に広く担うようにす

るとともに、地域住民がみずからの判断と

責任において地域の諸課題に取り組むこと

ができる仕組みづくりが求められています。

そのような中、国においては、法令で義務

づけ・枠づけの見直しと条例制定権の拡大

を行う地域主権改革一括法が平成２３年５

月に成立いたしました。この中で、子育

て・保育に関連する法整備といたしまして

は、学校教育法において、市町村が設置す

る幼稚園の開設には都道府県への「認可」

が必要であったものが「届出」に変更され

たこと、児童福祉法において、「厚生労働

大臣が児童福祉施設の設備及び運営の最低

基準を定める」としていたものを、「都道

府県が条例で基準を定め」とされたことな

どがございます。これらの内容については、

大阪府条例にゆだねられることが多いこと

から、大阪府に対しては本市の保育行政の

現状や考え方などをヒアリング時に伝えて

まいりたいと考えております。 

 次に、子ども・子育て新システムに対す

る考え方でございますが、国においては、

幼保一元化を含む新たな次世代育成支援の

ための包括的・一括的なシステムの構築に

ついての検討を、子ども・子育て新システ

ム検討会議において、現在、議論されてお

ります。具体的な仕組みとして、子ども手

当をはじめ保護者に対する給付制度の一本

化のほか、現行の認定こども園を踏まえた

新たなこども園の創設、市町村が潜在ニー

ズも含めた地域での子ども・子育てに係る

ニーズを把握し、給付や事業を実施する

（仮称）市町村新システム事業計画を策定

することなどが盛り込まれております。し

かし、子ども・子育て新システムにつきま

しては、現在も国の検討会議に設置された

ワーキングチームでの検討中であり、未確

定の部分も多いことから、今後、国の動き

を注視してまいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 弘議員。 

○弘豊議員 ２回目の質問を行います。 

 くらしのセーフティネットと就労支援に

かかわる問題です。 

 生活保護の過去３年の相談件数を示して

いただきましたが、延べの件数であっても

大変多いのがわかりました。以前立ち会っ

た相談でそうでしたが、１件の相談でも、

その人の身の上、どういう状況で困ってい

て、どんな支援が必要か、丁寧な聞き取り

が行われ、時間も長くかかります。大変尽

力されていることと感じました。しかし、

先ほど答弁にもありました他法施策の活用

で、住宅手当や訓練・生活支援給付など、

第２のセーフティネットを活用しても、失

業者の生活自立には大変厳しいのが現状で

す。例えば、住宅手当を受けても、生活費

は社協の借り入れに頼らなければ暮らして

はいけず、給付の期間中に就職先が決まら

なければ返済の見通しも立たず、一層精神

的に追い込まれていきます。 
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 先日、お会いした５８歳の男性の方は、

「住宅手当が切れたら西成に行ってホーム

レスになる。これ以上何度も何度も市役所

やハローワークに行ってもむだだ」とおっ

しゃっていましたが、現状の厳しい雇用環

境のこうした認識も、ぜひ担当職員も共有

していただいて、働くことをあきらめない、

相手に寄り添った就労支援が一層求められ

ていると、このように思います。ハローワ

ークと連携したきめ細かな支援についても

紹介していただきましたが、就労につなが

るケースは多いとは言えません。現場の体

制強化も必要かと考えますが、今後の生活

保護における就労支援の課題についてお聞

かせください。 

 産業振興課の就労支援相談については、

２２年度の実績で、相談に来られた方のう

ち１４名の就労を導くことができたとの答

弁ですが、相談に来られた数は７４名と伺

っていますので、そのうち約２割の方とい

う計算です。ここでもやはり厳しさが感じ

られますが、今月からの専門相談員の事業

にもしっかりと力を尽くしていただきたい

というふうに思います。 

 また、ポリテクセンターの機構の再編に

ついてですが、答弁では重複業務の統合、

スリム化とおっしゃいました。そう言うと

聞こえはいいですが、実際の現場では事業

の縮小になっているのではないでしょうか。

昨年、首相に就任した際、一にも二にも雇

用が大事と言っていた菅政権のもとで、公

的な職業訓練を担う仕事で国の責任を縮小

していく、このことについては実に許せな

い対忚だと私は思っています。ものづく

り・産業のまち摂津市の中で、ポリテクセ

ンターとの連携はこれまで以上に重要だと

思っています。本当に必要な事業で役割を

果たしてもらわなければならないときだと。

ぜひ市長会としても国に対して、このポリ

テクセンターなど公共職業訓練に係る機能

の充実について要望を上げていただきたい

と思います。検討をお願いします。 

 子育て・保育に関わるこの間の動きと変

化についてです。 

 べふこども園の問題では、具体的には、

（仮称）べふこども園開設チームを設置し、

施設の運営と保育内容の協議、保護者との

意見交換でこれから運営内容や運営体制を

決めていくとのことですが、当初から言わ

れている一体運営をすることでのメリット

については、大いにその方向でやっていた

だいたらよいと思っているんですが、問題

点としてあがっていることの解決をどうク

リアしていくかが一向に示されていないよ

うに思えてなりません。国が検討を進める

子ども・子育て新システムにおいても、看

板だった幼保一体化の議論は当面棚上げと

なり、保育所、幼稚園、そして混合施設が、

それぞれ名前は「こども園」に切りかえる

といった議論もあるようです。ここには、

保育所、幼稚園それぞれの現場、当事者の

声を十分聞かずに進めてきた厚労省の検討

会議に対し、関係者の意見を盛り込むべき

だという声が大きく盛り上がってきた背景

があると言えます。保育所で大事にしてき

た実践、幼稚園の果たしてきた役割、それ

ぞれがはぐくんできた歴史もあると思うん

です。もちろん将来にわたって未来永劫こ

の形でなければならないとは言えません。 

 福祉や教育の先進的な実践を進めている

スウェーデンで、この間、保育から幼児教

育へと「就学前学校」と言われる形に大き

くかじを切ったとも聞きます。これは、国

の成り立ちや条件の違いもあり、財政の使

い方がまず大きく違うでしょうから、一概

に論じられないことで、単純にモデルにす
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ればよいとは思っていません。今回、新シ

ステムで、こども園のあり方については、

今のところ見えてきません。幼児教育と児

童福祉の法体系が大きく変わろうとしてい

る今、今後の国の動向を注視していきたい

という立場で十分とは思えません。しっか

りと市としての姿勢、どういう幼児教育、

また保育を目指していくのか、そういう展

望が要るのではないでしょうか。ぜひそう

したものもお示しいただきたいと思います。 

 新システムで導入がねらわれているのは、

保育の市場化、公的責任である保育義務の

撤廃、職員処遇の悪化が招くサービスの低

下にほかならないのではないでしょうか。

社会福祉の構造改革路線がこの間ずっと続

けられ、介護保険も障害者自立支援法も忚

益負担の導入でどう変わったか。福祉の現

場で働く職員の待遇がどんなに劣悪か、子

どもたちにはそのしわ寄せを絶対に向けさ

せないという教育委員会の姿勢が必要だと

思うのですが、ご意見をお伺いします。 

 併せて、地域主権改革一括法で、大阪府

が保育基準にかかわる条例を今後つくって

いく、こういうことになってまいります。

ヒアリングの際に摂津市としての保育の考

え方を伝えていくと部長の答弁でも述べら

れました。その際、やはり市としてどうい

う保育を目指しているのか、このこともし

っかりと示していただきたいというふうに

思うんです。この間、大阪府の橋下知事は、

保育の問題についてもバウチャー制を導入

したらいいとか、また、保育所の待機児童

が多く、保育所に行けなければ保育ママに

頼ればいい、そんなことも口にしています。

そういう中でつくられる大阪府の保育の基

準、しっかりと現場の声、市としての声を

大阪府下中から上げていくことが求められ

るのではないでしょうか。この点も併せて

お聞かせいただきたいと思います。 

 ２回目を終わります。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いし

ます。保健福祉部長。 

○福永保健福祉部長 就労支援の課題といた

しましては、今日、支援を継続していても

なかなか就労に結びつかない状況が見受け

られます。近年の厳しい雇用情勢の中、求

職活動を長らく行っていますが、就労に至

らず自信を失われている方への就労意欲の

発起や、現在の求人状況とご本人の能力、

希望との乖離によるミスマッチングの解消

など、さまざまな問題が浮かび上がってき

ております。これらの対忚につきましては、

ハローワークの生活保護担当就労支援ナビ

ゲーターの定期的な来所による個別の支援

状況の報告や、就労支援会議における検討

など、その都度、支援方法等の見直しも含

め、支援者の意思を尊重し、丁寧に説明に

努めた中、支援を継続している状況でござ

います。 

 本市におきましては、平成２１年度から

自立支援相談員を配置しておりますが、過

去の支援の状況、結果を分析し、データを

蓄積することにより、支援の進め方を検証

し、庁内機関とハローワークの組織的な対

忚が構築できるよう、体制づくりに努めて

まいりたいと思っております。 

○藤浦雅彦議長 教育次長。 

○馬場教育次長  それでは、質問（１）、

（２）がありましたが、いずれも関連いた

しますので、一括して答弁させていただき

ます。 

 まず、国の制度改革の中で、保育所や幼

稚園が担ってきたこれまでの実績や歴史が

ある中で、こども園はどういった方向を目

指していくのかということだったと思いま

すが、議員おっしゃっていますように、国
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が認定こども園制度を平成１４年につくり

ましたが、今現在、また新しい子育て新シ

ステムを検討しております。この動きが、

先ほど申し上げましたように、まだ決まっ

ておりません。私どもは、認定こども園制

度の中で幼稚園と保育所を一体的に運営で

きるという方式がございましたので、今回、

別府の市営住宅の建て替えに合わせまして、

平成２４年４月に幼稚園と保育所を一体的

に運営するこども園を開設しようと思って

おります。ただ、新しい保育システムがで

きるということ、それと、認定こども園制

度、これは、市町村の施設については財政

的メリットが検討した結果ないということ

もございますので、来年４月からは、制度

上は認定をとらずに、摂津市独自の条例で、

摂津市の今ある、認定されているべふ幼稚

園と認定されている別府保育所が、一つの

施設に一体的に入るというこども園という

条例にさせていただく予定をいたしており

ます。 

 それで、その中でどのような幼児教育な

り幼稚園保育を目指すかということでござ

いますが、それにつきましては、嶋野議員

のご質問にもございましたように、新たに

就学前手引をつくりまして、その中で、今

現在、幼稚園の教諭、保育所の保育士、そ

して小学校の先生等も入っていただいて、

目指すべき就学前の内容について検討して

いただいていますので、その中で目指すべ

き方向を明らかにしていきたいと考えてお

ります。その基礎には、人間基礎教育の五

つの考え方を盛り込みまして、就学前教育

のあり方について、目指すべき子ども像と

してつくってまいっていきたいと考えてお

ります。いずれにいたしましても、子ども

を中心としたこども園の運営をしてまいり

たいと考えております。 

 それから、新たなシステムによってサー

ビスの低下が心配されるのではないかとか、

あと、大阪府に対してどういったことを求

めていくかということでございますが、こ

れにつきましても、先ほど申し上げました

ように、今現在、国のほうの検討委員会の

議論の中でのことでございますので、しか

るべきときにそういったヒアリングなり調

査があれば、私どもが目指しているこども

園なり就学前の教育の考え方を踏まえて意

見を申し上げていきたいと、そのように考

えております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 弘議員。 

○弘豊議員 それでは、３回目の質問です。 

 セーフティネットと就労支援の課題につ

いてですけれども、今回、２００万人を超

える生活保護受給者ということのニュース

が出ましたと同時に、東日本大震災によっ

て被災された方も多く生活保護の世帯にな

られているという報道がありました。また、

今後の景気の問題でいいましたら、全国的

に見たときには、一層生活保護者が増えて

いく、そんなことも予想されています。そ

うしたときに、私も５月の末に岩手県の陸

前高田市に震災ボランティアで行ってまい

りましたけれども、そこでお話しした方が、

やはり自立した生活、このためには就労支

援、雇用が大事と。地元で働いて、そして

生活していくことが本当に大事なんだとい

うふうなことをおっしゃっていました。そ

のことからすると、本当に今、大阪でも失

業率がここまでひどくなって、それで、今

後、景気の動向を見たときに上向きになっ

ているかといえばそうではない。そんな中

にあって、一層セーフティネットの網を大

きく広げていく必要があるというふうに思

っています。昨今、例えばお隣の大阪市な
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んかでいいましたら、稼働年齢層の生活保

護者を、その制度の中から締め出すような

一定動きが見受けられます。しかし、そう

ではなく、第２、第３のセーフティネット、

雇用保険であったり社会保険であったり、

そこでフォローしていけるような、そうい

う体制をつくっていくことが摂津市として

も課題として大事じゃないかというふうに

思っております。もちろん摂津市だけで解

決する問題ではない。大阪府に対しても、

もちろん国に対しても、先ほど申し上げま

したようなポリテクセンターのことについ

ても、しっかりと機能を充実させていただ

きたいというようなことも思うわけであり

ます。 

 この間、市長としても、震災の被災者に

対する市の職員の雇用の枠というようなこ

とで広げていただいています。また、この

間、何回か質問を私のほうからさせていた

だいた折に触れても、雇用対策が大事だと

おっしゃっていただいておりますけれども、

今年、また一層そうした視点が大事になっ

ているんじゃないかというふうに考えてお

ります。ぜひこの点について一言ご意見を

聞かせていただきたいというふうに思いま

す。 

 次に、こども園の問題です。時間のほう

もあまりないんですけれども、今、ご答弁

いただきましたように、国の動向について

はまだまだ決定ではないと、注意して見て

いかなければならないということではあり

ますけれども、国の動向を見ているだけで、

本当に子ども中心の、そうした子どもの権

利を守っていける、一人ひとりの成長を守

っていける幼児教育・保育がやっていける

のかというような視点も、ぜひ教育委員会

の中で持っていただきたいというふうに思

っています。新システムで検討されている

中の、背骨というか根本にある保育の市場

化の流れ、こうしたことがされたときに、

こども園の経営についてもいろいろと考え

られることがあると思うんです。国からの

補助がなくなって、それで利用者からの負

担金で運営していく、そういうときに公的

な役割、また、市場との競争にさらされた

ときに公的責任が本当に形骸化していくと

いうようなことも、さまざま研究もされて

います。ぜひこの点については、流れを見

守るではなく行動していく、そんな立場に

教育委員会も立っていただきたいと思いま

す。（発言終了のブザー音鳴る） 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁。市長。 

○森山市長 弘議員の質問にお答えします。 

 就労支援のことですね。今回、東日本の

震災のときにも、定例といいますか、採用

に加えて被災者の方々にも門戸を広げると

いうふうな方法をとったんですけど、これ

は別に被災だからということじゃなくて、

困ったときはお互いさまでありまして、例

えば、摂津市もいつ何どき、いろんな場面

が想定される。先ほどの質問でも言ってい

ましたけれども、これも「いつでも防災」

でございまして、常々いろんな角度から就

労ということにしっかり目を向けておくこ

とによって、またとっさのときに何らかの

効果にもつながるのではないかということ

で、被災だけじゃございませんけれども、

市民の就労の問題につきましても今までと

同じような姿勢で企業等々にも働きかけ、

この難局を乗り切るよう努力をしたいと思

います。 

 以上でございます。 

○藤浦雅彦議長 弘議員の質問が終わりまし

た。 

 次に、原田議員。 

  （原田平議員 登壇） 
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○原田平議員 それでは、順位に従いまして

一般質問を行います。 

 まず初めに、市たばこ税大阪府交付金に

ついてであります。 

 今議会で補正第１号として後ほど採決を

されるわけですけれども、市たばこ税大阪

府交付金として９億６，６９０万５，００

０円が計上されておられました。この９億

６，６９０万５，０００円の根拠、あるい

は内訳等について教えていただきたいと思

います。そして、こういう市町村から大阪

府に対しての交付金というのは異例中の異

例であります。こういうことで、大阪府は、

この交付金でやはり摂津市の関連する事業

等に積極的に推進をしてほしいというふう

に思うわけでありますけれども、府関連の

事業に対してどのようになされていくのか、

お尋ねをいたしたいと思います。 

 続きまして、機構改革についてお尋ねい

たします。 

 この４月から機構改革が始まりまして、

昨年１２月の総務常任委員会でいろいろご

審議をされまして、機構改革の基本方針と

して決められました。組織をスリム化、健

全な財政基盤の確立、協働・環境・子ど

も・学びを意識した組織、そして、市民が

わかりやすい組織、そして、人材育成につ

ながる組織の五つをその基本に据えられた

というふうに思っております。また、第４

次総合計画には、「市民が元気に活動する

まち」をはじめとして、七つのまちづくり

を目標としておられます。市としては協働

のまちづくりを進めていくことが基本の方

針であろうというふうに思っております。

これらのことを受けまして、私は、第４次

総合計画と今回の機構改革はどのように整

合性がとられているのか、お尋ねいたした

いと思います。また、この４月の機構改革

以降、その実施に伴いまして、どのような

検証を行ってこられたのか、また、今後ど

のようにしていくのか、お教えを願いたい

と思います。 

 ３番目に、府道大阪高槻線の交通安全対

策についてであります。 

 これについては、先ほども市たばこ税大

阪府交付金について若干述べましたが、こ

れまでも多くの議員がこの安全対策につい

て質問もし、取り組みをしておるところで

ありますが、とりわけ府道大阪高槻線の鳥

飼八防バス停付近、そして鳥飼八防２丁目

の最近できました飲食店の前の新在家口の

バス停が、まだ道路拡幅の整備がされてお

りません。そして、やはり歩行者、自転車

の通行は、非常に危険な状況になっており

ます。先ほど申し上げましたように、そう

いった交付金の活用をしていただいて、凍

結されている大阪府道高槻線の拡幅をお願

いしていくべきではないかというふうに思

うんですけれども、市の考えをお聞かせい

ただきたいと思います。 

 続きまして、市道新在家鳥飼上線の道路

整備事業についてであります。 

 これも、何人かの議員もこれまでにも質

問し、私も質問をしてまいりました。都市

計画決定が打たれて、長い間、事業は進ん

でおりません。そういう中で、ようやく重

い腰を上げていただきまして、今年度から

５か年事業でやろうということであります。

５年もかかるのかなというふうにも思うん

ですけれども、延長は１５０メートル余り、

そして、そんなに多くの費用もかからない

というふうに考えるわけでありますが、地

域の安全性やこれまでの事故等もあります

ので、そういったことで一日でも早い事業

を進捗するということが課題だと思うんで

すけれども、市の考えをお聞かせいただき
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たいと思います。また、本路線は都市計画

道路でありますから、決定されているその

幅員で整備を行うというのは当然だと思う

んですけれども、何か聞くところによりま

すと、そうではないような状況であります

ので、お考えをお聞かせいただきたいと思

います。 

 以上で１回目を終わります。 

○藤浦雅彦議長 それでは、答弁をお願いい

たします。総務部長。 

  （有山総務部長 登壇） 

○有山総務部長 市たばこ税大阪府交付金に

ついて、ご答弁申し上げます。 

 平成２２年度市たばこ税決算見込額２５

億２，２７１万５，０００円から、課税定

額１５億５，５８１万円を控除した９億６，

６９０万５，０００円を大阪府に交付する

ものでございます。しかし、大阪府は普通

交付税交付団体でありますので、市たばこ

税大阪府交付金の７５％が基準財政収入額

に算入されるため、普通交付税がその分減

額されることとなります。したがいまして、

実質的な大阪府の増収額は９億６，６９０

万５，０００円の２５％に当たる２億４，

１７２万６，０００円になります。 

 本市といたしましては、市たばこ税大阪

府交付金の実質的な増収分相当額について、

摂津市の府道整備を積極的に推進するよう

大阪府に要望いたしております。具体的に

は、十三高槻線では、正雀工区ボックス上

部の活用及び緑地整備等、大阪高槻線では

一津屋交差点より西側の歩道整備、鳥飼八

防２丁目の未買収地の解消と歩道整備、鳥

飼八防バス停付近の未買収地の解消と歩道

整備などでございます。 

○藤浦雅彦議長 市長公室長。 

  （乾市長公室長 登壇） 

○乾市長公室長 機構改革の実施について、

ご答弁申し上げます。 

 まず、第４次総合計画との整合性につい

てでございますが、現在、自治体を取り巻

く社会経済情勢は目まぐるしく変化し、行

政ニーズもますます多種多様化しておりま

す。とりわけ、さまざまなニーズをしっか

りととらえ、時期を逸することなく的確な

施策を展開していくことが求められており

ます。加えて、さらなる地方分権の推進、

地方自治体の本旨である団体自治の強化と

住民自治の拡充を図り、真の地方自治を実

現させることが強く求められていると考え

ております。 

 このような中、第４次総合計画のスター

トに当たるこの４月に組織の見直しを行い

ました。その基本方針は、議員からご説明

もありましたが、まず、①といたしまして、

組織のスリム化を図るため、部・課を統合

する。②といたしまして、行財政改革の進

行管理と健全な財政基盤を効率よく遂行す

る。③協働・環境・子ども・学びを意識し

た組織を構築する。④市民がわかりやすい

組織とする。⑤人材育成につながる組織を

目指す、責任と権限の移譲を目指すの五つ

の方針を定めて行ったところでございます。 

 機構改革の内容といたしましては、コミ

ュニティプラザの開設もあり、一部前倒し

で実施したものもございますが、第４次総

合計画の七つのまちづくりの目標にも掲げ

ている協働や環境、子ども、学びを強く意

識した組織を構築し、併せて健全で安定し

た財政基盤の確立のため、組織のスリム化

にも重点を置いた見直しを行ったところで

ございます。 

 次に、機構改革後の検証についてでござ

いますが、変更内容が多かった部署を中心

に、機会をとらえ、混乱の有無や市民から

の苦情等につき、状況把握に努めていると
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ころであり、今後、時期を見て庁内全体か

ら意見を聴取することも考えているところ

でございます。なお、現在のところ、それ

ぞれの部署からは、施策の停滞や窓口での

著しい混乱は見られないという報告も受け

ております。 

○藤浦雅彦議長 都市整備部長。 

  （小山都市整備部長 登壇） 

○小山都市整備部長 府道大阪高槻線の交通

安全対策について、ご答弁申し上げます。 

 本路線につきましては、大阪府によりま

して、大阪鳥飼上上田部線として都市計画

決定している道路であります。ご指摘の鳥

飼八防バス停付近や鳥飼八防２丁目の飲食

店前付近は、都市計画道路として未整備の

ため、歩道部が狭小であり、歩行者や自転

車などの安全な通行に支障を来しており、

以前から大阪府に対して早期整備の要望を

行ってきておりますが、現在、府の中期整

備計画では凍結された状態であり、改善さ

れる見通しが立たない状況にあります。本

市といたしましては、先ほど、市たばこ税

大阪府交付金による府財政の増収分を活用

しての整備を現在要望いたしております。

鳥飼八防バス停付近及び鳥飼八防２丁目飲

食店前の歩道整備につきましては、現在の

安全性の確保からも、市たばこ税大阪府交

付金にかかわらずとも、引き続き地域の実

情を訴え、交通安全対策を図るため、本路

線の整備を積極的に進められるよう、さら

に強く大阪府へ要望してまいります。 

 次に、市道新在家鳥飼上線道路整備事業

について、ご答弁申し上げます。 

 本路線の整備につきましては、本年度よ

り番頭面水路から市道新在家２１号線まで

の約１５０メートル区間につきまして、用

地測量をはじめ詳細設計の委託事業を実施

する予定をいたしております。現在の整備

スケジュールといたしまして、本年度より

着手し、来年度からは用地買収に取り組ん

でまいりたいと考えており、約５か年で整

備を完了する目標であります。 

 ご質問にございました事業の前倒しによ

る整備期間の短縮を図り、安全・安心な歩

行者空間やスムーズな交通動線の確保に取

り組むべきとのご意見につきましては、

我々担当者も同じ意識であり、そのために

も、用地交渉に誠意を持って取り組み、土

地所有者の協力が得られるよう努力してま

いりたいと考えております。また、本路線

は都市計画道路としての位置付けがあり、

当初の計画に基づき、都市計画事業として

実施するべきであることは基本であります

が、都市計画事業で実施した場合、番頭面

水路から市道新在家鳥飼中線までが事業区

間として求められ、相当の期間を要するこ

とから、現時点の事業方法といたしまして

は、早期の安全対策による歩車道分離を優

先としており、都市計画事業として取り組

む形ではなく、幅員３．５メートルの歩道

を設ける緊急避難的な措置を考えておりま

す。 

○藤浦雅彦議長 原田議員。 

○原田平議員 大阪府の交付金として９億何

がしを支払うわけでありますけれども、先

ほどの説明で、約２億４，０００万円が府

のほうに実質上収入として残るわけですね。

その分が、答弁にもありましたように、大

阪府の事業として摂津市にかかわるものを

やっていただこうということであります。

当然、だれしもそのことは考えるわけであ

りまして、市長や、あるいは副市長が、そ

のことで大阪府にかけ合っていただいてい

るというふうに思っております。長年凍結

をされた事業を解かしていくというんです

か、やってもらうわけでありますから、そ
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れは相当強い決意で臨んでいただいている

と思うんですけれども、そのあたりについ

て、どちらからでも結構ですけれども、お

考え、取り組みをお聞きいたしたいと思い

ます。 

 機構改革について、第４次の総合計画と

の整合性については、一忚理解をいたしま

したけれども、本市がまた進めております

第４次行財政改革の実施計画との関係につ

いて質問をいたしたいと思います。 

 第４次行革の基本理念に、簡素でわかり

やすい組織、スリムで効率性を重視した職

員６６０人体制、健全で安定した財政基盤

の確立などが項目にあげられています。行

政サービスの維持・向上のためには、健全

で安定した財政基盤の確立があることは当

然であります。尐数精鋭の組織を目指して

健全な財政運営は、理解はできますけれど

も、反面、安かろう悪かろうでは市民の満

足度は得られません。そこで、市民と直接

接せられる市職員が、スリム化になり過ぎ

て業務が過剰になり、職員が疲れてしまっ

てサービスの低下につながっては、総合計

画の四つの基本姿勢とも達成が遠くなろう

かと思います。今回の機構改革は、第４次

の行革にも直接密接的に関係をしていると

思います。行革は聖域を設けず、今回見直

しを行っていないあらゆる分野で検証を行

い、可能であれば今後見直しをしていく必

要があると考えています。 

 第４次行革の個別事項への取り組みの説

明は要りませんけれども、今後予定されて

いる機構の見直しについて、行革の立場、

方針を聞かせていただきたいと思います。

なお、組織の見直し検証については、政策

推進課として一部部課長から事情聴取をし

ておられるようでございますし、今後、ヒ

アリングもされて、その実態把握をつかも

うとされておられます。部長会、あるいは

いろんな状況の中で、これから進められる

と思うんですけれども、やはり肝心の行政

サービスの向上につなげていく、こういう

ことで市民の視点に立った行政運営をやっ

ていただくことも要望しておきたいと思い

ます。 

 それから、府道大阪高槻線の交通安全対

策、先ほどの市たばこ税の大阪交付金と同

内容でございますので、市長か副市長から

のご意見をお聞きいたしたいと思います。 

 それと併せまして、市長、先日、八防の

バス停に車が突っ込みまして、バスの時刻

表が倒されました。たまたま人がおられな

くて事故はなかったんですけれども、バス

停の時刻表が飛んでいってなかったという

ことでありますので、非常に危険な状況が

何回も起こっておるようでございますので、

そういったことを踏まえて、取り組みを強

化していただきたいということと考えをお

聞かせいただきたいと思います。 

 市道新在家鳥飼上線の道路整備事業につ

いて、まず、５年間は長過ぎると、もう尐

し短くしてほしい、早くやるべきだという

ふうに思いますし、この１５０メートル区

間において地権者が何人ぐらいおられるの

か、そして物件等の見通しはどうなのか、

ちょっとわかる範囲内で結構ですのでお教

えを願いたいと思います。 

 以上で２回目を終わります。 

○藤浦雅彦議長 それじゃ、副市長。 

○小野副市長 この大阪府交付金の点でござ

いますけども、これは平成１６年でしたか、

税制改正でこの都道府県への交付金制度が

創設されました。それで、その当時は税額

の３倍と定められておったものが、いわゆ

る２２年の例の税制改正で３倍から２倍と、

それから、たばこ税を条件とした補助金の
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禁止が盛り込まれたと。それで、今回、こ

の２倍になることの中身で決算数値を見た

時点で、最終的には９億７，０００万円程

度になっていますが、その当時、３月時点

でも、もう６億円、７億円という予測はさ

れておりましたので、大阪府のほうも、摂

津市が６月議会に基金を取り崩して大阪府

交付金で出すということになりますと、新

年度では遅いのではないかと感じまして、

３月の初旪に府会議員ともども、大阪府交

付金として６月補正で７億円、８億円、９

億円の交付金を出していかなくてはならな

いということで、副知事とお会いをして、

具体的にあのとき１９項目の大阪府事業を

持ってまいりました。そのときの事業費は、

たしか約８億円だったというふうに記憶し

ております。 

 それで、副知事のほうで言われたことは、

総務部長が言いましたように、大阪府も交

付団体なんだと。したがって、基準財政需

要額の中身の中で、交付団体であるがゆえ

に大阪府には２５％しか入りませんよと、

これが１点。それから、これはあくまでも

地方税法によるところのオーバーフローで

あるんだから、摂津市が言う中身は当たら

ないと、これが大阪府の基本的な考え方で

ございます。府会議員ともども私どもも話

をして、府会議員もメモをとってくれまし

た。そして、この項目について、窓口が市

町村課ですので、市町村課で検討させると。

最終的には４項目に絞りました。それは、

先ほど総務部長が言いました大阪高槻線の

３点。それは、今、議員が指摘されておる

鳥飼八防バス停の未買収の問題、八防２丁

目の未買収地の歩道整備、それから一津屋

交差点から西側の歩道整備、十三高槻線の

上部活用、この４点であります。この財源

が約２億５，０００万円であります。それ

で、現在も交渉中であります。６月にいよ

いよ可決願ったら出しますので、大阪府の

ほうに１９項目から４点に絞った。今ご指

摘の中身も入っております。それを私ども

としては府会議員ともどももう一度大阪府

に積極的にアプローチしたいと。大阪府の

言うのもわかるけども、摂津市が企業誘致

の一環として努力して取ったものを、大阪

府が、法律行為であるにしても、何も努力

ということの中で上げていくわけだから、

当然、今まで大阪府に予算要望したときに、

道路予算はすべてノーでありました。全く

つかなかった。したがって、危険なところ

についてのこの３点、それから、過去から

懸案の十三高槻線の上部利用、これについ

てはぜひともやってほしいということで現

在も交渉中であります。これも、また市長

とも相談いたしまして、府会議員とも相談

した上で、この４点が何点になるのかわか

りません。４点が４点していただきたいん

ですけども、何点入るか、これは努力とし

て、そんなに時間はありませんけども、頑

張っていきたいなというふうに考えている

ところでございます。 

○藤浦雅彦議長 都市整備部長。 

○小山都市整備部長 それでは、原田議員の

２回目のご質問にご答弁申し上げます。 

 この整備区間で何件の対象者がおられる

のかというご質問だったと思います。今回、

整備を予定しております区間の用地買収の

物件数としましては、机上ではありますが

７件を予定しております。まだ土地所有者

とは協議をいたしておりません。今後、用

地測量を発注する中で、現地立ち会いや、

その協議も土地所有者と行ってまいりたい

と考えております。そして、本事業は、本

市の財政状況から、あまり市の負担をかけ

ない、財政負担をかけないため、５か年計
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画で事業を進めてまいりたいと考えており

ますが、現地の安全、歩行者の安全性を考

えますと、やはり早期の完成が必要と考え

ております。こういったことで、一番時間

を要するのは用地交渉と思われますので、

そこに重点を置き、一日でも早く道路の整

備完成をできるよう、財政当局とも協議し

ながら努力してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 そしたら、市長公室長。 

○乾市長公室長 それでは、第４次行財政改

革実施計画と機構改革の関係につきまして、

ご答弁申し上げます。 

 今回の機構改革は、第４次総合計画、第

４次行財政改革実施計画の着実な遂行を目

的に行ったものでございます。先ほどもご

説明申し上げましたが、総合計画には七つ

のまちづくりの目標があり、機構改革の実

施に当たっては五つの基本方針を掲げてお

ります。また、行財政改革実施計画には、

機構改革の基本方針とリンクした簡素でわ

かりやすい組織、二つ目に、スリムで効率

性を重視した職員体制、三つ目に、尐数精

鋭でスピード感のある行政経営システムの

構築、四つ目に、みずから考え勇気を持っ

て行動する職員の育成、五つ目に、健全で

安定した財政基盤の確立の五つの基本理念

を掲げており、すべてに共通している内容

は、健全で安定した市の財政基盤の確立で

あり、職員の人材育成でございます。 

 これらの項目の達成には、組織の見直し

を含め、何事にも聖域を設けず事を行って

いくことが重要であり、避けては通れない

道であると認識いたしております。しかし、

行政サービスを考える上で、最小の経費で

最大の効果は当然のことでありますが、安

かろう悪かろうでは評価に値しないことも

十分承知しているところでございます。そ

のようなことのないように努めているとこ

ろでもございます。 

 行財政改革を担当する者といたしまして

は、最小の経費で最大の効果を求め、市民

満足を高めるために、「やる気」・「元気」・

「本気」の姿勢で仕事に取り組み、前例に

とらわれず、みずから考え勇気を持って行

動する職員を育て、職員満足も得られるよ

う努めてまいりたいと考えております。 

○藤浦雅彦議長 原田議員。 

○原田平議員 大阪府へ対しての取り組み、

よく理解をいたしました。 

 私は常々思っておるんですけれども、大

阪高槻線の交通量と、そして茨木、高槻へ

抜けていく鳥飼八丁富田線というのがある

んですけども、そこの交通量を比較いたし

まして、大阪高槻線のほうがものすごく交

通量が多い。にもかかわらず、八丁富田線

の整備はすごくされている。これは、安威

川ダムの関連事業かなというふうに思った

りもするんですけれども、やはりそういう

行政間の差があってはいけないということ

で、地元府会議員も頑張ってくれていると

思いますけれども、さらに先ほどの取り組

みを強化していただいて、このような差が

あるじゃないかということを強く、市長も

よくご存じでございますので、さらに積極

的に大阪府と交渉していただいて、その事

業が実現できるように取り組みをしていた

だきたいと思います。 

 機構改革については、まだまだこれから

の課題でもございますので、その理念に沿

って、これからもしっかりと検証しながら、

そして、こういうところは改革していくと

いうことの取り組みをしていただきたいと

いうことを要望しておきたいと思います。 

 それから、高槻線はそういうことで、新
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在家鳥飼上線のいわゆる都市計画道路の整

備事業でございますが、部長も大変努力を

されていますが、ほんまに事故が起こって

からではいけないと思いますし、早くでき

ることはやっぱりやるということで、地権

者もそんなにおられないようでございます

し、測量はできれば直ちに鑑定評価をとっ

て、すぐ買収に入れるということで、１年

でもいいから前倒しをするという取り組み

を、決意を持っていかないかんと思うんで

す。そういうことで、もし決意を聞かせて

いただけるようならお聞かせをいただきた

いと思います。それだけです。 

○藤浦雅彦議長 都市整備部長。 

○小山都市整備部長 原田議員の３回目のご

質問にご答弁申し上げます。 

 都市整備部として、担当部としての決意

ということであります。ご質問のとおり、

新幹線側道につきましては、非常に危険と

いうことも認識しております。そういった

点からも、用地交渉に努力をいたしまして、

できるだけ早く、一日あるいは一年でも早

く事業が完成するよう努力してまいりたい

と考えております。 

 以上です。 

○藤浦雅彦議長 原田議員の質問が終わり、

以上で一般質問が終わりました。 

 日程２、議案第３０号など５件を議題と

します。 

 委員長の報告を求めます。 

 総務常任委員長。 

  （三好義治総務常任委員長 登壇） 

○三好義治総務常任委員長 ただいまから、

総務常任委員会の審査報告を行います。 

 ６月１４日の本会議において、本委員会

に付託されました議案第３０号、平成２３

年度摂津市一般会計補正予算（第１号）所

管分及び議案第３６号、摂津市暴力団排除

条例制定の件の以上２件について、６月１

７日、委員全員出席のもとに委員会を開催

し、審査しました結果、いずれも全員賛成

をもって可決すべきものと決定しましたの

で、報告します。 

○藤浦雅彦議長 建設常任委員長。 

  （山本靖一建設常任委員長 登壇） 

○山本靖一建設常任委員長 ただいまから、

建設常任委員会の審査報告を行います。 

 ６月１４日の本会議において、本委員会

に付託されました議案第３０号、平成２３

年度摂津市一般会計補正予算（第１号）所

管分及び議案第３１号、平成２３年度摂津

市水道事業会計補正予算（第１号）の以上

２件について、６月１６日、委員全員出席

のもとに委員会を開催し、審査しました結

果、いずれも全員賛成をもって可決すべき

ものと決定しましたので、報告いたします。 

○藤浦雅彦議長 文教常任委員長。 

  （柴田繁勝文教常任委員長 登壇） 

○柴田繁勝文教常任委員長 ただいまから、

文教常任委員会の審査報告を行います。 

 ６月１４日の本会議において、本委員会

に付託されました議案第３７号、摂津市奨

学資金条例を廃止する条例制定の件につい

て、６月１７日、委員全員出席のもとに委

員会を開催し、審査をいたしました結果、

賛成多数をもって可決すべきものと決定し

ましたので、ご報告を申し上げます。 

○藤浦雅彦議長 民生常任委員長。 

  （森内一蔵民生常任委員長 登壇） 

○森内一蔵民生常任委員長 それでは、ただ

いまから民生常任委員会の審査報告を行い

ます。 

 去る６月１４日の本会議において、本委

員会に付託されました議案第３０号、平成

２３年度摂津市一般会計補正予算（第１

号）所管分及び議案第３２号、平成２３年
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度摂津市国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）の以上２件について、６月１６

日、委員全員出席のもとに委員会を開催し、

審査いたしました結果、いずれも全員賛成

をもって可決すべきものと決定いたしまし

たので、報告いたします。 

○藤浦雅彦議長 委員長の報告が終わり、質

疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 討論に入ります。通告がありますので、

許可します。 

 安藤議員。 

  （安藤薫議員 登壇） 

○安藤薫議員 日本共産党議員団を代表いた

しまして、議案第３７号に対する反対の討

論を行います。 

 今回、摂津市奨学資金条例の廃止は、こ

の間の高校授業料の無償化に伴い、公立高

校授業料相当額を貸し付けてきた本制度の

役割が終わったためとしています。しかし、

今年も例年どおり、約４０名強の新１年生

をはじめ、１００名の高校生がこの制度を

利用しています。貸付資金は、平成２１年

度の決算で１，４２５万６，０００円、約

４００万円の返済額が貸付原資ともなって

おります。制度創設以来約４０年間、総貸

付額１億６，６００万円に対して約１億４

００万円、６３％が返済されてきており、

財政負担は長期的には大きなものとは言え

ません。 

 文部科学省による平成２０年度子どもの

学習費調査によりますと、高校生の学習費

総額は、公立で５１万６，０００円、私立

で９８万円となっております。授業料が無

償になっても、高校就学には多額の費用を

要します。既存の大阪府育英会の制度や新

たに創設されるという給付型の学習支援金

制度はあるものの、授業料相当額以外の経

費負担の軽減に、摂津市独自の貸付制度と

いう選択肢を残しておくべきです。 

 また、本制度廃止に伴い創設される学習

支援金制度は、返済不要の給付型であると

いう点は大いに評価いたしますが、公立高

校を対象外にし、所得制限を大幅に引き下

げています。また、議会の関与を必要とし

ない交付要綱で運用することについて、制

度の根拠が不安定となりかねないという問

題があり、制度の創設までに改善を求めて

おきます。 

 以上、反対討論といたします。 

○藤浦雅彦議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 以上で討論を終わります。 

 議案第３０号、議案第３１号、議案第３

２号及び議案第３６号を一括採決します。 

 本４件について、可決することに異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、本４件は

可決されました。 

 議案第３７号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者多数です。 

 よって、本件は可決されました。 

 日程３、農業委員会委員推薦の件を議題

とします。 

 お諮りします。 

 本件については、配付の名簿のとおり推

薦することに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 



 

 

３－４９ 

 日程４、議会議案第９号など５件を議題

とします。 

 お諮りします。 

 本５件については、提案理由の説明を省

略することに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 質疑に入ります。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 質疑なしと認め、質疑を終

わります。 

 お諮りします。 

 本５件については、委員会付託を省略す

ることに異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、そのよう

に決定しました。 

 討論に入ります。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 討論なしと認め、討論を終

わります。 

 議会議案第９号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者多数です。 

 よって、本件は可決されました。 

 議会議案第１０号、議会議案第１１号及

び議会議案第１３号を一括採決します。 

 本３件について、可決することに異議あ

りませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○藤浦雅彦議長 異議なしと認め、本３件は

可決されました。 

 議会議案第１２号を採決します。 

 本件について、可決することに賛成の方

の起立を求めます。 

  （起立する者あり） 

○藤浦雅彦議長 起立者多数です。 

 よって、本件は可決されました。 

 以上で、本日の日程は終了し、これで、

平成２３年第２回摂津市議会定例会を閉会

します。 

（午後２時２６分 閉会） 
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☆ 添 付 資 料 



曜 会 議 名 内 容 開 議 時 刻

6 ／ 14 火 本会議（第１日） 提案理由説明・質疑・委員会付託・即決 10:00

（議会議案届出締切　17:15）

15 水

16 木 建設常任委員会（第一委員会室） 10:00

民生常任委員会（第二委員会室） 10:00

17 金 総務常任委員会（第一委員会室） 10:00

文教常任委員会（第二委員会室） 10:00

（一般質問届出締切　12:00）

18 土

19 日

20 月

21 火

22 水

23 木

24 金 議会運営委員会（第一委員会室） 10:00

25 土

26 日

27 月

28 火 本会議（第２日） 一般質問 10:00

29 水 本会議（第３日） 一般質問・委員長報告（休会分）・議会議案 10:00

議会運営委員会（第一委員会室） 本会議終了後

平成２３年第２回定例会審議日程（案）

月 日
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〈総務常任委員会〉

議案 第 30 号 平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第１号）所管分

議案 第 36 号 摂津市暴力団排除条例制定の件

〈建設常任委員会〉

議案 第 30 号 平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第１号）所管分

議案 第 31 号 平成２３年度摂津市水道事業会計補正予算（第１号）

〈文教常任委員会〉

議案 第 37 号 摂津市奨学資金条例を廃止する条例制定の件

〈民生常任委員会〉

議案 第 30 号 平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第１号）所管分

議案 第 32 号 平成２３年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

議 案 付 託 表

平成２３年第２回定例会
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質問順位

　１番　川端福江議員　　　２番　上村高義議員　　３番　村上英明議員

　４番　木村勝彦議員　　　５番　山崎雅数議員　　６番　大澤千恵子議員

　７番　柴田繁勝議員　　　８番　三宅秀明議員　　９番　安藤薫議員

１０番　嶋野浩一朗議員　１１番　弘豊議員　　　１２番　原田平議員

川端福江議員

１　地域の安全・安心を守るための防災計画の見直し検討について

　（１）被災者支援システムの導入について

　（２）洪水ハザードマップの見直しについて

　（３）防災マップ・防災マニュアルの作成について

２　学校耐震化のスピードアップについて

３　子どもの防災教育について

４　中学校給食の実施について

５　大阪モノレール南摂津駅に交番所の設置を。

上村高義議員

１　「セッツ電隊」の取り組み内容について

２　第４次摂津市総合計画の実施計画策定について

３　安威川以南地域のコミュニティ施設について

村上英明議員

１　自然災害発生時における緊急避難について

２　市役所庁舎の自転車置き場の整備について

３　市民税の減免について

４　市民への情報提供について

　（１）広報せっつの発行について

５　自然エネルギー機器設置への補助について

６　摂津市民マラソンコースについて

木村勝彦議員

１　ペーパーカンパニーの実態調査と工事の検査の実態と体制について

２　２０１１年版防災白書の閣議決定を踏まえた摂津市地域防災計画の見直しについて

平 成 ２ ３ 年 第 ２ 回 定 例 会 一 般 質 問 要 旨
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山崎雅数議員

１　東日本大震災を受けて、災害対策の抜本的見直しについて

　（１）摂津市の「地域防災計画」の見直しについて

　（２）耐震化促進、避難マニュアル等、個々の問題について

　（３）原発事故に対する摂津市の考え、対応について

２　国民健康保険制度をよくするための諸問題について

　（１）保険料問題、徴収、差し押え、窓口での対応などについて

　（２）保険料減免、一部負担金減免の制度を充実させることについて

　（３）資格証明書発行、短期証問題について

大澤千恵子議員

１　中学校教科書採択について

２　地域防災計画の見直しについて

３　摂津市環境配慮の率先実行計画について

４　公立中学校に対する給食促進事業について

柴田繁勝議員

１　交通安全対策について

　（１）竹の鼻ガードの改良及び拡幅について

　（２）庄屋９号線の水路面の安全対策について

　（３）市内道路路側帯のグリーンベルト化について

２　東日本大震災関係について

　（１）発生以来、今日までの支援に関する摂津市の取り組み経過について

　（２）今後の支援のあり方について

三宅秀明議員

１　東日本大震災を踏まえた災害対策について

　（１）各種「想定」の見直しについて

　（２）様々な機関や団体との連携について

　（３）情報や経験の共有について

２　節電について
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安藤薫議員

１　教職員、講師不足による教育現場への影響と子どもの学習権保障について

２　就学援助金制度について

　（１）第４次行革による就学援助金制度の具体的な見直し内容について

　（２）子育て支援として、縮小ではなく充実を図るべきではないか。

３　安心の救急医療体制をつくるための摂津市の取り組みについて

　（１）救急医療の現状について

　（２）千里救命救急センターへの支援事業の復活と三島救命救急センターの拡充について

　（３）摂津市としての取り組みについて

嶋野浩一朗議員

１　東日本大震災への対応について

２　防災対策について

　（１）学校をはじめとした公共施設の耐震化について

　（２）家屋の倒壊対策について

　（３）平日昼間の防災体制について

　（４）インフラの耐震化について

　（５）遠隔の自治体との防災協定について

３　就学前教育の充実について

弘豊議員

１　くらしのセーフティネットと就労支援の課題について

　（１）就労相談員、就労支援コーディネーターの役割について

　（２）ポリテクセンターとの連携について

　（３）生活保護と自立支援の現状と取り組みについて

２　子育て、保育に関わるこの間の動きと変化について

　（１）「べふこども園」開設に向けた動きについて

　（２）国がすすめる新制度の検討に対する認識について

原田平議員

１　市たばこ税大阪府交付金について

２　機構改革の実施について

　（１）第４次総合計画との整合性について

　（２）事務分掌の検証について

３　府道大阪高槻線の交通安全対策について

４　市道新在家鳥飼上線道路整備事業について
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推薦者名簿

Ჽ平成ᴩᴪ年第ᴩ回定例会

ᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽᲽ農業委員会委員推薦ᶒ件

名 称 委 員

農 業 委 員 会 委 員 上ᲽᲽᲽ野ᲽᲽᲽ精ᲽᲽᲽ一
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議決結果一覧

議  案  番  号 件　　　　　　　　　　　名 議決月日 結果

請願第１号　生活道路の変更と安全対策に関する請願取
り下げの件

6月14日 許 可

報　　告 第 1号
平成２２年度摂津市一般会計補正予算（第６号）専決処
分報告の件

6月14日 承 認

報　　告 第 2号 損害賠償の額を定める専決処分報告の件 （6月14日 報告）

報　　告 第 3号 摂津市税条例の一部を改正する条例専決処分報告の件 6月14日 承 認

報　　告 第 4号 損害賠償の額を定める専決処分報告の件 （6月14日 報告）

報　　告 第 5号
平成２３年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第
１号）専決処分報告の件

6月14日 承 認

報　　告 第 6号
平成２３年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算
（第１号）専決処分報告の件

6月14日 承 認

報　　告 第 7号 平成２２年度摂津市一般会計継続費繰越報告の件 （6月14日 報告）

報　　告 第 8号 平成２２年度摂津市一般会計繰越明許費繰越報告の件 （6月14日 報告）

報　　告 第 9号 平成２２年度摂津市一般会計事故繰越し繰越報告の件 （6月14日 報告）

議　　案 第 30号 平成２３年度摂津市一般会計補正予算（第１号） 6月29日 可 決

議　　案 第 31号 平成２３年度摂津市水道事業会計補正予算（第１号） 6月29日 可 決

議　　案 第 32号
平成２３年度摂津市国民健康保険特別会計補正予算（第
２号）

6月29日 可 決

議　　案 第 33号 工事請負契約締結の件 6月14日 可 決

議　　案 第 34号 工事請負契約締結の件 6月14日 可 決

議　　案 第 35号 工事請負契約締結の件 6月14日 可 決

議　　案 第 36号 摂津市暴力団排除条例制定の件 6月29日 可 決

議　　案 第 37号 摂津市奨学資金条例を廃止する条例制定の件 6月29日 可 決

農業委員会委員推薦の件 6月29日 決 定

議会議案 第 9号 当面の電力需給対策に関する意見書の件 6月29日 可 決

議会議案 第 10号 激甚災害法改正を求める意見書の件 6月29日 可 決

議会議案 第 11号
公立学校施設における防災機能の整備の推進を求める意
見書の件

6月29日 可 決

議会議案 第 12号
子宮頸がん予防、ヒブ、小児用肺炎球菌の３ワクチンの
定期接種化を求める意見書

6月29日 可 決

議会議案 第 13号
地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書
の件

6月29日 可 決
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